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は　

じ　

め　

に

　

最
初
に
、
家
老
宇
都
宮
孟
綱
が
日
記
で
「
暴
瀉
病
」
に
つ
い
て
記
し
た
箇
所

を
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

文
久
二
年
八
月
八
日

一
今
朝
儀
助
相
招
、
弥
御
施
薬
之
事
被　

仰
出
候
間
、
司
へ
申
合
都
合
次
第
早

　

々
向
々
江
申
渡
候
様
申
含
候

一
司
夕
後
罷
越
、
御
側
医
調
合
之
都
合
之
宜
ニ
付
儀
助
江
も
申
談
、
御
長
屋
触

　

為
指
出
候
、
儀
助
御
手
前
様
よ
り
被
仰
含
も
有
之
由
ゆ
へ
、
右
之
通

　

通
故
取
斗
意
之
段
申
聞
候

　
　

一　

御
施
薬
之
方

　
　
　

芳
香
散

　
　
　

桂
枝 

十
匁         

乾
姜   

三
匁

　
　
　

益
智 

五
匁

　
　
　
　

右
三
味
細
末

一
御
長
屋
触
左
之
通

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

菊　

池　

保　

男

（
１
）

註佳



二

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

　

此
節
市
中
一
般
暴
瀉
病
流
行
相
聞
得
候
ニ
付
、
前
廉
手
当
之
薬
方
御
側
医
江

　

御
調
合
被
仰
付
、
御
歩
行
以
下
軽
き
御
奉
公
之
者
へ
拝
領
被
仰
付
候
間
願
之

　

者
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
支
配
ニ
お
ゐ
て
早
々
取
調
御
用
処
へ
可
被
申
出
候

一
右
流
行
病
相
煩
治
療
自
力
ニ
及
兼
候
ハ
ヽ
、
係
稲
見
升
機
被
仰
付
候
間
御
歩

　

行
以
下
右
同
断
（
略
）

　

江
戸
で
暴
瀉
病
が
流
行
し
は
じ
め
る
と
、
直
ち
に
薬
の
調
合
を
命
じ
、
必
要

な
分
量
の
薬
を
準
備
し
た
上
で
、
担
当
医
を
稲
見
升
機
と
す
る
な
ど
、
早
々
に

そ
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
暴
瀉
病
と
は
「
コ
レ
ラ
」
の
こ
と
で
、
「
宇
都
宮
日
記
」
で
は
、

こ
れ
が
初
見
で
あ
る
が
、
石
井
忠
行
の
「
伊
頭
園
茶
話
」
で
は
、
安
政
六
年
に

港
町
能
代
か
ら
流
行
し
、
久
保
田
に
ま
で
至
っ
た
と
、
記
し
て
い
る
。

　

安
政
五
午
年
三
都
を
始
め
諸
国
と
も
暴
瀉
病
流
行
し
て
黄
泉
に
行
し
も
の
夥

し
、
此
病
を
コ
ロ
リ
と
名
づ
く
（
こ
ろ
り
と
忽
果
つ
る
と
い
ふ
心
な
る
べ
し
）

畿
内
辺
に
て
は
ト
ン
コ
ロ
（
頓
に
こ
ろ
り
か
。
ロ
リ
省
き
て
い
ふ
）
御
国
は
翌

六
年
の
末
の
月
能
代
よ
り
流
行
出
す
。
其
も
と
は
同
処
本
山
方
売
木
の
木
番
人

と
て
下
モ
浜
に
住
み
し
も
の
、
加
賀
越
中
の
材
木
積
船
よ
り
伝
染
し
て
市
中
に

及
び
、
三
四
十
人
亡
ぶ
。
市
中
の
男
女
鉦
太
鼓
に
て
駈
廻
り
て
、
厄
病
神
送
り

御
足
軽
町
空
砲
を
発
す
。
奇
妙
な
る
山
王
祭
礼
の
山
車
、
上
町
（
カ
ン
マ
チ
）

丁
内
の
鐘
馗
を
老
若
男
女
町
中
曳
巡
り
し
が
、
其
翌
日
よ
り
一
人
も
亡
ぶ
も
の

な
し
と
、能
代
よ
り
出
戸
大
内
田
森
岡
鹿
渡
な
ど
と
伝
染
し
て
久
保
田
に
至
る
。

山
本
郡
の
釜
屋
村
（
八
竜
町
）
百
軒
に
足
ら
ぬ
家
数
に
て
七
八
十
人
果
て
る

（
略
）
久
保
田
は
さ
の
み
痛
み
な
し
と
、
或
人
よ
り
文
音
也
。
此
時
お
の
れ
浪

花
に
あ
り
（
略
）
彼
地
は
午
年
の
事
に
て
其
年
の
霜
月
上
着
せ
し
が
過
ぎ
て
無

か
り
し
也
。
此
年
の
神
無
月
越
後
を
通
り
し
に
、
村
上
辺
夜
中
高
張
灯
し
連
れ

老
弱
大
勢
金
鼓
を
鳴
ら
し
高
念
仏
に
て
厄
神
送
り
す
。
そ
の
音
騒
々
し
く
夜
半

ま
で
い
ね
か
ね
た
り
。
（
略
）

　
　

幕
末
期
の
コ
レ
ラ

　
　
　

一　

コ
レ
ラ
の
上
陸
と
流
行

　

秋
田
で
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
安
政
年
間
が
は
じ
め
の
よ
う
で
あ
る
が
、
コ
レ

ラ
は
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
の
風
土
病
が
、
開
国
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た

伝
染
病
で
あ
っ
た
。

　

日
本
で
は
じ
め
て
流
行
し
た
の
は
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
で
、
発
病
す
る

と
二
、
三
日
た
た
ず
し
て
死
ぬ
の
で
、
「
三
日
コ
ロ
リ
」
と
云
わ
れ
た
ほ
か
、

激
し
い
下
痢
を
と
も
な
う
奇
病
で
あ
っ
た
の
で
「
暴
瀉
病
」と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

こ
の
後
、
安
政
五
年
、
文
久
二
年
と
流
行
す
る
が
、
こ
れ
ら
三
度
の
コ
レ
ラ

流
行
に
つ
い
て
「
虎
列
刺
病
流
行
紀
事
」
か
ら
抜
粋
す
る
。

　

始
メ
テ
虎
列
刺
病
ノ
日
本
ニ
流
行
シ
タ
ル
記
録
ノ
信
ヲ
措
ク
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ

ノ
ハ
、
其
年
紀
今
ヨ
リ
五
十
六
年
前
ニ
在
リ
、
其
記
録
ニ
曰
ク
文
政
五
年（
略
）

八
月
虎
列
刺
始
メ
テ
、
本
邦
ニ
流
行
シ
、
先
ツ
本
島
ノ
西
部
山
陰
山
陽
ノ
両
道

ニ
発
シ
伝
播
ノ
速
ナ
ル
僅
ニ
一
月
ヲ
経
テ
、
既
ニ
畿
内
（
京
都
ノ
周
辺
）
ニ
蔓

延
シ
、
病
勢
甚
タ
猛
劇
ニ
シ
テ
毎
戸
殆
ト
其
惨
害
ヲ
蒙
ラ
サ
ル
ハ
ナ
ク
、（
略
）

安
政
五
年
（
略
）
復
タ
激
烈
ナ
ル
虎
列
刺
病
ノ
流
行
ア
リ
、
凡
ソ
三
年
間
猖
獗

（
２
）





四

幕
末
か
ら
明
治
十
年
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け
て
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秋
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コ
レ
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対
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菊
池
万
雄
氏
が
「
過
去
帳
」
を
集
計
し
て
、
作
成
さ
れ
た
表
を
も
と
に
作
成
し

た
表
１
は
、
文
政
か
ら
慶
応
に
か
け
て
の
年
間
死
亡
者
数
の
変
動
を
整
理
し
た

も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
過
去
帳
に
は
死
因
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
数
字
に
は
コ
レ
ラ
以
外
の
病
気
に
よ
る
死
亡
者
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
考
慮
し
て
も
、
コ
レ
ラ
の
流
行
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
二
十
六
年
間
で
、
死
亡
者
数
が
多
い
の
は
文
久
三
年
、
安
政
五
年
・
六

年
と
コ
レ
ラ
の
流
行
年
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
コ
レ
ラ
が
ほ

ぼ
畿
内
以
西
で
と
ど
ま
っ
た
文
政
五
年
、
死
亡
者
百
人
以
上
数
え
る
の
は
、
米

子
・
萩
・
長
崎
・
広
島
・
江
戸
と
、
西
日
本
に
集
中
し
て
お
り
、さ
ら
に
こ
の
流

行
し
た
三
年
は
、ど
の
都
市
も
死
者
が
他
の
年
に
比
す
る
と
多
く
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

二　

秋
田
の
コ
レ
ラ

　

次
の
三
つ
の
「
日
記
」
か
ら
コ
レ
ラ
関
係
記
事
を
抜
粋
す
る
。

　

最
初
に
「
山
脇
弁
治
日
記
」
を
あ
げ
る
。

安
政
五
年
九
月
廿
一
日
（
前
略
）
前
郷
村
要
助
殿
方
へ
御
越
被
遊
候
処
、
御
同

　

人
御
申
ニ
仙
道
ニ
而
此
間
二
夜
ニ
親
子
死
去
致
候
由
御
申
、
コ
ロ
リ
と
云
病

　

之
趣
、
右
病
マ
ジ
ナ
イ
左
之
文
字
衣
物
之
襟
ニ
入
候
得
は
、
右
病
不
受
由
ニ

　

御
座
候
と
被
申
候
而
教
被
成
候
と
の
御
物
語
（
略
）

安
政
六
年
八
月
八
日
（
前
略
）
予
八
月
中
旬
久
符
に
行
咄
候
処
、
能
代
辺
と
見

　

受
候
人
モ
ア
リ
、
又
能
代
よ
り
来
候
仁
松
前
也
と
云
モ
ア
リ
、
其
比
盛
ニ
能

　

代
湊
辺
久
符
辺
迄
、
爰
元
モ
希
ニ
ア
リ
、
コ
ロ
リ
病
流
行
致
し
下
旬
に
及
、

　

久
ボ
タ
町
処
々
に
死
人
、
一
両
日
迚
、
腹
痛
に
て
死
ス
ル
者
数
ア
リ
（
略
）

文
久
二
年
八
月
廿
三
日
（
前
略
）
頃
日
足
田
今
泉
医
者
子
麻
疹
ニ
付
死
シ
、
山

　

田
村
三
左
衛
門
新
婦
同
上
ト
聞
、
其
外
ニ
モ
有
リ
ト
承
ル
、
是
気
候
ノ
不
順

　

ナ
ル
ガ
故
ナ
ル
ベ
シ
、
（
略
）
庫
之
助
カ
曰
、
私
盆
中
廿
日
ヨ
リ
霍
乱
ニ
テ

　

腹
痛
不
容
易
、
爾
今
全
快
ナ
ラ
ズ
ト
イ
エ
ト
モ
麻
疹
ノ
タ
メ
詣
ル
処
也

（
略
）

　

次
に
「
門
屋
養
安
日
記
」
を
あ
げ
る
。

　
　

（
安
政
五
年
）
十
月
二
日

一　

菊
地
恒
助
様
被
仰
出
候
ニ
付
、コ
レ
ラ
除
ケ
保
養
薬
方
指
出
候
。左
の
通
。

　

一　

不
換
金
正
気
散
、
式
（
或
ヵ
）
ハ

香
正
気
散
、
毎
朝
焼
酎
二
三
勺
ヨ

　
　
　

リ
四
五
勺
ニ
至
り
用
テ
ヨ
シ
。（
略
）

　
　

（
安
政
六
年
）
九
月
二
十
三
日

一　

大
曲
よ
り
薬
種
相
届
申
候
。
大
曲
辺
も
コ
レ
ラ
病
流
行
の
由
、
茵

・

　
　

益
知
（
益
智
）
不
足
ニ
て
、
注
文
通
り
参
不
申
候

　

最
後
に
文
久
二
年
の
「
初
岡
敬
治
日
記
」
を
あ
げ
る
。

八
月
廿
四
日　

小
野
崎
専
蔵
江
江
戸
詰
杉
村
貞
吉
よ
り
申
参
候
は
、
今
年
又

　

コ
ロ
リ
病
流
行
四
年
以
前
よ
り
も
暫
時
に
死
候
由
、
御
屋
敷
ニ
而
十
七
八
人

　

右
病
ニ
而
死
候
而
、
両
国
橋
死
人
百
人
通
候
ヘ
は
橋
を
洗
候
仕
末
之
所
、
一

　

日
に
両
度
洗
候
事
有
之
趣
也

閏
八
月
廿
日　

暴
瀉
病
少
々
流
行
、
一
昨
日
か
外
町
木
村
某
と
申
も
の
死
去
之

　

由
、
渡
部
宇
吉
も
此
間
暴
瀉
吐
瀉
に
て
手
足
冷
候
得
共
、
先
ツ
は
快
方
之
由

（
3
）

（
4
）

（
５
）

蕾霍

陳蓧



五

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

　

周
助
承
り
候
、
其
他
所
々
ニ
有
之
趣
、
吾
妻
道
順
咄
に
有
之
由
也

閏
八
月
廿
七
日　

吉
田
元
徳
咄
に
は
こ
ろ
り
病
弥
流
行
、
此
節
両
人
取
扱
候
由
、

　

畠
山
恭
蔵
娘
も
此
間
右
病
気
に
而
今
日
方
少
々
快
方
之
由
也
、
但
小
田
内
に

　

而
聞
候
事

九
月
一
日 

 

晩
小
田
内
江
参
候
所
、
秀
侑
参
り
勘
定
不
致
候
、
コ
ロ
リ
流
行
に

　

西
も
内
才
助
の
下
人
、
昨
日
九
月
一
日
歟
相
果
候
由
（
略
）

　

「
山
脇
日
記
」
八
月
八
日
の
記
事
は
、
「
伊
頭
園
茶
話
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

記
事
で
あ
る
が
、
能
代
地
域
の
資
料
で
言
及
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
安

政
の
コ
レ
ラ
が
能
代
か
ら
南
下
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
南
の
前
郷
や
大
曲
だ
け
で

は
な
く
、
北
の
能
代
周
辺
で
も
猛
威
を
ふ
る
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

  

文
久
の
コ
レ
ラ
に
つ
い
て
は
、
山
田
村
の
庫
之
助
が
霍
乱
で
腹
痛
の
襲
わ
れ

た
こ
と
や
、
秋
田
町
で
も
流
行
し
、
外
町
で
死
去
す
る
者
が
い
た
ほ
か
、
西
馬

音
内
の
才
助
の
下
人
が
死
去
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
資
料
は
「
南
」
と

「
中
央
」
に
居
住
し
て
い
る
者
の
日
記
で
あ
る
が
「
北
」
に
つ
い
て
記
し
て
い

る
の
は
、
先
述
の
「
山
脇
日
記
」
だ
け
が
で
あ
る
。
秋
田
町
に
居
住
す
る
者
に

と
っ
て
上
京
す
る
際
に
通
る
南
に
は
、
北
に
対
し
て
よ
り
関
心
が
あ
っ
た
の
で

書
き
留
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
北
」地
域
の
史
料
の
発
掘
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　

１　

「
町
触
控
」
な
ど
に
見
え
る
対
策

安
政
六
年
八
月
二
十
四
日　

　
　
　
　
　

吐
瀉
病
流
行
に
付
、
御
施
薬
可
被
成
下
被
仰
渡
候
事

此
度
流
行
之
吐
瀉
病
療
治
方
種
々
有
之
趣
候
得
共
、
其
内
人
々
心
得
へ
き
良
法

左
之
通

　
　
　
　
　
　

要
心
薬

一
茵
陣　

一
薄
荷　

一

香

            

右
等
分

 　

右
せ
ん
し
よ
ふ
、
初
は
ふ
り
出
し
、
後
は
せ
ん
し
用
ゆ
へ
し

            

芳
香
散

一
桂
枝　

一
益
智
（
朱
書
）
一
就
姜
「
益
智
、
此
薬
品
無
之
節
は
壱
両
之
分
□

　

宿
砂
五
分
を
用
べ
し
、
砂
宿
無
之
節
は
肉
豆
蒄
三
分
を
用
ゆ
べ
し
右
朱
書
跡

　

よ
り
書
加
へ
被
仰
渡
候
」

             

右
等
分

　

右
大
調
合
致
し
、
壱
弐
匁
宛
一
時
之
内
に
用
ゆ
へ
し
、
前
廉
是
を
防
に
は
、

都
而
身
を
冷
事
な
く
、
腹
に
は
木
綿
を
巻
き
、
大
酒
大
食
を
慎
、
其
外
こ
な
れ

か
た
き
食
物
一
切
相
禁
し
、
要
人
薬
を
用
ゆ
へ
し
、
若
病
懸
致
候
は
ゝ
早
々
寝

所
に
入
て
飯
食
を
慎
、
惣
身
を
温
め
、
芳
香
散
を
用
ゆ
へ
し
、
吐
瀉
至
惣
身
冷

る
程
な
ら
は
、
焼
酎
壱
弐
合
之
中
江
龍
脳
又
は
樟
脳
を
一
二
匁
入
、
あ
た
ゝ
め

て
木
綿
之
切
に
ひ
た
し
て
、
腹
并
手
足
へ
静
に
す
り
込
、
芥
子
泥
を
以
下
腹
并

手
足
江
小
半
時
も
度
々
張
べ
し
、
此
度
在
町
極
窮
之
者
江
右
両
品
と
も
御
施
薬

被
成
下
候
間
、
願
之
者
は
御
製
薬
所
江
可
申
出
候

　

要
心
薬
と
し
て
、
茵
陣
・
薄
荷
・

香
を
等
分
に
煎
じ
た
薬
の
ほ
か
、
桂
枝

・
益
智
・
乾
姜
の
粉
末
を
混
ぜ
た
芳
香
散
の
施
薬
を
進
め
て
い
る
。
芳
香
散
に

つ
い
て
は
、
「
宇
都
宮
日
記
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
安
政
五
年
八
月
、
幕

府
は
触
書
を
出
し
て
奨
励
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
の
史
料
で
も
採
ら
れ

て
い
る
。

（
６
）

蕾霍

蕾霍
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
吐
瀉
と
体
の
冷
え
が
コ
レ
ラ
の
症
状
で
あ
る
と
、
と
ら
え

ら
れ
、
対
処
療
法
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
の
が
、
大
酒
大
食
を
慎
み
、
消
化
の
い

い
も
の
を
摂
り
、
身
体
を
温
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
医
学
的
な
療
法
で
は
な
く
、

日
常
生
活
に
お
け
る
摂
生
と
養
生
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
虎
列
刺
の
流

行
は
、
蘭
方
へ
の
関
心
を
高
め
た
。

　

秋
田
か
ら
の
蘭
学
塾
へ
入
門
者
を
整
理
し
た
表
２
に
見
え
る
稲
見
が
、
宇
都

宮
に
コ
レ
ラ
担
当
医
と
さ
れ
た
の
は
、
安
政
四
年
に
華
岡
青
洲
が
創
設
し
た

「
春
林
軒
」
で
学
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
限
ら
れ
た
も
の
し
か

入
門
で
き
ず
、
し
か
も
入
門
者
の
絶
対
数
が
少
な
い
な
か
で
は
、
任
命
さ
れ
る

医
者
と
い
っ
て
も
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
記
載
地
名
が
居
住
地

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
全
入
門
者
三
十
八
名
の
内
、「
北
」
か
ら

の
入
門
者
は
二
十
五
の
伊
藤
・
三
十
二
の
谷
田
部
・
三
十
三
の
佐
藤
の
三
名
に

過
ぎ
な
い
こ
と
が
目
に
つ
く
。

　
　

２　

蘭
学
塾
入
門
者
と
明
徳
館
蔵
書

　

次
に
藩
校
明
徳
館
の
蔵
書
に
つ
い
て
、
「
明
徳
館
書
籍
目
録
」
を
資
料
と
し

て
検
討
し
た
い
。
こ
の
他
に
手
元
に
は
二
種
類
の
「
目
録
」
が
あ
る
。
東
山
太

三
郎
と
安
藤
和
風
が
そ
れ
ぞ
れ
写
し
た
二
つ
の
「
明
徳
館
蔵
書
目
録
」
で
あ
る
。

収
録
点
数
を
あ
げ
れ
ば
、「
東
山
目
録
」
千
四
百
九
点
、「
安
藤
目
録
」
千
四
百

十
八
点
、
「
明
徳
館
書
籍
目
録
」
二
千
二
百
五
十
二
点
で
、
最
後
の
目
録
は
、

前
二
つ
の
目
録
よ
り
八
百
点
以
上
多
い
。
行
論
に
必
要
な
範
囲
で
こ
れ
ら
を
比

較
す
る
と
、
前
二
点
の
目
録
で
は
千
四
百
九
点
、
書
名
を
も
と
に
判
断
す
る
限

り
重
複
し
て
お
り
、
東
山
目
録
は
安
藤
目
録
と
殆
ど
同
じ
と
見
て
も
い
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
次
に
こ
れ
ら
二
点
の
目
録
と
、
「
明
徳
館
書
籍
目
録
」
と
の
重

複
点
数
を
み
れ
ば
、
九
百
九
十
六
点
で
四
十
四
㌫
程
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
明

徳
館
書
籍
目
録
」
に
の
み
、
医
書
関
係
三
百
四
十
四
点
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
目
録
は
、
二
つ
の
目
録
と
は
関
係
な
く
作
成
さ
れ
た
と
見

表２　蘭学塾入門者氏名

（
７
）

（
８
）

（
９
）

番号 氏　　　名 記　載　地　名 入　門　年　月　日 西暦
2081日８２月９年２和享田秋廸昌藤伊1
8081月９年５化文田秋州羽玄達藤佐2

3 藤井貞民 出羽秋田仙北郡六郷村 文化５年５月１１日 1808
4 内藤南省 出羽秋田佐竹右京太夫家中 文化９年７月２９日 1812
5 神保玄察 出羽秋田佐竹右京太夫家中 文化１１年５月１５ 日 1814

0281月４年３政文田秋州羽悦元部渡6
0281月８年３政文田秋州羽蔵三田池7
1281月１１年４政文田秋羽出蔵文元根8
1281月１１年４政文田秋羽出幾文浦三9
2281月１年５政文手横田秋羽出吉宗原菅01
4281日３月２年７政文中家田秋羽出養元島北11

12 高橋椿斎 出羽秋田仙北六郷 文政９年５月 1826
2381月１年３保天沢湯田秋羽出仙元井松31
0481月５年１１保天沢湯田秋羽出元貞谷41
2481日５２月５年３１保天中藩田秋羽出隣省邑中51
6481日８１月５年３化弘田保久田秋羽出碩三口田61

17 鈴木玄〓 出羽秋田郡久保田 弘化４年４月１８日 1847
0581日６２月３年３永嘉田秋羽出亭正井藤81
3581門入日４１月２１年６永嘉）藩田秋（／田秋馬主沢柳91
3581門入日４１月２１年６永嘉）藩田秋（／田秋茂木今享左衛門02
5581塾入日５１月２１年２政安藩田秋羽出哲升木鈴12
7581日６月４年４政安藩田秋羽出機升見稲22
1681門入月２１年元久文内郎太徳駒生嶺玄藤加32

24 中村東朔 出羽秋田平鹿郡横手町 文久元年９月１９日 1861
2681日１月３年２久文郡本山田秋羽出斎立藤伊52
4681塾入日８２月３年４久文島矢州羽貞長木々佐62
7681門入日５２月７年３應慶藩田秋州羽碩宗上田72
8681日０２月７年４応慶田秋羽出）国生（治友沼蓮82
9681日８２月正年２治明田秋後羽）国生（治学谷瀬92

30 大平築 （生国）羽後（住所）本庄 明治２年１１月１日 1869
31 石垣与一郎 （生国）羽後（住所）本庄 明治２年１１月１日 1869
32 谷田部吉治 （生国）秋田（住所）十二所※ 明治２年１１月２９ 日 1869

0781門入秋仲年３治明嶺松国後羽太元藤佐33
34 岩谷省達 羽州秋田
35 中村省隣 出羽秋田藩
36 青木泰順 羽州秋田
37 小松文仲 出羽秋田
38 岡田泰順 秋田県下羽後国由利郡西目村岡98番地（明治期）

「地域蘭学者門人帳人名」国立歴史民俗博物館のホームページのデータベースから作成

師匠など
大槻玄沢
稲村三伯
華岡青洲
華岡青洲
華岡青洲
小森玄良
小森玄良
小森玄良
小森玄良
小森玄良
華岡青洲
小森玄良
小森玄良
小森玄良
華岡青洲
華岡青洲
華岡青洲
華岡青洲
佐久間象山
佐久間象山
伊東玄朴
華岡青洲
伊東玄朴
華岡青洲
華岡青洲
伊東玄朴
伊東玄朴
（慶應義塾）
（慶應義塾）
（慶應義塾）
（慶應義塾）
（慶應義塾）
松本良順
緒方洪庵
伊東玄朴
土生玄碩
土生玄碩
土生玄碩
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末
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け
て
の
秋
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コ
レ
ラ
対
策

て
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
目
録
は
秋
田
図
書
館
の
罫
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
職
員
が
蔵
書
を

見
な
が
ら
分
類
し
、
目
録
を
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
書
名
の
読
み
間
違
い

や
、
写
し
間
違
い
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
ど
こ
が
そ
う
な
の
か

判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
三
種
類
の
目
録
の
な
か
で
医
書
に
つ
い

て
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
目
録
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
資
料
と
し
て
秋

田
藩
の
「
医
書
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

表
３
は
「
国
書
総
目
録
」
な
ど
で
、
著
作
者
な
ど
「
一
応
」
確
認
で
き
た
医

書
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
写
し
や
読
み
間
違
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
書
物
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
先
述
し
た
理
由
で
リ
ス
ト
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。
三
点

の
「
本
草
綱
目
」
は
同
じ
筆
者
の
も
の
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
の
で
、
同
書

名
で
著
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
全
員
を
著
者
欄
に
記
入
し
た
。

　

コ
レ
ラ
に
対
し
て
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
コ
ロ
ン
ボ
根
に
つ
い
て
記

し
た
宇
田
川
玄
真
・
榕
菴
の
「
遠
西
医
方
名
物
考
補
遺
」
や
、
幕
府
が
推
奨
し

た
芳
香
薬
や
芥
子
泥
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
宇
田
川
玄
真
・
榕
菴
「
増
訂
和

蘭
薬
鏡
」
な
ど
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

明
治
に
な
っ
て
も
、
医
学
的
に
有
効
な
治
療
法
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
患
者
の

隔
離
や
患
者
が
出
た
地
域
の
通
交
を
遮
断
す
る
ほ
か
、
危
険
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
た
地
域
の
消
毒
な
ど
、
お
よ
そ
治
療
と
は
関
係
が
な
い
分
野
で
の
対
策
が
中

心
で
あ
っ
た
。

　
　

３　

塵
塚
と
飲
み
水

　

次
に
幕
末
期
に
コ
レ
ラ
対
策
と
し
て
意
識
的
に
取
ら
れ
た
対
策
で
は
な
か
っ

た
が
、
塵
芥
や
下
水
の
処
理
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
概

観
し
た
い
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
史
料

は
、
「
町
触
控
」
と
「
肴
町
丁
代
記
録
」
の
二
点
し
か
な
い
の
が
現
状
で
、
具

体
的
に
は
「
秋
田
町
」
を
事
例
に
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

最
初
に
飲
料
水
に
つ
い
て
見
る
と
、
明
治
三
十
三
年
で
も
次
の
よ
う
な
状
況

で
あ
っ
た
。

　

秋
田
市
民
ノ
飲
料
水
ハ
古
来
井
水
及
河
水
ヲ
以
テ
之
ヲ
供
セ
リ
。
其
現
今
ニ

「明徳館書籍目録」　

表３　医　　　書　

整理 書　　名 作　　　　者 出版年 西暦

2161年０４暦万華陶　書六寒傷1

2 原病式　 岡本為竹・吉屋権兵衛 元禄３年・万治２年 1659

6661６文寛編長玄尾八門入学医3

8661８文寛）学医（微精海銀4

5 本草綱目 草間直方・堀本好益・貝原益軒・李時珍 （寛文１２） 1672

6 本草綱目 草間直方・堀本好益・貝原益軒・李時珍 （寛文１２） 1672

7 本草綱目 草間直方・堀本好益・貝原益軒・李時珍 （寛文１２） 1672

8861年５享貞端元田吉　部類証諸8

9 治痢経験 加藤謙斎・加藤篤斎 延享３年 1745

8571年８暦宝撰喬野　録秘故温01

11 古方選　 江馬蘭斎・小野常建 （宝暦１０年） 1760

5671２和明玄子川賀論産子玄子21

5671２和明玄子川賀論産子玄子31

5771４永安迪玄川賀翼論産41

6771年５永安玉　張　要纂通医氏張51

1081元和享　簡元紀多方選急救61

5081年２化文訳斎榛川田宇綱提範医71

2181年９化文貞尚雄吉方要外内蘭和81

4181年１１化文真玄田桑編新痘種91

0281年３政文斎榛川田宇鏡薬蘭和02

2281年５政文斎榛川田宇考物名方医西遠12

5281年８政文迪玄川賀翼論産22

（
10
）

（
11
）
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於
ル
需
用
区
域
ヲ
示
セ
ハ
左
ノ
如
シ
（
表
４
）

　

旭
川
ハ
（
略
）
雄
物
川
ニ
合
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
上
流
ニ
於
テ
ハ
前
記
諸
村

ノ
田
野
ヨ
リ
流
出
ス
ル
悪
水
之
ニ
注
入
シ
、

市
街
ニ
在
リ
テ
ハ
家
屋
ヨ
リ
排
除
ス
ル
下
水

（
又
往
々
尿
水
）
多
ク
之
ニ
集
ル
ヲ
以
テ
、

其
市
中
ニ
於
ケ
ル
水
質
ノ
良
ナ
ラ
サ
ル
ヤ
元

ヨ
リ
明
白
ナ
リ
。
又
人
家
ニ
備
フ
ル
所
ノ
井

戸
ハ
数
箇
ノ
桶
側
ヲ
積
ミ
重
ネ
タ
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
水
面
一
般
ニ
深
カ
ラ
ス
、
且
下
水
道
ノ

不
完
全
ナ
ル
カ
為
メ
周
囲
ノ
汚
水
自
ラ
其
中

ニ
滲
入
ス
ル
ナ
キ
ヲ
保
セ
ス
、
而
シ
テ
其
水

質
ノ
稍
良
ナ
リ
ト
称
ス
ル
モ
ノ
亦
僅
ニ
一
小

局
部
ニ
止
ル
カ
如
シ
。

　

秋
田
町
の
外
町
で
は
旭
川
の
水
を
、
内
町

と
保
戸
野
地
域
で
は
井
戸
水
を
そ
れ
ぞ
れ
飲

料
水
と
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の
井
戸
水
も
い

つ
で
も
飲
め
る
の
は
わ
ず
か
十
五
㌫
に
過
ぎ

ず
、
冬
期
間
を
加
算
し
て
も
三
十
㌫
に
届
か

ず
、
七
十
㌫
の
水
は
飲
料
水
と
し
て
は
使
え

な
か
っ
た
。
旭
川
の
水
に
依
存
し
た
外
町
で

は
、
上
流
地
域
で
の
悪
水
や
家
屋
か
ら
の
下

水
な
ど
も
流
入
し
て
い
る
水
を
、
飲
料
水
と

し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
次
に
藩
政
期
に
、そ
の
旭
川
は
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
い
た
か
、

見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
肴
町
丁
代
記
録
」
見
る
旭
川
の
汚
染
な
ど
に
つ
い
て

天
保
二
年
八
月
二
日　

旭
川
洗
物
免
許
品
目  

先
頃
被
仰
渡
候
川
筋
の
儀
左
之

　

通
可
相
心
得
候　

酒
屋
袋
あ
ら
ひ
、
染
屋
木
め
ん
晒
、
諸
洗
た
く
も
の
、
桶

　

等
あ
ら
い
も
の
、
但
川
え
、
も
の
捨
候
儀
不
相
成
候
、
か
ら
桶
洗
候
事
（
略
）

安
政
四
年
六
月
二
十
四
日　

川
中
に
て
馬
を
洗
ひ
染
物
其
外
青
物
等
に
至
迄
洗

　

候
儀
、
四
ッ
時
以
前
不
相
成
儀
兼
て
被
仰
渡
候
所
、
心
得
違
の
も
の
有
之
趣

　

粗
相
聞
え
不
済
事
に
候　

此
節
別
て
水
旱
に
候
故
、
家
毎
借
屋
長
屋
に
至
迄

　

心
得
違
無
之
様
能
々
可
申
渡
候
、
右
の
趣
家
毎
不
洩
様
可
申
渡
候
（
略
）

天
保
二
年
四
月
六
日　

川
反
壱
丁
目
、
同
三
丁
目
、
右
弐
ヶ
所
塵
塚
え
船
を
付

　

置
候
え
共
、
浜
え
く
ず
相
捨
、
舟
え
捨
不
申
趣
相
見
え
候
、
依
て
兼
て
被
仰

　

渡
候
通
り
、
舟
え
く
ず
捨
置
候
様
、
家
毎
え
急
度
可
申
渡
候
、
不
相
替
候
浜

　

え
捨
置
候
者
有
之
、
見
当
候
え
は
厳
に
無
調
法
被
仰
付
候
間
、
此
段
急
度
可

　

被
申
渡
候
川
反
五
丁
目
、
藤
林
長
之
助
、
中
村
市
松
、
右
両
人
の
浜
え
勝
手

　

に
も
の
く
ず
捨
候
事
不
苦
候
間
、
是
又
家
毎
え
被
申
渡
候
、
尤
猥
に
無
之
様

　

可
致
段
可
被
申
渡

天
保
六
年
閏
七
月
二
十
二
日　

此
度
専
念
寺
・
誓
願
寺
後
通
へ
塵
塚
被
復
置
候

　

に
付
、
当
八
月
二
日
よ
り
以
来
二
六
四
九
壱
ヶ
月
拾
二
日
、
捨
日
に
被
定
置

　

候
間
、
朝
五
ツ
時
よ
り
七
ツ
時
迄
捨
置
可
申
候
、
猶
塵
芥
の
外
、
不
浄
の
も

　

の
取
捨
候
儀
不
相
成
候

口人域区用需類種ノ水

井　　水 旭川左岸（旧称内町）及同右岸（旧称保戸野） 15,527

内町井水調査表

井戸総数 常ニ飲料水ニ供スルモノ 冬期間ノミ飲料ニ供スルモノ

031161580,1

３３年１０月現在

全ク飲料ニ供セサルモノ

「秋田市史」第11巻　近代資料編」

794

表 ４　秋田市の飲料水

市街地ニ於テ汲取シタル旭川ノ水 旭川右岸（旧称外町） 13,381

(

13)

(
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(
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(
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安
政
五
年
十
二
月
四
日　

川
端
壱
丁
目
・
船
大
工
町
・
鍛
冶
町
川
端
、
右
三
ヶ

　

所
塵
塚
、
船
往
来
不
相
成
候
に
付
、
今
四
日
よ
り
相
止
候
、
依
之
雪
中
よ
り

　

来
春
迄
、
川
端
三
丁
目
、
川
端
五
丁
目
へ
塵
塚
相
立
候
間
、
以
来
二
六
に
相

　

限
両
所
え
相
捨
候
様
家
々
へ
可
申
渡
候
、
以
上

　

旭
川
は
洗
濯
、
青
物
洗
い
、
酒
屋
袋
洗
い
、
染
屋
の
木
綿
晒
し
、
桶
洗
い
、

水
浴
び
の
ほ
か
、
馬
を
洗
う
の
に
も
使
わ
れ
て
た
上
に
、
も
の
捨
場
と
し
て
も

使
わ
れ
て
て
い
た
。
そ
の
旭
川
の
水
が
飲
み
水
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

塵
塚
は
天
保
二
年
で
は
川
反
一
丁
目
と
三
丁
目
の
二
箇
所
で
あ
っ
た
が
、
安

政
五
年
に
は
三
丁
目
が
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
三
箇
所
に
増
え
て
い
る
。
塵
芥

は
塵
塚
に
つ
け
た
船
に
捨
て
る
こ
と
や
、
船
の
往
来
が
で
き
な
く
な
る
冬
期
間

は
指
定
さ
れ
た
塵
塚
へ
二
六
の
日
に
限
っ
て
捨
て
る
よ
う
達
し
て
い
る
が
、
同

様
の
記
録
が
再
三
見
ら
れ
る
の
で
、
あ
ま
り
守
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

天
保
六
年
に
は
、
二
つ
の
寺
の
後
通
に
塵
塚
を
再
度
設
け
た
の
で
、
月
十
二

回
の
捨
日
と
時
間
を
よ
く
守
る
よ
う
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
限

り
、
達
し
に
従
っ
て
捨
場
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　

次
に
屎
尿
処
理
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
と
い
っ
て
も
今
は
、
「
肴
町
丁
代
記

録
」
か
ら
次
の
記
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
で
あ
る
。

天
保
四
年
十
一
月
十
六
日　

谷
橋
村
五
郎

　

七
と
申
も
の
町
々
小
便
桶
相
廻
し
申
度

　

趣
願
済
候
間
、
此
旨
御
心
得
家
毎
江
為

　

御
知
可
被
成
候
以
上

　

小
便
に
つ
い
て
は
谷
橋
村
五
郎
七
と
い

う
者
か
ら
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
こ
の

こ
と
を
家
ご
と
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
記
さ

れ
て
い
る
が
、
町
々
と
は
ど
の
町
の
い
う

の
か
、
願
い
が
認
め
ら
れ
た
の
か
を
含
め

て
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。

整理 所管 患者数 死亡者数 百分比 整理 所管 患者数 死亡者数 百分比
1 開拓 490 285 58.16 1 北海道 2,933 2,151 73.3
2 青森 765 505 66.01 2 青森 6,565 3,775 57.5
3 岩手 47 26 55.32 3 岩手 520 312 60.0
4 宮城 91 44 48.35 4 宮城 1,371 938 68.4
5 秋田 916 603 65.83 5 秋田 4,881 2,824 57.9
6 山形 1,679 1,117 66.53 6 山形 2,217 1,510 68.1
7 福島 498 274 55.02 7 福島 278 170 61.2
8 茨城 509 313 61.49 8 茨城 875 544 62.2
9 栃木 780 434 55.64 9 栃木 559 300 53.7

10 群馬 165 104 63.03 10 群馬 324 228 70.4
11 埼玉 635 367 57.80 11 埼玉 919 626 68.1
12 千葉 1,075 695 64.65 12 千葉 3,438 2,334 67.9
13 東京 2,236 1,790 80.05 13 東京 12,262 9,962 81.2
14 神奈川 2,120 1,493 70.42 14 神奈川 5,888 3,165 53.8
15 新潟 5,229 3,360 64.26 15 新潟 9,387 5,953 63.4

16 富山 16,271 10,764 66.2
17 石川 29,808 21,144 70.93 17 石川 4,502 3,564 79.2

18 福井 6,673 4,791 71.8
19 山梨 1,036 567 54.73 19 山梨 1,170 608 52.0
20 長野 513 254 49.51 20 長野 3,940 2,282 57.9
21 岐阜 453 303 66.89 21 岐阜 349 247 70.8
22 静岡 1,506 804 53.39 22 静岡 737 534 72.5
23 愛知 1,923 1,359 70.67 23 愛知 1,163 869 74.7
24 三重 1,575 1,088 69.08 24 三重 1,407 1,108 78.7
25 滋賀 896 594 66.29 25 滋賀 409 328 80.2
26 京都 1,404 1,109 78.99 26 京都 3,274 2,631 80.4
27 大阪 9,332 7,311 78.34 27 大阪 19,768 16,013 81.0
28 兵庫 8,991 6,325 70.35 28 兵庫 6,746 5,334 79.1
30 和歌山 2,505 1,768 70.58 30 和歌山 3,079 2,236 72.6

31 鳥取 912 582 63.8
32 島根 3,313 2,146 64.78 32 島根 1,735 1,023 59.0
33 岡山 9,085 5,250 57.79 33 岡山 2,650 1,921 72.5
34 広島 6,472 4,557 70.41 34 広島 7,625 5,451 71.5
35 山口 5,736 3,265 56.92 35 山口 3,837 2,526 65.8
38 愛媛 14,105 9,321 66.08 36 徳島 952 642 67.4

38 愛媛 5,463 2,957 54.1
39 高知 4,960 3,364 67.82 39 高知 1,832 1,249 68.2
40 福岡 4,745 2,867 60.42 40 福岡 1,629 1,173 72.0

41 佐賀 1,339 911 68.0
42 長崎 6,280 3,431 54.63 42 長崎 2,360 1,569 66.5
43 熊本 6,714 3,371 50.21 43 熊本 480 288 60.0
44 大分 5,274 2,933 55.61 44 大分 1,542 934 60.6

45 宮崎 22 16 72.7
46 鹿児島 1,749 799 45.68 46 鹿児島 48 28 58.3
47 沖縄 11,196 6,310 56.36 47 沖縄 1,592 1,034 64.9
48 堺 5,414 3,977 73.46 総計 155,923 108,405 69.5
計 162,220 105,627 65.11

陸軍 368 135 36.68
海軍 49 24 48.98

総計 162,637 105,786 65.04
尚、空欄は原資料に記載無し

表５　明治12・19年 虎列刺病患者数及び死亡者

「日本帝国第七統計年鑑」

「虎列刺流行紀事」明治１２年
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幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

　
　

４　

庶
民
の
対
応

　

薬
方
が
コ
レ
ラ
に
効
力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
時
、
人
々
は
厄
災
除
け
の
た

め
神
仏
の
加
護
を
求
め
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
事
例
を
次
に
あ
げ
る
。

安
政
五
年
九
月
二
十
四
日　

十
九
日
よ
り
流
行
病
ニ
付
八
幡
宮
七
高
山
ニ
て
二

　

夜
三
日
御
祈
祷
被
仰
付
村
々
へ
廻
達
ス
（
略
）

年
号
不
明
（
安
政
六
年
）　

当
社
神
主
に
お
ゐ
て
流
行
の
吐
瀉
病
退
散
の
為
二

　

夜
三
日
の
御
祈
祷
有
之
候
間
家
毎
参
詣
可
被
成
候

文
久
二
年
閏
八
月
二
十
九
日　

此
度
疫
病
流
行
に
は
、
八
橋
於
山
王
宮
来
月
二

　

日
よ
り
同
四
日
ま
て
二
夜
三
日
中
、御
祈
祷
勤
行
致
度
段
、神
主
よ
り
申
立
、

　

被
御
聞
届
候
間
、
家
毎
参
詣
候
様
可
申
渡
候
以
上

こ
こ
で
は
、
疫
病
除
け
の
た
め
二
夜
三
日
の
祈
祷
を
し
た
と
あ
る
。
今
は
厄
除

け
の
事
例
は
数
例
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
地
域
の
特
色
が

投
影
さ
れ
た
多
種
多
様
な
「
厄
除
け
」
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
伊
頭
園
茶
話
」
に
は
「
市
中
の
男
女
鉦
太
鼓
に
て
駈
廻
り
て
、
厄
病
神
送
り

御
足
軽
町
空
砲
を
発
す
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
初
岡
日
記
」
の
文
久
二
年
九
月

の
条
に
は
「
鐘
・
太
鼓
を
鳴
し
斯
病
を
除
ケ
と
て
騒
々
敷
も
の
也
」
と
あ
り
、

祈
祷
と
は
別
の
厄
除
け
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

明
治
十
年
代
の
コ
レ
ラ

　
　

一　

コ
レ
ラ
の
流
行

　

明
治
十
年
代
に
な
っ
て
再
び
、
コ
レ
ラ
は
猛
威
を
ふ
る
っ
た
。
表
５
・
６
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
二
年

と
十
九
年
は
患
者
数
、
死
亡

者
数
と
も
に
突
出
し
て
い

る
。
次
に
、
統
計
記
録
上
は

じ
め
て
十
六
万
を
超
え
る
患

者
を
出
し
た
十
二
年
の
コ
レ

ラ
が
、
秋
田
に
は
ど
の
よ
う

に
も
た
ら
さ
れ
、
ど
の
よ
う

な
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
か
を

「
秋
田
県
史
料
」
（
二
十
一 

１
／
２
）
で
見
る
こ
と
に
し

た
い
。

名県府数件率亡死数者亡死数者患暦　西年
明治１０ 1877 13,816 8,027 58.1 2 岡山・千葉
明治１１ 1878 902 275 30.5
明治１明治１２ 181879 162,63162,637 105,78105,786 65.65.0 24 京都・愛知(6)・石川・新潟(11)・福井・埼玉・群馬(2)・神奈川
明治１３ 1880 1,580 618 39.1 1 群馬
明治１４ 1881 9,389 6,237 66.4
明治１５ 1882 51,631 33,784 65.4 3 群馬・神奈川・福島
明治１６ 1883 669 434 64.9
明治１７ 1884 904 417 46.1
明治１８ 1885 13,824 9,329 67.5
明治１明治１９ 181886 155,92155,923 108,40108,405 69.69.5 2 神奈川(2)
明治２０ 1887 1,228 654 53.3
明治２１ 1888 811 410 50.6
明治２２ 1889 751 431 57.4
明治２３ 1890 46,019 35,227 76.5 2 長崎・岡山

460,084 310,034 67.4 34

杉山伸也「疫病と人口」（速水融外編集「歴史人口学のフロンティア」所収）青木紅二「明治農民騒擾の年次的研究」

表６　コレラ病届出患者数および死亡者数とコレラ騒擾発生件数
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一

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

　
　
　
　

病
毒
発
生
ノ
原
因
及
感
染
ノ
媒
介

　

管
内
病
毒
ノ
発
生
ス
ル
ヤ
南
秋
田
郡
土
崎
港
ヲ
以
テ
初
ト
ス
、
同
港
ハ
新
潟

県
刈
羽
郡
石
地
村
ノ
漁
師
初
テ
本
患
ニ
罹
リ
、
山
本
郡
能
代
港
ハ
石
川
県
加
賀

国
能
味
郡
安
宅
村
ノ
水
夫
ニ
テ
感
染
シ
、
由
利
郡
ハ
松
ヶ
崎
、
川
袋
ノ
両
村
ヨ

リ
ス
、
川
袋
ハ
船
乗
業
ノ
者
船
中
ニ
感
染
シ
、
松
ヶ
崎
ハ
其
居
民
山
形
県
下
飛

島
ニ
至
リ
帰
途
、
船
中
テ
発
病
シ
来
ル
、
之
ヲ
該
郡
発
病
ノ
源
ト
ス
、
其
他
飲

食
物
ノ
不
良
、
衣
被
ノ
汚
穢
、
患
者
ノ
衣
巾
、
食
器
等
伝
染
ノ
媒
介
チ
為
リ
シ

者
頗
ル
多
シ
、
由
利
郡
本
荘
町
ニ
一
ノ
盗
竊
人
ア
リ
、
患
者
ノ
衣
類
ヲ
竊
ミ
去

リ
、
之
ヲ
着
用
シ
テ
乍
チ
伝
染
セ
シ
者
ア
リ

　
　
　
　

発
熄
ノ
月
日

明
治
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ニ
発
シ
、
同
十
月
三
十
日
ニ
至
リ
テ
病
毒
全
ク
撲

滅
ス
、
其
間
日
数
九
十
二
日

　
　
　
　

流
行
地
ノ
地
形
他

（
前
略
）
本
県
虎
列
刺
流
行
ノ
地
ハ
西
海
ニ
瀕
ス
ル
南
秋
田
・
河
辺
・
由
利
・

山
本
四
郡
ノ
町
村
ニ
甚
タ
多
ク
シ
テ
東
郡
山
間
ノ
郡
村
ニ
ハ
至
リ
テ
少
シ
、
然

リ
ト
雖
、
北
秋
田
・
仙
北
ノ
二
郡
ハ
患
者
各
三
十
人
ニ
近
ク
、
其
他
平
鹿
郡
・

雄
勝
両
郡
ノ
如
キ
モ
猶
一
二
名
ノ
患
者
ア
リ
、
故
ニ
全
管
九
郡
中
患
者
ナ
キ
ノ

地
方
ハ
独
リ
鹿
角
ノ
一
郡
ア
ル
ノ
ミ
（
略
）

　
　
　
　

予
防
法
及
治
療
ノ
方
法

　

病
勢
ノ
劇
易
緩
急
ヲ
量
リ
テ
各
郡
内
ニ
若
干
ノ
避
病
院
ヲ
設
ケ
、
之
ニ
入
院

セ
シ
メ
本
県
吏
員
ヲ
検
疫
委
員
ト
ナ
シ
諸
事
万
般
ヲ
視
察
セ
シ
メ
、
可
成
健
康

人
ヲ
シ
テ
、
患
者
ニ
接
近
セ
シ
メ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
専
ラ
食
料
飲
水
等
ニ
注

意
シ
、
患
者
ノ
吐
瀉
物
等
ハ
勿
論
一
般
ノ
塵
芥
・
便
処
等
ニ
至
ル
マ
テ
石
炭
酸

・
水
硫
酸
・
鉄
水
等
ヲ
散
布
灌
漑
シ
、
患
者
ノ
衣
巾
器
具
等
ハ
或
ハ
之
レ
ヲ
焼

捨
、
或
ハ
之
レ
カ
消
毒
ヲ
施
シ
、
以
テ
伝
染
ノ
線
路
ヲ
絶
ツ
、
其
他
ノ
細
目
治

療
方
法
等
、
概
ネ
左
ニ
記
載
ス

　
　
　
　

予
防
消
毒
法
施
行
ノ
障
碍

　

各
地
流
行
ニ
際
シ
予
防
消
毒
等
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
知
ラ
ス
、
却
テ
無
根
ノ
街
説

ヲ
信
シ
索
強
附
会
ノ
妄
想
ヨ
リ
敢
テ
避
病
院
ニ
入
ラ
シ
メ
サ
ル
ア
リ
、
敢
テ
消

毒
薬
ヲ
施
サ
シ
メ
サ
ル
ア
リ
、
総
テ
官
ノ
施
行
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
、
人
民
ノ
疑

ヲ
容
ル
ル
所
タ
リ
、
然
リ
ト
雖
ト
モ
病
勢
ノ
日
ヲ
追
テ
激
烈
ナ
ル
ニ
随
ヒ
、
漸

々
之
レ
カ
効
験
ヲ
察
ス
ル
ヲ
以
テ
、
竟
ヒ
ニ
ハ
其
実
施
ヲ
妨
ケ
入
院
ヲ
拒
ム
モ

ノ
ナ
キ
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
、
発
生
ヨ
リ
終
熄
迄
総
患
者
九
百
十
六
人
中
、
入
院

ス
ル
モ
ノ
僅
ニ
二
百
八
十
九
人
ニ
過
キ
ス

　
　
　
　

病
毒
伝
染
ノ
媒
介

　

病
毒
伝
染
ノ
媒
介
ト
ナ
ル
モ
ノ
独
リ
飲
食
物
ノ
不
良
、
衣
被
ノ
汚
穢
等
ニ
依

ル
ノ
ミ
止
ラ
ス
、
必
ス
ヤ
患
者
ノ
衣
巾
・
食
器
等
、
之
レ
カ
伝
路
媒
介
ト
ナ
ル

モ
ノ
頗
ル
多
シ
、
最
初
虎
列
刺
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
彼
死
亡
セ
ル
患
者
ノ
仏
事

等
ヲ
訪
フ
カ
或
ハ
嘗
テ
患
者
ア
リ
シ
家
ニ
行
キ
、
其
食
器
等
ニ
触
レ
テ
伝
感
ス

ル
モ
ノ
十
ノ
七
八
ニ
居
レ
リ
、
其
他
由
利
郡
本
庄
町
ニ
一
ノ
窃
盗
人
ア
リ
、
患

者
ノ
衣
類
ヲ
窃
盗
シ
去
リ
、
之
レ
ヲ
着
用
シ
テ
乍
チ
伝
染
セ
シ
モ
ノ
ア
リ

　

コ
レ
ラ
発
生
の
原
因
、
発
熄
の
月
日
、
流
行
地
の
地
形
、
予
防
法
及
治
療
法
、

予
防
消
毒
法
施
行
の
障
碍
、
病
毒
伝
染
の
媒
介
な
ど
の
項
目
ご
と
に
、
秋
田
の

実
態
を
的
確
に
纏
め
て
い
る
。
が
同
時
に
、
「
総
テ
官
ノ
施
行
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
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ハ
、
人
民
ノ
疑
ヲ
容
ル
ル
所
タ
リ
」
と
記
し
、
県
の
や
り
方
に
不
信
が
持
た
れ

て
れ
て
い
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
る
。

　

流
行
地
は
海
岸
地
域
に
集
中
し
山
間
部
の
郡
村
に
な
る
と
少
な
く
な
り
、
鹿

角
郡
で
は
患
者
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
ま
た
病
人
の
隔
離
や
食
料
・
飲
水
に

注
意
す
る
の
が
対
策
の
柱
で
、
患
者
の
吐
瀉
物
の
処
理
や
塵
芥
・
便
所
な
ど
の

消
毒
、
感
染
す
る
恐
れ
が
あ
る
患
者
の
衣
服
な
ど
は
、
焼
き
捨
て
る
か
消
毒
し

て
か
ら
使
用
す
る
こ
と
な
ど
を
奨
励
し
て
い
る
。
本
庄
町
の
窃
盗
が
、
患
者
の

衣
類
を
盗
み
着
用
し
て
患
者
に
な
っ
た
同
じ
事
が
、
二
度
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
形
で
コ
レ
ラ
菌
の
恐
ろ
し
さ
を
強
調
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

二　

違
式
詿
違
条
例
と
虎
列
刺
病
予
防
仮
規
則

　

次
に
違
式
詿
違
条
例
（
明
治
六
年
十
二
月
七
日
）
を
抜
粋
す
る
。

二
十
二
条　

川
掘
下
水
等
ヘ
土
芥
・
瓦
・
礫
等
ヲ
投
棄
シ
、
流
通
ヲ
妨
ク
ル
者

第
四
十
七
条　

禽
獣
ノ
死
ス
ル
者
或
ハ
汚
穢
ノ
物
ヲ
往
来
等
ヘ
投
棄
ス
ル
者

第
五
十
条　
　

下
掃
除
ノ
者
、
蓋
ナ
キ
糞
桶
ヲ
以
テ
搬
運
ス
ル
者

第
五
十
五
条　

忽
ニ
依
リ
人
ニ
汚
穢
物
及
ヒ
石
礫
等
ヲ
投
澆
セ
シ
者

第
九
十
条　
　

往
来
並
木
ノ
枝
ニ
古
草
鞋
等
ヲ
投
掛
ル
者

　

こ
れ
は
軽
犯
罪
法
の
前
身
と
も
い
え
る
条
例
で
あ
っ
た
。
川
や
堀
に
塵
芥
な

ど
を
投
棄
す
る
者
、
禽
獣
の
死
骸
や
汚
穢
な
ど
を
往
来
に
投
澆
す
る
者
、
使
い

古
し
た
草
鞋
を
並
木
の
枝
に
投
げ
掛
け
る
者
な
ど
が
、
相
当
い
た
の
で
こ
の
よ

う
な
条
例
が
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
の
時
代
の
悪
し
き
因
習
を
断
ち
切
る

た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
条
例
が
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
、
条
例
一
つ
で
事
態
が
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と

は
、
虎
列
刺
病
予
防
仮
規
則
（
太
政
官
第
弐
拾
三
号
ー
明
治
十
二
年
六
月
廿
八

日
）
の
十
四
条
や
十
六
条
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条　

医
師
ハ
虎
列
刺
病
ヲ
診
察
ス
ル
時
ハ
、
成
ル
可
ク
速
ニ
患
者
所
在
ノ

　

郡
区
吏
町
村
吏
、
或
ハ
警
察
署
ニ
通
知
シ
郡
区
吏
町
村
吏
或
ハ
、
警
察
署
ハ

　

速
ニ
之
ヲ
地
方
庁
ニ
届
出
ヘ
シ
、
但
医
師
ノ
通
知
ハ
診
察
ノ
後
、
遅
ク
ト
モ

　

二
十
四
時
間
ヲ
過
ク
可
ラ
ス

第
六
条　

検
疫
委
員
ハ
医
師
・
衛
生
掛
・
警
察
官
・
吏
郡
区
吏
等
、
予
防
消
毒

　

ノ
趣
意
ヲ
通
暁
シ
タ
ル
適
当
ノ
人
員
ヲ
撰
テ
之
ヲ
命
ス
ヘ
シ

第
八
条　

避
病
院
ハ
為
成
丈
ケ
人
家
隔
絶
ノ
場
所
ニ
建
設
シ
、
其
構
造
ハ
極
メ

　

テ
軽
易
ヲ
主
ト
シ
（
略
）

第
九
条　

避
病
院
ハ
軽
症
重
症
及
ヒ
恢
復
期
ノ
患
者
ヲ
分
ケ
置
キ
、
黄
色
ノ
布

　

ニ
「
コ
レ
ラ
」
ノ
三
字
ヲ
墨
記
シ
タ
ル
標
旗
ヲ
建
テ
、
其
境
界
ニ
ハ
制
止
榜

　

ヲ
立
テ
厳
ニ
外
人
ノ
出
入
ヲ
絶
ツ
可
シ
、
且
該
院
ニ
需
用
ス
ル
一
切
ノ
物
品

　

ハ
使
丁
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
弁
セ
シ
メ
、
其
使
丁
ハ
病
室
ニ
入
リ
、
又
病
毒
汚
染

　

ノ
物
品
ニ
触
ル
ヽ
ヲ
許
サ
ス
（
略
）

第
十
三
条　

虎
列
刺
病
者
ア
ル
家
ハ
其
病
名
ヲ
大
書
シ
テ
門
戸
ニ
貼
附
シ
、
不

　

得
止
事
故
ア
ル
ノ
外
、
他
人
ノ
出
入
ヲ
謝
絶
ス
ヘ
シ
、
但
本
文
ノ
病
名
標
ハ

　

病
者
治
癒
或
ハ
死
亡
ノ
後
、
検
疫
委
員
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
決
シ
テ

　

取
除
ク
ヲ
得
ス

第
十
四
条　

虎
列
刺
病
流
行
ノ
兆
候
ア
ル
ト
キ
ハ
地
方
官
ハ
管
内
各
所
ニ
人
家

（
19
）

（
18
）
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并
泉
隔
絶
ノ
地
ヲ
撰
ミ
、
火
葬
埋
葬
場
及
ヒ
汚
穢
物
焼
却
ノ
場
所
ヲ
定
メ
置

　

キ
、
決
シ
テ
他
ノ
便
所
・
下
水
・
芥
溜
・
田
圃
・
河
水
等
ニ
虎
列
刺
病
者
ノ

　

吐
瀉
物
・
汚
穢
物
ヲ
投
棄
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス

第
十
六
条　

虎
列
刺
病
流
行
ノ
時
ニ
於
テ
検
疫
委
員
ハ
井
泉
靑
并
ニ
芥
溜
・
下

　

水
・
溝
渠
・
魚
市
・
屠
場
等
総
テ
病
毒
ノ
媒
介
ト
ナ
ル
ヘ
キ
物
件
・
場
所
ニ

　

注
意
シ
、
掃
除
方
法
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ

第
十
七
条　

虎
列
刺
病
者
ノ
死
屍
ハ
十
分
消
毒
法
ヲ
行
ヒ
可
成
速
ニ
一
定
ノ
場

　

所
ニ
於
テ
火
葬
或
埋
葬
ス
ヘ
シ
、
但
火
葬
シ
タ
ル
遺
骨
ハ
改
葬
ス
ル
モ
妨
ケ

　

ナ
シ
ト
雖
モ
、
埋
葬
ハ
深
ク
之
ヲ
埋
メ
決
シ
テ
改
葬
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

第
十
九
条　

虎
列
刺
病
者
若
ク
ハ
死
者
ヲ
運
搬
シ
、
或
ハ
病
者
若
ク
ハ
屍
体
ニ

　

触
レ
タ
ル
物
品
ヲ
贈
与
受
容
ス
ル
等
ノ
事
ハ
検
疫
委
員
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
ア

　

ラ
サ
レ
ハ
行
フ
可
ラ
ス

第
二
十
条　

虎
列
刺
病
者
若
ク
ハ
死
者
ヲ
運
搬
ス
ル
ニ
ハ
各
地
方
長
官
ニ
於
テ

　

相
当
ノ
手
続
ヲ
定
メ
、
黄
色
ノ
小
旗
ニ
「
コ
レ
ラ
」
ノ
三
字
ヲ
墨
記
シ
テ
之

　

ヲ
掲
ケ
、
世
間
公
用
ノ
運
送
器
ヲ
用
フ
ル
ヲ
許
サ
ス
、
且
其
通
路
ハ
捷
近
ニ

　

シ
テ
人
行
ノ
稀
ナ
ル
所
ヲ
撰
フ
ヘ
シ
、
又
排
泄
物
或
ハ
病
毒
ニ
汚
染
シ
タ
ル

　

器
具
衣
服
ヲ
消
毒
或
ハ
焼
却
場
ニ
送
ル
モ
同
様
ノ
手
続
ニ
随
フ
ヘ
シ

　

伝
染
病
患
者
を
診
察
し
た
医
師
は
、
遅
く
と
も
二
十
四
時
間
以
内
に
患
者
が

居
住
す
る
郡
区
吏
・
町
村
吏
な
ど
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
、
医
師
・
衛
生
掛

・
警
察
官
・
吏
郡
区
吏
等
の
ほ
か
、
予
防
消
毒
ノ
趣
意
に
通
暁
し
た
人
員
か
ら

選
ば
れ
、
任
命
さ
れ
た
検
疫
委
員
は
、
芥
溜
・
下
水
・
溝
渠
・
魚
市
・
屠
場
な

ど
病
毒
の
媒
介
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
の
掃
除
方
法
を
施
行
す
る
な
ど
、

広
範
な
範
囲
に
わ
た
っ
て
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
患
者
が

出
た
家
で
は
病
名
を
大
書
し
て
門
戸
に
貼
付
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
患
者
が

全
快
又
は
死
亡
し
た
後
で
も
検
疫
委
員
の
許
可
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
取

り
除
い
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
厳
し
い
管
理
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

避
病
院
は
治
療
の
た
め
と
い
う
よ
り
隔
離
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
患
者
の
病
院
へ
の
搬
送
は
人
通
り
の
少
な
い
道
を
選
び
、
黄
色
の
小
旗

に
「
コ
レ
ラ
」
と
墨
書
し
公
用
の
運
送
器
を
用
い
な
い
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。

　

虎
列
刺
病
毒
ノ
伝
播
ス
ル
ヤ
甚
タ
猛
劇
ニ
シ
テ
一
人
ノ
禍
数
千
人
ニ
及
ス
可

ク
、
実
ニ
可
懼
ノ
至
リ
ニ
候
所
、
即
今
管
内
各
地
ニ
於
テ
該
病
流
行
ノ
惨
状
ヲ

現
ハ
シ
候
ニ
付
、
此
際
専
ラ
予
防
方
法
施
行
ス
可
ク
ハ
勿
論
弥
病
勢
蔓
延
ス
ル

ニ
於
テ
ハ
、
避
病
院
ヲ
モ
設
立
可
致
筈
ニ
候
得
共
、
差
向
不
得
止
ト
キ
ハ
人
家

隔
絶
ノ
寺
院
又
ハ
民
家
ヲ
シ
テ
該
病
院
ニ
借
上
ケ
、
患
者
治
療
セ
シ
ム
ル
儀
モ

可
有
之
候
條
、
其
際
自
己
ノ
頑
見
ヲ
以
テ
之
ヲ
拒
ミ
、
公
衆
ノ
除
害
ヲ
妨
ク
ル

ノ
所
為
等
無
之
様
、
部
内
町
村
エ
懇
篤
可
達
置
、
此
旨
予
テ
相
達
候
事

　

明
治
十
二
年
八
月
十
七
日
に
出
さ
れ
た
人
家
隔
絶
の
寺
院
や
民
家
を
、
借
り

あ
げ
て
病
院
に
す
る
「
説
諭
」
が
、
さ
ほ
ど
効
果
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
れ
で
「
九
百
十
六
人
中
、
入
院
ス
ル
モ
ノ
僅
ニ
二
百
八
十
九
人
ニ
過
キ
」
な

い
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
病
院
設
置
や
病
院
へ
の
隔
離
に
対
す
る
理
解
が
得

ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
現
実
的
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
対
策
は
、
隔
離

と
通
交
遮
断
で
あ
っ
た
。
秋
田
県
で
は
、
明
治
十
一
年
二
月
一
日
の
第
三
十
二
番

で
、
便
処
や
下
水
の
ほ
か
芥
溜
め
の
構
造
上
の
欠
陥
や
、
そ
れ
ら
の
掃
除
が
し

っ
か
り
と
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
潔
物
が
自
然
に
飲
み
水
に
混

（
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一
四

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

入
し
伝
染
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
の
認
識
の
も
と
、
便
所
な
ど
の
「
修
繕
浄

除
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
、
該
毒
再
萌
ノ
予
防
精
々
注
意
可
致
」
と
触
示
し
て
い
た
。

　

だ
が
、
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
た
翌
十
二
年
十
月
二
十
五
日
に
は
「
乙
第
九
十

七
番
」
を
出
し
て
徹
底
を
は
か
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

虎
列
刺
病
毒
ノ
伝
播
ス
ル
ヤ
甚
タ
猛
劇
ニ
シ
テ
実
ニ
可
懼
ノ
悪
疫
ニ
候
処
、
既

ニ
本
年
ノ
如
キ
ハ
当
管
内
ニ
モ
侵
入
シ
、
其
禍
害
ニ
罹
ル
モ
ノ
殆
ト
千
人
、
加

之
窒
扶
斯
痢
病
モ
年
々
各
地
ニ
流
行
、
此
上
共
ニ
暴
発
セ
ハ
恐
ク
ハ
救
フ
ヘ
カ

ラ
サ
ル
ニ
至
ル
モ
又
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
然
ル
ニ
該
病
毒
ヲ
始
メ
流
行
悪
疫
予
防

ノ
方
法
、
是
迄
数
回
相
達
置
候
通
ニ
候
得
共
、
人
民
多
分
ハ
旧
習
ヲ
固
守
シ
、

摂
生
ノ
緊
要
タ
ル
ヲ
悟
ラ
ス
、
之
ヲ
遵
奉
ス
ル
ノ
意
ニ
乏
シ
、
抑
此
等
ノ
劇
毒

ヲ
拒
絶
ス
ル
ハ
特
リ
清
潔
ヲ
致
シ
摂
養
ヲ
慎
ム
ノ
外
、
他
ニ
良
策
ア
ル
コ
ト
ナ

シ
、
就
テ
ハ
其
施
行
ノ
順
序
追
々
一
般
告
達
ス
ル
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
ト
雖
、
差
向

各
郡
役
処
町
村
役
場
ニ
於
テ
率
先
シ
テ
予
防
方
法
を
実
施
シ
人
民
ノ
標
準
ト
ナ

リ
、
其
陋
習
ヲ
改
竄
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
因
テ
下
水
・
糞
尿
器
構
造
掃
除
心
得

別
紙
相
達
候
事

　
　
　
　

下
水
糞
尿
器
構
造
掃
除
等
心
得

第
一
条　

下
水
溝
渠
ノ
設
ナ
キ
カ
又
ハ
破
壊
セ
ル
モ
ノ
ハ
石
或
ハ
厚
板
ヲ
以
テ

　

構
造
又
ハ
修
繕
ス
ヘ
シ

第
二
条　

下
水
溝
渠
ハ
時
々
浚
通
掃
除
シ
悪
水
路
ヘ
疏
通
セ
シ
メ
、
決
テ
溜
滞

　

ナ
キ
ヲ
要
ス

第
三
條　

糞
尿
器
ハ
陶
器
又
ハ
油
樽
等
堅
牢
ニ
シ
テ
漏
出
セ
サ
ル
品
ヲ
用
ユ
ル

　

モ
ノ
ト
ス
、
但
糞
尿
壺
ノ
周
囲
ハ
漆
喰
ニ
テ
搗
堅
メ
、
又
ハ
厚
板
ヲ
以
テ
取

　

囲
ミ
、
周
辺
ヲ
高
ク
シ
、
壺
ノ
縁
ヲ
低
ク
シ
テ
、
糞
尿
ヲ
壺
内
ヘ
流
下
セ
シ

　

ム
ヘ
シ

第
四
条　

糞
尿
場
ハ
日
々
掃
除
シ
清
水
ヲ
以
テ
洗
浄
シ
受
負
人
ヲ
定
メ
置
キ
、

　

時
々
汲
取
セ
、
堆
溜
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス

第
五
條　

敷
地
圍
内
ハ
日
々
掃
除
シ
、
塵
芥
汚
物
等
圍
外
定
メ
ノ
場
所
ヘ
運
搬

　

セ
シ
ム
ヘ
シ

第
七
條　

右
條
款
実
施
検
査
ト
シ
テ
衛
生
警
察
ノ
官
吏
巡
視
シ
テ
、
其
怠
惰
ナ

　

ル
ハ
之
ヲ
督
責
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　

コ
レ
ラ
流
行
し
て
か
ら
幾
度
と
な
く
予
防
方
法
を
提
示
し
そ
れ
に
従
う
よ
う

指
導
し
て
き
た
が
、
因
習
の
前
に
す
べ
て
は
ね
除
け
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
受
容
さ

れ
な
か
っ
た
。
此
等
の
劇
毒
を
拒
絶
す
る
た
め
の
最
良
の
方
法
は
県
の
指
示
に

従
う
こ
と
で
あ
る
が
、
頑
迷
な
人
民
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
各

郡
役
処
や
町
村
役
場
が
率
先
し
て
予
防
方
法
を
実
施
し
て
範
を
示
す
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
下
水
糞
尿
器
構
造
掃
除
等
心
得
」
で
、

下
水
溝
渠
の
構
造
や
糞
尿
器
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
容
器
を
ど
の
よ
う
に

設
置
す
る
の
が
望
ま
し
い
か
、
具
体
的
に
記
し
、
最
後
に
衛
生
警
察
な
ど
が
進

捗
状
況
を
巡
視
し
、
怠
惰
で
あ
る
場
合
は
督
責
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
し
た

の
で
あ
る
。
前
に
も
記
し
た
が
、
一
片
の
条
例
で
事
態
が
改
善
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。

　

現
実
の
問
題
が
法
律
・
条
例
で
解
決
で
き
る
な
ら
、
な
に
も
問
題
は
な
い
。

こ
れ
ほ
ど
コ
レ
ラ
が
猛
威
を
ふ
る
え
ば
、
達
し
の
趣
旨
に
従
っ
た
改
善
を
行
う

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
た
者
も
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
経
済
的
な
裏
付

（
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一
五

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

け
が
な
け
れ
ば
、
殆
ど
実
行
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　

三　

火
葬
・
消
毒
な
ど

　

次
に
墓
地
と
火
葬
に
つ
い
て
、
明
治
十
五
年
四
月
八
日
の
「
甲
第
五
十
六
番
」

を
あ
げ
る
。

第
一
条　

許
可
ヲ
経
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
墓
地
及
火
葬
場
ヲ
新
設
シ
、
或
ハ
区
域

　

ヲ
廣
ム
ル
ヲ
禁
ス

第
九
条　

虎
列
刺
・
発
疹
窒
扶
斯
及
疱
瘡
（
疱
瘡
ハ
流
行
ニ
際
シ
）
病
ノ
死
屍

　

ハ
、
通
常
墓
地
ニ
埋
葬
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
、
但
焼
後
ノ
遺
骨
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

第
十
三
条　

前
条
死
屍
ヲ
埋
葬
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
墓
地
ノ
中
央
ニ
必
ス
何
病

　

死
屍
ナ
ル
ヲ
標
示
セ
ル
木
石
ヲ
建
設
ス
ヘ
シ
、
但
本
県
墓
標
ヲ
距
ル
四
尺
五

　

寸
以
内
ハ
之
ヲ
発
掘
シ
ル
ヲ
許
サ
ス

　

墓
地
や
火
葬
場
の
新
設
に
は
許
可
が
必
要
な
こ
と
、
コ
レ
ラ
な
ど
で
病
死
し

た
死
屍
の
埋
葬
し
た
時
に
は
、
墓
地
の
中
央
に
必
ず
何
病
に
亡
く
な
り
埋
葬
さ

れ
た
を
標
示
し
た
木
石
を
建
設
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
た
。
患
者
に
な
れ

ば
、
門
戸
に
「
コ
レ
ラ
」
と
大
書
さ
れ
、
死
後
も
墓
地
の
木
石
に
病
名
の
標
示

が
求
め
ら
れ
た
の
あ
る
。

　

旭
川
の
水
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
米
国
宣
教
師
が
見
た

一
世
紀
前
の
秋
田
」
か
ら
関
係
箇
所
を
抜
粋
す
る
。

　

生
の
果
物
や
野
菜
は
、
殺
菌
し
た
水
で
注
意
深
く
洗
わ
な
い
と
安
全
で
は
な

か
っ
た
が
、
そ
う
や
っ
て
さ
え
も
注
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
牛
乳
や
飲
み
水
も

殺
菌
が
必
要
で
あ
っ
た
。
（
略
）
た
だ
、
私
た
ち
が
や
っ
て
い
た
洗
濯
の
仕
方

は
家
政
婦
に
と
っ
て
は
、
全
く
訳
の
分
か
ら
な
い
仕
事
だ
っ
た
。
日
本
の
主
婦

た
ち
は
汚
れ
た
衣
服
が
た
ま
る
ま
で
洗
濯
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
洗
濯
す
る
際

は
、
川
辺
や
井
戸
の
周
り
で
の
主
婦
ら
と
楽
し
く
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
、

ほ
ん
の
少
し
の
時
間
で
済
ま
せ
た
。
「
外
国
に
行
っ
た
ら
、
ま
ず
飲
み
水
に
は

気
を
つ
け
よ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ガ
ル
ス
ト
夫
妻
も
飲
料
水
に
は
随
分
気

を
使
っ
た
ら
し
い
。
消
毒
剤
は
多
分
、
持
参
し
て
き
た
サ
ラ
シ
粉
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
当
時
の
久
保
田
町
の
飲
料
水
は
、
旭
川
の
東
側
の
内
町
（
旧
武
士
集

団
）
が
井
戸
水
、
西
側
の
外
町
（
町
人
集
団
）
は
、
旭
川
の
流
水
だ
っ
た
。
特

に
旭
川
の
水
は
、
洗
濯
に
も
使
わ
れ
た
よ
う
だ
か
ら
不
衛
生
き
わ
ま
り
な
い
わ

け
で
、
明
治
十
二
年
と
、
ガ
ル
ス
ト
夫
妻
ら
が
来
県
し
た
翌
々
年
の
同
十
九
年

（
一
八
八
六
）
に
は
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
、
多
数
の
人
命
が
失
わ
れ
て
い
る
。

　

ガ
ル
ス
ト
と
渡
部
氏
の
文
書
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
ガ
ル
ス
ト
は
生
の
果
物

や
野
菜
だ
け
で
は
な
く
、
牛
乳
や
飲
み
水
も
殺
菌
後
で
な
け
れ
ば
、
口
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
上
に
、
主
婦
た
ち
の
洗
濯
も
汚
れ
を
落
と
す
た
め
も

の
も
の
と
は
、
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
が
明
治
十
二
年
八
月
二
十
六
日
の
号
外
で
あ
る
。

　

本
県
第
百
三
十
八
号
ヲ
以
テ
青
梅
・
桃
・
李
・
杏
・
林
檎
・
甜
瓜
・
柿
・
木

瓜
・
塩
漬
・
鮹
・
蟹
・
海
老
・
鯖
売
買
差
止
置
候
所
、
詮
議
ノ
次
第
有
之
、
番

外
布
達
ヲ
以
テ
取
消
候
ニ
付
テ
ハ
、自
然
等
閑
ニ
相
心
得
候
者
有
之
哉
モ
難
計
、

抑
果
物
ハ
気
候
ニ
随
ヒ
成
熟
シ
タ
ル
モ
ノ
、
魚
類
ハ
新
鮮
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
撰
ミ
、

熟
煮
シ
テ
適
宜
ニ
食
ヒ
候
得
ハ
、
固
ヨ
リ
害
ナ
ク
候
得
ト
モ
、
万
一
不
熟
及
ヒ

（
23
）



一
六

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

腐
敗
ニ
近
キ
モ
ノ
、
其
他
滋
養
ノ
物
ト
雖
ト
モ
多
量
ニ
食
ヒ
候
時
ハ
、
虎
列
刺

病
因
ヲ
誘
発
シ
、
一
家
親
類
ハ
勿
論
、
鎚
ニ
公
衆
ニ
伝
染
シ
実
ニ
惨
毒
可
懼
ノ

極
ニ
有
之
候
条
、
曩
ニ
差
止
置
候
品
々
等
ハ
可
成
喫
食
セ
サ
ル
様
可
心
付
、
此

旨
諭
達
候
事

　

禁
止
し
て
い
た
青
梅
や
鮹
・
蟹
・
海
老
な
ど
の
販
売
を
解
禁
す
る
こ
と
に
し

た
が
、
果
物
は
成
熟
し
た
も
の
を
、
魚
類
は
新
鮮
な
も
の
を
よ
く
熟
煮
し
て
適

量
摂
る
よ
う
に
し
、
禁
止
し
て
い
た
品
々
は
で
き
れ
ば
喫
食
し
な
い
よ
う
に
と

の
、
達
し
で
あ
っ
た
。

　

消
毒
薬
に
つ
い
て
、
明
治
十
二
年
八
月
十
五
日
に
次
の
達
し
を
出
し
て
、
石

炭
酸
の
販
売
促
進
を
促
し
て
い
る
。

甲
第
百
四
十
一
号　

石
炭
酸
之
儀
ハ
平
日
売
買
禁
之
薬
品
ニ
候
得
共
、
今
般
管

　

内
ニ
於
テ
虎
列
刺
病
伝
播
ノ
兆
有
之
、
就
テ
ハ
当
分
之
中
五
十
倍
乃
至
百
倍

　

ノ
水
ニ
溶
解
セ
シ
石
炭
酸
各
人
ノ
請
求
ニ
応
シ
発
売
可
致
、
此
旨
薬
舗
ヘ
布

　

達
候
事

　

続
い
て
、
祭
典
や
芝
居
と
い
っ
た
多
く
の
人
が
集
ま
る
行
事
は
該
病
を
誘
発

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
当
分
の
間
、
差
し
止
め
る
し
、
汚
水
が
流
れ
込
ん
で

い
る
川
で
の
児
童
な
ど
の
遊
泳
も
禁
止
す
る
と
い
っ
た
達
し
を
出
し
て
い
る
。

医
学
的
な
治
療
法
を
見
い
だ
し
得
な
い
な
か
で
の
、
対
応
で
あ
っ
た
。

明
治
十
二
年
八
月
十
八
日　

現
今
当
県
下
ニ
於
テ
虎
列
刺
病
伝
播
蔓
延
之
景
況

　

有
之
、
専
ラ
予
防
法
方
施
行
候
ニ
付
、
諸
社
祭
典
・
説
教
公
団
・
芝
居
・
諸

　

寄
席
等
都
テ
人
寄
之
義
ハ
該
病
ヲ
誘
発
ス
ル
ノ
由
因
タ
ル
ヲ
以
テ
、
病
勢
衰

　

減
迄
当
分
差
留
候
條
心
得
違
無
之
様
可
致
、
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
二
年
八
月
二
十
四
日　

目
下
虎
列
刺
流
行
追
々
蔓
延
各
自
一
層
予
防
ニ

　

注
意
ス
ヘ
キ
之
処
、
児
童
輩
ニ
於
テ
ハ
間
々
避
暑
ノ
為
メ
遊
泳
候
者
往
々
有

　

之
、
右
自
然
汚
水
ニ
浸
染
シ
下
痢
病
ヲ
発
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
万
一
虎
列
刺

　

誘
発
ノ
媒
ト
相
成
リ
候
テ
ハ
、
不
容
易
儀
ニ
付
川
塹
等
ニ
テ
遊
泳
候
儀
無
之

　

様
、
各
父
兄
ニ
於
テ
厚
ク
注
意
可
致
、
此
旨
諭
達
候
事

　

コ
レ
ラ
大
流
行
し
た
明
治
十
九
年
に
は
、
六
月
八
日
「
虎
列
刺
予
防
消
毒
心

得
書
」
（
丙
第
四
十
八
号
）
が
出
さ
れ
た
。

第
七
条　

学
校
、
旅
宿
、
下
宿
屋
、
製
造
所
、
人
足
部
屋
、
貧
院
、
囚
獄
等
ノ

　

如
キ
多
人
数
群
居
ス
ル
家
ニ
該
病
発
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
先
ツ
同
室
者
ノ
外
出

　

散
乱
散
乱
ヲ
禁
シ
、直
ニ
患
者
ヲ
隔
離
シ
、其
家
ニ
ハ
消
毒
ヲ
充
分
施
行
シ
、

　

其
同
室
者
ハ
一
々
入
浴
セ
シ
メ
（
略
）

第
九
条　

排
泄
物
ヲ
河
中
芥
溜
等
ニ
投
棄
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

　

河
中
ナ
レ
ハ
、
其
下
流
ニ
於
テ
五
日
以
上
、
其
河
水
ヲ
飲
料
洗
濯
料
ト
ス
ル

　

ヲ
止
メ
、
芥
溜
ナ
レ
ハ
其
塵
芥
ノ
焼
棄
若
ク
ハ
消
毒
ノ
上
、
一
定
ノ
場
所
ニ

　

埋
却
ス
ヘ
シ

第
十
五
条　

避
病
院
ハ
病
者
ヲ
治
療
ス
ル
ト
病
毒
ヲ
他
ニ
散
乱
セ
シ
メ
ス
、
一

　

定
ニ
隔
離
シ
テ
予
防
ス
ル
ト
ノ
二
ツ
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
カ
為
ニ
設
ク
ル
モ
ノ

　

ナ
リ
、
然
ル
ニ
動
モ
ス
レ
ハ
避
病
院
ヲ
嫌
悪
ス
ル
ノ
感
ヲ
惹
ク
モ
ノ
間
々
之

　

ア
ル
カ
故
ニ
、
病
者
取
扱
方
ニ
ハ
殊
ニ
親
切
ナ
ル
ヲ
要
ス

第
十
九
条　

市
街
ニ
於
テ
遮
断
ヲ
実
施
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
巡
査
等
ヲ
以
テ
充
分

　

交
通
ノ
取
締
ヲ
為
シ

第
二
十
二
条　

排
泄
物
ノ
受
器
及
消
毒

（
20
）

（
20
）

（
20
）

（
20
）

（
24
）



一
七

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

　

一
排
泄
物
ノ
受
器
ハ
磁
器
ヲ
第
一
ト
シ
（
ブ
リ
キ
箱
ニ
テ
モ
ヨ
シ
）
而
シ　

　
　

テ
其
内
ニ
木
炭
又
ハ
灰
ヲ
入
レ
置
キ
、
吸
収
セ
シ
ム
ル
ヲ
可
ト
ス

　

一
其
消
毒
ハ
強
石
炭
酸
水
（
石
炭
酸
五
分
、
水
百
分
）
強
塩
化
石
灰
水
（
塩
化

　
　

石
灰
四
分
、
水
百
分
）
ヲ
充
分
灌
注
シ
、
然
ル
後
、
焼
却
ス
ヘ
シ

　

巡
査
が
担
当
す
る
通
交
の
遮
断
、
患
者
の
隔
離
と
消
毒
の
徹
底
、
排
泄
物
の

受
器
や
そ
の
掃
除
の
仕
方
な
ど
、
対
処
方
法
は
従
来
と
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た

十
九
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
排
泄
物
を
川
に
投
棄
し
た
り
、
避
病
院
を
嫌
悪
す
る

者
が
お
り
、
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
心
得
書
」
で
見
る
限
り
、
是
ま
で
の
指
導
が
「
現
実
的
」
に
は
、
全

く
受
容
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
巡
査
の
役
割
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
患
者
の

隔
離
や
搬
送
を
担
当
し
た
た
め
、
地
域
住
民
の
怨
嗟
の
対
象
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
の
一
方
感
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
千
秋
公
園
お
隅
櫓
近
く
に

建
て
ら
れ
た
殉
難
墓
碑
銘
に
は
、
明
治
十
二
年
か
ら
十
九
年
ま
で
コ
レ
ラ
に
感

染
し
て
殉
職
し
た
八
名
の
警
官
の
氏
名
も
刻
ま
れ
て
い
る
。
表
７
は
明
治
十
二

年
の
県
職
員
を
中
心
と
し
た
献
金
一
覧
で
、
警
官
八
十
一
人
で
二
十
八
円
余
の

割
合
は
高
く
は
な
い
。
だ
が
最
前
線
で
仕
事
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
四
等
巡
査
の

数
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
、
彼
ら
は
感
染
す
る
お
そ
れ
を
持
ち
な
が
ら
仕
事

を
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　

自
由
民
権
運
動
と
コ
レ
ラ

　

明
治
治
十
二
年
八
月
二
十
七
日
の
「
遐
邇
新
聞
」
に
、
掲
載
さ
れ
た
記
事
を

あ
げ
る
。

　

予
ト
隣
里
ヲ
共
ニ
ス
ル
同
胞
諸
君
ニ
向
テ
一
言
ス
…
過
日
土
崎
港
ニ
一
二
外

人
患
者
ヲ
舶
来
セ
シ
ヨ
リ
、
余
毒
忽
チ
各
処
ニ
流
伝
シ
、
同
港
並
ニ
新
屋
邨
、

秋
田
町
市
街
ヲ
併
セ
テ
該
患
者
亡
慮
六
十
余
名
ニ
及
フ
ト
、
今
ヤ
時
已
ニ
秋
冷

イ
ニ
際
ス
ル
ト
再
ヒ
残
暑
ノ
酷
熱
ヲ
逞
ス
ル
ニ
ア
ラ
ン
、
万
一
予
防
ヲ
今
ニ
懈

リ
、
若
シ
其
惨
毒
ヲ
蔓
延
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
、
殆
ト
将
ニ
底
止
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
サ

ラ
ン
ト
…
今
既
ニ
官
庁
ニ
於
テ
ハ
夫
々
保
護
予
防
ノ
術
至
リ
尽
セ
リ
ト
雖
ト
モ
、

予　

秋
田
籍
住
ノ
人
民
ニ
シ
テ
豈
参
稼
ノ
蔓
延
ヲ
、
傍
観
黙
視
ス
ル
ノ
寸
ナ
ラ

ン
ヤ
、
予
、
相
共
ニ
協
心
戮
力
誓
フ
テ
此
ノ
一
大
悪
毒
ヲ
杜
絶
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス

ン
ハ
、
止
マ
サ
ル
可
シ
、
何
ソ
官
ノ
保
護
ヲ
ノ
ミ
是
レ
頼
ム
ヘ
ケ
ン
ヤ
…
本
会

ノ
目
的
ハ
我
同
胞
人
民
ト
商
リ
毎
戸
ニ
予
防
薬
ヲ
撒
布
シ
、
宅
地
内
ノ
汚
濁
物

ヲ
排
除
シ
、
平
生
ノ
飲
食
ヲ
慎
ム
等
、
該
患
ヲ
未
然
ニ
杜
絶
ス
ル
ニ
在
リ
ト
雖

ト
モ
、
或
ハ
医
員
ヲ
雇
ヒ
親
シ
ク
救
済
シ
、漸
次
資
額
ノ
集
力
ニ
随
ヒ
各
地
ニ

整理 官職など 人数 金 額
1 ４等属 1 5.000
2 ７等属 2 5.000
3 ９等属 1 1.000
4 １７等属 1 1.000
5 等外１等出仕 1 0.500
6 等外２等出仕 3 1.150
7 等外２等属出仕 1 0.750
8 等外３等出仕 1 0.350
9 等外４等属出仕 1 0.500

10 衛生課給仕 1 0.200
11 衛生課雇 2 0.800
12 衛生課臨時雇 1 0.300
13 ７等警部 1 2.500
14 ８等警部 5 9.000
15 ９等警部 1 1.500
16 １０等警部 4 4.600
17 １等巡査 4 1.190
18 ２等巡査 3 1.900
19 ３等巡査 14 2.200
20 ４等巡査 49 5.200
21 監獄署１等守卒 10 3.000
22 監獄署２等守卒 9 2.525
23 監獄署獄丁 15 2.250
24 監獄署丁長 5 1.700
25 監獄署雇 5 0.875
26 由利郡書記 1 1.000
27 秋田病院雇 1 0.500
28 師範校教諭 1 5.000
29 豪商 4 90.000

148 151.490

表７　虎列刺予防費などへの献金者一覧

明治１３年４月中 「庶務課諸務掛事務簿」４番



一
八

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

清
潔
ノ
避
病
院
ヲ
設
ケ
、
患
者
十
分
ノ
治
療
ヲ
尽
シ
、
死
者
ヲ
シ
テ
憾
ミ
ナ
ク

生
者
ヲ
シ
テ
安
カ
ラ
シ
ム
ト
欲
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
…
今
此
ノ
会
同
ノ
挙
ヲ
称
シ

テ
協
心
会
ト
シ
、
親
睦
社
員
ニ
於
テ
該
事
務
ヲ
負
担
ス
ヘ
シ

　

コ
レ
ラ
と
い
う
文
字
は
見
ら
れ
な
い
が
、
余
毒
・
惨
毒
・
悪
毒
な
ど
が
コ
レ

ラ
を
意
味
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
官
」
の
コ
レ
ラ
対
策
を
評
価
し

た
う
え
で
「
官
」
に
だ
け
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
予
防
薬
を
撒
布
し
た
り
、
汚

濁
物
を
片
付
け
た
り
、
出
来
る
こ
と
は
で
き
る
だ
け
協
力
し
よ
う
と
の
呼
び
か

け
で
あ
る
。
施
米
・
孤
児
賑
恤
な
ど
の
活
動
も
行
っ
た
が
、
七
百
八
十
二
円
三

十
二
銭
の
寄
付
金
の
使
途
を
見
れ
ば
、
活
動
の
中
心
は
予
防
薬
の
散
布
で
（
薬

代
が
四
十
四
㌫
）
、
五
ヶ
所
置
い
た
支
会
へ
も
予
防
薬
を
持
っ
て
巡
回
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
表
８
）

　

と
こ
ろ
で
こ
の
会
の
事
務
を
担
当
し
た
「
親
睦
社
員
」
が
、
こ
の
後
、
秋
田

の
自
由
民
権
運
動
の
一
方
の
旗
頭
と
な
る
（
表
９
）
。
十
月
二
十
五
日
の
「
遐

邇
新
聞
」
に
「
本
会
ヲ
以
テ
将
来
ニ
保
持
ス
可
キ
カ
、或
ハ
之
ヲ
解
止
ス
ル
カ
」

と
あ
る
が
、残
金
・
二
百
九
十
二
円
余
を
資
金
と
し
て
活
動
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

こ
れ
ま
で
幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策
を
概
観

し
て
き
た
が
、
幕
末
期
と
明
治
期
は
資
料
の
性
格
の
違
い
に
規
定
さ
れ
て
い
さ

さ
か
、
視
点
が
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
本
来
言
及
し
て
し
か

る
べ
き
医
者
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
触
れ
て
は
い
な
い
。
明
治
八
年
の
「
医
制
」

を
は
じ
め
、
医
学
校
の
創
設
な
ど
医
療
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
重
要
な
視
点

種 目 支 消 小 計

石炭酸 156.700
硫酸鉄・硫黄 38.525
フランテー
阿爾児ノ類
支会五ケ処
会員旅費日
孤児賑恤 24.000
救済施米 13.156
雇賃 46.380
薬器并諸器 27.013
筆墨紙并書 20.719
予防注意広
会則摺料
本支会六ヶ
家料
宿直夜具蚊 2.970
郵便料 0.976
会費諸費 5.000

計 489.369

「秋田遐邇新聞」12年10月23日

雑　
　
　

貨

45.148

54.094

858人が12年8月24日～10月8日迄の間に
寄付292円95銭1厘が残金

給　
　

 

与

32.879

116.415

需
要
品
代

103.576
55.844

表８　寄付金の使途

薬　
　

価
215.284

20.059

氏名 経歴 備　考

1 大久保鉄作 M12県官 秋田改進党員
2 大川勇治 M７教員
3 畑千代記 M７教員
4 栗田兵馬 M７教員
5 遠山角助 M12師範教員　M18県官 北羽連合会総代人
6 伊藤順蔵 M７教員
7 黒木誼助 M12県官
8 小野岡精一郎 M10・11・12県官
9 飛田忠顕 M12師範教員

10 上遠野富之助 M9教員
11 高橋勝衛 M12師範教員
12 細井鉄三郎 M7教員、M15県官
13 西宮藤毅 M７教員
14 石井魁蔵
15 山県恭吉
16 根岸鉄三郎 M13教員
17 平野貞幹 M13師範教員
18 守屋斌太郎 M12師範教員 北羽連合会総代人
19 御代弦 M10・11・12県官

人代総会合連羽北造純妻吾02
員会舌有治貞珂那12

22 西宮恒雄 M７教員　M15県官
主社報日田秋助要堀小32
者記聞新邇遐烋忠井石42

25 武藤猪太郎 M12県官
員党進改田秋雄定谷籠62

27 宮沢知也 M７教員

表９　親　睦　社　員

山崎真一郎「秋田県政史」上巻、戸田金一「秋田県教育史」
「秋田職員録」11年・12年・15年、「秋田遐邇新聞」12年8月27日

「秋田人名大事典」M＝明治



一
九

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

た
の
で
、
意
識
的
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
幕
末
・
明
治
十

年
代
の
飲
み
水
の
確
保
、
塵
芥
や
屎
尿
処
理
の
ほ
か
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
、

県
や
県
会
の
動
向
と
医
者
の
養
成
な
ど
出
来
る
だ
け
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と

が
必
要
と
な
る
。

　

明
治
十
二
年
の
「
児
玉
辰
右
衛
門
日
記
」
に
は
、
「
四
国
九
州
よ
り
上
方
迄

コ
レ
ラ
病
流
行
之
為
、
諸
県
よ
り
内
務
省
へ
患
者
届
書
ノ
新
聞
ニ
日
々
有
之
、

恐
る
ヘ
キ
疫
病
也
」
（
八
月
十
三
日
）
「
虎
列
刺
病
流
行
既
ニ
山
形
県
ニ
有

之
、
本
県
ニ
も
土
崎
港
等
ニ
其
兆
有
之
ニ
付
、
予
防
方
厳
敷
数
々
御
達
度
々
ニ

相
成
、
飲
食
果
物
等
ノ
事
迄　

御
達
ニ
相
成
」
（
八
月
十
六
日
）
な
ど
、
連
日

の
よ
う
に
コ
レ
ラ
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
。
八
月
二
十
五
日
に
は
「
新
潟
県

頑
民
共
米
ノ
沸
騰　

尚
虎
列
刺
病
流
行
、
魚
類
販
売
被
差
止
、
右
予
防
旁
々
之

為
、
暴
動
と
見
ゆ
る
新
聞
ニ
見
ゆ
る
」
と
、
コ
レ
ラ
反
対
一
揆
と
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
九
月
十
三
日
に
は
「
流
行
病
ノ
為
、
仙
北

筋
ヨ
リ
川
下
米
無
之
タ
メ
、
益
々
米
相
場
騰
貴
、
白
米
県
、
八
円
余
」
と
、
コ

レ
ラ
が
米
価
騰
貴
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
も
記
し
て
い
る
。と
す
れ
ば
、「
コ

レ
ラ
」
に
つ
い
て
、
自
由
民
権
運
動
や
こ
の
時
期
の
米
価
騰
貴
と
も
関
連
さ
せ

て
、
検
討
し
て
み
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

註

(

1)
 

「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」
Ａ
Ｓ
三
一
二―

四
五―

九
四

(

2)
 

「
新
秋
田
叢
書
」
第
九
巻

(

3)
 

「
山
脇
日
記
」
Ａ
三
一
四
．
九―

三
二―

四
、
六
、
十
に
所
収
。
山
脇
は
雄
勝

 

郡
郡
山
村
・
現
羽
後
町
に
居
住
。

(

4)
 

「
近
世
庶
民
生
活
史
料　

未
刊
日
記
集
成
」
第
二
巻　

門
屋
養
庵
日
記
下
に
よ

 

る
。
万
延
元
年
十
二
月
十
六
日
と
明
治
元
年
六
月
廿
二
日
に
も
コ
レ
ラ
関
係
記

 

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

5)
 

「
初
岡
敬
治
日
記
」
二
五―

一
二
一―

一

(

6)
 

「
秋
田
藩
町
触
集
」
下

(

7)
 

「
明
徳
館
書
籍
目
録
」
庚―

一
〇
七

(

8)
 

「
明
徳
館
蔵
書
目
録
」
Ａ
Ｈ
〇
二
九―

五　

東
山
目
録
と
表
記
。

(

9)
 

「
明
徳
館
蔵
書
目
録
」
庵
ー
四
四
七
（
「
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵
」
安
藤
目
録

 

と
表
記
。

(

10)
 

目
録
に
は
、
雄
勝
郡
横
堀
出
身
の
賀
川
玄
迪
関
係
の
書
籍
が
含
ま
れ
て
い
る
。

 

岡
本
玄
適
の
嫡
男
と
し
て
生
ま
れ
た
玄
迪
は
、
二
十
歳
で
賀
川
玄
悦
に
入
門
し
、

 

見
込
ま
れ
て
師
匠
の
娘
と
結
婚
し
、
養
子
と
な
っ
て
跡
を
継
ぎ
、
明
和
年
間
に

 

は
京
都
に
い
な
が
ら
阿
波
藩
医
と
な
っ
た
当
時
最
先
端
の
産
科
医
で
あ
っ
た
。

 

茶
谷
十
六
「
シ
ー
ボ
ル
ト
が
紹
介
し
た
賀
川
流
産
科
と
幕
末
の
秋
田
」
（
「
歴

 

史
地
理
教
育
」
六
二
一
）

(

11)
 

「
秋
田
市
史
」
第
十
一
巻　

近
代　

史
料
編
上

(

12)
 

「
肴
町
丁
代
文
書
」
２

(

13)
 

「
肴
町
丁
代
文
書
」
５

(
14)

 

「
肴
町
丁
代
文
書
」
３

(

15)
 

「
肴
町
丁
代
文
書
」
７

(

16)
 

「
小
川
家
文
書
」
六
（
「
仁
賀
保
町
郷
土
誌
資
料
」
第
十
五
巻
）

(

17)
 

「
肴
町
丁
代
文
書
」
６

(

18)
 

「
秋
田
県
布
達
集
」
二　

（
原
資
料
は
「
本
県
布
達
留
」
等
に
綴
じ
ら
れ
て
い

（
25
）



二
〇

幕
末
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の
コ
レ
ラ
対
策

 

る
が
、
こ
こ
で
は
当
館
で
原
資
料
を
撮
影
し
、
写
真
帳
と
し
て
編
集
し
た
「
布

 

達
集
」
を
資
料
と
し
た
。
こ
の
番
号
は
当
館
で
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

 
布
達
集
は
閲
覧
室
に
配
架
し
て
い
る
）

(

19)
 

「
法
令
全
書
」
第
十
二
巻
ノ
一

(

20)
 

「
秋
田
県
布
達
集
」
三
七

(

21)
 

「
秋
田
県
布
達
集
」
三
二

(

22)
 

「
秋
田
県
布
達
集
」
三
九

(

23)
 

「
秋
田
県
布
達
集
」
五
二

(

24)
 

「
秋
田
県
布
達
集
」
八
十
二

(

25)
 

「
協
心
義
会
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
事
も
参
考
に
な
る
。

 

「
協
心
義
会
ナ
ル
モ
ノ
ハ
仮
リ
ニ
設
ケ
タ
ル
名
称
ニ
シ
テ
、
親
睦
社
ニ
テ
其
名

 

称
ヲ
以
テ
世
ニ
広
告
シ
タ
ル
モ
ノ
」
（ 

明
治
十
二
年
九
月
四
日
）

 

「
協
心
義
会
ノ
設
ク
ル
ヤ
我
輩
数
十
名
ノ
親
睦
社
員
ハ
合
同
一
致
シ
、
之
レ
カ

 

発
起
人
ト
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
チ
親
睦
社
員
ハ
協
心
義
会
々
員
ノ
一
個
人
ト
云

 

フ
ヘ
キ
ナ
リ
」
（
明
治
十
二
年
九
月
十
三
日
）

(

26)
 

「
児
玉
辰
右
衛
門
日
記
」
二
八　

県
会
議
員
だ
け
あ
っ
て
、
新
聞
で
全
国
の
状

 

況
を
情
報
を
収
集
し
、
表
６
で
見
た
新
潟
県
で
騒
擾
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。

 

な
お
、
新
潟
沼
垂
町
の
騒
動
を
取
材
し
た
新
潟
新
聞
主
筆
古
渡
資
秀
は
、
取
材

 

後
コ
レ
ラ
の
た
め
二
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
コ
レ
ラ
の
感
染

 

力
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
新
潟
日
報
社
「
新
潟
日
報
源
流
130
年
」
）

 

児
玉
は
山
本
郡
鵜
川
村
・
現
三
種
町
に
居
住
。

（
副
館
長　

き
く
ち
や
す
お
）



　
　

は
じ
め
に

　

一　

郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
の
現
存
状
況

　

二　

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
文
書
管
理

　
　

１　

郡
役
所
開
庁
後
の
文
書
管
理
の
状
況

　
　

２　

青
山
貞
県
政
期
の
文
書
管
理
の
再
編

　
　

結
び
に
か
え
て

　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

本
稿
は
、
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
、

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
の
郡
役
所
設
置
か
ら
同
二
十
三
年
ま
で
、
す
な
わ

ち
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
期
間
を
対
象
に
、
編
纂
保
存
を
中
心
に
整
理
す

る
試
み
で
あ
る
。

　

秋
田
県
の
管
内
に
は
、
鹿
角
・
山
本
・
北
秋
田
・
南
秋
田
・
河
辺
・
由
利
・

仙
北
・
平
鹿
・
雄
勝
の
九
郡
役
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
秋
田
県
公
文

書
館
で
は
、
山
本
・
南
秋
田
・
平
鹿
を
除
く
六
郡
役
所
の
公
文
書
を
保
存
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
郡
役
所
文
書
群
は
、
六
郡
あ
わ
せ
て
九
〇
〇
冊
以
上
に
の
ぼ

る
。
そ
の
合
理
的
な
再
整
理
に
は
、
公
文
書
を
生
み
出
し
た
郡
役
所
の
職
務
分

課
と
と
も
に
、
文
書
管
理
制
度
の
解
明
も
必
要
で
あ
る
。
か
つ
て
秋
田
県
庁
文

書
群
の
再
整
理
に
お
い
て
も
、
県
庁
の
職
務
分
課
と
文
書
管
理
制
度
の
調
査
を

行
な
っ
た
。
郡
役
所
の
職
務
分
課
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡

役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
で
既
に
調
査
を
終
え
て
い
る
。

　

秋
田
県
庁
の
文
書
管
理
制
度
を
調
査
し
た
際
に
は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制

度
、
す
な
わ
ち
公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
が
導
入
さ
れ
た
過
程
を
重
視
し

た
。
公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
は
、
記
録
の
集
中
管
理
、
類
別
部
目
制
お

よ
び
保
存
年
限
制
の
成
立
を
伴
っ
た
。
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
を
調
査
す
る

場
合
も
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
導
入
過
程
は
極
め
て
重
要
な
視
点
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
記
録
史
料
群
に
は
組
織
性
と
連
続
性
と
い
う
二
つ
の
内
的
秩
序
が
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
組
織
性
の
内
的
秩
序
の
方
は
、
出
所
の
組

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

│
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
を
中
心
と
し
て
│

柴　

田　

知　

彰
二
一

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

（
１
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
２
）

（
３
）



二
二

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

織
的
改
編
に
伴
い
変
化
す
る
場
合
が
あ
る
。
史
料
群
の
階
層
構
造
の
変
化
で
あ

り
、
「
経
年
変
化
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
の
編

成
に
お
い
て
は
、
経
年
変
化
に
対
処
す
る
た
め
、
県
庁
の
機
構
改
正
を
画
期
と

し
て
文
書
群
を
時
期
区
分
し
た
。
組
織
性
の
内
的
秩
序
の
復
元
を
目
的
と
し
た

構
造
分
析
目
録
で
あ
る
。

　

近
代
行
政
文
書
群
を
経
年
変
化
で
時
期
区
分
す
る
際
に
は
、
近
代
的
な
文
書

管
理
制
度
の
成
立
後
を
も
っ
て
始
期
と
考
え
た
い
。
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度

が
成
立
し
、
初
め
て
類
別
部
目
制
に
基
づ
く
簿
冊
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
一
集
の
編
成
で
は
、
県
庁
に
お
け
る
類

別
部
目
制
の
導
入
時
期
の
調
査
が
遅
れ
、
時
期
区
分
に
誤
り
を
生
じ
た
。
本
稿

紙
上
を
借
り
て
、
こ
こ
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

　

『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
の
後
に
は
、
郡
役
所
文
書
群
に
つ
き
構
造
分
析

目
録
の
編
成
が
予
定
さ
れ
る
。
秋
田
県
管
内
の
郡
役
所
は
、
廃
止
ま
で
の
約
五

〇
年
間
に
計
八
回
の
機
構
改
正
を
経
た
。
郡
役
所
文
書
群
に
も
機
構
改
正
に
よ

る
経
年
変
化
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
郡
役
所
に
お
け
る
近
代
的
な

文
書
管
理
制
度
の
成
立
期
が
、
経
年
変
化
の
回
数
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
秋
田
県
管
内
の
郡
役
所
に
お
け
る
近
代
的
な

文
書
管
理
制
度
の
成
立
期
を
解
明
し
、
郡
役
所
文
書
群
の
内
的
秩
序
を
復
元
す

る
作
業
の
基
礎
に
し
た
い
。

　

郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
を
扱
っ
た
先
行
研
究
で
は
、
編
纂
保
存
に
関
し

て
、
小
暮
隆
志
氏
に
よ
る
群
馬
県
、
清
水
善
仁
氏
に
よ
る
東
京
府
、
丑
木
幸
男

氏
に
よ
る
奈
良
・
宮
城
・
秋
田
県
の
報
告
が
あ
る
。
ま
た
、
郡
役
所
廃
止
後
の

文
書
の
保
存
廃
棄
に
関
し
て
は
、
小
暮
隆
志
氏
に
よ
る
群
馬
県
、
山
崎
一
郎
氏

に
よ
る
山
口
県
、
栃
木
智
子
氏
に
よ
る
宮
城
県
、
丑
木
幸
男
氏
に
よ
る
奈
良
・

宮
城
県
・
京
都
府
の
報
告
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
府
県
庁
の
文
書
管
理
制

度
の
影
響
に
言
及
し
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。
近
代
的
な
文
書

管
理
制
度
は
、
内
務
省
な
ど
中
央
機
関
か
ら
府
県
庁
へ
、
さ
ら
に
郡
役
所
へ
と

地
方
に
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
で
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
秋

田
県
庁
か
ら
管
内
郡
役
所
へ
伝
播
し
た
過
程
の
解
明
も
試
み
た
い
。

　
　
　

一　

郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
の
現
存
状
況

　

本
章
で
は
、
秋
田
県
管
内
の
九
郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
に
つ
い
て
、
秋
田

県
庁
文
書
群
お
よ
び
各
郡
役
所
文
書
群
に
お
け
る
現
存
状
況
を
紹
介
す
る
。

　

郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
は
、
郡
役
所
処
務
細
則
の
中
に
取
り
込
む
形
か
、

ま
た
は
編
纂
保
存
規
則
を
別
規
定
と
す
る
形
で
作
成
さ
れ
た
。

　

秋
田
県
庁
文
書
群
で
は
、
郡
市
町
村
行
政
の
監
督
を
担
当
し
た
部
課
の
簿
冊

に
そ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
各
郡
長
の
認
可
申
請
し
た
郡
役
所
処
務
細
則

や
編
纂
保
存
規
則
を
綴
じ
た
簿
冊
と
し
て
は
、
明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細

則
」
、
明
治
二
十
五
年
改
定
「
郡
役
所
処
務
細
則
纏
」
、
明
治
三
十
一
～
三
十

六
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
改
正
ニ
関
ス
ル
綴
」
、
大
正
七
年
「
郡
役
所
処
務
細

則
関
係
書
類
」
、
大
正
八
～
九
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
関
係
書
類
」
の
五
冊
が

現
存
す
る
。
ま
た
、
郡
役
所
を
行
政
監
査
し
た
際
の
簿
冊
で
郡
役
所
処
務
細
則

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
24
）

（
23
）

（
19
）



二
三

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

を
綴
じ
た
も
の
に
は
、
明
治
四
十
四
年
「
郡
役
所
事
務
検
閲
書
類
」
、
大
正
五

年
「
由
利
郡
役
所
検
閲
書
類
」
、
大
正
七
年
「
山
本
郡
役
所
検
閲
書
類
」
、
大

正
八
年
「
仙
北
郡
役
所
検
閲
書
類
」
の
四
冊
が
あ
る
。
「
行
政
之
部
」
の
シ
リ

ー
ズ
の
簿
冊
に
も
郡
役
所
処
務
細
則
を
綴
じ
た
も
の
が
あ
る
。

　

各
郡
役
所
文
書
群
で
は
、
郡
の
布
達
類
を
編
綴
し
た
簿
冊
の
中
に
、
郡
役
所

処
務
細
則
や
編
纂
保
存
規
則
を
収
録
し
た
も
の
が
僅
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
河

辺
郡
役
所
文
書
群
の
明
治
二
十
九
年
「
河
辺
郡
諸
達
」
と
、
雄
勝
郡
役
所
文
書

群
の
明
治
三
十
二
年
以
降
「
郡
訓
令
綴
」
乙
の
二
冊
で
あ
る
。
郡
役
所
文
書
群

が
完
全
に
近
い
形
で
残
っ
て
い
た
場
合
、
郡
役
所
処
務
細
則
や
編
纂
保
存
規
則

も
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
は
、
右
記
の
各
簿
冊
中
に
収
録
さ
れ
た
郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
定
を
、
年

代
順
に
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
二
年
よ
り
先
に
処
務
細
則
や
編

纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
郡
役
所
の
記
録
も
有
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
条
文
は
現

存
し
な
い
。

　

さ
て
、
表
を
見
る
と
、
管
内
九
郡
役
所
が
一
斉
に
処
務
細
則
を
改
正
し
た
時

期
を
認
め
ら
れ
る
。
秋
田
県
で
は
、
県
の
布
達
し
た
準
則
に
基
づ
き
、
各
郡
長

が
郡
役
所
処
務
細
則
の
制
定
認
可
を
申
請
す
る
方
式
だ
っ
た
。
郡
役
所
処
務
細

則
の
一
斉
改
正
は
、
準
則
が
制
定
・
改
正
さ
れ
た
当
年
ま
た
は
直
後
の
年
に
集

中
し
て
い
る
。
明
治
二
十
二
年
に
は
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
準
則
」
、
二
十
五

年
に
は
「
秋
田
県
郡
役
所
分
課
規
程
」
、
三
十
一
年
に
は
「
秋
田
県
郡
役
所
処

務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
、
大
正
六
年
に
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
年
に
も
、
各

郡
役
所
の
事
情
で
そ
れ
ぞ
れ
処
務
細
則
が
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
表
に
拾
っ
た

表　秋田県公文書館における郡役所の編纂保存規定の現存状況

◎ … 郡役所処務細則（編纂保存規定有り）

○ … 郡役所処務細則（編纂保存規定無し）

● … 編纂保存規則

※郡役所処務細則および編纂保存規則は制定認可の年を記載

年代
郡役所 鹿　角 山　本 北秋田 南秋田 河　辺 由　利 仙　北 平　鹿 雄　勝

明治２ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

●

○ ○

〃 ２ ５ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

９２〃

〃 ３ １ ◎ ○ ○ ● ◎

◎

◎

◎

◎ ◎ ◎ ◎

○４３〃

〃 ３ ５ ◎

〃 ３ ６ ◎

◎ ◎３４〃

〃 ？ ◎

◎３正大

〃 ４

〃 ５

◎

◎○●○◎

◎

●○◎◎７〃

◎◎８〃

○◎９〃
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二
四

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

以
外
の
散
逸
分
も
有
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
編
纂
保
存
規
則
を
処
務
細
則
か
ら
分
離
し
た
郡
役
所
の
場
合
、
前
者

が
現
存
す
る
ケ
ー
ス
は
全
般
的
に
多
く
な
い
こ
と
も
分
か
る
。
特
に
明
治
二
十

二
年
と
二
十
五
年
に
お
い
て
は
、
全
て
の
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
を
別
規
定

に
し
て
い
る
が
、
二
十
二
年
の
仙
北
郡
役
所
の
も
の
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
変
遷
に
つ
き
編
纂
保
存
を

中
心
に
整
理
す
る
際
、
史
料
的
制
約
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

二　

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
文
書
管
理

　

明
治
十
一
年
七
月
二
十
二
日
、
「
府
県
会
規
則
」「
地
方
税
規
則
」
と
と
も
に

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
で
は
、
そ
れ

ま
で
の
大
区
小
区
を
廃
し
、
府
県
の
下
部
地
方
単
位
を
郡
区
町
村
と
定
め
た
。

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
郡
は
地
方
官
庁
た
る
郡
役
所
を
も
つ
行
政
区
画
で

あ
り
、
ま
た
郡
役
所
も
府
県
機
構
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
の
秋
田
県
で
は
、
明
治
十
二
年
に
郡
役
所
を
開
庁

し
た
も
の
の
、
文
書
管
理
制
度
の
整
備
は
遅
れ
て
い
た
。
十
九
年
に
青
山
貞
が

県
令
に
着
任
し
た
後
、
県
全
体
の
文
書
管
理
制
度
が
再
編
さ
れ
た
。
そ
の
一
環

と
し
て
郡
役
所
の
文
書
管
理
も
本
格
的
に
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
本

章
は
、
１
郡
役
所
開
庁
後
の
文
書
管
理
の
状
況
、
２
青
山
貞
県
政
期
の
文
書
管

理
の
再
編
に
分
け
二
節
で
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　

１　

郡
役
所
開
庁
後
の
文
書
管
理
の
状
況

　

明
治
十
二
年
一
月
十
五
日
、
秋
田
県
管
内
に
九
郡
役
所
が
開
庁
し
た
。
開
庁

の
以
前
に
、
職
務
分
課
に
関
す
る
規
程
が
郡
長
に
宛
て
た
丙
号
で
布
達
さ
れ
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
が
、
十
二
年
分
の
「
丙
号
達
留
」
が
残
ら
な
い
た
め
、

そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
前
掲
の
拙
稿
で
は
、
雄
勝
郡
役
所
の
簿
冊
か
ら
開

庁
後
の
郡
役
所
の
職
務
分
課
を
復
元
し
た
。
庶
務
・
勧
業
・
地
理
・
学
務
・
衛

生
・
出
納
・
租
税
・
県
会
議
員
取
調
の
少
な
く
と
も
八
掛
が
、
そ
の
設
置
を
確

認
さ
れ
た
。
同
時
期
の
県
庁
機
構
が
モ
デ
ル
で
あ
る
。
県
庁
で
は
、
庶
務
課
の

記
録
掛
が
文
書
管
理
を
担
当
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
郡
役
所
で
は
、
県
庁
の
庶

務
課
に
あ
た
る
庶
務
掛
で
文
書
管
理
を
担
当
し
た
可
能
性
が
高
い
。
文
書
の
収

受
発
送
を
分
掌
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

一
方
、
県
庁
で
は
、
郡
役
所
開
庁
以
前
に
文
書
管
理
改
革
が
行
な
わ
れ
、
近

代
的
な
文
書
管
理
制
度
を
既
に
成
立
さ
せ
て
い
た
。
明
治
八
年
か
ら
九
年
、
す

図　管内郡域図（明治12～22年）

山本郡

南秋田郡

河辺郡

由利郡

仙北郡

平鹿郡

雄勝郡

北秋田郡 鹿角郡

花輪村
鷹巣村

牛島村

本荘町

大曲村

能代町

秋田町

横手町

湯沢町

●

●

●…郡役所所在地

●

●

●

●

● ●

●
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二
五

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

な
わ
ち
石
田
英
吉
県
政
期
の
初
頭
に
お
い
て
「
秋
田
県
庁
日
誌
」
の
類
聚
編
纂

か
ら
公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
に
転
換
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
記
録

の
集
中
管
理
、
類
別
部
目
制
、
保
存
年
限
制
が
成
立
し
た
。
九
年
一
月
四
日
に

は
、

初
の
編
纂
保
存
規
則
で
あ
る
「
編
輯
取
扱
規
則
」
が
庁
中
に
達
せ
ら
れ

た
。
石
田
権
令
（
後
、
県
令
）
の
在
任
は
、
八
年
五
月
か
ら
十
六
年
三
月
ま
で

の
約
八
年
間
で
あ
る
。
秋
田
県
権
令
の
任
命
以
前
は
、
工
部
省
記
録
局
長
と
し

て
文
書
管
理
改
革
に
あ
た
っ
た
経
歴
を
も
つ
。
工
部
省
で
は
、
内
務
省
の
強
い

影
響
下
で
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
秋
田
県
庁
に

は
、
内
務
省
を
始
源
と
す
る
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
伝
播
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

　

秋
田
県
庁
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
熊
谷
県
庁
で
も
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
導

入
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
熊
谷
県
の
明
治
九
年
七
月
二
十
日
「
簿
書
編
纂

及
図
書
保
存
条
例
」
で
は
、
庶
務
課
編
輯
掛
で
の
記
録
の
集
中
管
理
、
類
別
部

目
制
に
よ
る
簿
冊
編
纂
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
熊
谷
県
は
、
同
年
八
月
に
栃
木

県
に
属
し
て
い
た
三
郡
を
統
合
し
群
馬
県
と
改
称
し
た
。
群
馬
県
で
は
十
一
年

十
二
月
七
日
、
郡
役
所
開
庁
に
先
立
ち
「
郡
役
所
雑
則
」
を
制
定
し
た
。
そ
の

中
で
類
別
部
目
制
に
つ
き
「
凡
文
書
ヲ
編
冊
ス
ル
ハ
各
科
ニ
大
別
シ
尚
事
類
ニ

ヨ
リ
便
宜
数
冊
ニ
小
分
シ
」
と
記
し
て
い
る
。
小
暮
氏
は
、
県
庁
の
「
簿
書
編

纂
及
図
書
保
存
条
例
」
に
倣
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

　

秋
田
県
で
郡
役
所
開
庁
時
に
文
書
管
理
関
係
を
規
定
し
た
と
す
れ
ば
、
郡
長

宛
て
の
丙
号
で
布
達
し
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
記
の
と
お
り
、
明

治
十
二
年
分
の
「
丙
号
達
留
」
が
現
存
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
郡
役
所
開
庁
時

に
文
書
管
理
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
十
六
年
か
ら
、
警
察
、
監
獄
、
郡
役
所
の
職
務
規
程
の
別
体

系
化
が
進
ん
だ
。
警
察
や
監
獄
で
は
、
十
六
年
以
前
か
ら
既
に
独
自
の
職
制
が

府
県
官
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
十
六
年
二
月
二
十
八
日
に
は
「
秋
田
県
警

察
本
署
職
制
并
事
務
章
程
」
と
「
監
獄
署
職
制
并
事
務
章
程
」
が
制
定
さ
れ

た
。
同
年
三
月
八
日
、
県
令
が
石
田
英
吉
か
ら
赤
川
戇
助
に
交
替
し
た
が
、
職

務
規
程
の
別
体
系
化
は
石
田
県
政
期
か
ら
継
承
さ
れ
た
。
六
月
十
二
日
に
「
秋

田
県
事
務
章
程
」
が
庁
中
各
課
署
に
公
布
さ
れ
た
際
の
制
定
文
は
、
左
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
課
署

　

本
県
各
課
職
制
并
事
務
章
程
相
廃
更
ニ
別
冊
之
通
事
務
章
程
相
定
本
月
十
五

　

日
ヨ
リ
執
行
候
条
此
旨
相
定
候
事

　
　
　

但
警
察　
　
　

 

監
獄　
　

郡
役
所
戸
長
役
場
等
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ノ
規
程

　
　
　

ニ
ヨ
ル
ヘ
シ

　

明
治
十
六
年
六
月
十
二
日　

秋
田
県
令
赤
川
戇
助

県
令
の
行
政
事
務
に
関
す
る
職
務
規
程
が
、
県
庁
、
警
察
、
監
獄
、
郡
役
所
、

戸
長
役
場
の
五
つ
に
分
化
し
た
。
七
月
三
十
一
日
に
制
定
さ
れ
た
「
郡
役
所
事

務
章
程
」
は
、
県
庁
の
「
秋
田
県
事
務
章
程
」
に
対
し
「
別
ニ
定
ム
ル
所
ノ
規

程
」
に
該
当
す
る
。

　

右
の
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
は
七
月
三
十
一
日
の
丙
号
で
布
達
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
十
六
年
分
の
「
丙
号
達
留
」
が
残
存
し
な
い
た
め
、
条
文
内
容
は

不
明
で
あ
る
。
「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
に
概
要
の
み
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
現

本
署

署
分
署

本
署

支
署

（
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二
六

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

在
、
そ
の
記
録
か
ら
以
下
の
三
点
が
判
明
し
て
い
る
。
第
一
点
は
、
「
郡
役
所

事
務
章
程
」
が
各
郡
役
所
で
処
務
細
則
を
制
定
す
る
際
の
準
則
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
第
二
点
は
、
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
が
全
二
章
編
成
で

あ
り
、
第
一
章
で
郡
長
と
郡
吏
の
権
限
、
第
二
章
で
各
部
の
分
掌
を
定
め
て
い

た
こ
と
。
「
秋
田
県
事
務
章
程
」
の
章
編
成
に
倣
い
、
文
書
管
理
に
関
す
る
章

は
設
け
て
い
な
い
。
第
三
点
は
、
郡
役
所
の
機
構
と
し
て
第
一
部
～
第
四
部
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
。
第
二
部
で
庶
務
と
兵
事
を
分
掌
し
て
い
た
場
合
、
文
書
管

理
を
担
当
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

文
書
管
理
関
係
が
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
と
別
規
定
で
存
在
し
た
な
ら
ば
、

丙
号
で
布
達
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
が
、
前
述
し
た
と
お
り
、
明
治
十
六
年
分
の

「
丙
号
達
留
」
が
残
存
せ
ず
、
関
係
す
る
布
達
の
有
無
を
確
認
で
き
な
い
。
十

七
年
、
十
八
年
分
の
「
丙
号
達
留
」
に
関
係
布
達
は
見
ら
れ
な
い
。
群
馬
県
の

場
合
は
、
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
に
「
郡
役
所
事
務
規
程
」
を
制
定
し
、
第

三
章
文
書
取
扱
例
で
編
纂
保
存
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。

　

秋
田
県
で
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
を
制
定
し
た
明
治
十
六
年
に
は
、
山
本
郡

役
所
で
注
目
す
べ
き
動
き
が
見
ら
れ
る
。
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日
の
訓
令
甲

第
二
五
五
号
で
、
青
山
知
事
か
ら
郡
役
所
に
あ
て
、
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
と

文
書
の
悉
皆
整
理
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
同
月
二
十
二
日
の
山
本
郡

長
成
田
直
衛
の
上
申
書
に
は
、
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

文
書
編
纂
及
保
存
期
限
之
義
ハ
明
治
十
六
年
中
制
定
ア
ル
モ
聊
カ
両
三
年
分 

　

ノ
文
書
編
纂
ス
ル
迄
ニ
付
小
官
奉
職
以
来
之
レ
ニ
注
意
ス
ル
モ
当
用
事
務
ノ

　

繁
忙
ヨ
リ
着
手
ニ
至
兼
…
…
…

山
本
郡
役
所
で
は
、
十
六
年
中
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
県
庁
の
「
編
輯
取
扱
規
則
」
を
モ
デ
ル

に
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

山
本
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
当
時
の
郡
長
は
高
田
眞
一
で
あ

り
、
明
治
十
六
年
一
月
か
ら
十
八
年
六
月
ま
で
在
任
し
た
。
高
田
郡
長
の
在
任

期
に
は
、
編
纂
保
存
規
則
に
基
づ
き
簿
冊
の
編
纂
を
あ
る
程
度
進
め
て
い
た
。

成
田
郡
長
は
十
九
年
九
月
に
着
任
し
た
が
、
日
常
事
務
の
繁
忙
か
ら
編
纂
保
存

体
制
を
弛
緩
さ
せ
た
ら
し
い
。
十
六
年
当
時
、
他
の
郡
役
所
で
も
編
纂
保
存
規

則
を
制
定
し
た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
山
本
郡
役
所
に
お
い
て
も
、
郡
長
の

交
替
が
編
纂
保
存
体
制
の
維
持
に
影
響
し
て
い
る
。
各
郡
役
所
の
文
書
管
理
制

度
の
発
達
に
は
、
郡
長
個
人
の
記
録
保
存
に
対
す
る
意
識
が
少
な
か
ら
ず
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

明
治
十
六
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
は
、
監
獄
お
よ
び
警
察
、
ま
た
本
庁
の

収
税
部
門
に
お
い
て
、
職
務
規
程
の
別
体
系
化
に
伴
い
文
書
管
理
の
別
体
系
化

も
進
ん
だ
。
十
六
年
十
一
月
十
二
日
制
定
の
「
監
獄
本
署
各
部
并
ニ
看
守
長
分

掌
事
務
規
程
」
で
は
、
監
獄
本
署
第
一
部
が
文
書
の
収
受
発
送
を
分
掌
し
た
。

十
八
年
六
月
三
十
日
制
定
の
「
秋
田
県
警
察
職
務
規
程
」
で
は
、
警
察
本
署
第

二
科
が
収
受
発
送
と
編
纂
を
分
掌
し
て
い
る
。
本
庁
の
収
税
部
門
で
は
、
十
七

年
五
月
二
十
日
の
太
政
官
達
で
府
県
に
収
税
長
と
収
税
属
が
配
置
さ
れ
た
た

め
、
独
立
的
な
職
制
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
七
月
十
日
の
「
収

税
課
事
務
規
程
」
で
は
、
総
務
掛
が
収
受
発
送
と
編
纂
保
存
を
分
掌
し
た
。
翌

十
八
年
七
月
二
日
の
「
秋
田
県
収
税
課
処
務
条
例
及
分
掌
規
程
」
で
は
、
本
部
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二
七

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

常
務
掛
が
そ
れ
ら
を
分
掌
し
て
い
る
。
同
年
八
月
二
十
一
日
に
制
定
さ
れ
た

「
収
税
課
事
務
規
程
」
の
条
文
は
現
存
し
な
い
が
、
本
科
庶
務
掛
が
文
書
管
理

を
分
掌
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

郡
役
所
の
文
書
管
理
も
、
こ
の
時
期
に
別
体
系
化
が
進
ん
だ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
明
治
十
七
年
十
月
二
十
七
日
に
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
が
改
正
さ
れ
、

機
構
を
第
一
部
～
第
五
部
に
再
編
さ
れ
た
。
明
治
十
七
年
分
の
「
丙
号
達
留
」

で
は
、
条
文
の
記
載
を
省
略
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
、
雄
勝
郡
役
所
文
書
群

中
の
簿
冊
に
、
同
年
十
一
月
二
十
日
付
け
で
「
雄
勝
郡
役
所
処
務
細
則
」
の
更

正
認
可
を
申
請
し
た
文
書
が
有
る
。
準
則
と
し
た
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
の
条

文
を
か
な
り
反
映
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
文
書
管
理
に
関
し
て
は
、
第
二

部
の
分
掌
中
に
「
諸
上
申
并
下
達
ノ
事
」
「
諸
官
衙
往
復
ノ
事
」
「
布
告
布
達

類
ヲ
配
布
ス
ル
事
」
「
庁
中
備
書
籍
ヲ
管
理
シ
及
諸
簿
冊
ヲ
保
護
ス
ル
事
」
が

見
ら
れ
る
。
第
二
部
で
文
書
の
収
受
発
送
と
書
籍
や
簿
冊
の
保
存
を
分
掌
し
た

こ
と
は
判
明
す
る
が
、
簿
冊
の
編
纂
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
期

の
郡
役
所
で
は
、
各
部
ご
と
に
編
纂
を
行
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
明
治
十
六
年
以
降
、
す
な
わ
ち
赤
川
県
政
期
の
文
書
管
理
制
度
を

総
括
し
て
み
た
い
。
警
察
と
監
獄
、
本
庁
収
税
部
門
、
そ
し
て
郡
役
所
に
お
い

て
職
務
規
程
が
別
体
系
化
す
る
に
伴
い
、
文
書
管
理
の
別
体
系
化
も
進
ん
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
は
一
向
に
進
ん
で
い
な
い
。
本
庁
の
み

が
「
編
輯
取
扱
規
則
」
を
も
つ
状
況
が
続
い
た
。
赤
川
県
政
期
の
文
書
管
理
制

度
に
は
、
前
代
の
石
田
県
政
期
ほ
ど
の
積
極
性
は
見
出
せ
な
い
。

　

で
は
、
郡
役
所
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
、
開
庁
以
後
の
実
態
を
史
料
か
ら
見

て
み
よ
う
。
前
記
の
明
治
二
十
二
年
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
し
、
山
本
郡
長

の
他
に
も
、
各
郡
長
か
ら
文
書
管
理
の
現
状
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
年

代
に
は
大
半
の
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
が
整
備
さ
れ
ず
、
山
本
郡
役
所
な
ど

は
む
し
ろ
稀
有
な
事
例
だ
っ
た
。
明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡

回
誌
」
の
記
録
か
ら
、
河
辺
・
由
利
・
仙
北
・
平
鹿
・
雄
勝
郡
役
所
で
は
、
各

部
ご
と
に
「
○
○
台
帳
」
「
○
○
元
帳
」
「
○
○
名
簿
」
等
の
表
題
で
簿
冊
を

編
纂
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
類
別
部
目
制
に
よ
る
編
纂
は
導
入

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
郡
役
所
で
は
、
明
治
二
十

二
年
時
点
で
も
開
庁
以
後
の
未
整
理
文
書
が
残
っ
て
い
た
ら
し
い
。
由
利
郡
長

の
上
申
書
に
は
「
右
開
庁
以
来
書
籍
ニ
於
ル
頗
ル
夥
多
ニ
シ
テ
迅
速
ノ
調
理
難

相
成
」
と
あ
る
。
南
秋
田
郡
長
の
上
申
書
に
も
「
本
庁
従
来
ヨ
リ
編
纂
ナ
ラ
サ

ル
書
類
多
ク
之
カ
調
査
未
タ
終
了
ニ
及
兼
ネ
」
と
あ
る
。
一
方
、
北
秋
田
郡
長

の
上
申
書
に
は
「
当
役
所
ニ
於
テ
編
纂
及
保
存
規
則
ヲ
設
ケ
タ
ル
ハ
客
歳
十
一

月
ニ
ア
リ
其
前
数
年
ニ
カ
ゝ
ル
事
務
簿
ハ
要
不
要
ヲ
問
ハ
ス
年
度
ニ
ヨ
リ
一
切

ノ
文
書
ヲ
編
綴
シ
置
キ
タ
ル
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
」
と
あ
る
。
北
秋
田
郡
役
所
で

は
、
二
十
一
年
十
一
月
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
。
そ
れ
以
前
の
文
書
は

選
別
廃
棄
を
せ
ず
、
全
て
年
度
ご
と
に
編
綴
し
て
い
た
と
い
う
。

　

各
郡
役
所
の
文
書
管
理
は
、
明
治
十
九
年
以
後
の
青
山
県
政
期
を
迎
え
、
初

め
て
本
格
的
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

２　

青
山
貞
県
政
期
の
文
書
管
理
の
再
編

　

明
治
十
九
年
二
月
二
十
五
日
、
青
山
貞
が
県
令
に
任
命
さ
れ
た
。
青
山
県
令

（
七
月
二
十
日
以
降
、
知
事
）
の
在
任
は
、
二
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
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二
八

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

約
四
年
間
で
あ
る
。
青
山
県
令
は
着
任
後
、
直
ち
に
県
の
文
書
管
理
の
再
編
に

着
手
し
た
。
石
田
権
令
に
よ
る
文
書
管
理
改
革
か
ら
、
ほ
ぼ
一
〇
年
を
経
過
し

た
頃
だ
っ
た
。
国
の
中
央
機
関
で
は
、
内
閣
制
へ
の
移
行
に
伴
う
行
政
改
革

で
、
文
書
管
理
制
度
も
合
理
化
と
効
率
化
の
重
視
へ
転
換
を
始
め
た
時
期
で
あ

る
。

　

四
月
六
日
、
秋
田
県
の
布
達
・
告
示
ほ
か
諸
達
の
記
号
と
結
文
例
が
厳
密
に

区
分
さ
れ
た
。
同
月
八
日
に
は
、
「
秋
田
県
事
務
章
程
」
お
よ
び
「
各
課
事
務

規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
「
秋
田
県
事
務
章
程
」
は
通
則
と
分
掌
の
二
章
で
、

文
書
管
理
に
関
す
る
章
を
設
け
て
い
な
い
。
「
各
課
事
務
規
程
」
を
見
る
と
、

令
官
房
秘
書
部
が
官
印
の
管
守
、
枢
密
文
書
や
訓
示
内
達
等
の
処
理
と
保
存
、

同
往
復
部
が
文
書
の
収
受
発
送
と
編
纂
保
存
を
分
掌
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
令

官
房
で
文
書
管
理
の
実
務
を
行
な
う
基
準
と
し
て
、
同
月
十
五
日
に
「
文
書
取

扱
規
程
」
、
そ
の
後
、
六
月
一
日
に
「
令
官
房
往
復
部
文
書
編
纂
細
則
」
が
制

定
さ
れ
た
。
後
者
は
、
前
者
の
編
纂
保
存
に
関
す
る
細
則
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
「
令
官
房
往
復
部
文
書
編
纂
細
則
」
は
、
石
田
県
政
期
に
制
定
さ
れ
た

「
編
輯
取
扱
規
則
」
を
元
に
全
体
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
て
い
る
。
秋
田
県
の
編

纂
保
存
規
則
と
し
て
は
、
初
め
て
条
文
中
に
保
存
年
限
が
明
記
さ
れ
た
。
甲

（
永
久
）
・
乙
（
五
年
）
・
丙
（
一
年
）
に
区
分
さ
れ
た
が
、
分
類
さ
れ
る
具

体
的
な
文
書
の
種
類
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
よ
り
先
、
四
月
十
四
日
に
は

「
監
獄
職
務
章
程
」
が
制
定
さ
れ
、
監
獄
本
署
第
一
科
が
収
受
発
送
と
編
纂
保

存
を
分
掌
し
た
。

　

青
山
県
政
下
で
文
書
管
理
の
再
編
が
進
め
ら
れ
た
時
期
は
、
内
務
省
に
お
け

る
文
書
管
理
の
再
編
期
に
重
な
る
。
六
月
二
十
九
日
に
「
内
務
省
文
書
保
存
規

則
并
細
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
全
一
〇
条
と
、

「
内
務
省
文
書
保
存
細
則
」
全
一
五
条
と
か
ら
成
る
。
内
務
省
で
は
太
政
官
制

時
代
か
ら
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
を
形
成
し
て
き
た
が
、
「
内
務
省
文
書
保

存
規
則
」
で
は
類
別
部
目
と
保
存
年
限
が
従
前
よ
り
も
遙
か
に
明
確
な
形
で
定

め
ら
れ
た
。
類
別
部
目
は
表
形
式
の
「
公
文
類
別
部
目
」
で
示
さ
れ
、
編
纂
実

務
上
の
利
便
性
を
高
め
て
い
る
。
保
存
年
限
は
、
永
久
・
五
年
・
三
年
・
一
年

の
四
段
階
に
区
分
さ
れ
、
該
当
す
る
文
書
の
種
類
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。
ま

た
、
「
内
務
省
文
書
保
存
細
則
」
で
は
、
文
書
の
収
受
登
録
、
整
理
保
管
、
編

纂
、
閲
覧
借
覧
、
書
庫
管
理
ま
で
の
実
務
が
詳
細
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
後
に
、
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
并
細
則
」
は
、
編
纂
保
存
規
則
の

モ
デ
ル
と
し
て
多
く
の
府
県
庁
か
ら
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

青
山
県
政
期
に
は
地
方
制
度
の
大
き
な
改
正
も
重
な
っ
た
。
七
月
二
十
日
、

従
前
の
「
府
県
官
職
制
」
に
替
わ
り
「
地
方
官
官
制
」
が
制
定
さ
れ
た
。
地
方

官
庁
の
機
構
は
、
第
一
部
・
第
二
部
・
収
税
部
・
警
察
本
部
の
四
部
で
構
成
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。
監
獄
に
関
す
る
事
務
は
第
二
部
の
分
掌
中
に
入
り
、
収
税

部
と
警
察
本
部
は
本
庁
と
別
体
系
の
職
制
に
な
っ
た
。

　

九
月
八
日
、
「
秋
田
県
処
務
細
則
」
が
、
「
地
方
官
官
制
」
に
対
応
し
て
新

た
に
制
定
さ
れ
た
。
分
課
組
織
、
各
部
通
規
、
分
課
章
程
、
文
書
収
受
、
文
書

弁
理
、
文
書
送
達
、
文
書
編
纂
、
非
常
心
得
、
宿
直
心
得
の
全
九
章
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
全
九
章
の
う
ち
四
章
を
文
書
管
理
の
関
係
に
割
い
て
い
る
。
高
橋
務

氏
は
、
文
書
主
義
の
建
て
前
か
ら
、
特
に
文
書
に
つ
き
微
細
に
規
定
し
て
い
る
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二
九

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

こ
と
を
特
徴
的
と
し
た
。
青
山
県
政
下
の
文
書
管
理
の
再
編
も
強
く
反
映
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
文
書
編
纂
の
章
は
全
五
条
の
簡
略
さ
で
、

保
存
年
限
や
類
別
部
目
に
つ
い
て
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
編
纂
保
存
の
実

務
に
は
、
さ
ら
な
る
細
則
の
制
定
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
、
警
察
本
部
と
収
税

部
の
職
務
分
課
が
本
庁
か
ら
分
離
さ
れ
た
た
め
、
文
書
管
理
も
分
離
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

「
秋
田
県
処
務
細
則
」
制
定
の
後
は
、
専
門
分
化
し
た
警
察
本
部
と
収
税

部
、
そ
し
て
郡
役
所
で
処
務
細
則
が
再
編
さ
れ
る
段
階
に
進
む
。
ま
ず
、
九
月

十
一
日
に
「
秋
田
県
収
税
部
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
分
課
組
織
と
分
課

章
程
の
全
二
章
か
ら
成
り
、
文
書
管
理
に
関
す
る
章
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

文
書
管
理
が
本
庁
か
ら
分
離
し
た
た
め
、
専
任
の
文
書
主
務
一
名
と
文
書
取
扱

員
若
干
名
を
置
き
、
収
受
発
送
と
編
纂
保
存
を
集
中
さ
せ
た
。

　

十
月
二
十
一
日
に
は
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
た
。
従
前

の
「
郡
役
所
事
務
章
程
」
に
替
わ
る
郡
役
所
処
務
細
則
の
準
則
で
あ
る
。
分

課
、
通
規
、
文
書
収
受
、
文
書
弁
理
、
文
書
送
達
、
文
書
編
纂
の
全
六
章
か
ら

編
成
さ
れ
た
。
「
秋
田
県
処
務
細
則
」
の
章
編
成
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
郡

役
所
は
県
庁
の
出
先
機
関
と
し
て
同
じ
一
般
行
政
分
野
を
扱
っ
た
た
め
、
処
務

細
則
も
雛
形
を
作
り
易
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
「
秋
田
県
処
務

細
則
」
に
お
け
る
文
書
管
理
の
重
視
が
、
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」
に
も

反
映
さ
れ
た
。

も
注
目
す
べ
き
は
、
文
書
編
纂
の
章
に
近
代
的
な
文
書
管
理

制
度
に
関
わ
る
条
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
条
文
は
左
の
と
お
り
で
あ

る
。

　

第
一
条　

官
報
及
県
令
達
告
示
諭
達
等
ハ
第
一
課
ニ
於
テ
主
管
シ
類
ヲ
分
カ

　
　

チ
号
ヲ
遂
フ
テ
編
纂
シ
巻
頭
ニ
目
録
ヲ
附
シ
且
ツ
別
ニ
簿
冊
目
録
ヲ
製
シ

　
　

閲
覧
ニ
便
ニ
ス
ヘ
シ

　
　
　

但
改
正
増
補
及
ヒ
正
誤
等
ア
ル
ト
キ
ハ
一
々
原
書
ニ
記
入
シ
其
沿
革
ヲ

　
　
　

詳
ニ
ス
ヘ
シ

　

第
二
条　

命
令
本
書
ハ
第
一
課
ニ
於
テ
別
ニ
之
ヲ
編
纂
シ
目
録
ヲ
付
シ
保
存

　
　

ス
ヘ
シ

　

第
三
条　

完
結
文
書
ハ
各
課
ニ
於
テ
其
類
ヲ
分
チ
事
務
簿
ヲ
編
纂
シ
巻
頭
ニ

　
　

目
録
ヲ
記
ス
ヘ
シ

「
秋
田
県
処
務
細
則
」
第
七
章
文
書
編
纂
の
条
文
を
元
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。

公
文
書
原
本
に
よ
る
記
録
保
存
を
前
提
に
し
て
、
文
書
の
類
別
編
纂
が
規
定
さ

れ
た
。
し
か
し
、
本
庁
で
全
て
の
文
書
を
第
一
部
文
書
課
で
編
纂
保
存
し
た
の

に
対
し
、
郡
役
所
で
は
記
録
の
集
中
管
理
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。
郡
役
所
に

は
第
一
課
～
第
四
課
が
設
置
さ
れ
、
第
一
課
で
文
書
管
理
を
分
掌
し
た
。
が
、

官
報
・
県
令
達
・
告
示
・
諭
達
等
お
よ
び
命
令
本
書
は
第
一
課
で
編
纂
保
存
す

る
も
の
の
、
一
般
の
完
結
文
書
は
各
課
で
編
纂
保
存
と
規
定
さ
れ
た
。
郡
役
所

の
規
模
の
官
庁
で
は
、
各
課
で
の
編
纂
保
存
で
十
分
と
便
宜
主
義
的
に
判
断
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
保
存
年
限
に
関
す
る
条
文
は
未
だ
設
け
ら
れ
て
い

な
い
。
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」
は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
萌
芽

を
認
め
ら
れ
る
も
、
類
別
編
纂
の
導
入
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。
類
別
編
纂
を

実
際
に
行
な
う
際
の
具
体
的
な
細
則
も
伴
わ
な
か
っ
た
。

　

十
月
の
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規
程
」
制
定
後
、
こ
れ
に
基
づ
き
管
内
の
各
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三
〇

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

郡
長
か
ら
郡
役
所
処
務
細
則
の
制
定
認
可
が
申
請
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
第
一
章
の
表
で
見
た
と
お
り
、
明
治
二
十
二
年
よ
り
前
の
郡
役
所
処
務
細

則
は
現
存
し
な
い
。
し
か
し
、
各
郡
役
所
の
処
務
細
則
は
、
い
ず
れ
も
「
秋
田

県
郡
役
所
処
務
規
程
」
に
倣
っ
て
作
成
さ
れ
、
文
書
編
纂
の
章
で
類
別
編
纂
を

規
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

十
二
月
六
日
に
は
「
秋
田
県
警
察
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
警
察
本

部
、
事
務
分
掌
、
文
書
弁
理
、
警
察
署
、
署
務
弁
理
の
全
五
章
と
書
式
か
ら
成

る
。
警
察
本
部
の
文
書
管
理
は
、
警
務
課
の
分
掌
と
さ
れ
た
。

　

翌
明
治
二
十
年
一
月
八
日
、
「
秋
田
県
収
税
部
処
務
細
則
取
扱
順
序
」
が
制

定
さ
れ
た
。
第
五
章
文
書
主
務
で
は
編
纂
保
存
を
別
規
定
と
し
て
、
さ
ら
な
る

細
則
の
作
成
を
予
定
し
て
い
る
。

　

一
月
十
七
日
に
は
「
秋
田
県
庁
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
従
前
の
「
秋

田
県
処
務
細
則
」
と
同
じ
章
編
成
で
、
文
書
管
理
関
係
の
章
も
ほ
ぼ
変
化
が
無

い
。
ま
た
、
「
秋
田
県
庁
処
務
細
則
」
に
対
応
し
、
二
月
二
日
に
「
秋
田
県
警

察
処
務
細
則
」
が
改
正
さ
れ
た
。
文
書
管
理
関
係
の
章
に
ほ
ぼ
変
化
は
無
い
。

　

そ
し
て
、
六
月
二
十
八
日
、
本
庁
の
編
纂
保
存
規
則
と
し
て
「
文
書
編
纂
及

保
存
規
則
」
が
制
定
さ
れ
る
。
「
秋
田
県
庁
処
務
細
則
」
第
七
章
文
書
編
纂
に

関
す
る
細
則
で
あ
る
。
そ
の
条
文
は
、
明
治
十
九
年
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則

并
細
則
」
を
モ
デ
ル
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
前
年
に
制
定
さ
れ
た
「
令
官
房
往

復
部
文
書
編
纂
細
則
」
は
、
石
田
県
政
期
の
「
編
輯
取
扱
規
則
」
の
系
譜
を
引

く
秋
田
県
独
自
の
編
纂
保
存
規
則
だ
っ
た
。
二
十
年
「
文
書
編
纂
及
保
存
規

則
」
は
、
内
務
省
の
影
響
を
強
く
受
け
て
再
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
類
別
部
目
と
保
存
年
限
が
、
従
前
の
規
則
よ
り
も
遙
か
に
明
確
に
定
め

ら
れ
て
い
る
。
類
別
部
目
は
、
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
の
も
の
を
モ
デ
ル

に
表
形
式
の
「
公
文
類
別
部
目
」
で
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
保
存
年
限
は
永
久
・

五
年
・
三
年
・
一
年
の
四
段
階
に
設
定
さ
れ
、
各
年
限
に
該
当
す
る
文
書
の
種

類
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。

　

前
掲
の
明
治
二
十
二
年
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
す
る
北
秋
田
郡
長
の
上
申

書
に
は
、
二
十
一
年
十
一
月
に
編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
た
。
条
文
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
時
期
的
に
考
え
て
、
本
庁
の
二
十
年

「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
元
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
、
「
警
察
本
部
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ

た
。
分
課
組
織
と
事
務
分
掌
の
全
二
章
で
あ
り
、
文
書
管
理
に
関
す
る
章
は
設

け
ら
れ
て
い
な
い
。

　

翌
明
治
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日
、
「
秋
田
県
処
務
細
則
」
が
制
定
さ
れ

た
。
本
庁
・
収
税
部
・
警
察
本
部
の
三
処
務
細
則
が
統
合
さ
れ
、
従
前
の
「
収

税
部
処
務
細
則
」
と
「
警
察
本
部
処
務
細
則
」
は
廃
止
さ
れ
た
。
県
の
機
構

は
、
知
事
官
房
と
第
一
部
・
第
二
部
・
収
税
部
・
警
察
本
部
の
四
部
制
に
な
っ

た
。
四
月
一
日
か
ら
の
「
市
制
」
「
町
村
制
」
施
行
に
備
え
た
県
機
構
の
整
備

と
も
考
え
ら
れ
る
。
章
編
成
は
、
組
織
、
分
掌
、
文
書
収
受
、
文
書
調
理
、
文

書
発
送
、
職
員
心
得
、
当
直
員
心
得
の
全
七
章
で
あ
る
。
二
十
年
の
「
文
書
編

纂
及
保
存
規
則
」
の
制
定
に
よ
り
、
文
書
編
纂
の
章
は
省
略
さ
れ
た
。
処
務
細

則
は
統
合
さ
れ
た
が
、
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
収
税
部
と
警
察
本
部
を
別
体
系

に
し
た
。
そ
の
た
め
、
収
税
部
と
警
察
本
部
は
、
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
を
そ
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三
一

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

れ
ぞ
れ
必
要
と
し
た
。

　

四
月
一
日
、
秋
田
県
管
内
で
「
市
制
」
お
よ
び
「
町
村
制
」
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
に
伴
い
、従
前
の
一
、〇
七
六
町
村
が
一
市
二
三
六
町
村
に
合
併
さ
れ
た
。

町
村
長
は
町
村
会
で
公
選
さ
れ
、
町
村
会
議
員
は
制
限
付
き
で
住
民
に
直
接
選

挙
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

同
月
二
十
六
日
、
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
準
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
章
編
成

は
、
分
課
組
織
、
各
部
分
掌
、
文
書
収
受
、
文
書
弁
理
、
文
書
発
送
、
文
書
編

纂
、
職
員
心
得
の
全
七
章
で
あ
る
。
「
秋
田
県
処
務
細
則
」
を
モ
デ
ル
に
、
新

た
に
文
書
編
纂
を
加
え
、
当
直
及
宿
直
員
心
得
を
別
規
定
と
し
た
。
文
書
編
纂

の
章
を
見
る
と
、
類
別
編
纂
に
加
え
、
新
た
に
保
存
年
限
に
関
す
る
こ
と
が
左

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
十
四
条　

完
結
文
書
ハ
各
課
ニ
於
テ
其
類
ヲ
分
チ
保
存
年
期
ヲ
定
メ
之

　
　

ヲ
管
守
ス
ヘ
シ

第
四
十
五
条　

永
遠
保
存
ニ
属
ス
ル
文
書
ハ
前
年
分
ハ
翌
年
六
月
三
十
日
限
リ

　
　

類
ヲ
分
チ
テ
事
務
簿
ヲ
編
纂
シ
巻
頭
ニ
索
引
ヲ
付
シ
尚
ホ
別
ニ
索
引
目
録

　
　

ヲ
製
シ
捜
索
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

郡
役
所
文
書
は
永
年
と
有
期
限
に
保
存
年
限
を
区
分
さ
れ
、
永
年
保
存
の
み
を

類
別
編
纂
の
対
象
に
し
た
。
た
だ
し
、
記
録
の
集
中
管
理
に
関
し
て
は
、
依
然

と
し
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。
郡
役
所
の
機
構
は
第
一
課
と
第
二
課
に
整
理
統
合

さ
れ
、
第
一
課
で
文
書
管
理
を
分
掌
し
た
。
重
要
文
書
を
第
一
課
、
一
般
の
完

結
文
書
を
各
課
で
編
纂
保
存
す
る
方
式
は
、
従
前
の
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
規

程
」
と
変
わ
ら
な
い
。

　

ま
た
、
文
書
編
纂
の
章
で
は
、
郡
役
所
処
務
細
則
と
は
別
に
編
纂
保
存
規
則

を
制
定
す
る
こ
と
を
、
左
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

　

第
四
十
六
条　

文
書
編
纂
保
存
期
限
及
編
纂
ノ
類
別
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
則
の
整
備
は
、
「
町
村
制
」
施
行
に
対
す
る
文
書
管
理

の
再
編
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
時
期
、
県
庁
と
町
村
役
場
の
文
書
往
復
、

さ
ら
に
は
町
村
行
政
の
監
督
の
た
め
、
郡
役
所
の
文
書
管
理
は
特
に
重
要
視
さ

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秋
田
県
で
は
、
郡
役
所
に
対

し
、
編
纂
保
存
規
則
制
定
の
際
の
準
則
を
全
く
示
さ
な
か
っ
た
。
本
庁
の
編
纂

保
存
規
則
に
倣
わ
せ
る
こ
と
を
、
当
初
か
ら
前
提
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

群
馬
県
の
場
合
は
、
明
治
二
十
五
年
七
月
二
日
に
「
郡
役
所
文
書
保
存
規
程
準

則
」
を
制
定
し
て
い
る
。

 
 

さ
て
、
以
上
よ
り
、
明
治
二
十
二
年
以
後
は
、
収
税
部
、
警
察
本
部
、
郡
役

所
で
、
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
保
存
規
則
を
整
備
す
る
段
階
に
入
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

明
治
二
十
二
年
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
、
管
内
の
九
郡
長
よ
り
郡
役
所
処

務
細
則
の
制
定
認
可
が
申
請
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務

準
則
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
は

遅
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

十
一
月
十
五
日
に
は
「
警
察
本
部
文
書
編
纂
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
初
め

て
制
定
さ
れ
た
警
察
文
書
の
編
纂
保
存
規
則
で
あ
る
。
収
税
部
に
先
ん
じ
て
制

定
さ
れ
た
。
類
別
編
纂
の
基
準
は
、
本
庁
の
「
公
文
類
別
部
目
」
と
か
な
り
異

な
り
、
個
別
の
簿
冊
を
組
織
と
保
存
年
限
ご
と
に
分
け
警
察
文
書
の
全
体
把
握

を
容
易
に
し
た
形
だ
っ
た
。ま
た
、簿
冊
の
管
理
は
本
庁
よ
り
も
厳
重
で
あ
る
。
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三
二

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

　

同
日
に
訓
令
甲
第
二
五
五
号
で
「
郡
役
所
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
規
程
方
」

が
布
達
さ
れ
た
。
内
容
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
役
所

　

郡
役
所
処
務
ニ
関
ス
ル
完
結
文
書
ハ
類
ヲ
分
チ
保
存
年
期
ヲ
定
メ
毎
年
事
務

　

簿
ヲ
編
纂
可
致
筈
ノ
所
其
手
続
ヲ
了
セ
サ
ル
向
往
々
有
之
右
ハ
事
務
錯
雑
ヲ

　

生
ス
ル
ノ
源
因
ニ
付
此
際
速
ニ
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
ヲ
設
ケ
従
来
ノ
文
書

　

ハ
悉
皆
整
頓
ノ
期
限
ヲ
定
メ
本
月
二
十
五
日
迄
ニ
届
出
テ
尚
完
了
ノ
上
ハ
其

　

旨
上
申
ス
ヘ
シ

　
　
　

明
治
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日　

秋
田
県
知
事　

男
爵　

青
山
貞　

四
月
一
日
の
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
準
則
」
で
は
、
前
記
し
た
と
お
り
、
各
郡

役
所
で
の
編
纂
保
存
規
則
の
制
定
を
指
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
郡
役
所
の
現

場
で
は
規
則
の
制
定
が
進
ま
ず
、
そ
の
た
め
文
書
事
務
に
錯
雑
を
き
た
し
て
い

た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
各
郡
役
所
に
対
し
て
、
①
速
や
か
に
編
纂
保
存
規
則
を

制
定
す
る
こ
と
、
②
従
来
の
文
書
を
悉
皆
整
理
す
る
期
限
を
定
め
十
一
月
二
十

五
日
ま
で
届
出
す
る
こ
と
、
③
悉
皆
整
理
の
完
了
後
に
報
告
す
る
こ
と
が
命
じ

ら
れ
た
。

　

十
一
月
に
右
の
訓
令
甲
第
二
五
五
号
を
布
達
し
た
理
由
と
し
て
、
郡
役
所
に

お
け
る
文
書
管
理
の
整
備
の
遅
れ
が
考
え
ら
れ
る
。
四
月
の
「
町
村
制
」
施
行

か
ら
既
に
七
か
月
余
を
経
過
し
て
い
た
。
地
方
自
治
体
と
な
っ
た
町
村
を
県
の

監
督
下
に
置
く
際
、
末
端
統
治
機
構
の
文
書
管
理
の
錯
雑
は
大
き
な
問
題
だ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
訓
令
甲
第
二
五
五
号
を
契
機
と
し
て
、
近
代
的
な
文
書
管

理
制
度
が
管
内
九
郡
役
所
に
一
斉
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

十
一
月
十
五
日
の
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
し
、
大
半
の
郡
長
が
同
月
中
に

文
書
の
悉
皆
整
理
期
限
を
上
申
し
た
。
明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
に

は
、
鹿
角
と
河
辺
を
除
く
七
郡
長
の
上
申
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
南
秋
田
と

仙
北
の
両
郡
長
は
、
期
限
の
上
申
に
つ
き
十
二
月
ま
で
延
期
を
願
い
出
て
許
さ

れ
て
い
る
。

　

山
本
・
北
秋
田
・
南
秋
田
・
由
利
の
四
郡
長
の
上
申
書
に
つ
い
て
は
、
前
節

で
一
部
を
紹
介
し
た
。
多
く
の
郡
役
所
で
は
、
開
庁
以
後
の
文
書
が
未
整
理
な

状
態
だ
っ
た
。
で
は
、
各
郡
役
所
で
予
定
し
た
文
書
の
悉
皆
整
理
期
限
を
見
て

み
よ
う
。
最
も
早
い
事
例
で
は
、
平
鹿
郡
役
所
が
明
治
二
十
二
年
十
二
月
二
十

日
を
予
定
し
、
同
月
二
十
八
日
に
整
理
を
完
了
し
て
い
る
。
郡
長
の
上
申
書
に

は
文
書
の
未
整
理
や
作
業
の
困
難
な
ど
の
陳
述
は
見
ら
れ
ず
、
以
前
か
ら
文
書

管
理
の
整
備
さ
れ
て
い
た
様
子
を
窺
わ
せ
る
。
北
秋
田
郡
役
所
の
場
合
は
、
数

年
来
の
文
書
を
選
別
せ
ず
年
度
ご
と
編
綴
し
て
い
た
た
め
、
整
理
に
三
か
月
か

か
る
と
し
翌
年
二
月
末
日
を
予
定
し
た
。
整
理
が
困
難
な
理
由
と
し
て
、
「
一

〃
書
類
ヲ
検
シ
テ
其
存
否
ヲ
分
類
ス
ル
如
キ
ハ
一
朝
夕
ノ
能
ク
弁
シ
得
ヘ
キ
コ

ト
ニ
ア
ラ
ス
」
、
ま
た
「
追
テ
年
末
ニ
カ
ゝ
リ
諸
統
計
等
庁
務
繁
忙
ノ
時
期
ニ

際
ス
ル
ヲ
以
テ
本
件
ノ
ミ
ニ
専
ラ
力
ヲ
致
ス
能
ハ
サ
ル
事
情
モ
有
之
」
と
記
し

て
い
る
。
平
鹿
郡
役
所
の
早
さ
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
特
異
な
事
例
で
あ
り
、
む

し
ろ
北
秋
田
郡
役
所
の
方
が
一
般
的
な
実
情
を
反
映
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

由
利
郡
役
所
も
、
開
庁
以
来
の
文
書
が
堆
積
し
迅
速
な
整
理
は
困
難
と
し
て
、

翌
年
二
月
を
予
定
し
た
。
し
か
し
、
二
月
末
に
は
「
数
年
来
之
諸
帳
簿
類
別
編

纂
夥
多
存
外
時
日
ヲ
要
候
ニ
付
」
と
の
理
由
で
、
期
限
の
三
月
ま
で
の
延
期
を
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三
三

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

願
い
出
て
い
る
。
南
秋
田
・
仙
北
・
雄
勝
の
三
郡
役
所
は
、
翌
年
三
月
ま
で
を

整
理
期
限
に
予
定
し
た
。
最
も
遅
い
事
例
で
は
、
山
本
郡
役
所
が
翌
年
六
月
ま

で
を
予
定
と
し
て
い
る
。

　

多
く
の
郡
役
所
が
明
治
二
十
三
年
二
月
か
ら
三
月
ま
で
を
文
書
の
悉
皆
整
理

期
限
と
し
た
が
、
平
鹿
あ
る
い
は
山
本
郡
役
所
の
よ
う
な
事
例
も
見
ら
れ
た
。

二
十
二
年
以
前
か
ら
各
郡
役
所
に
よ
っ
て
、
文
書
管
理
に
対
す
る
意
識
や
書
庫

の
整
理
状
況
等
に
若
干
の
差
異
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

緻
密
な
整
理
計
画
を
立
て
文
書
管
理
を
再
編
し
た
事
例
と
し
て
、
南
秋
田
郡

役
所
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
郡
長
黒
川
春
造
は
、
文
書
の
悉
皆
整
理
を
確
実

に
遂
行
す
る
た
め
期
限
の
上
申
を
延
期
し
て
、
そ
の
間
に
左
の
調
査
書
を
作
成

さ
せ
た
。　

　
　
　

南
秋
田
郡
文
書
編
纂
完
了
見
込
取
調

　
　
　
　
　

編
纂
ス
ヘ
キ
書
類
員
数

　

第
一
課　

　
　
　

凡
ソ
五
十
冊　
　
　
　

戸
籍
兵
事
ニ
係
ル
分

　
　
　

凡
ソ
三
十
冊　
　
　
　

学
務
衛
生
ニ
係
ル
分

　
　
　

凡
ソ
五
十
冊　
　
　
　

庶
務
会
計
ニ
係
ル
分

　
　

計　

百
三
十
冊

　

第
二
課

　
　
　

凡
ソ
二
十
冊　
　
　
　

収
税
ニ
属
シ
明
治
十
七
年
以
前
ヨ
リ
編
纂
ニ
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
ス
紛
乱
セ
ル
書
類
ナ
ル
ヲ
以
テ
保
存
年
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
ハ
部
類
分
等
頗
手
数
ト
日
数
ヲ
費
シ
分

　
　
　

凡
ソ
十
冊　
　
　
　
　

収
税
ニ
係
ル
廿
一
年
度
以
降
分

　
　
　

凡
ソ
十
五
冊　
　
　
　

勧
業
土
木
ニ
係
ル
分

　
　
　

凡
ソ
十
五
冊　
　
　
　

会
計
ニ
係
ル
分

　
　

計　
　

六
十
冊

　

通
計　

百
九
十
冊

　

右
ハ
主
務
員
一
名
付
属
雇
員
三
名
ニ
テ
専
ラ
之
ヲ
負
担
シ
本
郡
編
輯
規
則
ニ

　

拠
リ
編
纂
悉
皆
整
頓
完
了
マ
テ
平
均
一
日
三
冊
ツ
ゝ
ト
見
積
リ
延
日
数
凡
ソ

　

六
十
三
日
ノ
日
子
ヲ
費
シ
ト
見
込
来
ル
十
二
月
十
日
ヨ
リ
着
手
ス
ル
ト
見
做

　

シ
明
治
廿
三
年
三
月
十
八
日
頃
ニ
至
ラ
サ
レ
ハ
完
了
シ
得
サ
ル
ト
見
込
ニ
有

　

之
候
也

南
秋
田
郡
役
所
で
は
、
悉
皆
整
理
を
行
な
う
た
め
、
ま
ず
各
課
で
類
別
部
目
ご

と
に
編
纂
さ
れ
る
簿
冊
数
を
概
算
し
た
。
編
纂
見
込
み
簿
冊
の
総
数
を
一
九
〇

冊
と
し
、
主
務
員
一
名
と
付
属
雇
員
三
名
に
よ
る
一
日
の
ノ
ル
マ
を
平
均
三
冊

と
し
た
上
で
作
業
日
数
を
六
三
日
と
試
算
し
た
。
南
秋
田
郡
役
所
で
は
、
現
状

分
析
と
計
画
立
案
に
長
け
た
人
材
が
悉
皆
整
理
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
ま
た
、
悉
皆
整
理
は
「
本
郡
編
輯
規
則
」
に
準
拠
し
行
な
う
と
あ
る
。
調

査
書
を
上
申
し
た
明
治
二
十
二
年
十
二
月
時
点
で
、
南
秋
田
郡
役
所
で
は
既
に

編
纂
保
存
規
則
を
制
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
編
纂
保
存
規
則
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
六
年
に
山
本
郡
役
所
、
二
十

一
年
に
北
秋
田
郡
役
所
で
制
定
し
た
こ
と
を
前
に
紹
介
し
た
。
二
十
二
年
に
は

右
の
南
秋
田
郡
役
所
の
他
に
も
、
仙
北
、
雄
勝
郡
役
所
で
編
纂
保
存
規
則
を
制

定
し
た
こ
と
が
、
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
対
す
る
上
申
書
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
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三
四

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

他
の
四
郡
役
所
に
お
い
て
も
、
同
訓
令
に
従
い
編
纂
保
存
規
則
が
制
定
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
仙
北
郡
役
所
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規

則
」
が
、
唯
一
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

仙
北
郡
役
所
の
明
治
二
十
二
年
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
は
、
文
書
保
存

規
則
と
文
書
編
纂
の
全
二
章
と
附
則
か
ら
成
る
。
保
存
年
限
に
つ
い
て
は
文
書

保
存
規
則
の
章
、
類
別
部
目
は
文
書
編
纂
の
章
で
規
定
し
て
い
る
。
本
庁
の
二

十
年
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
と
同
名
で
あ
り
、
条
文
も
こ
れ
を
元
に
作
成

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
介
し
て
、

十
九
年
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
并
細
則
」
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

一
例
と
し
て
、
保
存
期
間
満
了
後
の
文
書
処
理
に
関
す
る
条
文
を
対
比
し
て
み

よ
う
。

「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
第
一
〇
条

　

保
存
期
限
ヲ
畢
リ
又
ハ
直
チ
ニ
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書
ハ
記
録
課
長
之
ヲ
検
シ
其

　

書
中
印
章
等
他
ニ
移
用
ス
ヘ
キ
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
塗
抹
或
ハ
裁
断
シ
テ
之
ヲ

　

会
計
局
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

秋
田
県
庁
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
第
一
一
条

　

保
存
期
限
ヲ
畢
リ
又
ハ
直
チ
ニ
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書
ハ
文
書
課
長
之
ヲ
検
シ
其

　

書
中
印
章
等
他
ニ
移
用
ス
ヘ
キ
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
塗
抹
或
ハ
裁
断
シ
テ
之
ヲ

　

会
計
課
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

仙
北
郡
役
所
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
第
五
条

　

保
存
期
限
ヲ
畢
リ
廃
棄
ス
ヘ
キ
文
書
ハ
第
二
課
ニ
交
付
ス
ヘ
シ

　
　

但
其
印
章
等
他
ニ
移
用
ス
ヘ
キ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
交
付
ノ
際
塗
抹
或
ハ
裁
断

　
　

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

他
の
郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
則
も
、
本
庁
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
モ

デ
ル
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
内
務
省
の
影
響
を
間
接
的
に
受
け
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
仙
北
郡
役
所
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
を
本
庁
の
も

の
と
対
比
す
る
と
、
若
干
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。
保
存
年
限
に
つ
い
て

は
、
本
庁
と
同
じ
永
久
・
五
年
・
三
年
・
一
年
の
四
段
階
を
設
定
し
、
文
書
を

第
一
種
～
第
四
種
に
区
分
し
て
い
る
。
が
、
分
類
さ
れ
た
文
書
の
種
類
に
は
、

町
村
行
政
に
関
す
る
も
の
が
目
立
つ
。
郡
役
所
の
末
端
統
治
機
能
が
反
映
さ
れ

た
結
果
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
本
庁
で
は
、
類
別
編
纂
に
つ
き
「
年
限
保
存
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク
」
と

し
、
永
年
保
存
文
書
の
み
を
対
象
に
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
仙
北
郡
役
所

で
は
「
第
二
条
四
種
ノ
書
類
ハ
本
条
ニ
拠
ラ
ス
仮
編
纂
ニ
止
ル
」
と
し
、
第
四

種
す
な
わ
ち
一
年
保
存
文
書
を
除
く
有
期
限
保
存
文
書
も
永
年
保
存
文
書
と
同

様
に
類
別
編
纂
の
対
象
に
し
た
。
写
真
１
は
、
簿
冊
表
紙
の
記
載
様
式
で
あ

る
。
「
第
何
種
」
は
、
第
一
種
～
第
三
種
の
保
存
年
限
区
分
を
記
す
。
有
期
限

保
存
文
書
も
簿
冊
に
し
た
た
め
、
保
存
年
限
満
了
後
の
選
別
廃
棄
作
業
を
配
慮

し
た
様
式
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
仙
北
郡
役
所
で
は
、
編
纂
保
存
を
担
当
す
る
編
纂
主
任
を
各
課
に
置

い
て
い
る
。
明
治
二
十
二
年
「
秋
田
県
郡
役
所
処
務
準
則
」
で
、
一
般
の
完
結

文
書
を
各
課
に
編
纂
保
存
さ
せ
た
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
課
内

で
、
編
纂
主
任
は
課
長
か
ら
送
付
さ
れ
た
完
結
文
書
を
収
受
し
、
類
別
部
目
に



三
五

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

従
っ
て
簿
冊
に
編
纂

し
た
後
、
職
員
閲
覧

用
の
帳
簿
目
録
に
登

録
し
管
理
し
た
。
簿

冊
の
各
課
管
理
を
前

提
に
し
て
、
編
纂
保

存
規
則
が
作
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
前
提

は
、
類
別
部
目
に
も
反
映
さ
れ
た
。
仙
北
郡
役
所
の
類
別
部
目
は
表
形
式
で
は

な
い
が
、
本
庁
の
「
公
文
類
別
部
目
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
本
庁
と

異
な
る
点
は
、
部
名
の
通
し
番
号
を
課
ご
と
に
振
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
課
で
十
四
号
ま
で
、
第
二
課
で
は
十
二
号
ま
で
通
し
番
号
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
通
し
番
号
は
、
写
真
１
に
見
る
よ
う
に
、
簿
冊
表
紙
の
右
肩
に
「
第
何

号
」
と
大
書
さ
れ
た
。
通
し
番
号
は
帳
簿
目
録
に
も
登
録
さ
れ
、
各
課
内
で
の

簿
冊
管
理
に
役
立
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
の
一
方
、
仙
北
郡
役
所
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
は
、
日
常
に
お
け

る
書
庫
の
保
存
管
理
に
関
し
て
本
庁
ほ
ど
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。
書
庫
の
清

掃
、
開
閉
の
注
意
、
退
庁
時
の
施
錠
、
火
気
使
用
の
厳
禁
な
ど
、
本
庁
で
規
定

さ
れ
た
保
存
管
理
の
条
文
が
一
切
見
ら
れ
な
い
。
僅
か
に
、
年
一
回
の
曝
書
と

平
素
の
紙
魚
お
よ
び
湿
気
予
防
を
規
定
し
た
の
み
で
あ
る
。
郡
役
所
の
職
員
規

模
は
本
庁
と
比
べ
遙
か
に
小
さ
く
、
日
常
の
保
存
管
理
を
十
分
に
実
施
す
る
余

裕
が
無
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

仙
北
郡
役
所
の
「
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
」
に
見
ら
れ
る
独
自
性
は
、
他
の

郡
役
所
の
編
纂
保
存
規
則
に
も
共
通
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
郡
役
所
の
末

端
統
治
機
構
と
し
て
の
位
置
や
諸
条
件
が
、
編
纂
保
存
規
則
に
本
庁
と
の
違
い

を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
青
山
県
政
期
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
の
再
編
を
見
て
き
た
。

県
全
体
の
文
書
管
理
が
再
編
さ
れ
た
青
山
県
政
期
の
終
盤
、
明
治
二
十
二
年
十

一
月
の
訓
令
甲
第
二
五
五
号

を
契
機
に
、
本
格
的
に
管
内

の
郡
役
所
へ
近
代
的
な
文
書

管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

写
真
２
は
、
雄
勝
郡
役
所
文

書
群
の
明
治
十
二
年
「
事
務

簿
」
官
規
の
簿
冊
表
紙
で
あ

る
。
表
紙
左
下
に
記
載
さ
れ

た
「
第
一
課
」
は
、
十
二
年
当
時
に
存
在
し
な
か
っ
た
機
構
名
で
あ
る
。
第
一

課
は
、
二
十
二
年
の
訓
令
甲
第
二
五
五
号
に
よ
り
文
書
整
理
が
実
施
さ
れ
た
時

期
に
存
在
し
た
。
雄
勝
郡
役
所
で
は
、
二
十
二
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
に
か

け
て
文
書
整
理
を
し
た
際
、
開
庁
以
来
の
文
書
も
現
行
の
機
構
に
基
づ
く
類
別

部
目
に
よ
っ
て
簿
冊
に
編
纂
し
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
大
半
の
郡
役
所

が
、
同
様
の
方
法
で
二
十
二
年
頃
か
ら
類
別
編
纂
を
開
始
し
た
の
で
は
な
い

か
。

写真1　仙北郡役所の簿冊表紙様式

写真2　雄勝郡役所の簿冊表紙

（
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三
六

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

　
　
　
　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
明
治
十
二
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
、
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度

に
つ
い
て
編
纂
保
存
を
中
心
に
た
ど
っ
た
。
秋
田
県
管
内
の
郡
役
所
で
は
、
青

山
貞
県
政
期
の
文
書
管
理
制
度
再
編
の
一
環
と
し
て
、
明
治
二
十
二
年
十
一
月

の
訓
令
甲
第
二
五
五
号
を
契
機
に
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
が
本
格
的
に
導

入
さ
れ
た
。

　

郡
役
所
文
書
群
を
構
造
分
析
す
る
場
合
も
、
組
織
性
の
内
的
秩
序
の
正
確
な

復
元
に
は
、
経
年
変
化
を
元
に
し
た
時
期
区
分
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
際
に

は
、
近
代
的
な
文
書
管
理
制
度
の
成
立
後
を
も
っ
て
、
時
期
区
分
の
始
期
と
す

べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
類
別
部
目
制
に
基
づ
く
簿
冊
編
纂
の
開
始
が
始
期

と
な
る
。
拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

で
は
、
郡
役
所
の
機
構
改
正
の
回
数
か
ら
、
郡
役
所
文
書
群
が
完
全
に
近
い
形

で
残
っ
て
い
る
場
合
、
時
期
区
分
を
八
期
と
予
想
し
た
。
し
か
し
、
明
治
二
十

二
年
、
五
回
目
の
機
構
改
正
下
で
類
別
部
目
制
に
基
づ
く
簿
冊
編
纂
が
始
ま
っ

た
と
す
れ
ば
、
時
期
区
分
は
四
期
を
も
っ
て
妥
当
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
各
郡
役
所
文
書
群
の
実
際
の
残
存
状
況
か
ら
は
、
必
ず
し
も
理
論
ど

お
り
に
ゆ
か
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

明
治
二
十
三
年
以
後
、
す
な
わ
ち
「
郡
制
」
公
布
後
の
秋
田
県
管
内
郡
役
所

の
文
書
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
整
理
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

註

(

1)
 

告
示
第
三
四
九
号
（
明
治
三
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
「
秋
田
県
報
」
第
二
一

 

三
三
号
）
山
本
郡
役
所
は
、
明
治
三
十
九
年
十
一
月
九
日
の
火
災
で
三
十
七
年

 

以
前
の
公
文
書
を
全
焼
し
た
。
以
降
の
公
文
書
の
所
在
に
つ
い
て
は
現
在
の
と

 

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

(

2)
 

告
示
第
一
号
（
大
正
十
一
年
一
月
六
日
「
秋
田
県
報
」
第
九
五
九
号
）
南
秋
田

 

郡
役
所
は
、
大
正
十
一
年
一
月
二
日
の
火
災
で
焼
失
し
た
。

(

3)
 

大
正
十
五
年
十
一
月
十
六
日
「
秋
田
魁
新
報
」
第
一
二
七
五
〇
号
（
秋
田
県
立

 

図
書
館
所
蔵
）
平
鹿
郡
役
所
は
、
大
正
十
五
年
七
月
一
日
の
郡
役
所
廃
止
後
、

 

十
一
月
十
五
日
の
火
災
で
公
文
書
を
全
焼
し
た
。
出
火
原
因
は
、
残
務
処
理
で

 

夜
業
し
た
後
の
飲
酒
に
よ
る
火
の
不
始
末
と
報
道
さ
れ
た
。

(

4)
 

高
橋
務
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
秋
田
県
公

 

文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号　

一
九
九
五
年
）
、
拙
稿
「
明
治
後
期
大
正
期
秋

 

田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
同
』
第
九
号　

二
〇
〇
三
年
）
、

 

「
昭
和
戦
前
期
秋
田
県
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
同
』
第
十
号

 

二
〇
〇
四
年
）
、
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」

 

（
『
同
』
第
十
一
号　

二
〇
〇
五
年
）
、
「
明
治
後
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制

 

度
の
確
立
に
つ
い
て
」
（
『
同
』
第
十
二
号　

二
〇
〇
六
年
）

(

5)
 

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
秋
田

 

県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
十
三
号　

二
〇
〇
七
年
）
右
の
拙
稿
中
に
誤
記
が

 

あ
っ
た
た
め
、
お
詫
び
の
上
で
以
下
の
と
お
り
訂
正
し
た
い
。
一
七
頁
上
段
五

 

行
目
、
四
二
頁
上
段
一
一
行
目
お
よ
び
下
段
三
行
目
の
「
郡
区
町
村
編
成
法
」

 

を
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
、
二
一
頁
下
段
の
図
１
の
「
能
代
村
」
を
「
能
代
町
」
、

 

二
三
頁
上
段
の
図
２
の
「
勧
業
掛
（
13
・
４
・
２
設
置
）
」
を
「
勧
業
掛

 

（
12
・
４
・
２
設
置
）
」
。

(

6
） 
拙
稿
「
記
録
史
料
群
の
内
的
秩
序
の
復
元
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
秋
田
県

 

公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
七
号　

二
〇
〇
一
年
）

(

7
） 

鈴
江
英
一
『
近
現
代
史
料
の
管
理
と
史
料
認
識
』
（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行

（
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三
七

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

 

会　

二
〇
〇
二
年
）
四
二
五
～
四
三
九
頁

(
8)

 

『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
一
～
五
集
（
秋
田
県
公
文
書
館　

二
〇
〇
四
～

 
二
〇
〇
八
年
）
以
後
続
刊

(

9)
 

『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
一
集
（
秋
田
県
公
文
書
館　

二
〇
〇
四
年
）

 

目
録
は
、
①
明
治
六
年
八
月
二
十
五
日
機
構
改
正
下
、
②
明
治
八
年
六
月
二
十

 

二
日
機
構
改
正
下
、
③
明
治
八
年
十
二
月
二
十
七
日
機
構
改
正
下
、
④
明
治
九

 

年
六
月
一
日
機
構
改
正
下
で
時
期
区
分
し
た
。
そ
の
後
、
拙
稿
「
明
治
前
期
秋

 

田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」
で
、
最
初
の
類
別
編
纂
は
明
治
九

 

年
六
月
一
日
の
機
構
下
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
た
。
明
治
九
年
以
前

 

の
公
文
書
も
、
九
年
六
月
一
日
機
構
改
正
下
の
類
別
部
目
に
よ
り
簿
冊
に
編
纂

 

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
録
第
一
集
は
、
厳
密
に
は
四
期
で
な

 

く
一
期
で
時
期
区
分
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

(

10)
 

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

(

11)
 

小
暮
隆
志
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
一
）
」（
『
双
文
』

 

第
五
号
、
群
馬
県
立
文
書
館　

一
九
八
八
年
）

(

12)
 

清
水
善
仁
「
明
治
期
の
郡
区
役
所
に
お
け
る
文
書
管
理
に
つ
い
て―

郡
区
町
村

 

編
制
法
期
の
東
京
府
を
中
心
と
し
て―

」
（
『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』

 

三
四　

文
学
研
究
科
編
、
二
〇
〇
五
年
）

(

13)
 

丑
木
幸
男
「
郡
役
所
文
書
の
構
造
と
特
質
」
（
『
記
録
と
史
料
』
第
一
七
号
、

 

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会　

二
〇
〇
七
年
三
月
）

(

14)
 

小
暮
隆
志
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
二
）
」（
『
双
文
』

 

第
六
号
、
群
馬
県
立
文
書
館　

一
九
八
九
年
）

(

15
） 

山
崎
一
郎
「
明
治
～
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
萩
藩
勘
場
文
書
と
郡
役
所
文
書
の

 

保
存
と
伝
来
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
七
九
〇
号
、
青
木
書
店　

二

 

〇
〇
四
年
七
月
）
、
「
安
藤
紀
一
『
旧
郡
衙
記
録
保
存
之
件
建
議
』―

大
正
十

 

五
年
の
郡
役
所
廃
止
時
に
お
け
る
文
書
保
存
の
要
望
書―

」
（
『
山
口
県
文
書

 

館
研
究
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）

(

16)
 

栃
木
智
子
「
郡
役
所
文
書
の
引
継
・
廃
棄
目
録
に
つ
い
て
」（
『
近
代
史
研
究
』

 

第
六
号
、
日
本
近
代
史
研
究
会　

二
〇
〇
六
年
）
、
「
郡
役
所
廃
止
と
文
書
廃

 

棄
」
（
『
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
第
六
一
号
、
宮
城
歴
史
科
学
研
究
会　

二
〇

 

〇
六
年
）

(

17)
 

丑
木
幸
男
「
郡
役
所
文
書
の
廃
棄
と
保
存
」（
『
地
方
史
研
究
』
第
三
二
六
号
、

 

地
方
史
研
究
協
議
会　

二
〇
〇
七
年
四
月
）

(

18)
 

水
野
保
「
明
治
期
地
方
官
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
成
立
」
（
安
藤
正
人
・

 

青
山
英
幸
編
『
記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館
』
、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

 

一
九
九
六
年
）
、
重
田
正
夫
「
府
県
公
文
書
管
理
史
ノ
ー
ト―

埼
玉
県
と
比
較

 

し
な
が
ら―

」
（
『
文
書
館
紀
要
』
第
二
〇
号
、
埼
玉
県
立
文
書
館　

二
〇
〇

 

七
年
）
、
拙
稿
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」
、

 

「
明
治
後
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
」

(

19)
 

郡
役
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
期
間
、
県
庁
で
郡
市
町
村
行
政
の
監
督
を
担
当
し

 

た
部
課
の
変
遷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
庶
務
課
諸
務
掛
（
明
治
十
一
年
十
二

 

月
六
日
）
→
庶
務
課
庶
務
掛
（
明
治
十
四
年
九
月
二
日
）
→
庶
務
課
第
一
部

 

（
明
治
十
八
年
九
月
十
二
日
）
→
庶
務
課
庶
務
部
（
明
治
十
九
年
四
月
八
日
）

 

→
第
一
部
庶
務
課
（
明
治
十
九
年
九
月
八
日
）
→
内
務
部
第
一
課
郡
市
町
村
係

 

（
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日
）
→
第
一
部
地
方
課
（
明
治
三
十
八
年
四
月

 

二
十
五
日
）
→
内
務
部
庶
務
課
（
明
治
四
十
年
七
月
十
五
日
）

(

20)
 

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
一
三
）

(

21)
 

明
治
二
十
五
年
改
定
「
郡
役
所
処
務
細
則
纏
」（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
二
三)

(

22)
 

明
治
三
十
一
～
三
十
六
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
改
正
ニ
関
ス
ル
綴
」
（
九
三
〇

 

一
〇
三―

〇
一
二
六
一
）

(

23)
 

大
正
七
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
関
係
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
三
七
六
）

(

24)
 

大
正
八
～
九
年
「
郡
役
所
処
務
細
則
関
係
書
類
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
三

 

八
二
）

(
25)

 

明
治
四
十
四
年
「
郡
役
所
事
務
検
閲
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
二
三
三
八
） 

(

26)
 

大
正
五
年
「
由
利
郡
役
所
検
閲
書
類
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
三
五
二
）

(

27)
 

大
正
七
年
「
山
本
郡
役
所
検
閲
書
類
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
三
七
五
）

(

28)
 

大
正
八
年
四
月
「
仙
北
郡
役
所
検
閲
書
類
」（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
三
八
〇
）

(

29)
 

明
治
二
十
六
年
三
月
～
三
十
一
年
十
二
月
「
第
一
課
郡
市
町
村
掛
事
務
簿
」
行



三
八

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

 

政
之
部
全
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
九
四
一
〇
）
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
～
四

 

十
二
年
十
二
月
「
内
務
部
庶
務
課
事
務
簿
」
行
政
全
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
九

 
四
三
七
）
、
明
治
四
十
二
年
十
二
月
～
四
十
三
年
十
二
月
「
内
務
部
庶
務
課
事
務

 
簿
」
行
政
全
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
九
四
三
九
）
、
大
正
三
年
一
～
十
二
月
「
内

 

務
部
庶
務
課
事
務
簿
」
行
政
之
部
全
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
九
四
四
五
）
、
大

 

正
四
年
五
～
十
二
月
「
内
務
部
庶
務
課
事
務
簿
」
行
政
雑
之
部
二
番
（
九
三
〇

 

一
〇
三―

〇
九
四
四
四
）
、
大
正
七
年
一
～
十
二
月
「
内
務
部
庶
務
課
事
務
簿
」

 

行
政
之
部(

九
三
〇
一
〇
三―

〇
九
四
四
七
）

(

30)
 

明
治
二
十
九
年
「
河
辺
郡
諸
達
」
第
十
一
号　

郡
令
、
郡
達
、
告
諭
、
訓
示
、 

 

内
訓
、
告
示
、
甲
乙
訓
令
、
文
書
主
務
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
五
二
六
）

(

31)
 

明
治
三
十
二
年
以
降
「
郡
訓
令
綴
」
乙
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
七
六
三
）

(

32)
 

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」 

(

33)
 

訓
令
第
四
五
号
（
明
治
二
十
二
年
「
秋
田
県
訓
令
」　

九
三
〇
一
〇
三―

一
一

 

一
〇
六
）

(

34)
 

訓
令
甲
第
五
九
号
（
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
日
「
県
報
」
第
四
三
三
号
）

(

35)
 

訓
令
甲
第
六
五
号
（
明
治
三
十
一
年
四
月
一
日
「
県
報
」
第
一
二
四
三
号
）

(

36)
 

訓
令
甲
第
四
九
号
（
大
正
六
年
十
二
月
十
一
日
「
秋
田
県
報
」
第
五
四
七
号
）

(

37)
 

明
治
十
一
年
七
月
二
十
二
日
太
政
官
布
告
第
一
七
、
一
八
、
一
九
号
（
明
治
十

 

一
年
『
法
令
全
書
』
）

(

38)
 

明
治
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
触
示
第
三
七
八
番
（
明
治
十
一
年
「
本
県
触
示

 

留
」
十
月
三
百
一
番
ヨ
リ
十
二
月
三
百
九
十
一
番
マ
テ　

四
号　

九
三
〇
一
〇

 

三―

一
一
五
五
六
）

(

39)
 

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

(

40)
 

　

同

(

41)
 

拙
稿
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」

(

42)
 

「
秋
田
県
史
料
」
十
（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）

(

43)
 

明
治
十
八
年
「
奏
任
官
履
歴
」
（
九
三
〇
一
〇
二―

三
〇
三
五
九
）
ま
た
、
秋

 

田
県
庁
文
書
群
に
は
明
治
六
年
「
編
輯
式
」
全
工
部
省
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇

 

八
二
四
〇
）が
存
在
す
る
。
工
部
省
の
文
書
管
理
事
務
に
関
す
る
簿
冊
で
あ
り
、

 

石
田
英
吉
の
秋
田
県
権
令
着
任
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

(

44)
 

拙
稿
「
明
治
前
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」

(

45)
 

阿
久
津
宗
二
「
群
馬
県
に
お
け
る
明
治
期
公
文
書
の
編
纂
過
程
と
保
存
規
則
」

 

（
『
双
文
』
第
一
号
、
群
馬
県
立
文
書
館　

一
九
八
四
年
）
、
『
群
馬
県
行
政

 

文
書
簿
冊
目
録
』
第
１
集
（
明
治
期
行
政
文
書
編
）
（　

同　

一
九
八
四
年
）

 

一
七
四
～
一
七
五
頁
、
ま
た
『
国
史
大
辞
典
』
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館　

一
九

 

八
四
年
）
一
、
〇
五
六
頁
に
は
、
明
治
八
年
に
熊
谷
県
権
令
楫
取
素
彦
が
編
輯

 

掛
を
設
け
て
書
類
の
保
管
を
厳
に
し
た
と
あ
る
。
九
年
に
「
簿
書
編
纂
及
図
書

 

保
存
条
例
」
を
制
定
し
た
時
期
的
関
連
か
ら
、
楫
取
権
令
の
時
に
熊
谷
県
庁
で

 

文
書
管
理
改
革
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
近
代
的
な
文
書
管
理

 

制
度
の
導
入
に
関
わ
る
人
的
脈
絡
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
に
余
地
が
あ

 

る
。

(

46)
 

『
国
史
大
辞
典
』
第
四
巻　

一
、
〇
五
六
頁

(

47)
 

小
暮
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
一
）
」

(

48)
 

高
橋
、
前
掲
論
文

(

49)
 

明
治
十
六
年
二
月
二
十
八
日
第
三
二
号
、
第
三
三
号
（
明
治
十
六
～
十
八
年

 

「
庁
中
令
達
綴
」
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
一
）

(

50)
 

明
治
四
～
二
十
二
年
「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」（
九
三
〇
一
〇
三―

一
二
二
〇
三
）

(

51)
 

明
治
十
六
～
十
七
年
「
庁
中
令
達
綴
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
一
）

(

52)
 

明
治
四
～
二
十
二
年
「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」（
九
三
〇
一
〇
三―

一
二
二
〇
三
）

(

53)
 

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」

(

54)
 

　

同

(

55)
 

明
治
十
七
年
六
月
十
三
日
～
十
二
月
十
三
日
「
丙
号
達
」
自
第
百
丗
二
号
至
第

 

三
百
二
拾
八
号　

弐
番
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
七
二
）
、
明
治
十
八
年
七

 

～
十
二
月
「
丙
号
達
」
自
百
九
十
四
号
至
三
百
八
十
六
号　

二
番
（
九
三
〇
一

 

〇
三―

一
〇
九
七
三
）

(

56)
 

小
暮
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
一
）
」

(

57)
 

明
治
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日
「
県
報
」
第
七
九
号

(

58)
 

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
一
三
）



三
九

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

(

59)
 

『
歴
代
秋
田
縣
公
人
録
』
（
瀬
谷
純
一　

一
九
一
五
年
、
秋
田
県
立
図
書
館
所

 

蔵
）
四
〇
頁

(

60)
 

明
治
十
六
年
十
一
月
十
二
日
第
一
八
六
号
（
明
治
十
六
～
十
七
年
「
庁
中
令
達

 
綴
」
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
一
）

(

61)
 

明
治
十
八
年
「
庁
中
令
達
綴
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
三
）

(

62)
 

明
治
十
七
年
五
月
二
十
日
太
政
官
達
第
四
七
号
（
明
治
十
七
年
『
法
令
全
書
』)

(

63)
 

明
治
十
六
～
十
七
年
「
庁
中
令
達
綴
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
一
）

(

64)
 

明
治
十
八
年
「
庁
中
令
達
綴
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
三
）

(

65)
 

明
治
十
八
年
「
庁
中
達
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
四
）

(

66)
 

丙
第
二
五
九
番
（
明
治
十
七
年
六
月
十
三
日
～
二
月
十
三
日
「
丙
号
達
」
自
百

 

丗
二
号
至
第
三
百
二
拾
八
号　

弐
番　

九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
七
二
）

(

67)
 

明
治
十
八
年
「
事
務
簿
」
官
規
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
七
六
九
）

(

68)
 

明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
（
九
三
〇
一

 

〇
三―

〇
一
二
〇
七
）
は
、
河
辺
・
由
利
・
仙
北
・
平
鹿
・
雄
勝
の
五
郡
役
所

 

の
巡
回
報
告
を
記
録
し
て
い
る
（
青
山
貞
県
令
の
着
任
後
に
巡
回
実
施
と
推

 

定
）
。
こ
れ
に
収
録
さ
れ
た
平
鹿
郡
役
所
の
「
文
書
取
扱
規
程
」
第
三
五
～
三

 

七
条
は
、
文
書
編
纂
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
本
庁
の
達
・
訓
示
・
告
示
・
指

 

令
等
お
よ
び
平
鹿
郡
役
所
の
達
・
訓
示
・
告
示
等
は
第
二
部
、
そ
れ
以
外
の
一

 

般
文
書
は
各
部
で
簿
冊
に
編
纂
さ
れ
た
。

(

69)
 

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
一
三
）

(

70)
 

明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
（
九
三
〇
一

 

〇
三―

〇
一
二
〇
七
）
で
は
、
各
郡
役
所
の
文
書
取
扱
規
則
を
調
査
し
た
。
平

 

鹿
郡
役
所
の
「
文
書
取
扱
規
程
」
の
他
、
河
辺
郡
役
所
の
「
受
附
員
心
得
」
が

 

収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
は
独
立
の
編
纂
保
存
規
則
で
は
な
く
、
ま

 

た
後
者
は
編
纂
保
存
に
関
す
る
条
文
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
。

(

71)
 

明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
（
九
三
〇
一

 

〇
三―

〇
一
二
〇
七
）

(

72)
 

明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
山
第
一
五
六
〇
号
「
文
書
編
纂
期
限
ノ
義
ニ

 

付
上
申
」

(

73)
 

明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日
復
第
二
一
七
号

(

74)
 

明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日
北
第
二
六
八
一
号
「
文
書
編
纂
期
限
ニ
付
上

 

申
」

(

75)
 

「
秋
田
県
沿
革
史
稿
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
二
二
〇
三
）
、
明
治
二
十
五
年

 

以
前
「
旧
高
等
官
履
歴
」
（
九
三
〇
一
〇
二―

三
〇
三
九
一
）

(

76)
 

渡
辺
佳
子
「
明
治
期
中
央
行
政
機
関
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
成
立
」
（
安

 

藤
正
人
・
青
山
英
幸
編
『
記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館
』
、
北
海
道
大
学
図
書

 

刊
行
会　

一
九
九
六
年
）

(

77)
 

明
治
十
九
年
四
月
六
日
庁
第
一
号
（
明
治
十
九
年
「
庁
中
達
」　

九
三
〇
一
〇

 

三―

一
〇
九
八
六
）

(

78)
 

明
治
十
九
年
四
月
八
日
庁
第
一
三
号
（　

同　

）

(

79)
 

明
治
十
九
年
四
月
十
五
日
庁
第
四
号
（　

同　

）

(

80)
 

明
治
十
九
年
六
月
一
日
庁
第
六
四
号
（　

同　

）

(

81)
 

明
治
十
九
年
「
庁
中
達
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
六
）

(

82)
 

『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
編
第
十
一
冊
官
職
門
第
七―

九
官
制
神
祇
省
・
教
部

 

省
・
内
国
事
務
局
・
民
部
省
・
内
務
省
（
内
閣
記
録
局
編
輯　

一
八
八
九
年
、

 

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）

(

83)
 

拙
稿
「
明
治
後
期
秋
田
県
の
文
書
管
理
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
」

(

84)
 

明
治
十
九
年
七
月
二
十
日
勅
令
第
五
四
号
（
明
治
十
九
年
『
法
令
全
書
』
）

(

85)
 

明
治
十
九
年
九
月
八
日
庁
令
第
三
号
（
明
治
十
九
年
「
庁
中
達
」　

九
三
〇
一

 

〇
三―

一
〇
九
八
六
）

(

86)
 

高
橋
務
、
前
掲
論
文

(

87)
 

明
治
十
九
年
九
月
十
一
日
庁
令
第
五
号
（
明
治
十
九
年
「
庁
中
達
」　

九
三
〇

 

一
〇
三―

一
〇
九
八
六
）

(
88)

 

明
治
十
九
年
十
月
二
十
一
日
秋
田
県
達
第
一
〇
八
号
（
明
治
十
九
年
「
秋
田
県

 

達
」
九
三
〇
一
〇
三―

一
一
〇
九
〇
）

(

89)
 

明
治
十
九
年
十
二
月
六
日
庁
令
第
三
二
号
（
明
治
十
九
年
「
庁
中
達
」
九
三
〇

 

一
〇
三―

一
〇
九
八
六
）

(

90)
 

明
治
二
十
年
一
月
八
日
収
丙
第
一
号
（
明
治
二
十
年
「
庁
中
令
達
綴
」　

九
三



四
〇

秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

 

〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
九
）

(
91)

 

明
治
二
十
年
一
月
十
七
日
庁
第
七
号
（
明
治
二
十
年
「
庁
中
達
」　

九
三
〇
一

 
〇
三―

一
〇
九
九
〇
）

(

92)
 

明
治
二
十
年
二
月
二
日
庁
第
二
四
号
（
明
治
二
十
年
「
庁
中
令
達
綴
」　

九
三

 

〇
一
〇
三―

一
〇
九
八
九
）

(

93)
 

明
治
二
十
年
六
月
二
十
八
日
庁
第
一
六
五
号
（　

同　

）

(

94)
 

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
一
三
）

(

95)
 

明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
庁
第
三
一
号
（
明
治
二
十
一
年
「
庁
中
令
達
綴
」

 

九
三
〇
一
〇
三―

一
〇
九
九
三
）

(

96)
 

明
治
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日
庁
第
一
号
（
明
治
二
十
二
年
「
庁
中
達
訓
令
綴
」

 

九
三
〇
一
〇
三―

一
一
〇
〇
〇
）

(

97)
 

明
治
二
十
二
年
二
月
十
五
日
秋
田
県
令
第
一
六
号
（
明
治
二
十
二
年
「
秋
田
県

 

令
」
自
一
月
第
一
号
至
五
月
第
五
十
六
号　

附
諭
達　

九
三
〇
一
〇
三―

一
〇

 

九
九
七
）

(

98)
 

『
近
代
の
秋
田
』
（
秋
田
魁
新
報
社　

一
九
九
一
年
）
七
六
頁

(

99)
 

訓
令
第
四
五
号
（
明
治
二
十
二
年
「
秋
田
県
訓
令
」　

九
三
〇
一
〇
三―

一
一

 

一
〇
六
）

(

100)
 

小
暮
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
一
）
」

(

101)
 

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
一
三
）　

鹿

 

角
郡
（
明
治
二
十
二
年
五
月
四
日
申
請
、
同
十
一
日
認
可
）
、
山
本
郡
（
五
月

 

三
十
一
日
申
請
、
六
月
認
可
）
、
北
秋
田
郡
（
五
月
五
日
申
請
、
同
十
一
日

 

認
可
）
、
南
秋
田
郡
（
五
月
四
日
申
請
、
同
十
一
日
認
可
）
、
河
辺
郡
（
五
月

 

四
日
申
請
、
同
十
一
日
認
可)

、
由
利
郡
（
五
月
四
日
申
請
、
同
十
一
日
認
可)

、

 

仙
北
郡
（
五
月
五
日
申
請
、
同
十
一
日
認
可
）
、
平
鹿
郡
（
五
月
三
日
申
請
、

 

同
十
一
日
認
可
）
、
雄
勝
郡
（
五
月
四
日
申
請
、
同
十
一
日
認
可
）

(

102)
 

訓
令
甲
第
二
五
六
号
（
明
治
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日
「
県
報
」
第
七
九
号
）

(

103)
 

明
治
十
九
年
「
秋
田
県
郡
役
所
戸
長
役
場
巡
回
誌
」
郡
役
所
之
部
（
九
三
〇
一

 

〇
三―

〇
一
二
〇
七
）
を
見
る
と
、
平
鹿
郡
役
所
で
は
明
治
十
九
年
時
点
で
「
文

 

書
取
扱
規
程
」
を
も
ち
、
文
書
管
理
を
整
備
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

(

104)
 

明
治
二
十
二
年
「
各
郡
処
務
細
則
」
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
二
一
三
）
仙
北

 

郡
役
所
の
場
合
、
明
治
二
十
二
年
十
二
月
十
日
付
第
五
七
六
号
「
文
書
整
理
方

 

ニ
付
上
申
」
の
中
に
「
本
年
訓
令
第
二
百
五
十
五
号
ニ
従
ヒ
当
所
処
務
細
則
第

 

六
章
第
四
十
六
条
ニ
依
リ
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
別
紙
ノ
通
リ
制
定
シ…

」
と

 

あ
る
。
「
雄
勝
郡
役
所
の
場
合
、
同
年
十
月
二
十
五
日
付
雄
第
二
六
五
三
号

 

「
文
書
編
纂
期
限
之
儀
ニ
付
御
届
」
の
中
に
「
今
般
御
庁
訓
令
第
二
百
五
十
五

 

号
ニ
依
リ
文
書
編
纂
及
保
存
規
則
ヲ
定
メ
本
日
認
可
伺
達
置
致
候
」
と
あ
る
。

(

105)
 

明
治
十
二
年
「
事
務
簿
」
官
規
（
九
三
〇
一
〇
三―

〇
一
七
六
五
）

(

106)
 

拙
稿
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
職
務
分
課
の
変
遷
に
つ
い
て
」　

秋
田
県

 

に
お
い
て
郡
役
所
の
機
構
改
正
は
以
下
の
八
回
行
な
わ
れ
て
い
る
。
①
明
治
十

 

二
年
一
月
、
②
明
治
十
六
年
七
月
三
十
一
日
、
③
明
治
十
七
年
十
月
二
十
七

 

日
、
④
明
治
十
九
年
十
月
二
十
一
日
、
⑤
明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
、
⑥

 

明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
日
、
⑦
明
治
三
十
一
年
四
月
一
日
、
⑧
大
正
六
年
十

 

二
月
十
一
日
。

（
公
文
書
班
副
主
幹　

し
ば
た
と
も
あ
き
）



四
一

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

　
　

は
じ
め
に

　

一　

秋
田
県
公
文
書
館
の
取
り
組
み

　

二　

公
文
書
が
失
わ
れ
る
瞬
間

　

三　

市
町
村
合
併
後
の
公
文
書
保
存
に
つ
い
て

　
　

お
わ
り
に

　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

秋
田
県
で
は
、
い
わ
ゆ
る
平
成
の
市
町
村
合
併
が
一
段
落
し
、
新
し
く
誕
生

し
た
市
町
村
名
に
も
よ
う
や
く
慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
昭
和

の
市
町
村
合
併
の
際
に
は
旧
市
町
村
に
お
い
て
公
文
書
が
大
量
に
廃
棄
さ
れ
た

り
散
逸
し
た
反
省
を
ふ
ま
え
て
、
今
回
は
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
行
政
改
革
大
綱
」
及
び
、
平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
の
閣
議
決

定
「
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方

針
」
に
よ
る
市
町
村
合
併
が
本
格
化
す
る
前
か
ら
、
公
文
書
保
存
に
関
す
る

様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
合
併
の
動
き
が
落
ち
着
い
た
現

在
、
果
た
し
て
公
文
書
が
大
量
に
失
わ
れ
る
危
険
性
は
去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
の
勤
務
す
る
秋
田
県
公
文
書
館
で
も
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存
に
つ

い
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
本
稿
は
、
当
館
の
調
査
な
ど
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て

き
た
課
題
を
も
と
に
、
今
後
の
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存
に
向
け
た
可
能

性
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

公
文
書
保
存
の
ひ
と
つ
の
契
機
に
な
っ
た
の
は
平
成
十
三
年
に
施
行
さ
れ
た

情
報
公
開
法
の
存
在
で
あ
る
。
情
報
公
開
法
第
二
十
二
条
で
は
、
「
行
政
機
関

の
長
は
、
こ
の
法
律
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、
行
政
文
書
を

適
正
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
と
と
も
に
、
「
行
政
文
書
の
分

類
、
作
成
、
保
存
及
び
廃
棄
に
関
す
る
基
準
そ
の
他
の
行
政
文
書
の
管
理
に
関

す
る
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
」
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
。

　

平
成
の
市
町
村
合
併
に
際
し
て
の
公
文
書
保
存
の
動
き
が
本
格
化
し
た
の

は
、
全
国
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
全
史
料
協
）
で
の
決
議

か
ら
で
あ
る
。
全
史
料
協
で
は
決
議
に
基
づ
き
総
務
省
に
対
し
平
成
十
三
年
十

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

―
秋
田
県
公
文
書
館
の
取
り
組
み
を
中
心
に
―

煙　

山　

英　

俊



四
二

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

一
月
二
十
八
日
付
で
要
請
を
行
い
、
総
務
省
で
は
こ
れ
を
受
け
て
各
都
道
府
県

に
対
し
平
成
十
四
年
二
月
十
八
日
付
で
文
書
を
出
し
、
あ
わ
せ
て
管
内
の
市
町

村
に
対
し
て
も
公
文
書
等
の
引
継
の
円
滑
化
と
保
存
の
徹
底
を
周
知
す
る
よ
う

に
要
請
し
て
い
る
。

　

全
史
料
協
自
体
に
お
い
て
も
平
成
十
四
年
度
か
ら
十
九
年
度
に
か
け
、
同
会

全
国
大
会
に
お
い
て
、
市
町
村
の
公
文
書
保
存
に
関
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の

報
告
、
研
修
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
平
成
十
七
、
十
八
年
度
に
は
国
立
公
文
書
館
か
ら
総
務
省
へ
の
二
度
に

わ
た
る
要
請
に
基
づ
き
、
総
務
省
か
ら
都
道
府
県
に
対
し
、
合
併
市
町
村
の
公

文
書
保
存
に
つ
い
て
支
援
す
る
よ
う
通
知
が
出
さ
れ
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
動
き

は
、
そ
の
多
く
が
合
併
市
町
村
の
公
文
書
等
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
自

立
を
選
択
し
た
市
町
村
の
公
文
書
保
存
が
今
後
問
題
化
し
て
く
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
。

　

全
国
の
合
併
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
の
保
存
状
況
に
関
し
て
は
、
全
史
料

協
が
平
成
十
四
年
七
月
九
日
付
で
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
「
市
町
村
合
併
時
に

お
け
る
公
文
書
等
の
保
存
に
つ
い
て
の
調
査
」
に
よ
り
、
そ
の
概
要
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

各
都
道
府
県
の
公
文
書
館
に
お
い
て
も
公
文
書
保
存
の
活
動
が
行
わ
れ
、
総

務
省
の
要
請
を
受
け
た
形
で
、
も
し
く
は
そ
の
前
か
ら
館
独
自
で
公
文
書
保
存

に
つ
い
て
取
り
組
ん
だ
館
が
多
く
、
市
町
村
の
文
書
管
理
担
当
者
を
集
め
た
会

議
や
市
町
村
へ
の
調
査
、
支
援
事
業
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
中
で
も
公
文
書

を
保
存
、
活
用
す
る
た
め
の
連
絡
協
議
会
を
立
ち
上
げ
た
広
島
県
の
事
例
や
、

山
口
県
や
鳥
取
県
の
よ
う
に
、
積
極
的
に
市
町
村
の
公
文
書
保
存
に
関
わ
り
、

目
録
の
作
成
や
、
廃
棄
予
定
だ
っ
た
市
町
村
の
公
文
書
の
評
価
選
別
を
行
っ
た

事
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
地
方
の
公
文
書
館
が
行
っ
た
取
り
組
み
の
概
要
に
つ
い

て
は
、
国
立
公
文
書
館
が
行
っ
た
二
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
あ
ら
わ
れ
て
き
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
合
併
市
町
村
の
み
な
ら
ず
、
管
轄
下
の
市

町
村
全
体
を
対
象
と
し
た
取
り
組
み
も
あ
り
、
今
後
の
公
文
書
保
存
の
あ
り
方

に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

　
　
　

一　

秋
田
県
公
文
書
館
の
取
り
組
み

　

平
成
の
市
町
村
合
併
に
対
し
て
、
秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
様
々
な
取
り
組

み
を
行
っ
て
き
た
。
秋
田
県
に
お
け
る
平
成
の
市
町
村
合
併
は
平
成
十
六
年
十

一
月
の
美
郷
町
誕
生
以
来
相
次
ぎ
、
旧
五
十
九
市
町
村
が
合
併
に
よ
り
十
五
市

町
村
に
再
編
さ
れ
る
な
ど
、
自
治
体
数
は
合
併
前
の
六
十
九
市
町
村
か
ら
平
成

十
九
年
十
二
月
末
現
在
で
二
十
五
市
町
村
に
減
少
し
た
。
特
徴
と
し
て
は
広
域

合
併
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秋
田
県
内
の
市
町
村
で
最
も
面
積
が
大
き

い
方
か
ら
二
つ
の
市
（
由
利
本
荘
市
、
北
秋
田
市
）
を
あ
わ
せ
る
と
、
ほ
ぼ
神

奈
川
県
の
面
積
に
匹
敵
す
る
。
た
だ
し
こ
の
二
つ
の
市
を
あ
わ
せ
て
も
、
人
口

は
十
三
万
人
足
ら
ず
で
あ
り
、
神
奈
川
県
の
約
一
．
四
％
に
過
ぎ
な
い
。

　

秋
田
県
で
は
ま
た
人
口
の
減
少
が
進
ん
で
お
り
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日

か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
ま
で
の
一
年
間
で
一
二
，
六
一
二
人
減
少
し

た
。
急
激
な
人
口
減
少
は
地
域
の
社
会
的
機
能
を
弱
体
と
な
し
、
そ
の
存
在
根

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）（

5
）

（
7
）

（
6
）

（
8
）

（
10
）

（
9
）
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拠
が
奪
わ
れ
か
ね
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
地
域
を
地
域
た
ら
し
め
る
記
憶
を
確
か

な
も
の
と
す
る
公
文
書
の
保
存
は
急
務
の
課
題
で
あ
る
。
当
館
の
取
り
組
み
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
市
町
村
合
併
へ
の
動
き
で
あ
る
が
、
地
域
住
民
の
記

憶
を
支
え
る
記
録
を
守
る
た
め
に
、
合
併
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
市
町
村

へ
公
文
書
保
存
の
働
き
か
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
　

１　

市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議

　

こ
の
会
議
は
市
町
村
の
公
文
書
管
理
担
当
者
や
歴
史
資
料
を
扱
う
職
員
を
対

象
に
、
平
成
七
年
か
ら
公
文
書
、
古
文
書
の
保
存
、
公
開
、
利
用
に
関
す
る
情

報
提
供
や
意
見
交
換
な
ど
を
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
市
町
村
合
併
を
迎

え
る
に
当
た
っ
て
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
は
市
町
村
の
公
文
書
等
の
適
切
な
保

存
を
呼
び
か
け
る
テ
ー
マ
で
会
議
を
行
っ
て
き
た
。

　

平
成
十
四
年
度
（
平
成
十
五
年
一
月
二
十
四
日
）

　
　

テ
ー
マ　

「
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
」

　
　

報　

告　
　

秋
田
県
公
文
書
館
の
業
務
に
つ
い
て

（
秋
田
県
公
文
書
館　

高
橋
精
一
）

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
の
大
合
併
と
役
場
文
書
～
横
手
と
旧
市
町
村
の
事
例
～

（
横
手
市
史
編
纂
・
文
化
振
興
室　

高
本
明
博
）

　
　

情
報
交
換　

役
場
文
書
以
外
の
農
協
や
商
工
団
体
等
の
記
録
保
存

　
　
　
　
　
　
　

公
文
書
保
存
に
関
す
る
県
の
助
言

　

平
成
十
五
年
度
（
平
成
十
五
年
十
一
月
四
日
）

　
　

テ
ー
マ　

「
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存　

Ⅱ
」

　
　

報　

告　

市
町
村
合
併
時
の
公
文
書
保
存
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

（
秋
田
県
公
文
書
館　

柴
田
知
彰
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
県
庁
の
公
文
書
保
存
シ
ス
テ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　

～
公
文
書
作
成
か
ら
公
文
書
館
で
の
公
開
ま
で
～

（
秋
田
県
公
文
書
館　

柴
田
美
保
）

　
　
　
　
　
　

市
町
村
合
併
と
古
文
書
資
料
の
保
存

　
　
　
　
　
　

（
秋
田
県
立
図
書
館　

菊
池
保
男
）

　
　
　
　
　
　

南
外
村
史
編
纂
事
務
局
の
史
料
保
存

　
　
　
　

（
南
外
村
教
育
委
員
会　

佐
々
木
繁
雄
）

　
　

情
報
交
換

　

平
成
十
六
年
度
（
平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
）

　
　

テ
ー
マ　

「
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存　

Ⅲ
」

　
　

報　

告　
　

市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
に
関
す
る
最
近
の
国
内
動
向

（
秋
田
県
公
文
書
館　

柴
田
知
彰
）

　
　
　
　
　
　
　

太
田
町
史
編
さ
ん
に
お
け
る
資
料
整
理
と
公
文
書
に
つ
い
て

（
太
田
町
史
編
さ
ん
室　

黒
田
貴
彦
）

　
　

情
報
交
換　

各
市
町
村
に
お
け
る
文
書
管
理
方
法
の
違
の
統
一

　
　
　
　
　
　
　

保
存
場
所
の
確
保
や
デ
ジ
タ
ル
化

　

平
成
十
七
年
度
（
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
）

　
　

テ
ー
マ　

「
公
文
書
等
の
散
逸
防
止
と
保
存
・
管
理
に
つ
い
て
」

　
　

報　

告　
　

県
内
外
史
料
所
在
調
査
報
告

              

公
文
書
等
散
逸
防
止
の
取
組
み
支
援
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

公
文
書
等
保
存
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
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公
文
書
等
保
存
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

公
文
書
等
の
保
存
状
況
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て

　

平
成
十
八
年
度
（
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
）

　
　

テ
ー
マ　

「
公
文
書
・
古
文
書
の
危
機
管
理
～
散
逸
・
災
害
か
ら
史
料
を

　
　
　
　
　
　

守
る
～
」

　
　

基
調
講
演　

歴
史
資
料
の
危
機
管
理
～
水
害
・
地
震
・
合
併
の
中
で
～

（
新
潟
県
上
越
市
総
務
部
総
務
課
公
文
書
館
準
備
室　

山
本
幸
俊
）

　
　

報　

告　
　

市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査
報
告

（
秋
田
県
公
文
書
館　

柴
田
知
彰
）

　
　
　
　
　
　
　

三
種
町
、
鹿
角
市
の
歴
史
資
料
調
査
報
告

（
秋
田
県
公
文
書
館　

伊
藤
成
孝
）

　
　
　
　
　
　
　

「
公
文
書
等
の
災
害
救
済
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
つ
い
て　

（
秋
田
県
公
文
書
館　

煙
山
英
俊
）

　
　

情
報
交
換　
　

八
峰
町
峰
浜
庁
舎
火
災
後
の
公
文
書
復
元
・
整
理
作
業

　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
館
機
能
設
置
の
動
き

　
　
　
　
　
　
　
　

歴
史
資
料
保
存
の
た
め
の
文
書
管
理
規
程
整
備
の
事
例

　

平
成
十
九
年
度
（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
五
日
）

　
　

テ
ー
マ　

「
公
文
書
・
古
文
書
の
公
開
と
利
用
」

　
　

基
調
講
演　

国
立
公
文
書
館
の
公
開
制
度
～
歴
史
公
文
書
と
個
人
情
報
～

（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館　

米
川
恒
夫
）

　
　

報　

告　
　

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
公
開
に
向
け
て

（
秋
田
県
公
文
書
館　

煙
山
英
俊
）

　
　
　
　
　
　
　

古
文
書
の
公
開
と
利
用
（
秋
田
県
公
文
書
館　

畑
中
康
博
）

　
　

情
報
交
換　

歴
史
資
料
保
存
の
た
め
の
文
書
管
理
規
程
整
備
の
事
例
報
告

　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存
事
例

　
　
　
　
　
　
　

公
文
書
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
検
索
方
法

　
　

２　

市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査

　

市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査
は
平
成
十
七
年
度
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の

で
、
合
併
市
町
村
に
つ
い
て
は
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
、
旧
市
町
村
単
位
に
、

庁
舎
（
支
所
等
を
含
む
）
等
の
書
庫
、
自
治
体
史
編
纂
室
な
ど
を
市
町
村
の
担

当
職
員
と
一
緒
に
ま
わ
り
、
保
存
さ
れ
て
い
る
公
文
書
、
資
料
の
概
要
や
保
存

環
境
、
管
理
状
況
な
ど
に
つ
い
て
調
査
す
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
平
成
十
八

年
度
に
は
議
会
議
事
録
・
広
報
誌
保
存
状
況
、
自
治
体
史
編
纂
室
の
状
況
、
合

併
市
町
村
の
文
書
管
理
規
程
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
全
市
町
村
か
ら

回
答
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
平
成
十
九
年
度
は
町
村
合
併
を
行
わ
ず
、
自
立
を

選
択
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

　

調
査
方
針
（
調
査
の
過
程
で
方
針
と
し
て
加
わ
っ
た
部
分
も
あ
る
）

　

①
調
査
前

　
　

・
市
町
村
長
あ
て
に
「
公
文
書
の
保
存
に
関
す
る
市
町
村
調
査
票
」（
改
訂

　
　
　

版
）
」
を
送
付
し
、
文
書
管
理
担
当
者
に
記
入
し
て
お
い
て
も
ら
う
。

　
　

・
訪
問
前
に
は
市
町
村
の
文
書
管
理
規
程
を
調
査
す
る

　

②
調
査
当
日

　
　

・
極
力
市
町
村
長
に
面
会
し
、
適
切
な
公
文
書
保
存
の
必
要
性
を
説
明
す

　
　
　

る
（
調
査
目
的
、
国
、
県
の
動
き
な
ど
を
説
明
）

（
11
）
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・
文
書
管
理
担
当
者
に
全
て
の
公
文
書
書
庫
・
保
管
場
所
に
同
行
し
て
も

　
　
　

ら
う

　

調
査
の
際
に
は
極
力
市
町
村
長
、
文
書
管
理
の
責
任
者
で
あ
る
事
が
多
い
総

務
課
長
な
ど
に
、
調
査
の
目
的
、
公
文
書
保
存
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
話
す
機

会
を
設
け
て
い
る
。
よ
く
市
町
村
側
か
ら
「
監
査
に
来
た
の
か
？
」
な
ど
と
誤

解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
対
等
な
立
場
で
の
助
言
や
情
報
交
換

で
あ
る
。
市
町
村
長
や
担
当
者
の
中
に
は
、
公
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
ま
で
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
し
っ
か
り
見
据
え
た
文
書
管
理
を
す
る
こ
と
が
、
地
域
住

民
の
権
利
と
義
務
を
め
ぐ
る
関
係
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
透
明
性
を

高
め
、
説
明
責
任
を
果
た
す
上
で
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い
る

方
も
い
る
が
、
各
自
治
体
の
事
情
か
ら
実
現
で
き
な
い
部
分
も
あ
り
、
公
文
書

館
法
の
「
責
務
」
を
果
た
せ
な
い
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
市
町
村
も
あ
る
。

　

ま
た
文
書
管
理
担
当
者
に
書
庫
を
案
内
し
て
も
ら
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
当

該
自
治
体
で
公
文
書
の
所
在
情
報
を
つ
か
ん
で
い
る
職
員
が
い
な
い
こ
と
が
あ

る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
事
前
の
調
査
票
記
入
時
も
含
め
て
、
当
該
市
町
村

自
身
の
側
に
、
公
文
書
所
在
と
保
存
の
実
態
を
把
握
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、

我
々
も
そ
の
情
報
を
共
有
し
、
支
援
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
、
同
行
を
お
願
い
し
て
い
る
。

　
　

３　

秋
田
県
内
市
町
村
の
公
文
書
保
存
状
況

　

現
時
点
ま
で
の
当
館
の
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
か
ら
、
秋
田
県
内
市
町

村
の
公
文
書
保
存
状
況
と
課
題
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

①
合
併
市
町
村
の
合
併
後
の
庁
舎
に
つ
い
て

　

表
一
は
秋
田
県
内
の
合
併
市
町
村
に
お
け
る
組
織
移
動
の
一
覧
で
あ
る
。
秋

田
県
内
に
お
け
る
市
町
村
合
併
後
の
庁
舎
設
置
形
態
は
、「
本
庁
」
方
式
、「
総

合
支
所
」
方
式
、
「
分
庁
」
方
式
に
大
別
さ
れ
る
。

　

ま
ず
本
庁
方
式
は
秋
田
市
、
北
秋
田
市
が
と
っ
て
い
る
。
こ
の
形
態
は
本
庁

に
行
政
機
能
の
大
半
が
集
中
し
て
お
り
、
合
併
前
の
各
自
治
体
の
現
用
文
書
が

本
庁
舎
に
集
中
す
る
形
で
移
動
し
て
い
る
。た
だ
し
保
存
期
間
が
過
ぎ
た
文
書
、

簿
冊
に
つ
い
て
は
旧
自
治
体
の
庁
舎
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

　

次
に
「
総
合
支
所
」
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、
秋
田
県
内
で
は
五
市
町
が
採

用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
総
合
支
所
」
方
式
は
、
合
併
前
の
旧
市

町
村
ご
と
に
置
か
れ
、
部
課
の
移
動
も
原
則
と
し
て
は
な
い
と
い
う
定
義
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
由
利
本
荘
市
、
に
か
ほ
市
、
大
仙
市
の
三
市
が
こ
れ
に
当

て
は
ま
る
。
こ
の
方
式
で
は
、
合
併
に
よ
る
組
織
変
更
は
あ
る
に
せ
よ
、
組
織

の
移
動
が
比
較
的
小
規
模
で
あ
り
、
結
果
的
に
公
文
書
の
移
動
が
少
な
い
。

　

最
後
に
「
分
庁
」
方
式
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
分
庁
」
方
式
と
は
合
併
前

の
旧
各
庁
舎
に
、
合
併
後
の
新
自
治
体
が
議
会
、
部
課
、
行
政
委
員
会
な
ど
の

組
織
を
割
り
振
っ
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
公
文
書
、
特
に
現

用
文
書
の
移
動
が
大
き
い
。
特
に
教
育
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
内
で
合

併
し
た
十
五
市
町
の
う
ち
一
市
町
、
農
業
委
員
会
は
五
市
町
が
本
庁
以
外
の
庁

舎
に
移
動
し
て
い
る
。
各
庁
舎
に
は
移
動
し
て
し
ま
っ
た
組
織
の
出
先
機
関
が

置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

本
庁
方
式
と
同
様
に
、
旧
市
町
村
の
庁
舎
（
現
在
は
支
所
な
ど
）
に
は
、
非

現
用
文
書
が
残
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
例
え
ば
秋
田
県
内
の
あ
る
市
で
は
、
旧

（
12
）
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表１　秋田県内の合併市町村における組織移動一覧表

自治体名 名　称 本庁機能
所在地

本庁・支所・分庁舎・
総合支所等名称

本庁舎以外に移動・配置された
主な部課・委員会など 備　考

北秋田市役所
合川支所
森吉支所
阿仁支所
秋田市役所
河辺市民センター
雄和市民センター

大館市役所
比内総合支所 上下水道局
田代総合支所 教育委員会
能代市役所

二ツ井地域局 教育委員会・環境課(新設）
総合支所的機
能(旧二ツ井町
役場の窓口機
能）も保持

にかほ市役所象潟庁舎
金浦庁舎 産業部・建設部・農業委員会
仁賀保庁舎 市民部・健康福祉部
（金浦勤労青少年ホーム内） 教育委員会
潟上市役所天王庁舎
昭和庁舎 保健福祉部・産業建設部・水道局
飯田川庁舎 市民生活部・教育委員会
男鹿市役所
若美総合支所 教育委員会・企業局
三種町役場八竜総合支所
山本総合支所 農業委員会
琴丘総合支所 教育委員会
横手市役所
大雄庁舎 環境福祉部
大森庁舎 福祉事務所
増田庁舎 産業経済部
十文字庁舎 建設部
山内庁舎 上下水道部
平鹿庁舎 選挙管理委員会・農業委員会
雄物川庁舎 教育委員会
湯沢市役所
稲川総合支所 教育委員会　選挙管理委員会
雄勝総合支所
皆瀬総合支所
仙北市役所田沢湖庁舎
角館庁舎 教育委員会
中町庁舎 産業観光部
西木庁舎 農業委員会　建設部　福祉事務所
美郷町役場（六郷庁舎）

千畑庁舎
町議会　教育委員会　税務課　
住民生活課　福祉保健課　

仙南庁舎 農政課　建設課　農業委員会

本荘総合支所
鳥海総合支所
大内総合支所
矢島総合支所
岩城総合支所
由利総合支所
東由利総合支所
西目総合支所
にかほ市役所象潟庁舎
金浦庁舎
仁賀保庁舎
大仙市役所
神岡総合支所
西仙北総合支所
中仙総合支所
協和総合支所
南外総合支所
仙北総合支所
太田総合支所

大館市役所

能代市役所

天 王 庁 舎
(旧天王町役場）

男鹿市役所

横手市役所

総合支所

方　　式
象 潟 庁 舎
(旧象潟町役場）

大仙市役所
(旧大曲市役所）

本 荘 総 合
支所（旧本
荘市役所）

象 潟 庁 舎
(旧象潟町役場）

鷹巣支所
廃止
(７月１日)

北秋田市役所
(旧鷹巣町役場）

本庁方式

秋田市役所

分 庁 舎

方　　式

美郷町役場
六郷庁舎(旧
六郷町役場）

仙北市役所
田沢湖庁舎
(旧田沢湖町役場）

三種町役場
八竜総合支所
（旧八竜町役場）

湯沢市役所

大 館 市

能 代 市

三 種 町 総合支所

潟 上 市

大 仙 市 総合支所

由利本荘市

にかほ市

総合支所

支　　所北秋田市

秋 田 市

横 手 市

市民セン
ター

総合支所

地 域 局

にかほ市

仙 北 市

美 郷 町

男 鹿 市 総合支所

湯 沢 市
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町
役
場
に
あ
っ
た
教
育
委
員
会
の
現
用
文
書
が
、
本
庁
舎
以
外
の
他
の
旧
町
役

場
に
設
置
さ
れ
た
教
育
委
員
会
に
移
動
し
た
。
た
だ
し
保
存
期
間
が
満
了
し
て

い
な
い
公
文
書
で
も
、
残
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
旧
町
の
町
議
会
関

係
記
録
（
明
治
期
か
ら
の
議
事
録
、
会
議
録
な
ど
）
も
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

旧
町
は
新
市
に
編
入
す
る
形
で
合
併
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
合
併
後
も

旧
町
に
お
け
る
教
育
・
文
化
活
動
、
行
政
の
歩
み
や
実
績
を
資
料
と
し
て
地
域

に
残
す
こ
と
で
、
地
域
住
民
の
権
利
と
義
務
を
証
し
、
新
市
に
お
け
る
行
政
の

継
続
性
を
求
め
よ
う
と
い
う
意
識
が
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で

は
ア
ー
カ
イ
ブ
的
な
発
想
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

だ
が
大
量
の
公
文
書
が
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
公
文
書
が
失
わ
れ
る
可

能
性
も
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
保
存
と
廃
棄
に
つ
い
て
適

切
な
評
価
・
選
別
が
行
わ
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
え
る
と
、
旧
庁
舎
に
残
さ
れ

た
非
現
用
文
書
の
存
在
も
危
う
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

②
庁
舎
内
（
本
庁
舎
、
支
所
な
ど
）
の
保
存
環
境
に
つ
い
て

　

庁
舎
内
で
の
保
存
場
所
と
し
て
は
机
上
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
（
箱
詰
め
さ
れ
て

い
る
な
ど
）
・
書
庫
な
ど
が
あ
り
、
現
用
文
書
が
中
心
と
な
る
。
特
に
事
務
室

に
隣
接
し
た
書
庫
は
、
執
務
時
間
中
は
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
人
の

出
入
り
も
比
較
的
頻
繁
で
、
空
調
設
備
等
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
存
状
態

が
悪
い
例
は
な
か
っ
た
。

　

庁
舎
内
の
二
階
以
上
に
あ
る
書
庫
は
比
較
的
良
好
な
場
合
が
多
い
が
、地
下
、

ま
た
は
半
地
下
に
あ
る
書
庫
は
湿
度
に
問
題
が
あ
る
場
合
が
多
い
。
中
に
は
壁

紙
が
湿
気
で
は
が
れ
落
ち
、
床
に
水
分
で
足
跡
が
付
く
ほ
ど
の
書
庫
も
あ
る
。

　

空
き
部
屋
や
廊
下
、
階
段
の
下
な
ど
の
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
空
間
を
仕

切
っ
て
書
架
な
ど
を
設
置
し
た
場
合
は
倉
庫
や
機
械
設
備
を
設
置
し
た
部
屋
と

の
共
用
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
場
合
、
換
気
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
空
調

設
備
が
な
い
、
直
射
日
光
が
射
し
込
ん
で
い
る
な
ど
、
保
存
環
境
に
問
題
が
あ

る
こ
と
が
多
い
。

　

保
存
場
所
と
保
存
さ
れ
て
い
る
公
文
書
の
年
代
か
ら
見
る
と
、
現
用
段
階
か

ら
離
れ
る
ご
と
に
、
同
心
円
状
に
原
課
、
本
庁
舎
か
ら
離
れ
て
い
く
傾
向
に
あ

る
。
こ
の
う
ち
議
会
議
事
録
お
よ
び
現
用
の
議
会
事
務
局
事
務
簿
は
、
議
会
棟

な
い
し
議
会
事
務
局
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
議
事
録
以
外
の

事
務
簿
な
ど
は
、
現
用
段
階
が
過
ぎ
る
と
廃
棄
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
が
大
半
で

あ
り
、
ま
た
議
会
本
会
議
に
至
る
ま
で
の
委
員
会
資
料
な
ど
は
残
っ
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
。

　

調
査
し
た
時
点
で
は
、
公
文
書
の
保
存
場
所
に
余
裕
が
あ
る
市
町
村
は
少
な

く
、
書
庫
が
満
杯
に
な
っ
て
い
る
例
が
複
数
あ
っ
た
。

　

③
庁
舎
外
の
保
存
環
境
に
つ
い
て

　

庁
舎
外
に
公
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
庁
舎
外
書
庫
（
倉
庫

な
ど
）
、
図
書
館
書
庫
、
公
民
館
、
自
治
体
史
編
纂
室
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。

　

庁
舎
の
書
庫
が
狭
隘
化
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
せ
い
か
、
庁
舎
の
敷
地
内

に
プ
レ
ハ
ブ
な
ど
の
建
物
が
建
て
ら
れ
、
倉
庫
、
車
庫
な
ど
と
兼
用
で
書
庫
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
空
調
や
定
期
的
な
換
気
な

ど
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
も
レ
セ
プ
ト
な
ど
の
増
大
で

余
裕
が
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
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市
町
村
立
図
書
館
や
公
民
館
書
庫
の
一
部
、
さ
ら
に
設
立
さ
れ
た
経
緯
、
補

助
金
の
出
所
が
違
う
た
め
名
称
は
別
で
も
同
じ
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
施

設
な
ど
に
、
非
現
用
と
な
っ
た
公
文
書
の
一
部
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
当
館
の
調
査
の
限
り
で
は
、
図
書
館
施
設
に
保
存
さ
れ
て
い
る
公
文
書
の

年
代
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
も
の
が
多
い
。
過
去
に
庁
舎
で
文
書
整
理
が
行

わ
れ
た
際
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
貴
重
だ
と
思
わ
れ
た
も
の
が
移
動
し
て
き
た

可
能
性
が
高
い
。た
だ
し
本
庁
舎
か
ら
離
れ
て
か
ら
の
期
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、

本
庁
舎
の
職
員
か
ら
忘
却
さ
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
当
館
の

調
査
が
入
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
「
再
発
見
」
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

ま
た
市
町
村
お
よ
び
管
轄
内
に
あ
る
旧
官
公
庁
の
建
物
が
書
庫
代
わ
り
に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
建
物
自
体
が
老
朽
化
し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
雨
漏
り
や
鼠
害
・
虫
害
な
ど
を
し
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

④
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
、
制
度
の
問
題

　

二
十
五
市
町
村
の
う
ち
、
市
町
村
部
局
に
名
称
に
文
書
管
理
を
う
た
っ
て
い

る
規
程
が
あ
る
の
は
十
九
市
町
村
で
、
そ
の
他
も
処
務
規
則
・
規
程
な
ど
の
中

で
、
文
書
管
理
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
調
査
し
て
み
る

と
、
規
程
通
り
に
文
書
管
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
市
町
村
が
あ
る
。
例
え
ば
文

書
番
号
を
記
載
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
に
実
際
に
は
恒
常
的
に
な
さ
れ
て
い

な
い
、
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
期
限
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
文
書
管
理
の
基

本
的
な
部
分
か
ら
で
き
て
い
な
い
事
例
が
あ
っ
た
。
当
館
の
調
査
の
際
に
、
市

町
村
の
文
書
管
理
担
当
者
が
、
文
書
管
理
に
つ
い
て
の
意
識
を
役
場
内
に
浸
透

さ
せ
る
難
し
さ
を
訴
え
た
事
例
も
多
数
あ
り
、
作
成
か
ら
利
用
、
保
管
、
保
存
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ま
で
を
含
め
た
公
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
普
及
活

動
が
ま
だ
ま
だ
必
要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
ま
た
、
将
来
的
に
こ
の
よ
う
な

状
態
の
公
文
書
群
を
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
保
存
し
て
い
く
の
は
か
な
り
大
変
な

作
業
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

ま
た
保
存
期
間
を
経
過
し
た
公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
が
な
い

自
治
体
も
多
く
、
中
に
は
所
管
の
長
（
総
務
課
長
・
庶
務
課
長
・
地
方
機
関
の

長
な
ど
）
が
判
断
す
れ
ば
、
保
存
期
間
内
で
も
公
文
書
の
廃
棄
が
可
能
で
あ
る

と
し
て
い
る
市
町
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
市
町
で
不
適
切
な
公
文
書
の
取
り
扱
い

は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
情
報
公
開
法
施
行
令
第
十
六
条
に
は
「
行
政
文
書
を
保

存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と

き
に
当
該
行
政
文
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
廃
棄
す
る
行
政
文
書
の
名
称
、
当
該
特
別
の
理
由
及
び
廃
棄
し
た
年
月
日

を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
あ
り
、
保

存
期
間
満
了
前
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
よ
り
慎
重
な
手
続
が
求
め
ら
れ
る
。
住
民

へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
に
も
、
適
切
な
公
文
書
保
存
、
記
録
管
理
の
た

め
の
体
制
整
備
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

⑤
保
存
期
間
を
過
ぎ
た
公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て

　

公
文
書
館
法
に
も
と
づ
く
公
文
書
公
開
に
つ
い
て
は
目
録
の
整
備
が
非
常
に

重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
情
報
公
開
法
お
よ
び
自
治
体
の
情

報
公
開
条
例
制
定
以
降
、
情
報
公
開
条
例
、
ま
た
は
文
書
管
理
規
程
の
中
で
、

公
文
書
目
録
の
作
成
を
義
務
づ
け
た
自
治
体
が
非
常
に
増
え
て
き
た
。

　

秋
田
県
内
で
、
文
書
管
理
規
程
の
中
で
、
保
存
文
書
の
引
き
継
ぎ
の
際
に
は

（
13
）
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目
録
を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
市
町
村
は
多
く
、
中
に
は
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
の
中
で
目
録
化
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。

　

ま
た
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
の
中
で
、
「
歴
史
的
公
文
書
」
（
非
現
用
文

書
）
等
の
保
存
を
規
定
し
て
い
る
自
治
体
は
八
市
町
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
価
値
」
を
有
す
る
と
さ
れ
る
公
文
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
自
治
体
史
編
纂
の
主
管
課
長
と
協
議
、
ま
た
は
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
る
市
町
が
四
つ
あ
り
、
自
治
体
史
の
編
纂
が
終
了
し
た
後
も
、
そ
の

事
業
を
引
き
継
い
だ
部
課
で
取
り
扱
い
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。
自
治

体
史
の
編
纂
室
等
が
公
文
書
の
保
存
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

た
だ
し
、
当
館
の
調
査
で
は
、
秋
田
県
内
の
市
町
村
で
は
、
戦
前
の
公
文
書

が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
当
館
が
秋
田
県
内
全
市
町
村
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
二
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
の
市
町
村
議
会
議
事
録
は

五
十
．
六
％
が
残
存
し
て
お
り
、昭
和
元
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
に
限
る
と
、

そ
の
約
五
十
七
．
五
％
が
残
存
し
て
い
る
。
そ
の
他
土
地
台
帳
類
（
田
畦
畔
取

調
帳
、
地
引
帳
な
ど
）
、
明
治
か
ら
戦
前
に
お
け
る
条
例
綴
、
社
寺
関
係
（
社

寺
明
細
帳
な
ど
）
、
戸
長
役
場
文
書
、
郡
役
所
か
ら
の
通
牒
類
、
庶
務
事
務
簿

な
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
戦
後
で
は
昭
和
二
十
年
代
か
ら

の
農
業
委
員
会
関
係
の
簿
冊
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
農
業
が
基
幹
産
業
で

あ
る
秋
田
県
の
特
徴
と
も
い
え
る
。規
程
が
未
整
備
の
市
町
村
が
多
い
中
で
も
、

多
く
の
「
歴
史
的
公
文
書
」
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
公
開
と
利
用
に
向

け
た
体
制
の
整
備
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　

二　

公
文
書
が
失
わ
れ
る
瞬
間

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
及
び
過
去
の
事
例
か
ら
、
公
文
書
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が

高
い
事
例
に
つ
い
て
、
類
型
化
し
て
み
る

　

①
庁
舎
の
移
動
（
新
庁
舎
建
設
・
改
築
・
市
町
村
合
併
な
ど
）

　

平
成
の
大
合
併
に
よ
る
大
規
模
な
公
文
書
の
廃
棄
は
、
秋
田
県
内
で
は
今
の

と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
前
述
し
た
と
お
り
、
組
織
の
移
動
や
組

織
変
更
な
ど
は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
公
文
書
の
大
規
模
な
移
動
が
あ
る
以

上
、
公
文
書
が
失
わ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
今
後
、
合
併
し
た

新
自
治
体
に
お
い
て
、
庁
舎
の
統
合
や
、
新
庁
舎
の
建
設
な
ど
が
行
わ
れ
る
際

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
合
併
し
た
市
町
村
の
各
庁
舎
（
旧
各
役
場
）
間
で
、
文
書
管
理
に
対
す

る
意
識
に
温
度
差
が
あ
っ
た
事
例
が
あ
る
。
各
庁
舎
に
は
旧
自
治
体
の
職
員
が

多
く
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
旧
来
の
文
書
管
理
に
対
す
る
姿
勢
が
そ

の
ま
ま
表
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
各
庁
舎
間
で
人
事
交
流
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
意
識
の
差
は
解
消
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
旧
自
治
体
地
域
固
有
の
事
情
を
良
く
踏
ま
え
ず
に
、
明
確
な
基
準
な
く

「
文
書
整
理
」
が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。

　

②
い
わ
ゆ
る
「
文
書
整
理
」
に
よ
る
廃
棄

　

公
文
書
は
そ
の
保
存
期
間
を
経
過
す
れ
ば
廃
棄
す
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
行
政
の
効
率
化
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
考
え
は
、
限
ら
れ
た
場
所

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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(8)文書目録 (9)保存文書の閲覧
(10)文書の廃棄手順

何時、誰が、
どのように

(11)文書の廃棄方法
(12)歴史資料の取

扱
(13)歴史資料の

公開
(14)電子文書の取扱

(15)文書管理シ
ステムの有無
簿冊・ファイル
管理の別

(16)合併前の文書の取扱

第27条第2項
保存文書を文書法規課長
に引継ぎ又は主務課で保
存しようとするときは、
保存文書目録を文書法規
課長に提出し、承認を受
けなければならない。

第28条　保存を引き継
いだ保存文書の閲覧を
し、または貸出しを受
けようとする者は、文
書法規課長の承認を受
けなければならない。

第29条　主務課長等は、文書
が保存期間を経過したとき
は、廃棄文書目録を文書法規
課長に提出し、承認を受けた
後、速やかにこれを廃棄しな
ければならない。

第29条第2項
秘密等に属するものは、
焼却又はその部分を細断
する等適切な方法を講じ
なければならない。

第30条第1項
保存期間を経過し
た文書のうち歴史
的価値が認められ
るものについては
29条第1項の規程
にかかわらず、引
き続き保存しなけ
ればならない。
第2項
歴史資料の保存等
に関し必要な事項
は、別に定める。
→秋田市歴史資料
の保存等に関する
要綱

秋田市歴史資料
の保存等に関す
る要綱

第8条第2項　到着した文書が総
合行政ネットワークを利用して
受信した電磁的記録であるとき
は、紙に出力し、その余白に
「LGWAN」と記載しなければな
らない。

第12条　電子メール等により到
着した電磁的記録は、その内容
が、受信した課等の書簡に属す
るもので、当該課長が文書とし
て処理することが必要であると
認めるものは、速やかに当該電
磁的記録を紙に出力し、これを
収受しなけければならない

文書管理システ
ム
有り

簿冊式

附則1
河辺町及び雄和町の編入
の際現に河辺職務規則お
よび雄和町処務規則の規
定により保存している文
書の保存期間について
は、この訓令の規定にか
かわらず、それぞれ両町
の規則の例による。

第43条第2項　課長は、
毎年4月10日までに前年
度の文書のファイル基準
表及びファイル表総統括
表を2部作成し、1部を保
有し、他の1部を文書担
当課長に提出する。
第3項　課長は、毎年4月
10日までに前々年度文書
のファイル基準表及び
ファイル基準表総統括表
を確定させ、これを3部
作成。1部を保有し、他
の2部を文書担当課長に
提出。文書担当課長は、
前年に提出されたファイ
ル基準表及びファイル基
準総統括表を廃棄しなけ
ればならない。

第47条　保存文書の閲
覧または貸出しを受け
ようとする者は、保存
文書閲覧（貸出簿）に
必要事項を記入しなけ
ればならない。
第2項　保存文書の貸出
期間は、原則として7日
以内とする。
第3項　職員は、保存文
書の抜取り、取替え、
添削、転貸等をしては
ならない。

第48条　文書担当課長は、毎
年4月末日までに保存期間が満
了した保存文書を廃棄するも
のとする。文書担当課長は、
当該廃棄する保存文書の主管
課長に協議し、又は主管課の
職員の立会いを求めることが
できる。
第2項　主管課長は、毎年4月
末日までに、保存期間が1年の
文書で保存期間を満了したも
のを廃棄するものとする。
第44条第2項　課長は、永年保
存に関する文書で保存期間が
20年を経過した時点において
引き続き保存する必要がない
と認める文書については、文
書担当課長と協議の上、廃棄
の手続きをとることができ
る。

第10条第2項　秘密文書
の廃棄は、焼却その他確
実な方法により行わなけ
ればならない。

第49条　文書担当
課長は、主管課と
の協議により、保
存期間が満了した
文書で歴史的価値
があると認めるも
のを、別に保存し
なければならな
い。

規定なし 規定なし 第38条　文書は
ファイリングシ
ステムにより整
理し、及び保管
するものとす
る。

附則

比内町及び田代町の編入
の際現に比内町文書取扱
規程又は田代町文書取扱
規程の規定により保存し
ている文書の保存期間に
ついては、この規程の規
定にかかわらず、それぞ
れ旧町規程の例による。

第33条第4項　課長等
は、当該年度において発
生使用する簿冊を、簿冊
登録簿その他文書主管課
長の指定した方法により
登録しなければならな
い。

第41条　保存簿冊の貸
出しを受けようとする
職員又は閲覧をしよう
とする職員は、保存簿
冊借覧申請書により申
請し、貸出し、閲覧し
なければならない。
第3項　抜取り、取替
え、書入れ、他の職員
等への転貸の禁止。
第4項　貸出し期間は1
週間。ただし、文書主
管課長の承認を受けれ
ば延長可。

第39条　文書主管課長は、保
存簿冊を調査し、保存を必要
としないもの及び永年保存簿
冊のうち保存期間が20年を経
過したもので保存する必要が
ないものは、主務課長等に協
議の上、焼却その他の確実な
方法により廃棄しなければな
らない。
第2項　前項に規定するものの
ほか、文書の廃棄に関し必要
な事項は、文書主管課長が別
にさだめることができる。

第39条　焼却その他の確
実な方法により廃棄しな
ければならない。

※（能代市文書
整理・保存等に
関する要綱　第
７条　2 ）簿冊の
廃棄に当たって
は、歴史的・文
化的価値を有す
る文書がみだり
に廃棄されない
よう、配慮する
ものとする。
(平1 9 訓令1 1 ・

一部改正)

規定なし 規定なし 第32条
文書管理システ
ム有り
簿冊式

附則2　この訓令の前日
までに、合併前の能代市
文書取扱規程の規定に基
づき保存年限を定められ
た文書は、この訓令に基
づき保存年限を定められ
たものとみなす。

第35条　課長は、年度ご
とに簿冊目録（様式第11
号）を作成し、毎年度総
務課長が定める日までに
その写し1部を総務課長
に提出しなければならな
い。
第2項　課長は、年度の
途中で簿冊の追加又は削
除により簿冊目録を変更
したときは、その写し1
部を総務課長に提出しな
ければならない。
第39条　簿冊引継書を添
えて毎年度総務課長に引

規定なし 第44条　保管している保存年
限が1年の簿冊については、主
管課長が廃棄。
第2項　総務課長は、保存年限
の経過した簿冊について、主
管課長と協議のうえ廃棄する
ことができる。
第3項　総務課長は、永年保存
の保存簿冊（保存期間が20年
を経過したもの）のうち、保
存の必要がないものについて
主管課長と協議のうえ廃棄す
ることができる。

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 簿冊式 附則　この訓令の施行の
日の前日までに、合併前
の男鹿市文書管理規程又
は若美町処務規則の規定
によりなされた処分、そ
の他の行為は、それぞれ
この訓令の相当規程によ
りなされたものとみな
す。
第3項　合併前の規程等
により定められていた様
式等については、当分の
間、所要の調整をして使
用することができる。

第29条　行政文書の性質
に応じ、当該文書の整理
及び保存は、文書管理シ
ステムを活用して行うこ
とができる。

第32条　保存行政文書
を借覧しようとすると
きは、当該主務課長の
許可を得なければなら
ない。
第2項　期間は7日以
内。ただし、主務課長
の許可を得て延期可
能。
第3項　主務課長は、借
覧期間内であっても、
行政文書の返還を求め
ることができる

第35条　主務課長は、保存機
関の満了した行政文書につい
て文書管理システムに必要な
事項を記録し、総務課長と協
議の上、廃棄するものとす
る。

第35条　この場合におい
て、廃棄行政文書は他に
利用されないようにして
処分されなければならな
い。

第35条第2項　廃
棄する行政文書の
うち、歴史的資料
として保存が必要
と認めるものは、
市史編さん主管課
長と協議し、当該
課に保管する。

規定なし 第10条　本市において受信した
総合ネットワーク文書は、本庁
の課長等が受信し、文書管理シ
ステムに所要事項を記録の上、
次に定めるところにより処理し
なければならない。
（1）受信した総合行政ネット
ワーク文書の電子署名を検証す
る。
（2）受信した総合行政ネット
ワーク文書の形式を確認し、発
信者に対して、形式上の誤りが
ない場合は受信通知を 誤りが

文書管理システ
ム
有り
簿冊式

附則3　合併前の規則等
により保存されている行
政文書の保存期間につい
ては、なお合併前の規則
等の例による。

第47条
（1）文書処理システム
により引継ぎする文書
データを処理し、保存年
限の順により保存文書目
録を作成すること。

第50条　保存文書の貸
出しを受け、又は閲覧
をしようとする者は、
庶務課又は支所総務課
長に申し出なければな
らない。

第51条　保存期間が満了した
文書等は速やかに廃棄しなけ
ればならない。
第2項　引継ぎをした文書の廃
棄は庶務課長の指示により主
管課長が行い、その他の文書
等は主管課長が行う。
第3項　庶務課長は、保存期間
中の文書であっても保存の必
要がないと認めるものは、主
管課長と協議のうえ、廃棄す
ることができる。

第31条第3項　機密に属
する文書等又は他に使用
されるおそれのある文書
等を廃棄するときは、焼
却、裁断、消去等適正な
方法により処理しなけれ
ばならない。

規定なし 規定なし 第15条第2項　各課長は、特別
の事情があると認めるときは、
FD、光ディスク等の媒体により
電磁的記録を受領することがで
きる。
第4項　通信回線を利用し、又
は第2項の規定により受領した
電磁的記録のうち、収受の処理
が必要と認めるものは、当該電
磁的記録の内容を速やかに出力
し、文書処理システムに記録す
ることにより、収受の処理を行
うものとする。
第37条　収受し、供覧し、又は
起案した電磁的記録は、電子的
媒体または電磁的媒体により保
存する

文書処理システ
ム、
簿冊式

附則2　この訓令の施行
の際、大曲市文書取扱規
程、神岡町処務規則、西
仙北町処務規則、中仙町
処務規則、協和町文書取
扱規程、南外村処務規
則、仙北町文書取扱規程
又は太田町文書取扱規程
の規定に基づき保存年限
を定められた文書は、こ
の訓令に基づき保存年限
を定められたものとみな
す。

第50条
（3）保存箱ごとに定め
る保存文書目録を作成す
る。

第52条　保存文書の貸
出しを受け、又は閲覧
しようとするときは、
文書貸出票に所要事項
を記入し、総務課長に
提出しなければならな
い。

第53条　主管課長は、保管文
書の保存年限が経過したとき
は、歴史的・文化的価値を有
すると認めるもの以外につい
ては、速やかに廃棄しなけれ
ばならない。
第2項　総務課長は、引継ぎを
受けた保存文書の保存年限が
経過したときは、歴史的・文
化的価値を有すると認めるも
の以外は、速やかに廃棄しな
ければならない。

第53条第5項　廃棄を決
定した文書は、裁断、焼
却、溶解、消その他適切
な方法により廃棄しなけ
ればならない。

第53条第3項　前2
項の規定により歴
史的・文化的価値
を有すると認める
ものについては、
主管課長及び総務
課長は、市史編さ
ん担当課長へこれ
を移管することが
できる。

規定なし 第7条　総務課長は、総合行政
ネットワーク文書の受信及び送
信に関する事務に従事する文書
取扱主任を別に指定することが
できる。
第17条　通信回線を利用して受
領した電磁気的記録は、その内
容を速やかに出力し、紙に記録
するものとする。

文書管理システ
ム
ファイリング形
式

規定なし

第30条　引継ぎを受けた
文書は、保存年限別、文
書分類番号別に編さんお
よび製本し、保存文書台
帳に記載しなければなら
ない。

第31条　保存文書を閲
覧するときは、保存文
書借覧簿に所定の事項
を記入、文書主管課長
の承認を受けなければ
ならない。
第2項　保存文書を庁外
へ持ち出してはならな
いが、特別な理由によ
り文書主管課長の承認

第32条　保存年限の経過した
文書は、廃棄文書台帳を調製
し、廃棄しなければならな
い。

第53条　廃棄する文書
で、秘密保持を要するも
の又は他に使用されるお
それのあるものは、裁断
または焼却の処置をとら
なければならない。

規定なし 規定なし 規定なし 文書管理システ
ム有り、簿冊式

規定なし

・規程等一覧（2007年12月）
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表2　秋田県内市町村文書管理規則

名称 (1)文書管理の原則
(2)文書管理

の
統括責者

(3)各課所長等の職務
文書主任の有無・職務

(4)文書分類
(5)文書保
存期間

(6)文書の保管
(7)文書の引継・保存

引継の有無、保管責任者

秋田市
秋田市役所
文書取扱規
程

第3条　文書は、すべ
て正確かつ迅速に取
り扱い、常にその処
理過程を明らかに
し、事務が能率的に
行われるようにしな
ければならない。

第4条
文書法規課長

（課長等の職務）
第5条　課長等は、その課等における文書の取扱いを統括するとと
もに、常に文書の取扱状況を把握し、その所掌する事務が、適切か
つ円滑に処理されるよう努めなければならない。

第6条　文書取扱主任および文書取扱補助員
課等に文書取扱主任および文書取扱補助員を置く。
第7条　主任の職務
（1）文書の収受、配付および発送に関すること。
（2）文書の審査に関すること。
（3）文書の整理、編集および保存に関すること。
（4）文書の廃棄に関すること。
（5）文書事務の処理促進および改善指導に関すること。
（6）秋田市情報公開条例（平成9年秋田市条例代39号）および秋田
市個人情報保護条例（平成17年秋田市条例第11号）の規程による開
示等の請求に係る文書の特定に関すること

別表 第25条
永年
10年
5年
1年

第26条第2項
完結年度の翌年度末まで主
務課等で保管する

保管期間の責任者は主務課
長

第27条第1項
保存文書は文書法規課長に引き
継ぐ。ただし特別の理由により
主務課等で保全することが適当
と認められるものについては、
この限りでない。

引継文書の保存責任者は文書法
規課長
主務課保存文書の保存責任者は
主務課長

大館市
大館市文書
取扱規程

文書取扱の基本
第3条第1項　文書
は、責任を明確にし
て正確かつ迅速に取
り扱い、常に整理
し、事務能率の向上
に役立つよう処理し
なければならない。
第2項　文書は課長以
上の職にある者の指
示または承諾がなけ
れば、これをみだり
に他人に示し、又は
その写しを与えては
ならなない。

第4条
文書担当課長

第5条　課長は、課における文書事務が適正かつ円滑に処理される
よう留意し、所属職員を指導しなければならない。
第6条課に文書取扱責任者及び文書取扱員を置く。
第2項　文書取扱責任者は課長の職務を補佐するもの、又は庶務を
担当する係長
第7条　文書取扱責任者の職務
（1）文書の収受および発送文書のとりまとめに関すること。
（2）文書の処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関するこ
と。
（3）文書の審査に関すること。
（4）保存期間の決定に関すること。
（5）持ち回り決裁の要否の判定に関すること。
第2項　文書取扱員は、文書取扱責任者の指示を受け、前各号に掲
げる事務を処理する。

第11条
第44条
永年
10年
5年
1年

第38条　文書は課で保管。
ただし、文書担当課長が他
の保管単位によることが適
当であると認めるときはこ
の限りではない。
文書の保管責任者は主務課
長
第40条　文書を系統的に分
類し、及び整理するため
ファイル責任者を置く。
第2項　ファイル責任者の
職務
（1）文書の整理、保管、
引継ぎ及び廃棄に関するこ
と。
（2）ファイルリングシス
テムの維持管理に関するこ
と。
第4項　ファイル担当者
は、ファイル責任者を補佐
する

第46条　課長は、引き続き保存
すべき文書を保存期間別に区分
し、ファイル基準表の配列順に
文書保存箱に収納するととも
に、ファイル基準表に保存期間
及び保存箱の引継番号を記入
し、毎年5月末日までの文書担
当課長が定める日に文書担当課
長に引き継がなければならな
い。
第2項　文書担当課長は引き継
いだ文書を書庫又は文書課長が
別に定める場所で保存。
保管責任者は文書担当課長

能代市
能代市文書
取扱規程

第3条　文書は、すべ
て正確かつ迅速に取
り扱い、常にその取
扱いの経過を明らか
にしておくとともに
検索しやすいように
整理しておかなけれ
ばならない。

第5条　文書
主管課長

第6条　課長等は、それぞれの課等における文書の管理を総括する
とともに、その課等における文書事務を円滑かつ適正に処理するよ
う留意し、所属管理職員の指導に努めなければならない。
第7条第2項　文書取扱主任は庶務担当係長又は主査
第3項　文書取扱副主任は、文書取扱主任の事務を補佐し、文書取
扱主任が不在のときは、その職務を代行する。
第8条　文書取扱主任の職務
（1）文書の処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関するこ
と。
（2）文書の審査及び保存期間の決定に関すること。
（3）文書の収受及び発送に関すること。
（4）文書の編さん、引継ぎ及び廃棄に関すること。
（5）例規の整備に関すること。

第11条
別表第2

第35条
永年
10年
5年
3年
1年

第34条　簿冊は、その完結
年度の翌年度の3月31日ま
で、課等において保管しな
ければならない。
責任者は主管課長

第37条　課長等は、第34条に定
める期間を経過した簿冊（3
年、1年保存、常時使用する簿
冊を除く。）を毎年6月30日ま
でに、文書主管課長が指定した
方法により引き継がなければな
らない。
第38条　文書主管課長は引継ぎ
を受けた簿冊を整理した上、書
庫等に保管する。
保存責任者は文書主管課長
第40条　文書主管課長は、保存
期間を経過してもなお保存する
必要があると認める簿冊につい
ては さらに期間を定めて保存

男鹿市
男鹿市文書
管理規程

（文書管理の基本）
第3条　文書は、事務
能率の向上に役立つ
よう正確かつ迅速に
取り扱い、常にその
経過を明らかにして
おくとともに、市民
の利用に役立つよう
適切に管理しなけれ
ばならない。

第4条　総務
課長

第5条　課長は、それぞれの課における文書の管理を総括する。
第6条　課に文書取扱責任者及び文書取扱主任を置き、課長が職員
のうちから指定する。
第3項　文書取扱責任者の職務
（1）文書の処理の促進に関すること。
（2）文書の保存年限の調整に関すること。
（3）文書の管理の指導及び改善に関すること。
第4項　文書取扱主任の職務
（1）文書の取扱の指導及び改善に関すること。
（2）文書の収受及び発送に関すること。
（3）文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

規定なし 第42条
永年
10年
5年
2年
1年
第2項
別表

第38条　簿冊は、その完結
年度の翌年度の3月31日ま
で、課で保管。
責任者は主務課長
第39条第2項　課長は、保
管期間を経過してもなお課
に備えておく必要があると
認める簿冊については、引
き続き当該課で保管するこ
とができる。

第39条　課長は、簿冊に簿冊引
継書を添えて、毎年総務課長が
定める日までに総務課長に引き
継ぐ。
第40条　総務課長は、引継ぎを
受けた簿冊を書庫に保存するも
のとする。
第41条　書庫は総務課長が管理
する。
保存責任者は総務課長

由利
本荘市

由利本荘市
行政文書管
理規程

第3条第2項　行政文
書は、正確かつ迅速
に取り扱い、事務が
能率的に処理される
よう努めるととも
に、その処理状況を
常に明らかにし、処
理後の保管及び保存
を敵確に行われなけ
ればならない。

第4条　総務
部総務課長

第5条　課長等は、常に当該課等における文書事務の円滑かつ適切
な取扱いに留意し、その取扱いの促進に努めなければならない。
第6条第2項　文書主任の職務
（1）行政文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
（2）行政文書の収受及び発送に関すること。
（3）文書管理システムの運用に関すること。
（4）行政文書の処理の促進に関すること。
（5）行政文書の審査に関すること。
（6）行政文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

第27条第2項
行政文書の整理
は、文書分類表
に基づき文書の
整理を行うもの
とする。
　別表第1

第30条
永年
10年
5年
3年
1年

第29条　各課等は、常用の
行政文書、現年度発生した
行政文書及び次第により保
存すべき行政文書を所定の
場所に整理し、及び保管す
る。
第2項　総務課長は、各課
の整理保管及び保存すべき
行政文書の状況を検査し、
必要に応じて保管について
指示を与えるものとする。
保管責任者は主務課長

引継なし

大仙市
大仙市文書
取扱規程

第3条　文書は、正
確、迅速、丁寧に取
り扱い、事務が円滑
かつ適正に行われる
ように処理し、及び
管理しなければなら
ない。

第4条　総務
部庶務課長

第5条　課長は、課における文書事務が正確かつ迅速に行われるよ
うに所属職員を指揮監督しなければならない。
第6条　課に文書主任を置く。
第2項　文書主任は班長をもって充てる。
第4項　課に、文書主任の補助者として文書整理員を置く。
第7条　文書主任の職務
（1）文書等の審査に関すること。
（2）文書等の授受及び配付に関すること。
（3）文書等の処理の促進に関すること。
（4）文書等の分類、整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。
（5）資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。
(6)文書事務の進行管理に関すること。
(7)文書処理システムの利用の調整に関すること。
（8）総合行政ネットワーク文書の収受、配布及び発送に関するこ
と。
（9）起案文書の決裁確認に関すること。だい
第2項 文書整理員は 文書主任の指揮監督の下 前号各号に掲げ

第39条　文書等
の分類は、文書
分類表により行
う。
第2項　課長
は、文書処理シ
ステムにより、
文書分類表を作
らなければなら
ない。

第44条
永年
10年
5年
3年
1年

第38条　文書の保管は、課
を単位として行う。ただし
主管課長は、他の保管単位
によることが適当であると
認めるときは、関係課と協
議して、これを変更するこ
とができる。

第47条　保管が終了し文書の保
存を必要とするものの引継ぎ
は、毎年度終了後庶務課又は支
所課長が定める日に行わなけれ
ばならない。
第2項　文書の規格、数量また
は性質により、文書の引継方法
が前項の規定により難い場合
は、庶務課長が別に引継ぎ方法
を定める。
第48条　庶務課長は引継ぎを受
けた文書の確認を行わなければ
ならない。
保存責任者は庶務課長。

横手市
横手市文書
取扱規程

第3条　文書の取扱
は、全て正確、迅
速、丁寧に取り扱
い、常にその処理経
過を明らかにし、事
務が能率的におこな
われるように管理し
なければならない。

第4条　総務
課長

第5条　各課所長等は、その課における文書事務が適正、円滑に処
理されるように留意し、所属職員を指導しなければならない。
第6条　課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱責任者及び
文書取扱担当を置く。
第3項　文書取扱責任者の職務
（1）文書等の処理状況の点検及び保管状況の指導に関すること。
（2）　文書等の審査及び文書等の分類番号、保存年限の決定に関
すること。
（3）文書等を編てつ、引継ぎに関すること。
（4）例規の整備に関すること。
（5）ファイリング・システムの維持管理に関すること。
（6）文書管理システムの運用に関すること。
第4項　文書取扱担当者は、文書取扱責任者の指導を受け、次に掲
げる事務を処理する。
（1）保管文書等の促進に関すること。
（2）ファイリング・システムの指導、ファイル基準の作成に関す
ること。
（3）キャビネット、書庫等の点検整理に関すること。
（4)保管文書等の移しかえ 置き換え 簡易文書等の廃棄に関する

第11条
別表第2

第49条
永年
10年
5年
3年
1年

第43条第2項　現年度文書
又は前年度に生じた文書等
は、主管課において保管
し、前々年度以前に生じた
文書等は、総務課長が主管
課長から引継ぎを受け、書
庫に保存しなければならな
い。ただし、主管課におい
て常時使用する文書等は、
主管課で保管することがで
きる。

第43条第2項　現年度文書又は
前年度に生じた文書等は、主管
課において保管し、前々年度以
前に生じた文書等は、総務課長
が主管課長から引継ぎを受け、
書庫に保存しなければならな
い。ただし、主管課において常
時使用する文書等は、主管課で
保管することができる。
第50条　主管課長は、毎年度当
初において総務課長が指定する
時期に、次の各号に定めるとこ
ろにより、前々年度又は前々年
に発生した文書等を総務課長に
引き継がなければならない。
引継文書の保存は総務課長、主
管課保管文書は主管課長

湯沢市
湯沢市文書
取扱規程

第2条　文書は、正確
かつ迅速に取扱い、
事務が効率的かつ適
正に処理されるよう
管理しなければなら
ない。

第3条　文書
主管課長

第4条　課長及び所長並びに施設長（文書管理者）は、課所及び施
設の所管に係る文書を処理し、当該文書を整理保管しなければなら
ない。
第5条　文書管理者の事務を補佐するために、課に文書管理担当者
を置く。
第6条　文書管理担当者の職務
（1）文書の収受、配付及び発送に関すること。
（2）文書処理の促進に関すること。
（3）文書の審査に関すること。
（4）文書の整理及び保管に関すること

第26条　文書
は、文書分類表
により整理し、
保管しなければ
ならない。

第27条
永年
10年
5年
1年

第28条　完結した文書は、
完結した日の属する会計年
度の翌年度4月1日から1年
間主務課において整理保
管。
保管責任者は主務課長。

第29条　保管を終えた文書で保
存を必要とするものは、保存文
書引継ぎ簿を添付し、文書主管
課長に引継ぐ。ただし、特別な
理由により主務課で保存する場
合は、文書主管課長に協議しな
ければならない。
引継文書の保存責任者は文書主
管課長、主務課保存文書の責任
者は主務課長
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(8)文書目録 (9)保存文書の閲覧
(10)文書の廃棄手順

何時、誰が、
どのように

(11)文書の廃棄方法
(12)歴史資料の取

扱
(13)歴史資料の

公開
(14)電子文書の取扱

(15)文書管理シ
ステムの有無
簿冊・ファイル
管理の別

(16)合併前の文書の取扱

第31条第3項（2）　保存
文書処理簿

第35条　引継ぎ文書を
借覧しようとするとき
は、総務課長の承認を
受けなければならな
い。
第2項　転貸または庁外
に持ち出すことはでき
ないが、やむを得ない
事情のある場合は、期
間を定めて許可する。

第31条3（1）　保存年限を経
過した1年保存文書は、速やか
に廃棄すること。
第34条　保存年限を経過した
文書は速やかに保存文書処理
表に廃棄年月を記入の上、主
管課長の決裁を受けて廃棄し
なければならない。ただし、
保存年限を経過した文書で更
に保存の必要があると認めら
れるものは、総務課長と協議
の上、期間を定めて保存する
ことができる。
第2項　永年保存に属する文書
で、保存期間の定めのないも
のについては、10年ごとに精
査し、保存する必要がないと
認められるにいたったとき
は、市長の決裁を受けて廃棄
するものとする。

第34条第3項　他人の名
誉及び信用に係るもの、
秘密に属するもの等は、
これを焼却し、印章等他
に転用のおそれのあるも
のは、塗りつぶし、裁断
又は焼却しなければなら
ない。

規定なし 規定なし （電子的処理）
第36条　文書管理システムによ
ることができるものに関しては
電子的にその処理を行うことが
できる。

文書管理システ
ム
ファイル形式

附則2　この訓令の施行
の際、現に保存されてい
る文書の取扱いについて
は、なお従前の例によ
る。

規定なし 規定なし 第42条　保存を要しなくなっ
た　文書は、主管課において
簿冊台帳の廃棄年月日の欄に
記載の上、廃棄するものとす
る。

第42条　前項の規定によ
り廃棄する場合、他に漏
れて支障のあるもの、又
は印影を盗用されるおそ
れのあるものは、抹消、
裁断、又は焼却の上処分
しなければならない。

規定なし 規定なし 規定なし 第39条第2項
文書の保管は簿
冊またはファイ
リングシステム
とする。

附則2　この訓令の施行
の日の前日までに、合併
前の天王町役場庶務規
則、昭和町庶務規則又は
飯田川町庶務規則の規定
によりなされた手続その
他の行為は、それぞれこ
の訓令の相当規定により
なされたものとみなす。

第29条　行政文書の性質
に応じ、当該文書の整理
及び保存は、文書管理シ
ステムを活用して行うこ
とができる。

第32条　保存行政文書
を借覧しようとすると
きは、当該主務課長の
許可を得なければなら
ない。
第2項　期間は7日以
内。ただし、主務課長
の許可を得て延期可
能。
第3項　主務課長は、借
覧期間内であっても、
行政文書の返還を求め
ることができる。
第4項　改ざん、抜取
り、取替え、貸与の禁
止

第35条　主務課長は、保存期
間の満了した行政文書につい
ては、文書管理システムに必
要な事項を記録し、総務課長
と協議の上、廃棄するものと
する。この場合において廃棄
行政文書は、他に利用されな
いようにして処分しなければ
ならない。

第35条　この場合におい
て、廃棄行政文書は他に
利用されないようにして
処分されなければならな
い。

第35条第2項　廃
棄する行政文書の
うち、歴史的資料
として保存が必要
と認めるものは、
市史編さん主管課
長と協議し、当該
課に移管する。

規定なし （総合行政ネットワーク文書の
収受）
第10条　本市において受信した
総合行政ネットワーク文書は、
課長等が受領し、文書管理シス
テムに所要事項を記録の上、次
に定めるところにより処理しな
ければならない。
（1）受信した総合行政ネット
ワーク文書の電子署名を検証す
る。
（2）受信した総合行政ネット
ワーク文書の形式を確認し、発
信者に対して、形式上の誤りが
ない場合は受領通知を、誤りが
ある場合は否認通知をそれぞれ

文書管理システ
ム有り
簿冊式

附則2　この訓令の施行
の前日までに、合併前の
仁賀保町役場処務規則、
金浦町文書取扱規程若し
くは象潟町処務規則また
は解散前の仁賀保地区衛
生施設組合文書取扱規程
若しくは仁賀保地区消防
本部等庶務規則の規定に
よりなされた手続きその
他の行為は、それぞれこ
の訓令の相当規定により
なされたものとみなす。
3合併前の規則等により
保存されている行政文書
の保存期間は なお合併

第33条　課所長は、作成
した簿冊について簿冊台
帳を作成しなければなら
ない。
第2項　課所長は、毎年4
月30日までに、前年度に
作成した簿冊台帳に前条
5号に規定する索引目次
を添えて、総務課長に提
出品ければならない。た
だし、会計に係る文書に
ついては6月30日までと
する

規定なし 第35条　保存を要しなくなっ
た文書は、主管課長において
簿冊台帳の廃棄年月日の欄に
記載のうえ、廃棄扱いするも
のとする。

規定なし 規定なし 規定なし 簿冊式 規定なし

第50条　文書目録あり 第55条　職員は公務に
関しては何時でも保存
文書を借覧することが
できる。
第2項　保存文書の借覧
は、各課長の許可を得
なければならない。

第56条　保存年限を経過した
文書は総務課長が点検し、主
管課長と合議のうえ町長の決
裁を得て破棄するものとす
る。
第58条　保存中の文書であっ
ても保存の必要がなくなった
ときは、廃棄することができ
る。
第60条　文書を廃棄したとき
又は保存年限を延長したとき

第57条　文書を廃棄する
場合、他に転用の恐れが
あるものについては、塗
沫又は裁断等適当な処理
をしなければならない。
第2項　秘密文書は焼却
して廃棄しなければなら
ない。

規定なし 規定なし 規定なし 簿冊式 規定なし

規定なし 第32条　保存行政文書
を借覧しようとすると
きは、当該主務課長の
許可を得なければなら
ない。

第35条　主務課長は、保存期
間の満了した行政文書につい
ては、文書管理システムに必
要事項を記録し、総務課長と
協議の上、廃棄するものとす
る。この場合において、廃棄
行政文書は他に利用されるこ
とのないようにして処分しな
ければならない。

第35条　この場合におい
て、廃棄行政文書は他に
利用されることのないよ
うにして処分しなければ
ならない。

第35条第2項　廃
棄する行政文書の
うち、歴史的資料
として保存が必要
と認めるのは、町
史編さん主管課長
と協議し、当該課
に移管する。

規定なし （総合行政ネットワーク文書の
収受）
第10条　本市において受信した
総合行政ネットワーク文書は、
課長等が受領し、文書管理シス
テムに所要事項を記録の上、次
に定めるところにより処理しな
ければならない。
（1）受信した総合行政ネット
ワーク文書の電子署名を検証す
る。
（2）受信した総合行政ネット
ワーク文書の形式を確認し、発
信者に対して 形式上の誤りが

文書管理システ
ム有り
簿冊式

附則2　この訓令の施行
の前日までに、合併前の
琴丘町文書取扱規程、山
本町処務規則若しくは八
竜町庶務規則の規程によ
りなされた手続きその他
の行為は、それぞれこの
訓令の相当規定によりな
されたものとみなす。
3　合併前の規則等によ
り保存されている行政文
書の保存期間について
は、なお合併前の規則等
の例による

第45条第2項　保存箱
は、文書保存箱カード又
はファイル基準表により
総務課長に引き継ぐもの
とする。

第45条　保管文書の貸
出しを受けようとする
者は、貸出し課の文書
主任にその旨申し出な
ければならない。
第2項　保管文書の貸出
しを受けようとする者
は、貸出しカードに所
要事項を記入しなけれ
ばならない。

第51条　主管課長は、保管文
書の保存年限が経過したとき
は、速やかに廃棄しなければ
ならない。
第2項　総務課長は、引継ぎを
受けた保存文書の保存年限が
経過したときは、主管課と協
議のうえ速やかに廃棄しなけ
ればならない。ただし、必要
と認めらるときには、主管課
長と協議のうえ、保存年限を
延長できるものとする。

第51条第4項　廃棄を決
定した文書は、焼却、裁
断、溶解その他適切な方
法により廃棄しなければ
ならない。
第52条　文書保存カード
等に記載された文書の保
存期間を延長したとき
は、当該文書保存箱カー
ドに延長後の廃棄年月日
等所要事項を記入しなけ
ればならない。
第2項　文書保存箱カー
ド等に記載された文書を
廃棄したときは、総務課
で所管する当該文書保存
箱カード等に廃棄年月日
記入し、3年保管しなけ
ればならない

規定なし 規定なし 第11条　電磁的記録の受信は、
雄心回線に接続した情報処理シ
ステムを利用して行うものとす
る。ただし、当該電磁的記録が
町に対する申請届出等に係るも
ので、かつ、当該行為を行った
者の作成に係るものであること
又は内容の改変が行われていな
いことの確認を要するものであ
る場合には、当分の間、当該電
磁的記録の受信を行う情報処理
システムについて、事前に総務
課長の承認を得なければならな
い。
第2項　前項の規定にかかわら
ず、課長は特別の事情があると
認めるときは、フロッピーディ
スク、光ディスク等の媒体によ
り電磁的記録を受領することが

文書管理システ
ムあり、ファイ
ル形式

規定なし

第30条　完結文書は、主管
課において製本のうえ、保
存文書台帳(様式第13号)
に記載して保存しなければ
ならない。

規定なし 第33条　保存を要しなくなった文
書は、主管課において廃棄文書
目録(様式第16号)を作り、総務課
長が点検し、主務課長と合議のう
え、町長の決裁を得て廃棄する
ものとする。

2　前項の文書中、他に漏
れて支障があるもの又は
印影を盗用されるおそれの
あるものは、まっ消又は裁
断のうえ処分しなければな
らない。

規定なし 規定なし 規定なし

第40条　課長等は、作成し
た簿冊について、簿冊台帳
（様式第15号）を作成しなけ
ればならない。
2　課長等は、毎年度4月30
日までに、前年度に作成し
た簿冊台帳に前条第5号に
規定する索引目次を添え
て、総務課長に提出しなけ
ればならない。ただし、会計
にかかわる文書について
は、6月30日までとする。

規定なし

第42条　保存を要しなくなった文
書は、主管課において、簿冊台
帳の廃棄年月日の欄に記載のう
え、廃棄するものとする。

2　前項の規定により廃棄
する場合、他に漏れて支障
のあるもの、又は印影を盗
用されるおそれのあるもの
は、抹消、裁断又は焼却の
うえ処分しなければならな
い。

規定なし 規定なし 規定なし
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名称 (1)文書管理の原則
(2)文書管理

の
統括責者

(3)各課所長等の職務
文書主任の有無・職務

(4)文書分類
(5)文書保
存期間

(6)文書の保管
(7)文書の引継・保存

引継の有無、保管責任者

北秋田市
北秋田市文
書管理規程

規定なし 第5条　総務
部総務課長

第2条　課長及び所長は、部下を督励して文書事務が円滑適正に行
われるよう努めなければならない。
第3条第2項　文書管理責任者は課内の事務を統括する課長等をもっ
て充てる。
第3項　文書管理責任者の職務
（1）起案文書の審査に関すること。
（2）課内の文書管理についての指導及び調整に関すること。
第4条第2項　文書管理主任は各課の庶務担当とする。
文書管理主任の職務
（1）文書処理の促進に関すること。
（2）文書事務の指導に関すること。
（3）文書の整理及び保管に関すること。
（4）文書の引継及び廃棄に関すること。
（5）文書管理システムの運用に関すること。

規定なし 第29条
永年
10年
5年
1年

第30条　当該年度及び前年
度の文書は、当該文書に係
る事案を担当する課の事務
室内に保管。その他の保存
を必要とする文書は、文書
庫等に保管。
当該文書の保管責任者は当
該課長。
その他の文書は総務課長
第2項　常時使用する文書
は、引き続き事務室内等に
保管しなければならない。
その必要がなくなったとき
は速やかに保存、廃棄等の
処理をしなければならな
い。

第31条第3項
（2）5年保存、10年保存及び永
年保存の文書は、項目ごとの綴
りに整理して保存箱に収納し、
あらかじめ作成した保存文書処
理簿とともに、総務課長に引き
継ぐこと。ただし、主管課にお
いて保存する事がもっとも適当
と認められる文書については、
総務課長と協議の上、主管課で
保存することができる。
第32条　総務課長は、引継を受
けた文書について、その適否を
検査しなければならない。
第2項　総務課長は、引継文書
の検査完了後、保存箱番号等を
当該保存箱及び保存文書処理票
に記入して、文書庫等に保管
し、保存文書処理票の1部を総
務課に保管し、1部を主管課に
返却しなければならない

潟上市
潟上市文書
規程

第3条　文書は、市政
が円滑、適正かつ効
率的に行われるよ
う、正確かつ迅速に
取扱い、常にその経
過を明らかにしてお
くとともに、市民の
利用にも役立つよう
適切に管理しなけれ
ばならない。

第8条　総務
課長

第9条　課長等は、それぞれの課等における文書の管理がこの規程
に従って適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
第2項　課長等は、文書主任及び文書副主任を定め、総務課長に報
告しなければならない。
第11条　文書主任の職務
（1）文書の審査に関すること。
（2）文書の整理及び管理に関すること。
（3）文書の収受及び発送に関すること。
（4）文書の処理の促進に関すること。
（5）文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
第2項　文書副主任は、文書主任を補佐し、前項各号に掲げる事務
を処理する。

第7条　全ての
文書は、別に定
める文書分類表
により分類整理
する。ただし、
戸籍表及び住民
登録に関する文
書、その他総務
課長において必
要がないと認め
たものはこの限
りではない。
第39条第3項
文書の分類は、
別に定める文書

第41条
別表
永久
10年
5年
3年
1年

第39条　職員は、常に事務
環境の向上を旨とし、文書
の整理整頓に心掛け、紛
失、火災、盗難等を防止す
るとともに、重要な文書に
ついては、災害非常時に際
し必要な措置ができるよう
あらかじめ準備しておかな
ければならない。
第4項　各課長等は、毎年3
月及び12月において、事務
室内の一斉整理の日を定
め、文書の整理整頓を行わ
なければならない。

引継なし

にかほ市
にかほ市文
書取扱規程

第3条第2項　行政文
書は、正確かつ迅速
に取り扱い、事務が
能率的に処理される
よう努めるととも
に、その処理状況を
常に明らかにし、処
理後の保管および保
存状況を敵確に行わ
なければならない。

第4条
総務課長

第5条　課長等は、常に当該課における文書事務の円滑勝つ適正な
取扱いに留意し、その取扱いの促進に努めなければならない。
第6条第3項　文書主任の職務
（1）行政文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
（2）行政文書の収受及び発送に関すること。
（3）文書管理システムの運用に関すること。
（4）行政文書の処理の促進に関すること。
（5）行政文書の審査に関すること。
（6）行政文書の整理、保管及び引継に関すること。

第27条第2項
行政文書の整理
は、文書分類表
（別表第1）に
基づき文書の整
理を行うものと
する。

第30条
永年
10年
5年
3年
1年

第29条　各課等は、常用の
行政文書、現年度発生した
行政文書及び次第により保
存すべき行政文書を所定の
場所に整理し、及び保管す
る。
第2項　総務課長は、各課
の整理保管及び保存すべき
行政文書の状況を検査し、
必要に応じて保管について
指示を与えるものとする。
保管責任者は主務課長

引継なし

仙北市
仙北市文書
事務取扱規
程

第3条　文書は、市政
が円滑、適正かつ効
率的に行われるよ
う、正確かつ迅速に
取扱い、常にその経
過を明らかにしてお
くとともに、市民の
利用に役立つよう適
切に管理しなければ
ならない。

第7条　総務
課長

第8条　課所長は、そのぞれの課における文書の管理がこの規程に
従って適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
第9条　文書取扱責任者の職務
（1）文書の審査に関すること。
（2）文書の整理及び管理に関すること。
（3）文書の処理の促進に関すること。
（4）文書の取扱いの指導および改善に関すること。

第6条
別表1

第34条
永年
10年
5年
3年
1年

第30条　職員は、常に事務
環境の向上を旨とし、文書
の整理整とんに心掛け、紛
失、火災、盗難等を防止す
るとともに、重要な文書に
ついては、非常災害時に際
し、必要な措置が執れるよ
うあらかじめ準備しておか
なければならない。
第2項　総務課長は、毎年5
月及び11月において、文書
の一斉整理の日を定め、整
理整とんを行わなければな

引継なし

八峰町

八峰町役場
処務規則
第4章
公文例
第5章
文書の編集
及び保存

第23条　文書は、正
確かつ迅速に取扱
い、事務が円滑適正
に行われるように処
理しなければならな
い。
第2項　文書は、、課
長の以上の命令又は
承認がなければ他人
に示し、又は写を与
えてはならない

総務課長 第24条　各課に文書主任を置く。
第3項　文書主任は課長の指揮を受け、課内の文書の整理、保管、
引継等を行う。

第52条　文書の
保存部門は、主
管課の事務配分
にもとづき分類
表の区分によ
る。

第53条
永年
10年
5年
1年

第50条　各課長は、文書の
保存について重要なものは
災害非常時に際し、何時で
も持ち出しができるようあ
らかじめ準備し、又紛失、
火災、盗難、欠損等の予防
を完全にしておかなければ
ならない。
第51条　各課長は少なくと
も毎年1回保存文書を日光
に乾かし 虫害 汚室等の

第54条　課長は編集を終えた文
書で事務処理条必要と認めるも
のを除き速やかに文書目録を添
えて総務課長に引き継がなけれ
ばならない。
第2項　総務課長は、引継をう
けたときは、文書保存台帳に登
録しなければならない。
保管責任者は総務課長

三種町
三種町文書
事務取扱規
程

第3条第2項　行政文
書は、正確かつ迅速
に取扱い、事務が能
率的に処理されるよ
う努めるとともに、
その処理状況を常に
明らかにし、処理後
の保管及び保存を的
確におこなわなけれ
ばならない。

第4条　総務
課長

第5条　課長等は、常に当該課等における文書事務の円滑かつ適正
な取扱いに留意し、その取扱いの促進に努めなければならない。
第6条　課長等は、文書事務を円滑に行うため、当該課等の職員の
うちから適当と認めるものを文書主任に指定するものとする。
第3項　文書主任の職務
（1）行政文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
（2）行政文書の収受及び発送に関すること。
（3）文書管理システムの運用に関すること。
（4）行政文書の処理の促進に関すること。
（5）行政文書の審査に関すること。
（6）行政文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

第27条第2項
行政文書の整理
は、文書分類表
（別表第1）に
基づき文書の整
理を行うものと
する。

第30条
永年
10年
5年
3年
1年

第29条　各課等は、常用の
行政文書、現年度発生した
行政文書及び次条により保
存すべき行政文書を所定の
場所に整理し、保管する。
第2項　総務課長は、各課
等の整理保管及び保存すべ
き行政文書の状況を検査
し、必要に応じて保管につ
いて指示を与えるものとす
る。

引継なし

美郷町
美郷町文書
取扱規程

第2条　文書の取扱い
は、すべて正確かつ
迅速に取り扱い、常
にその処理経過を明
らかにし、事務が能
率的に行われるよう
努めなければならな
い。

第3条　総務
課長

第3条第3項　課長は常に課における文書事務が適正かつ迅速に行わ
れる所属職員を指揮監督しなければならない。
第4条　美郷町行政組織規則に規定する課に文書管理者及び文書主
任を置く。
第2項　文書管理者は課長をもってこれに充て、文書主任は職員の
うちから課長が命じる。
第3項　文書管理者の職務
（1）文書の処理状況の点検及び保管状況の指導に関すること。
（2）文書の審査及び文書の分類番号、保存年限の決定に関するこ
と。
（3）文書の編てつ、引継ぎ及び廃棄に関すること。
（4）例規の整備に関すること。
（5）ファイリング・システムの維持管理に関すること。
第4項　文書主任の職務
（1）保管文書の整理に関すること。
（2）文書処理の促進に関すること。
（3）ファイリング・システムの指導、ファイル基準表の作成に関
すること。
（4）保管文書の移換え 置換え 軽易文書の廃棄に関すること

規定なし 第46条
永年
10年
5年
3年
1年

第41条　文書は整然と分類
整理し、必要なときに直ち
に取り出せるように保管
し、又は保存しておかなけ
ればならない。
第2項　現年度又は前年度
に生じた文書は主管課で保
管し、前々年度以前に生じ
た文書は、総務課長が主管
課長から引継ぎを受け、書
庫に保存。ただし、主管課
において常時使用する文書
は、主管課で保管すること
ができる。
現年度文書の責任者は主管
課長、前々年度以前の文書
の責任者は総務課長

第48条　主管課長は、毎年度当
初において総務課長が指定する
時期に、次の各号に定めるとこ
ろにより、前々年度又は前々年
に発生した文書を総務課長に引
き継がなければならない。
第49条　総務課長は、前条の規
定により引継ぎを受けた文書を
調査整理し、書庫に収納するも
のとする。ただし、特定の課で
使用が認められた書庫又は収納
場所を有する場合は、文書保存
カードの提出のみによって主管
課に収納することができる。
責任者は総務課長

小坂町
小坂町文書
取扱規程

第2条　文書は、正
確、迅速に取扱い、
町政が円滑、適正、
且つ効率的に行われ
るよう処理しなけれ
ばならない。

第8条文書主
管課長

第3条　各課に文書主任を置く。
2　文書主任は、その課の職員のうちから課長が命じ、その職氏名を総
務課長に通知しなければならない。
3　文書主任は、課長の指揮を受け、課内の文書の整理、保管、引継等
を行う。

第25条　公文書
は、令達文書及
び一般文書とし、
令達文書以外の
文書を一般文書
とする

第31条
(1)　永年
(2)　10年
(3)　5年
(4)　1年

第30条　完結文書は、主管
課において製本のうえ、保存
文書台帳(様式第13号)に記
載して保存しなければならな
い。

第3条　3　文書主任は、課長の指
揮を受け、課内の文書の整理、保
管、引継等を行う。
第30条　完結文書は、主管課にお
いて製本のうえ、保存文書台帳(様
式第13号)に記載して保存しなけ
ればならない。

鹿角市
鹿角市文書
事務取扱規
程

第3条　文書は、市政
が円滑、適正、かつ効
率的に行われるよう、
正確かつ迅速に取扱
い、常にその経過を明
らかにしておくととも
に、市民の利用にも役
立つよう適切に管理し
なければならない

第8条　総務
課長

第9条　課長等は、それぞれの課等における文書の管理がこの規程に

従って適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
第10条　課等に文書主任及び文書副主任を置く。
2　課長等は、文書主任及び文書副主任を定め、総務課長に報告しなけ
ればならない。
第11条　文書主任は、その課における次の事項を処理しなければならな
い。
(1)　文書の審査に関すること。
(2)　文書の整理及び管理に関すること。
(3)　文書の収受及び発送に関すること。
(4)　文書の処理の促進に関すること。
(5)　文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
2　文書副主任は、文書主任を補佐し、担当内の前項各号に掲げる事務
を処理する。
第10条　課等に文書主任及び文書副主任を置く。

第7条　文書類目
基本分類表（別
表第1）

第41条
別表
永久
10年
5年
3年
1年

第37条　職員は、常に事務
環境の向上を旨とし、文書の
整理整頓に心掛け、紛失、
火災、盗難等を防止するとと
もに、重要な文書について
は、非常災害時に際し必要
な措置ができるようあらかじ
め準備しておかなければな
らない。
2　各課長等は、毎年3月及
び12月において、事務室内
の一斉整理の日を定め、文
書の整理・整頓を行わなけ
ればならない。

引継なし
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(8)文書目録 (9)保存文書の閲覧
(10)文書の廃棄手順

何時、誰が、
どのように

(11)文書の廃棄方法
(12)歴史資料の取

扱
(13)歴史資料の

公開
(14)電子文書の取扱

(15)文書管理シ
ステムの有無
簿冊・ファイル
管理の別

(16)合併前の文書の取扱

第41条　2　文書の保管
は主管課長とする。ただ
し、主管課長は、年度末
日現在すべての簿冊（1
年以上保存を要しない軽
易なものを除く）につい
て、保存文書台帳（様式
第16号）を作成し当該年
度の3月31日、総務課長
に提出しなければならな
い。

規定なし

第43条　主管課長は、保管し
ている簿冊の保存期間が経過
したときは、速やかに当該簿
冊を廃棄するものとする。

規程なし 規定なし 規定なし 規程なし

第四十三条　総務課長は、
前条第一項の規定により
引継ぎを受けた簿冊(以下
「保存簿冊」という。)を文書
保存台帳(様式第十一号)
に登載したうえ、書庫に整
然と分類して整理し、必要
なときに直ちに取り出せる
ように保存しておかなけれ
ばならない。

第四十八条　保存期間を経過

した文書は、総務課長が主管

課長と協議のうえ廃棄するも

のとする。ただし、必要と認

める場合は、主管課長と協議

のうえ保存期間を延長するこ

とができる。

3　文書を廃棄する場合

において、秘密を要する

文書及び他に転用のおそ

れのある文書は、焼却、

切断等の措置を行い廃棄

しなければならない。

4　廃棄を決定し

た文書で、歴史

的、文化的、学術

的に価値のある文

書又は事務執行上

の参考とするため

必要なものは、資

料として保存する

ことができる。

規定なし

第37条の2　総務課長
は、前項の規定により引
継を受けたときは、文書
保存台帳に登録しなけれ
ばならない

第39条　保存年限を経過した
文書は、総務課長が主務課長
と合議のうえ廃棄するものと
する。ただし、必要と認める
ときは、主務課長と協議のう
え保存年限を延長することが
できる。

第39条 2 文書を廃棄
する場合において、秘密
を要する文書、他に転用
のおそれのある文書は、
焼却、切断等適当な処理
をしなければならない。
第40条　文書を廃棄した
とき、又は保存年限を延
長したときは、文書保存
台帳にその旨を記入しな
ければならない。

第35条の2　電磁的記録の保存
については、その種別、情報化
の進展状況等を勘案して、総務
課長かそのつど定めるところに
よる。
第39条の2　電磁的記録の廃棄
については、その種別、情報化
の進展状況を勘案して、総務課
長がそのつど定めるところによ
る。

第36条　2　課所長は、毎年
度3月31日現在の簿冊につ
いて簿冊一覧表(様式第16
号)及び簿冊毎の完結文書
一覧表(様式第17号)を作成
し、その写し2部を5月31日
までに総務企画課長に提
出しなければならない。

第42条 課所長は、当該課所に
保管している保存期間が1年の
簿冊の保管期間が経過したとき
は、速やかに当該簿冊を廃棄す
るものとする。2　総務企画課長
は、引渡しを受けた保存簿冊(永
年保存のものを除く。)を廃棄しよ
うとするときは、主務課長と合議
のうえ村長の決裁を得て廃棄す
るものとする。
第44条　保存中の文書であって
も保存の必要がなくなった時は

第43条　文書を廃棄する
場合他に転用のおそれあ
るものについては、塗抹
又は切断等適当な処理を
しなければならない。
2　機密文書は、焼却し
て廃棄しなければならな
い。

規定なし 規定なし 規定なし

第30条　取扱責任者は、
事務担当者から引継を受
けた簿冊に基づき、永年
保存文書は永年保存文書
検索目録（第15号様式）
に、それ以外の文書は保
管文書検索目録（第16号
様式）に所要事項を記入
し、保管しなければなら
ない。

第40条　職員以外のも
のから保存保管文書の
閲覧を求められたとき
には、保存文書にあっ
ては総務課長の、保管
文書にあっては課長の
承認を得なければなら
ない。

第41条　課長は、書庫にある保
管期間を経過した文書で必要の
ないと認められるものは廃棄処
分することができる。ただし、必要
と認められるものは、保管期間を
延長することができる。
2　総務課長は、永年保存庫にあ
る保管期間を過ぎた文書につい
て、課長と協議の上これを廃棄
処分しなければならない。ただ
し、必要と認められるものは、保
管期間を延長することができる。

規程なし 規定なし

第40条　職員以
外のものから保
存保管文書の閲
覧を求められた
ときには、保存
文書にあっては
総務課長の、保
管文書にあって
は課長の承認を
得なければなら
ない。

第75条　文書担当課長

は、職員から保存簿冊借

覧書(様式第27号)により

保存簿冊の利用の申し込
みがあったときは、当該
保存文書を閲覧させ、又
は貸し出すことができる。

2　職員は、他の課所の保

存簿冊を閲覧し、又は貸
出しを受けようとするとき
は、当該保存簿冊の主務
課所長の承認を受けなけ
ればならない。

第76条 課所長は、当該課所に

保管している保存期間が1年の

簿冊の保管期間が経過したとき
は、速やかに当該簿冊を廃棄す
るものとする。

2　文書担当課長は、引渡しを受

けた保存簿冊(永年保存のものを

除く。)を廃棄しようとするときは、

主務課長と合議のうえ町長の決
裁を得て廃棄するものとする。

第78条　保存中の文書であって

も保存の必要がなくなったとき

は、前2条の規定によって廃棄す

ることができる。

第79条　保存年限を経過した文

書であっても必要と認めるものに
ついては 主務課長と合議のうえ

第77条　文書を廃棄する
場合において、秘密を要
する文書、他に転用のお
それのある文書は、焼
却、切断等適当な処理を
しなければならない。

しな程規しな程規しな定規しな定規

第二十六条
2　総務課は、前項の規定
により引継ぎを受けた簿冊
は、簿冊台帳に記載し、各
課保存別年限別に区分し、
倉庫に収蔵しなければなら
ない。

第二十八条　文書は、

主務課長の許可を得

て、その指定する場所

において閲覧させるこ

とができる。

第二十七条　保存期限をすぎ

たもの及び保存期限内であっ

ても全く保存の必要のなく

なったものは、総務課長が、

主務課長と合議の上、町長の

承認を得て廃棄することがで

きる。この場合において、廃

棄する文書の印等で他から利

用されるおそれがあるもの

は、抹消又は裁断等適宜の処

置をしなければならない。

第二十七条 保存期限を

すぎたもの及び保存期限

内であっても全く保存の

必要のなくなったもの

は、総務課長が、主務課

長と合議の上、町長の承

認を得て廃棄することが

できる。この場合におい

て、廃棄する文書の印等

で他から利用されるおそ

れがあるものは、抹消又

は裁断等適宜の処置をし

2　総務課長は、前項の

規定により引継ぎを受け

たときは、文書保存台帳

(様式第12号)に登録しな

ければならない。

第37条　保存文書を供

覧しようとするとき

は、総務課長の承認を

受けなければならな

い。

第38条 保存年限を経過した文
書は、総務課長が主務課長等と
合議の上、廃棄するものとする。
ただし、必要と認めるときは、主
管課長等と協議の上保存年限を
延長することができる。
第39条　文書を廃棄したとき、又
は保存年限を延長したときは、文
書保存台帳にその旨を記入しな
ければならない。

2　文書を廃棄する場合

において、秘文書、他に

転用のおそれのある文書

は焼却、切断等の措置を

行い、廃棄しなければな

らない。
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名称 (1)文書管理の原則
(2)文書管理

の
統括責者

(3)各課所長等の職務
文書主任の有無・職務

(4)文書分類
(5)文書保
存期間

(6)文書の保管
(7)文書の引継・保存

引継の有無、保管責任者

藤里町
藤里町文書
管理規定

第2条　文書の取扱い
は、すべて正確かつ
迅速に取扱い、常に
その処理経過を明ら
かにし、事務が能率
的に行われるように
務めなければならな
い

第3条　総務
課長

第5条　課に文書管理者及び文書主任を置く。
2　文書管理者は、課長をもってこれに充て、文書主任は各係長とする。
3　文書管理者は、次に掲げる事務を処理する。
（1）　文書の処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関すること
（2）　文書の審査及び文書の分類、保存年限の決定に関すること
（3）　文書の保管及び廃棄に関すること
（4）　行政手続、情報公開及び個人情報保護に関すること
（5）　課の保存文書の管理に関すること
4　文書主任は、文書管理者の事務を補佐する。

第38条　文書分
類表（別表第1）

第42条
永年
10年
5年
1年又は1
年未満（別
表第2）

、
年度の翌年度の3月31日ま
では課の書架等に、当該日
以降のものについては、既
定の保管場所に保管してお
かなければならない。
2　文書の保管は主管課長
とする。ただし、主管課長
は、年度末日現在すべての
簿冊（1年以上保存を要し
ない軽易なものを除く）に
ついて、保存文書台帳（様
式第16号）を作成し当該年
度の3月31日、総務課長に

引継なし

八郎潟町
八郎潟町文
書管理規定

第二条　文書は、事

務能率の向上に役立

つよう正確かつ迅速

に取り扱い、常にそ

の処理経過を明らか

にしておくととも

に、町民の利用に役

立つよう適切に管理

しなければならな

い。

第3条　総務
課長

第四条　課長は、それぞれの課における文書の管理が適正かつ円滑に
行われるよう留意し、所属職員を指導しなければならない。
第五条　課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱責任者を置
き、必要に応じて文書取扱者を置くことができる。
2　文書取扱責任者は、課長補佐のうちから課長が命ずる。ただし、課長
補佐を置かない課にあつては、係長のうちから命ずることができる。又、
文書取扱者は課の職員のうちから課長が命ずる。
3　課長は、文書取扱責任者及び文書取扱者を命じたときは、直ちにそ
の職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4　文書取扱責任者は、課長の命を受け、課内における次に掲げる事務
を処理する。
一　文書処理の指導及び改善に関すること。
二　文書の事前審査に関すること。
三　文書の整理、編集及び保管に関すること。
四　文書の引継ぎ及び軽易文書の廃棄に関すること。
五　行政手続及び情報公開に関すること。
5 文書取扱者は、文書取扱責任者の事務を補佐する。

第三十八条　課

長は、総務課長

が別に定める文

書分類表によ

り、文書を分類

して管理しなけ

ればならない。

第四十四
条（別表）
永年、十
年、五年、
二年又は
一年

第四十一条　簿冊は、その

完結年度の翌年の三月三十

一日まで、課の書架等に保

管しておかなければならな

い。

第四十二条　課長は、前条に定め
る期間(以下「保管期間」という。)を
経過した簿冊(保存期間一年のも
のを除く。)に簿冊引継書(様式第
十号)を添えて、毎年度六月三十
日までに総務課長に引継がなけ
ればならない。

上小阿仁
村

上小阿仁村
処務規則

第15条　文書は、正
確かつじん速に取り
扱い、事務が円滑適
正に行われるように
処理しなければなら
ない。

第16条　各課に文書主任を置く
第22条　課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほ
か、その処理方針を示して主務者に配布しなければならない。
2　課長は常に課内の文書の処理状況について注意し、その処理の促
進を図らなければならない。

第35条
永年　10年
5年　1年

第37条　課長は、編集を終えた
文書で各課の事務処理上必要と
認めるものを除き、すみやかに
文書目録を添えて総務課長に引
継しなければならない

大潟村
大潟村処務
規則

第13条　文書は、正

確かつじん速に取り

扱い、事務が円滑、

適正に行なわれるよ

う処理しなければな

らない。

第13条の2
総務企画課長

第13条の3　課所長は、それぞれの課所における文書の管理を総括す
る。第13条の4　各課に文書担当及び文書副担当を置く。
2　文書担当及び文書副担当は、各課の職員のうちから課所長が指名
し、総務企画課長に届けなければならない。
3　文書担当は、次に掲げる事務を処理する。
(1)　文書の取扱いの指導及び改善に関すること。
(2)　文書の処理の促進に関すること。
(3)　文書の審査に関すること。
(4)　文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。
4　文書副担当は、文書担当の事務を補助し、文書担当不在のときは、
その事務を代行する。

第33条　簿冊分
類表(様式第15
号)

第39条
永年、10
年、5年、2
年又は1年

第36条　簿冊は、その完結
年度の翌年度の3月31日ま
で、課所の書架等に保管し
ておかなければならない。

定める期間(以下「保管期間」とい
う。)を経過した簿冊(保存期間が1
年のものを除く。)に簿冊引継書(様
式第18号)を添えて、毎年度6月30
日までに総務企画課長に引き継
がなければならない。
第38条　総務企画課長は、前条第
1項又は第3項の規定により引継ぎ
を受けた簿冊(以下「保存簿冊」と
いう。)を整理した上、書庫に保存

五城目町
五城目町文
書取扱規則

第4条　文書は、正
確、迅速、丁寧に取
り扱い事務が能率的
かつ適正に行われる
ように処理しなけれ
ばならない。

第5条　町長
は、五城目町
における文書
の管理に関す
る事務を総轄
する。
2　総務課長
は、文書の処
理状況に関し
調査を行い、
文書事務が円
滑かつ適正に
処理されるよ
う指導しなけ
ればならない

第6条　課長は、つねにその課における文書事務が円滑適正に処理
されるよう指揮監督するものとする。
2　課長は、その課における文書事務を推進するため、文書管理責
任者（以下「管理責任者」という。）及び文書取扱責任者（以下
「取扱責任者」という。）をそれぞれ1人指定するものとする。
第7条　管理責任者は、その課における次の各号の文書の管理に当
たるものとする。
（1）　文書事務の改善に関すること
（2）　文書事務の処理の促進に関すること
（3）　未処理文書の調査に関すること
（4）　起案文書の審査に関すること
第8条　取扱責任者は、その課における次の各号の文書の管理に当
たるものとする。
（1）　文書の収受、発議、発送の取り扱い及び処理に関すること
（2）　簿冊の整理に関すること
（3）　文書検索目録の作成に関すること
（4）　簿冊の保管、保存及び廃棄に関すること
（5）　簿冊の引き継ぎに関すること
（6）　複写機及びファクシミリの使用許可に関すること
（7） その他の文書の取り扱いに関すること

第3条
（1）法規文書
（2）公示文書
（3）令達文書
（4）往復文書
（5）部内文書
（6）その他

第34条
永年
10年
5年
3年
1年

第36条　総務課長は、引き
継ぎを受けた文書につい
て、これを永年保存庫に保
存しなければならない。
第37条　保存文書は総務課
長が管理する

第35条　第30条の規定による永
年保存文書は、永年保存文書検
索目録を添えて、総務課長に引
き継がれなければならない。

井川町
井川町処務
規則

第40条　文書は、正

確かつ迅速に取扱

い、事務が円滑適正

に行われるように処

理しなければならな

い。

第40条の3
文書主管課所
長

第40条の2　文書担当課長は、文書の管理がこの規則に従って適正か

つ円滑に行われるよう指導するとともに、必要があると認めるときは、課
所における文書の管理の実態を調査し、又は文書の管理に関し課所の

長(以下「課所長」という。)に対し報告を求め、若しくは改善のための指

示を行うことができる。

第41条　各課に文書担当及び文書副担当を置く。

2　文書担当及び文書副担当は、各課の職員のうちから課所長が指名

し、文書担当課長に届けなければならない。

3　文書担当は、次に掲げる事務を処理する。

(1)　文書の取扱いの指導及び改善に関すること。

(2)　文書の処理の促進に関すること。

(3)　文書の審査に関すること。

(4)　文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

4　文書副担当は、文書担当の事務を補助し、文書担当不在のときは、

その事務を代行する。

第65条　役場事
務は、別に定め
るものを除くほ
か、次に掲げる
簿冊及び用紙に
つき別記第1に
よって処理するも
のとする。

第73条　永

年、10年、

5年、3年、

1年

庫の開閉は、これを厳重に
し、部外者を出入させてはな
らない。

2　文書保管倉庫で喫煙し、

その他火気を使用してはな
らない。

3　簿冊は、その完結年度の

翌年度の3月31日まで、課

所の書架等に原則として保
管しておかなければならな
い。

4　課所長は、毎年度3月31
日現在の簿冊について簿冊

管理表を作成し、その写し2
部を5月31日までに文書担

項に定める期間(以下「保管期間」

という。)を経過した簿冊(保存期間

が1年のものを除く。)に簿冊引継

書(様式第25号)を添えて、毎年度

6月30日までに文書担当課長に引

継がなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、課

所に備えておく必要があると認め
る簿冊については、引き続き当該
課所で保管することができる。

3　前項の場合において、課所長

は、当該簿冊を課所に備えておく
必要がなくなったと認めるときは、
速やかに当該簿冊に簿冊移動引

継書(様式第26号)を添えて文書担

羽後町
羽後町役場
処務規則

第十四条　各課で文

書の配布を受けたと

きは、速やかに処理

しなければならな

い。

第24条
永年
10年
5年
2年
1年

第二十三条　完結した文書

は、主務課において暦年

(会計に関するものは会計

年度)毎に完結の月日順に

目次番号をつけ編てつし、

年度、簿冊名保存期限、主

務課名及び簿冊番号を表記

してこれを保管しなければ

ならない。

第二十六条　各課は、簿冊を倉庫
に収蔵する場合は、目録を添え総
務課に引き継がなければならな
い。
2　総務課は、前項の規定により引
継ぎを受けた簿冊は、簿冊台帳に
記載し、各課保存別年限別に区分
し、倉庫に収蔵しなければならな
い。

東成瀬村
東成瀬村役
場処務規則

第15条　文書は、正

確かつ迅速に取り扱

い、事務が円滑適正

に行われるように処

理しなければならな

い。

第16条　課等に文書主任を置く。
2　文書主任は、その課等の職員のうちから課長等が命じ、その職氏名
を総務課長に通知しなければならない。
3　文書主任は、課長等の指揮を受け、課等内の文書の整理、保管及び
引継ぎ等を行う。

簿冊分類表によ
る

第34条(1)
永年保存
(2)　10年保
存(3)　5年
保存(4)　1
年保存

第36条　課長等は、編集を終えた
文書で課等で事務処理上必要と
認めるものを除き速やかに文書目
録(様式第11号)を添えて、総務課
長に引継ぎしなければならない。
2　総務課長は、前項の規定により
引継ぎを受けたときは、文書保存
台帳(様式第12号)に登録しなけれ
ばならない。

第71条 文書を保管する倉 2第71条の 　課所長は、前条第3

当課長に提出しなければな 当課長に引継がなければならな

第37条 課所長は、前条第1項に

するものとする。

第41条 簿冊は その完結

提出しなければならない。



五
六

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

と
予
算
で
業
務
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
治
体
に
お
い
て
は
当
然
出
て

く
る
発
想
で
あ
り
、
公
文
書
の
保
存
と
廃
棄
に
関
す
る
明
確
な
基
準
が
な
い
現

状
で
は
、
大
量
廃
棄
が
起
こ
り
う
る
。

　

そ
の
場
合
の
特
徴
と
し
て
、
廃
棄
す
る
時
点
で
す
で
に
か
な
り
古
く
な
っ
て

い
た
も
の
に
つ
い
て
は
廃
棄
を
免
れ
る
も
の
の
、
保
存
年
限
を
過
ぎ
た
ば
か
り

の
公
文
書
が
な
く
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
例
え
ば
昭
和
五
十
年
代
前
半

に
庁
舎
が
建
て
替
え
る
際
に
文
書
整
理
が
行
わ
れ
た
と
い
う
秋
田
県
内
の
自
治

体
に
お
い
て
は
、
明
治
期
か
ら
戦
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
保
存
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
前
半
の
簿
冊
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い

う
事
例
が
複
数
あ
っ
た
。

　

③
災
害
（
庁
舎
火
災
・
水
害
・
地
震
な
ど
）

　

災
害
に
は
火
災
、
水
害
、
地
震
、
戦
災
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
市
町

村
役
場
が
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
例
も
多
い
。
災
害
時
に
は
ま
ず
人
命
が
何
よ
り

も
優
先
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
市
町
村
役
場
は
災
害
時
の
中
心
機
関
に
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
役
場
自
体
が
被
災
す
る
と
、
そ
の
自
治
体
自
体
の
機
能

が
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
多
く
の
公
文
書

が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

　

秋
田
県
で
は
庁
舎
火
災
に
よ
る
公
文
書
の
焼
失
例
が
多
い
。
昭
和
三
十
二
年

に
は
秋
田
県
庁
が
全
焼
し
て
い
る
。
ま
た
秋
田
県
の
複
数
の
市
で
は
、
市
全
体

が
被
災
し
た
大
火
の
た
め
、
戦
前
の
議
会
議
事
録
を
含
む
公
文
書
の
ほ
と
ん
ど

が
失
わ
れ
て
い
る
。

　

平
成
十
八
年
十
月
三
日
八
峰
町
峰
浜
庁
舎
（
旧
峰
浜
村
役
場
）
に
お
い
て
火

災
が
発
生
し
た
際
に
は
、
庁
舎
に
保
管
さ
れ
て
い
た
戸
籍
の
一
部
や
、
各
課
の

現
用
文
書
、
デ
ー
タ
類
が
全
て
焼
失
し
た
。
八
峰
町
で
は
焼
失
し
た
書
類
や
デ

ー
タ
類
に
つ
い
て
、
国
、
県
な
ど
関
係
機
関
か
ら
提
供
を
し
て
も
ら
う
な
ど
し

て
復
旧
に
努
め
た
が
、
八
峰
町
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
に
八
森
町
と
峰

浜
村
の
二
町
村
で
合
併
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
た
め
、
同
町
の
み
な
ら
ず
秋
田
県

全
体
に
シ
ョ
ッ
ク
が
走
っ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
期
に
、
文
書
管
理
制
度
の
再

点
検
を
始
め
た
と
い
う
町
も
あ
っ
た
。

　

④
組
織
の
変
化
（
組
織
再
編
・
消
滅
・
担
当
者
の
転
勤
、
忘
却
な
ど
）

　

組
織
再
編
や
、
組
織
そ
の
も
の
の
消
滅
は
、
文
書
、
記
録
、
資
料
が
散
逸
す

る
可
能
性
を
高
め
る
。
市
町
村
合
併
が
そ
の

た
る
も
で
あ
る
が
、
例
え
ば
あ

る
市
で
は
市
史
編
纂
室
の
消
滅
後
、
原
稿
や
収
集
資
料
・
複
製
物
・
書
類
は
散

逸
し
、
わ
ず
か
に
資
料
の
一
部
が
同
市
の
博
物
館
施
設
に
残
さ
れ
て
い
た
が
、

担
当
者
が
専
門
外
の
た
め
か
、
そ
の
保
存
環
境
も
劣
悪
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
の

市
で
は
、
編
纂
室
に
収
集
さ
れ
た
資
料
は
残
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
部
屋
自
体

が
倉
庫
に
な
っ
て
い
た
。
ほ
か
で
も
自
治
体
史
編
纂
の
事
業
終
了
後
、
管
理
す

る
職
員
が
い
な
く
な
り
、
収
集
し
た
資
料
（
複
製
物
を
含
む
）
が
活
用
さ
れ
な

い
状
態
に
な
っ
て
い
る
自
治
体
が
複
数
あ
っ
た
。
自
治
体
史
の
完
成
に
よ
っ
て

地
域
の
歴
史
が
記
録
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
編
纂
の
も
と
と
な
っ
た
資

料
自
体
は
不
要
と
な
っ
た
、
と
の
認
識
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
市
町
村
に
対
し
て
早
急
か
つ
ね
ば
り
強
く
、
住
民
の
生
き
て
き

た
証
を
記
し
た
原
資
料
の
保
存
と
公
開
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
他
の
あ
る
市
の
場
合
、
法
務
局
だ
っ
た
建
物
に
市
の
公
文
書
が
保
管
さ

(

19)

(

20)



五
七

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

れ
て
い
た
。
過
去
に
本
庁
等
の
文
書
整
理
で
一
時
的
に
移
動
し
た
も
の
や
、
市

町
村
合
併
で
本
庁
舎
以
外
の
旧
市
町
村
か
ら
文
書
が
移
動
し
て
き
た
が
、
本
庁

舎
に
保
管
す
る
場
所
が
な
く
、
庁
舎
外
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
特
に

こ
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
市
町
村
の
文
書
管
理
担
当
者
も
初
め
て
見
た
、
と
い

う
ケ
ー
ス
が
多
く
、そ
の
所
在
が
解
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

雨
漏
り
や
鼠
害
も
見
ら
れ
た
が
、
単
な
る
保
存
環
境
の
劣
悪
さ
に
加
え
て
、
そ

の
存
在
自
体
が
忘
却
さ
れ
る
こ
と
も
、
公
文
書
の
散
逸
に
つ
な
が
っ
て
い
る
象

徴
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

⑤
保
存
環
境
に
よ
る
劣
化

　

劣
化
に
も
様
々
な
原
因
が
あ
る
が
、
当
館
の
調
査
で
は
、
秋
田
県
内
の
市
町

村
の
場
合
は
高
湿
度
に
よ
る
劣
化
が
多
い
。特
に
書
庫
が
地
下
に
あ
る
場
合
は
、

頻
繁
に
使
用
さ
れ
、人
の
出
入
り
が
多
い
場
合
で
も
湿
度
が
高
い
こ
と
が
多
い
。

中
に
は
高
湿
度
の
た
め
壁
紙
が
は
げ
、
床
が
絶
え
ず
濡
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
り

腐
っ
て
い
る
な
ど
、
文
書
を
保
存
す
る
環
境
と
し
て
は
良
い
と
は
い
え
な
い
状

態
の
書
庫
も
複
数
の
市
で
見
受
け
ら
れ
た
。
当
然
文
書
に
も
湿
気
が
含
ま
れ
て

お
り
、
カ
ビ
の
発
生
な
ど
の
危
険
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
書
庫
内
に

は
温
湿
度
計
が
な
い
か
、
す
で
に
使
え
な
く
な
っ
て
久
し
い
と
思
わ
れ
る
状
態

で
あ
る
場
合
が
多
く
、
除
湿
・
空
調
・
書
庫
の
移
動
な
ど
の
対
策
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

三　

市
町
村
合
併
後
の
公
文
書
保
存
に
つ
い
て

　
　

１　

市
町
村
が
で
き
る
こ
と

　

①
制
度
（
条
例
・
規
程
な
ど
）
の
整
備

　

ま
ず
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ

ま
で
で
も
述
べ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
情
報
公
開
や
行
政
の
説
明
責
任
を
果
た

す
上
で
公
文
書
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
表
２
に
み
る

よ
う
に
、
電
子
文
書
に
関
す
る
規
程
や
公
文
書
の
引
継
、
「
歴
史
的
公
文
書
」

の
取
り
扱
い
な
ど
、
規
程
自
体
が
な
い
自
治
体
が
多
い
項
目
も
あ
り
、
時
代
に

応
じ
た
規
程
の
整
備
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

②
情
報
公
開
制
度
と
の
連
携

　

秋
田
県
内
で
は
全
て
の
自
治
体
に
、
情
報
公
開
条
例
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、

条
例
に
基
づ
く
公
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
成
の
市
町
村
合
併
以
前
の

段
階
で
す
で
に
全
市
町
村
で
制
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
情
報
公
開
法
施

行
令
第
十
六
条
は
行
政
文
書
の
分
類
、
保
存
、
保
存
期
間
満
了
文
書
の
移
管
と

廃
棄
、
文
書
管
理
事
務
監
督
者
の
設
定
な
ど
と
と
も
に
、
行
政
文
書
の
帳
簿
を

作
成
し
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　

秋
田
県
内
の
市
町
村
で
は
、
行
政
文
書
の
帳
簿
作
成
は
情
報
公
開
条
例
制
定

後
、
も
し
く
は
文
書
管
理
規
程
改
正
以
降
の
引
継
公
文
書
に
限
ら
れ
て
い
る
場

合
も
多
く
、
今
後
は
条
例
制
定
以
前
の
公
文
書
目
録
の
整
備
が
課
題
に
な
っ
て

く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
行
政
文
書
の
帳
簿
の
整
備
を
年
々
行
う
と

と
も
に
、
条
例
制
定
以
前
の
公
文
書
目
録
も
徐
々
に
整
備
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
公
文
書
館
法
に
も
と
づ
く
公
文
書
公
開
も
段
階
的
に
可
能
に
な
る
。

　

③
市
町
村
役
場
に
公
文
書
館
法
に
基
づ
く
公
文
書
公
開
窓
口
の
設
置

　

情
報
公
開
条
例
制
定
以
前
の
目
録
整
備
が
今
後
課
題
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
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前
述
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
公
文
書
目
録
さ
え
で
き
て
し
ま
え
ば
、
公
文
書

館
法
に
よ
る
公
文
書
の
公
開
・
閲
覧
が
、
市
町
村
役
場
の
窓
口
で
も
十
分
可
能

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
た
な
施
設
な
ど
を
設
置
し
な
く

と
も
公
文
書
館
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
公
文
書
の
存
在
の

把
握
が
条
件
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
請
求
さ
れ
て
か
ら
数
日

後
に
は
、
公
開
、
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

　

こ
の
際
に
ま
ず
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
非
公
開
情
報
の
取

り
扱
い
で
あ
る
。
市
町
村
に
は
情
報
公
開
制
度
に
よ
る
公
文
書
公
開
の
経
験
が

あ
り
、公
開
の
方
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
公
文
書
館
法
に
よ
る
公
開
に
は
年
限
経
過
に
よ
る
場
合
も
あ
る
が
、
国

や
都
道
府
県
な
ど
先
行
す
る
公
文
書
館
の
事
例
を
参
考
に
す
る
な
ど
し
て
、
明

確
な
基
準
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

目
録
の
整
備
も
課
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

実
際
に
秋
田
県
で
も
県
南
部
の
複
数
の
市
で
公
文
書
館
法
に
基
づ
く
資
料
保

存
、
公
開
へ
の
動
き
が
あ
り
、
今
後
注
目
す
る
と
と
も
に
支
援
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　

④
保
存
環
境
の
整
備
（
全
体
像
把
握
・
目
録
整
備
・
書
庫
環
境
の
健
全
化
）

　

ま
ず
書
庫
環
境
の
整
備
が
あ
げ
ら
れ
る
。
合
併
市
町
村
で
は
、
本
庁
舎
以
外

の
庁
舎
や
旧
市
町
村
の
機
関
な
ど
に
余
裕
の
あ
る
こ
と
も
多
い
。
特
に
旧
市
町

村
庁
舎
の
議
場
な
ど
は
、
二
階
以
上
に
あ
り
、
空
調
設
備
な
ど
も
整
っ
て
い
る

が
、
部
屋
に
段
差
が
あ
る
な
ど
使
い
道
が
な
い
こ
と
も
多
い
。
ま
た
合
併
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
の
統
廃
合
な
ど
で
遊
休
施
設
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
施
設
の
中
か
ら
、
保
存
環
境
に
適
し
た
場
所
を
選
択
し
、
書

庫
に
充
て
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
上
で
目

録
を
整
備
す
る
段
階
に
入
る
。特
に
市
町
村
合
併
に
よ
る
保
存
場
所
の
点
在
化
、

広
域
化
で
、
公
文
書
の
所
在
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
目
録
を
整
備
す

る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
公
文
書

の
「
住
所
」
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
目
録
の
作
成
に
つ
い
て
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
有
償
・
無
償
）
を
募
る
な
ど
の
方
法
も
あ
る
。

　

⑤
適
切
な
保
存
と
適
切
な
廃
棄

　

適
切
な
保
存
が
さ
れ
る
た
め
に
は
、
保
存
期
限
が
満
了
し
た
公
文
書
の
適
切

な
引
継
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
町
村
の
公
文
書
廃
棄
は
、
各
部
課

で
行
わ
れ
て
い
る
事
が
多
い
が
、
文
書
主
管
課
に
一
括
し
て
引
き
継
ぎ
、
評
価

・
選
別
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
。

　

公
文
書
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
そ
の
も
の
の
公
開
は
も
と
よ
り
、
ど

の
よ
う
な
公
文
書
が
作
成
さ
れ
て
、
何
が
保
存
さ
れ
、
何
が
廃
棄
さ
れ
た
の
か
、

住
民
に
対
し
て
提
示
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
保
存
、
廃
棄

の
基
準
は
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
歴
史
的
公
文
書
」
な
ど
の

保
存
に
つ
い
て
、
自
治
体
史
編
纂
室
等
が
関
与
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
前
述

し
た
。
歴
史
資
料
の
保
護
運
動
や
、
自
治
体
史
編
纂
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
資
料

群
の
保
存
や
活
用
な
ど
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
地
方
公
文
書
館
施
設
も
多

く
、
住
民
の
歴
史
的
財
産
と
し
て
公
文
書
を
保
存
す
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
見

る
と
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
本
来
公
文
書
は
住
民
の
権
利
を
保

護
し
、
地
域
に
お
け
る
様
々
な
営
み
の
記
録
が
失
わ
れ
な
い
た
め
に
保
存
、
公
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開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
史
の
編
纂
も
こ
う
い
っ
た
も
の
を
記
録

し
、
住
民
と
記
憶
を
共
有
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

公
文
書
が
「
歴
史
的
な
価
値
」
と
い
う
、
判
断
基
準
が
不
明
確
に
な
り
か
ね
な

い
視
点
か
ら
評
価
・
選
別
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
課
題
が
残
る
。
自
治
体
史

編
纂
室
な
ど
が
行
う
場
合
で
も
、
当
該
自
治
体
の
行
政
に
つ
い
て
理
解
の
深
い

行
政
実
務
の
経
験
者
等
を
メ
ン
バ
ー
に
入
れ
る
な
ど
、
様
々
な
視
点
か
ら
の
評

価
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

秋
田
県
内
の
市
町
村
の
大
部
分
が
戦
前
の
公
文
書
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
は

前
述
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
全
て

が
保
存
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
際
に
は
山
口
県
や
京
都
府
、
東

京
都
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
の
よ
う
に
文
化
財
指
定
を
受
け
て
保
存
を
図
る
こ
と

は
有
効
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
住
民
へ
の
公
文
書
保
存
に
対
す
る
理
解
を
深
め

る
一
つ
の
方
法
と
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

２　

都
道
府
県
の
公
文
書
館
と
し
て
で
き
る
こ
と

　

①
公
文
書
保
存
・
公
開
な
ど
に
関
す
る
情
報
提
供

　

ま
ず
情
報
公
開
制
度
と
と
も
に
公
文
書
館
法
に
基
づ
い
た
公
文
書
の
公
開
を

す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
公
文
書
の
適
切
な
整
理
、
保
存
を
す
る
こ
と
は
行
政
の
効
率
化
や
透
明
性
を

高
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
市
町
村
に
繰
り
返
し
訴
え
て
い
く
。

　

ま
た
「
（
一
）
市
町
村
が
で
き
る
こ
と
⑤
適
切
な
保
存
と
適
切
な
廃
棄
」
の

中
で
、
評
価
・
選
別
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
公
文
書
の
評
価
選
別
を
行
う
こ
と

が
市
町
村
の
新
た
な
負
担
を
増
や
す
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
公
文
書
の
公
開

を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
館
な
ど
の

都
道
府
県
公
文
書
館
施
設
が
、
積
極
的
に
評
価
選
別
に
つ
い
て
の
経
験
を
市
町

村
に
伝
え
、
館
と
し
て
の
評
価
選
別
基
準
を
示
し
て
、
各
市
町
村
に
合
っ
た
評

価
選
別
基
準
の
作
成
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
大
濱
徹

也
氏
は
「
地
域
史
料
が
消
滅
す
る
こ
と
は
、
そ
の
地
域
の
「
歴
史
」
が
な
く
な

る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
人
々
の
「
権
利
」
が
守
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、

公
文
書
や
古
文
書
は
「
古
文
書
」
と
し
て
保
存
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の

権
利
・
義
務
を
守
る
た
め
に
保
存
さ
れ
る
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識

を
市
町
村
職
員
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も
、
当
館
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ

ら
に
市
町
村
ご
と
に
、
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
書
庫
カ
ル
テ
を
作
成
し
、
資
料

保
存
に
関
す
る
情
報
と
し
て
提
供
す
る
な
ど
し
て
、
適
切
な
保
存
と
公
開
が
で

き
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
の
手
助
け
を
し
て
い
く
。

　

②
公
文
書
館
法
に
基
づ
く
公
文
書
の
保
存
と
公
開
へ
の
働
き
か
け

　

当
館
で
は
毎
年
度
、
市
町
村
の
文
書
管
理
担
当
者
や
歴
史
資
料
の
保
存
機
関

職
員
な
ど
を
対
象
と
し
た
会
議
を
行
っ
て
お
り
、
平
成
十
九
年
度
で
十
一
回
を

数
え
た
。
毎
回
、
公
文
書
等
の
保
存
に
関
す
る
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
は

前
述
し
た
が
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
く
。

　

ま
た
市
町
村
へ
の
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査
で
は
市
町
村
長
（
ま
た
は
助
役

・
副
市
町
村
長
）
に
極
力
、
直
接
面
会
し
て
公
文
書
の
適
切
な
保
存
と
公
開
の

必
要
性
を
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
今
後
は
県
市
長
会
、
町
村
長
会
な
ど
の
機

会
を
利
用
し
て
、
公
文
書
保
存
を
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
首

長
の
意
向
は
自
治
体
に
と
っ
て
は
強
い
影
響
力
を
持
つ
た
め
、
担
当
者
へ
の
働

（
21
）
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き
か
け
と
平
行
し
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

　

③
市
町
村
公
文
書
の
目
録
作
成
へ
の
協
力

　

山
口
県
公
文
書
館
や
鳥
取
県
立
公
文
書
館
で
は
市
町
村
の
保
存
す
る
公
文
書

を
目
録
化
し
、
公
文
書
保
存
に
役
立
て
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
す
べ
て

の
公
文
書
館
施
設
な
ど
で
こ
の
よ
う
な
事
業
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
公

文
書
目
録
の
作
成
は
市
町
村
の
公
文
書
公
開
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
り
、

こ
の
分
野
に
お
い
て
の
協
力
や
情
報
提
供
は
大
事
で
あ
る
。

　

④
合
併
市
町
村
の
本
庁
舎
以
外
の
地
域
へ
の
資
料
保
存
呼
び
か
け

　

合
併
市
町
村
に
お
い
て
、
本
庁
舎
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
の
公
文
書
、

歴
史
資
料
は
、
そ
の
保
存
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
合
併
前
の
町
に
あ

っ
た
博
物
館
施
設
は
、
合
併
前
は
常
時
職
員
が
お
り
、
展
示
活
動
や
自
治
体
史

編
纂
の
拠
点
な
ど
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
が
、
合
併
後
は
常
勤
職
員
す
ら
置

か
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
例
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
施
設
と
都
道
府
県
、
市

町
村
の
公
文
書
館
が
協
力
し
て
、
当
該
地
区
に
関
係
し
た
資
料
を
当
館
所
蔵
の

も
の
と
、
地
元
で
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
展
示
会
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
に
お
け
る
公
文
書
、
古
文
書
等
を
利
用
し
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
地
元
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
地
域
の
存
在
意

義
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
い
た
だ
き
、
地
域
に
関
す
る
資
料
の
重
要
性
を
啓

発
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
た
い
。

　

⑤
学
校
資
料
の
保
存
と
公
開

　

地
域
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
学
校
、
特
に
統
廃
合
な
ど
に
よ
っ
て
散
逸

の
危
機
に
あ
る
学
校
関
係
資
料
を
地
域
や
統
合
さ
れ
る
新
し
い
学
校
で
保
存
す

る
こ
と
を
市
町
村
に
呼
び
か
け
、
資
料
が
児
童
・
生
徒
や
教
職
員
、
保
護
者
な

ど
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
地
域
か
ら
学
校
が
失
わ
れ
て
も
、
個

々
の
地
域
、
地
域
資
料
に
対
す
る
意
識
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
。

　

秋
田
県
内
の
公
立
学
校
で
は
、
そ
の
設
立
に
地
域
住
民
が
深
く
関
わ
っ
た
事

例
が
多
い
。
統
廃
合
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
に
お
い
て
ア
ー
カ
イ
ブ
機

能
を
充
実
す
る
こ
と
で
、
建
学
の
精
神
、
教
育
的
風
土
、
当
該
地
域
に
置
い
て

教
育
を
受
け
る
権
利
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
地
域
や
同
窓
会
組
織
な

ど
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
学
校
自
身
に
と
っ
て
も
学
校
経
営
の
透
明

化
、
円
滑
化
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。

学
校
資
料
の
保
存
・
公
開
に
関
し
て
は
県
や
市
町
村
の
教
育
委
員
会
な
ど
と
連

携
を
と
り
な
が
ら
、
「
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
」
の
支
柱
と
な
る
体
制
を
整
え

る
必
要
が
あ
る
。

　

⑥
公
文
書
、
歴
史
資
料
に
関
す
る
情
報
収
集

　

都
道
府
県
の
公
文
書
館
に
お
い
て
、
管
轄
内
の
公
文
書
や
歴
史
資
料
に
関
す

る
情
報
を
収
集
し
て
お
く
こ
と
で
、
公
文
書
等
の
情
報
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
県
公
文
書
館
に
問
い
合
わ
せ
れ
ば
、
ど
こ
に
ど
の
よ

う
な
資
料
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
情
報
を
集
約
し
、
多
く
の
利
用
者
に
提
供
す

る
こ
と
で
、
市
町
村
の
公
文
書
等
を
利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
市
町
村
の
公

文
書
公
開
に
関
す
る
体
制
の
整
備
を
促
し
て
い
く
。

　

⑦
地
域
資
料
を
教
材
と
し
て
提
供
（
学
校
教
育
・
生
涯
教
育
）

　

こ
れ
は
各
地
の
公
文
書
館
等
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
地
域
に

関
係
し
た
資
料
を
教
材
と
し
て
紹
介
、
提
供
す
る
こ
と
で
、
資
料
保
存
の
裾
野

（
23
）

(

22)



六
一

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

関
係
し
た
資
料
を
教
材
と
し
て
紹
介
、
提
供
す
る
こ
と
で
、
資
料
保
存
の
裾
野

を
広
げ
て
い
く
活
動
を
す
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る
。

　
　

３　

住
民
と
し
て
で
き
る
こ
と

　

①
住
民
運
動
と
し
て
の
記
録
保
存

　

平
成
十
七
年
年
七
月
一
日
付
の
日
本
経
済
新
聞
夕
刊
「
「
現
代
」
を
歴
史
に

刻
む
～
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
今
～
」
で
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
記
録
保
存
に
関

す
る
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
、
大
災
害
と
い
う
残
念
な
出
来
事
が
き
っ
か
け
で

は
あ
る
が
、
地
域
社
会
の
再
評
価
、
地
域
に
お
け
る
記
録
の
重
要
性
が
認
識
さ

れ
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
古
文
書
」
で
は
な
く
、
現

在
の
住
民
が
生
き
た
証
そ
の
も
の
の
記
録
を
保
存
し
、
そ
の
記
憶
を
共
有
し
よ

う
と
す
る
活
動
で
あ
る
。
ま
た
阪
神
淡
路
大
震
災
以
降
、
福
井
県
、
宮
城
県
、

新
潟
県
な
ど
で
発
生
し
た
災
害
を
機
会
と
し
て
、
各
地
で
歴
史
資
料
の
保
存
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
公
文
書
保
存
に
も
活
か

し
て
い
く
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
資
料
防
災
を
目
的
と
し

た
団
体
の
、
災
害
時
以
外
の
普
段
か
ら
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
市
町
村
へ
の

公
文
書
保
存
と
公
開
を
求
め
る
こ
と
は
、
市
町
村
の
動
き
を
促
す
う
え
で
有
効

で
あ
る
。

　

②
企
業
な
ど
に
よ
る
利
用

　

企
業
で
は
最
近
、
商
品
の
復
刻
版
な
ど
を
発
売
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
地

元
企
業
や
商
店
街
な
ど
が
古
い
記
録
を
活
用
し
て
、
地
元
へ
の
密
着
度
や
企
業

文
化
の
独
自
性
な
ど
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
自
治

体
側
も
、
多
様
な
情
報
を
含
む
公
文
書
を
保
持
す
る
機
関
と
し
て
、
様
々
な
機

会
を
捉
え
て
地
元
住
民
や
企
業
の
記
録
を
保
存
し
活
用
す
る
意
識
を
持
つ
べ
き

で
あ
る
。

　

③
地
域
活
動
へ
の
利
用

　

地
域
の
行
事
や
祭
礼
な
ど
と
関
連
し
た
資
料
は
、
公
文
書
の
中
に
多
い
。
町

お
こ
し
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
は
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
に
は
行
政

が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。行
政
の
動
き
だ
け
で
は
な
く
、

地
域
の
成
り
立
ち
や
過
去
の
反
省
な
ど
を
今
後
の
町
お
こ
し
な
ど
に
活
か
し
て

い
く
、
と
い
う
発
想
で
公
文
書
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
地
域
活
動
に
と
っ
て
有

効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
地
域
の
祭
礼
な
ど
は
明
治
以
降
に
そ
の
形
態
を
変
化
さ
せ
た
例
も
多
い
。

途
絶
し
た
祭
り
が
最
近
に
な
っ
て
復
活
し
た
こ
と
も
あ
る
。
地
域
の
祭
礼
な
ど

は
前
近
代
か
ら
の
歴
史
を
持
つ
も
の
が
多
い
が
、
明
治
以
降
の
資
料
を
住
民
に

活
用
し
て
も
ら
う
よ
う
、
市
町
村
の
側
か
ら
も
情
報
提
供
を
行
い
、
住
民
の
資

料
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
。

　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

秋
田
県
で
は
人
口
減
少
が
続
き
、
限
界
集
落
と
い
う
呼
ば
れ
方
を
さ
れ
る
地

域
も
増
え
て
き
た
。
広
域
合
併
が
個
々
の
集
落
、
地
域
を
潰
す
機
会
に
な
っ
て

は
な
ら
な
い
と
思
う
し
、
市
町
村
合
併
が
旧
市
町
村
の
地
域
の
風
土
や
文
化
、

歴
史
、
行
政
の
継
続
性
と
一
貫
性
、
そ
し
て
何
よ
り
そ
こ
に
住
む
人
々
の
権
利

を
記
し
た
公
文
書
を
失
わ
せ
る
機
会
に
な
っ
て
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
ま
た
自
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二

市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存

立
市
町
村
に
お
い
て
も
、
な
ぜ
合
併
と
い
う
選
択
肢
で
は
な
く
、
自
立
の
道
を

選
ん
だ
の
か
、
近
い
将
来
の
住
民
に
対
す
る
説
明
責
任
が
す
で
に
発
生
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
は
市
町
村
の
努
力
は
も
と
よ
り
、
国
や
都
道
府
県
、
ま
た
住

民
自
身
が
自
ら
の
問
題
と
し
て
、
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

註

(

1)
 

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
付
「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保

 

存
に
つ
い
て
（
要
請
）
」
全
国
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会

(

2)
 

「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保
存
に
つ
い
て
（
要
請
）
」
（
総
行

 

市
第
二
十
二
号
）

(

3)
 

平
成
十
七
年
六
月
十
六
日
付
「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保
存
に

 

つ
い
て
（
要
請
）
」
（
国
公
文
第
二
三
六
号
）
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
日
付

 

「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保
存
の
適
正
化
に
つ
い
て
」
（
国
公

 

文
第
一
八
七
号
）
）

(

4)
 

平
成
十
七
年
六
月
二
十
四
日
付
「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保
存

 

の
適
正
化
に
つ
い
て
」
（
総
行
合
第
五
二
五
号
）
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
九

 

日
付
「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
に
係
る
一
層
の
推

 

進
に
つ
い
て
」
（
総
行
合
第
三
一
号
）
）

(

5)
 

「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保
存
に
つ
い
て
の
調
査
」
全
史
料
協
、

 

平
成
十
四
年
七
月
九
日
付
実
施

(

6)
 

北
海
道
立
文
書
館
、
茨
城
県
立
歴
史
館
、
栃
木
県
立
文
書
館
、
宮
城
県
公
文
書

 

館
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
、
徳
島
県
立
文
書
館
な

 

ど

(

7)
 

広
島
県
市
町
村
公
文
書
等
保
存
活
用
連
絡
協
議
会
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
市
町

 

村
合
併
と
公
文
書
保
存
」
安
野
福
平
（
「
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
」
第
七
号

 

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日　

広
島
県
立
文
書
館
）
に
詳
し
い
。

(

8)
 

「
山
口
県
文
書
館
に
お
け
る
市
町
村
合
併
に
伴
う
公
文
書
保
存
の
支
援
活
動
に

 

つ
い
て
」
吉
田
真
夫
（
「
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
」
第
三
十
二
・
三
十
三
号
）
、

 

「
鳥
取
県
に
お
け
る
市
町
村
公
文
書
管
理
の
現
状
と
課
題―

市
町
村
公
文
書
保

 

存
支
援
事
業
か
ら―

」
清
水
太
郎
（
平
成
十
六
年
度
「
鳥
取
県
立
公
文
書
館
研

 

究
紀
要
」
）

(

9)
 

国
立
公
文
書
館
「
市
町
村
合
併
時
に
お
け
る
公
文
書
等
の
保
存
に
つ
い
て
」

 
(

平
成
十
七
年
五
月
、
平
成
十
八
年
五
月)

(

10)
 

「
秋
田
県
の
人
口
と
世
帯
（
月
報
）
」
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
現
在
（
秋
田

 

県
学
術
国
際
部
調
査
統
計
課
）

(

11)
 

秋
田
県
公
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
公
表
し
て
い
る
の

 

で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

 
(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
a
k
i
t
a
.
l
g
.
j
p
/
w
w
w
/
c
o
n
t
e
n
t
s
/
1
1
4
3
4
1
9
5
6
3
1
0
3
/

 
f
i
l
e
s
/
h
o
z
o
n
0
1
e
n
q
u
.
p
d
f
)

(

12)
 

秋
田
県
市
町
村
課
で
は
合
併
市
町
村
の
行
政
組
織
を
「
本
庁
方
式
」
（
各
部
局

 

が
本
庁
に
集
中
）
と
「
分
庁
方
式
」
（
本
庁
部
局
を
旧
市
町
村
の
各
庁
舎
に
分

 

散
設
置
）
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
総
合
窓
口
方
式
」
（
旧
市
町
村
の
各
庁
舎

 

に
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
的
窓
口
の
み
を
設
置
）
と
「
総
合
支
所
方
式
」
（
総

 

合
支
所
に
企
画
部
門
や
事
業
部
門
の
各
課
を
設
置
）
を
と
っ
て
い
る
、
と
し
て

 

い
る
が
、
こ
こ
で
は
組
織
の
移
動
、
配
置
状
況
を
中
心
に
分
析
し
た
。

(

13)
 

大
仙
市
・
八
峰
町
・
井
川
町
・
大
潟
村

(

14)
 

秋
田
市
、
大
館
市
、
能
代
市
、
由
利
本
荘
市
、
横
手
市
、
に
か
ほ
市
、
三
種
町
、

 

八
郎
潟
町

(

15)
 

由
利
本
荘
市
、
横
手
市
、
に
か
ほ
市
、
三
種
町

(
16)

 

秋
田
市
な
ど

(

17)
 

秋
田
県
公
文
書
館
「
公
文
書
の
保
存
状
況
に
関
す
る
補
完
調
査
」
（
平
成
十
八

 
年
度
実
施
）
に
よ
る
。
調
査
は
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
で
行
っ
た
。
残
存
率
は
議
事

 

録
が
一
冊
で
も
残
存
し
て
い
る
市
町
村
の
数
を
、
当
時
の
自
治
体
数
か
ら
年
度

 

毎
に
割
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
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(

18)
 

註(

17)

に
同
じ
。

(
19)

 

平
成
十
六
年
七
月
十
三
日
、
新
潟
県
中
之
島
町
役
場
の
被
災
な
ど
。

(

20)
 

非
現
用
文
書
や
議
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
他
の
庁
舎
や
公
民
館
施
設
の
書
庫
に

 
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
火
災
後
、
秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
出
勤
職
員
で
火

 

災
情
報
を
共
有
。
館
長
に
報
告
後
、
関
係
各
課
と
連
絡
を
取
り
、
八
峰
町
へ
状

 

況
確
認
、
被
災
文
書
救
済
関
係
の
資
料
提
供
な
ど
を
行
っ
た
。

(

21)
 

平
成
十
九
年
度
国
立
公
文
書
館　

公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
講
義

(

22)
 

註(

8)

に
同
じ

(

23)
 

群
馬
県
立
文
書
館
『
授
業
で
使
え
る
ぐ
ん
ま
の
資
料
』
平
成
十
六
年
三
月
な
ど

　

※

　

本
稿
は
平
成
十
九
年
度
国
立
公
文
書
館
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程
修
了
研

　
　

究
論
文
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る（

公
文
書
班
専
門
員　

け
む
や
ま
ひ
で
と
し
）



六
五

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

　
　

は
じ
め
に

　

一　

大
名
手
伝
普
請
と
秋
田
藩

　

二　

秋
田
藩
の
宝
永
期
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

　

三　

幕
府
と
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
と
の
折
衝
の
実
態

　
　

お
わ
り
に

　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
十
月
、
秋
田
藩
は
幕
府
よ
り
利
根
川
・
荒
川
筋
の

普
請
役
を
命
じ
ら
れ
た
。江
戸
藩
邸
詰
の
家
老
岡
本
又
太
郎
元
朝
が
大
奉
行
を
、

そ
の
実
弟
で
大
番
頭
渋
江
十
兵
衛
光
重
が
副
奉
行
を
務
め
、
翌
二
年
四
月
に
は

終
了
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
府
軍
役
で
あ
る
大
名
手
伝
普
請
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、

大
名
手
伝
普
請
を
総
体
的
に
捉
え
た
善
積
美
恵
子
氏
、
宝
永
元
年
の
大
和
川
付

替
手
伝
普
請
に
関
し
て
は
村
田
路
人
氏
、
享
保
期
の
国
役
普
請
に
つ
い
て
は
原

昭
午
氏
、
笠
谷
和
比
古
氏
、
木
龍
克
己
氏
、
そ
し
て
、
幕
府
の
治
水
政
策
史
全

般
と
し
て
は
大
谷
貞
夫
氏
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
利
根
川
の
治
水
史

に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
あ
る
。

　

一
方
、
秋
田
藩
の
幕
府
手
伝
普
請
に
つ
い
て
は
、
軍
役
と
財
政
面
か
ら
山
口

啓
二
氏
や
昭
和
版
『
秋
田
県
史
』
で
そ
の
概
要
が
説
明
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ

り
、
特
に
宝
永
期
の
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請
に
つ
い
て
は
、
史
料
と
し
て
は

『
国
典
類
抄
』
に
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、「
岡
本
元
朝
日
記
」（
以
後

「
元
朝
日
記
」
と
す
る
。
）
に
詳
細
な
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

分
析
は
『
秋
田
県
史
』
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
秋
田
藩
に
関
す
る
こ
の

分
野
で
の
研
究
蓄
積
は
皆
無
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
前
述
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
『
佐
竹
家
譜
』
や
『
梅

津
政
景
日
記
』
（
以
後
「
政
景
日
記
」
と
す
る
。
）
の
分
析
に
よ
り
、
藩
政
前

期
に
お
け
る
秋
田
藩
の
手
伝
普
請
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、『
国
典
類
抄
』
と
「
岡

本
元
朝
日
記
」
の
分
析
に
よ
り
、
宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝

普
請
に
つ
い
て
、
特
に
幕
府
側
の
意
向
と
そ
れ
に
対
す
る
秋
田
藩
の
対
応
な
ど

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

 

―
「
岡
本
元
朝
日
記
」
の
分
析
を
中
心
に
―
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六
六

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

か
ら
、
こ
の
時
期
の
大
名
手
伝
普
請
の
実
態
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
し
、
こ

の
こ
と
を
今
回
の
問
題
設
定
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
で
は
河
川
工
事
そ
の
も
の
の
概
要
に
せ
ま
る
の
で
は
な
く
、

秋
田
藩
に
よ
る
手
伝
普
請
を
通
し
て
、
幕
府
老
中
や
側
用
人
柳
沢
吉
保
・
勘
定

奉
行
荻
原
重
秀
と
江
戸
詰
家
老
岡
本
元
朝
と
の
や
り
と
り
に
重
点
を
置
い
て
分

析
を
行
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

一　

大
名
手
伝
普
請
と
秋
田
藩

　

ま
ず
、
本
節
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
（
特
に
大
谷
貞
夫
氏
の
成
果
）
を

踏
ま
え
て
、
近
世
前
期
の
大
名
手
伝
普
請
と
秋
田
藩
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　

江
戸
幕
府
は
城
郭
・
河
川
・
寺
社
・
御
所
の
普
請
に
対
し
て
、
特
定
の
大
名

に
手
伝
を
命
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
御
手
伝
普
請
」
と
い
っ
て
い
る
。
大
名

の
幕
府
に
対
す
る
軍
役
負
担
で
あ
る
大
名
手
伝
普
請
は
、
幕
府
の
諸
普
請
工
事

の
一
部
、又
は
全
部
を
将
軍
の
家
臣
で
あ
る
大
名
に
負
担
さ
せ
る
課
役
で
あ
り
、

課
さ
れ
た
大
名
は
、
労
働
力
・
資
材
又
は
金
品
を
調
達
し
、
こ
れ
を
遂
行
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。

　

大
名
手
伝
普
請
は
す
で
に
豊
臣
政
権
下
で
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
幕
府

成
立
後
も
全
国
に
賦
課
さ
れ
、
江
戸
城
及
び
江
戸
城
下
町
の
建
設
を
は
じ
め
と

し
て
、
全
国
の
軍
事
上
・
政
治
上
重
要
な
城
郭
の
修
築
工
事
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
統
一
権
力
が
大
名
に
賦
課
し
た
普
請
役
は
、
軍
役
と
し
て
の
意
味

を
持
つ
と
同
時
に
国
役
で
も
あ
り
、
そ
の
際
大
名
は
領
国
内
の
家
臣
団
を
編
成

し
、
幕
府
「
公
儀
」
の
役
賦
課
に
対
応
で
き
る
体
制
を
固
め
て
い
っ
た
。

　

十
七
世
紀
後
半
に
は
、
社
会
・
経
済
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
夫
役
の
金
納
化

が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
大
名
手
伝
普
請
の
あ
り
方
も
変
容
し
て
い
く
が
、
土

木
工
事
は
幕
府
の
指
示
の
も
と
、
入
札
で
決
め
ら
れ
た
請
負
人
に
よ
り
進
め
ら

れ
、
大
名
は
割
り
当
て
ら
れ
た
普
請
場
に
、
監
督
の
た
め
の
家
臣
を
派
遣
す
る

の
み
で
、
代
わ
り
に
普
請
入
用
金
を
負
担
す
る
だ
け
と
な
っ
た
。

　

近
世
前
期
の
河
川
の
大
名
手
伝
普
請
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
三
河

国
矢
作
川
普
請
（
深
溝
藩
）
以
来
、
一
世
紀
の
間
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
十
月
、
幕
府
は
大
和
川
の
改
修
を
実
施
、
姫
路
藩

の
ち
明
石
藩
な
ど
五
藩
に
そ
れ
ぞ
れ
手
伝
を
命
じ
て
い
る
。

　

大
和
川
の
改
修
が
行
わ
れ
て
い
た
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
、
関
東
地
方
で

も
利
根
川
・
荒
川
の
普
請
が
計
画
さ
れ
四
大
名
に
、
続
い
て
翌
二
年
（
一
七
〇

五
）
に
も
江
戸
近
辺
の
河
川
の
普
請
が
行
わ
れ
、
白
河
藩
な
ど
五
藩
に
手
伝
普

請
が
命
じ
ら
れ
た
。

　

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十
一
月
の
富
士
山
噴
火
に
よ
り
、
武
蔵
・
相
模
・

駿
河
三
国
内
で
火
山
か
ら
の
噴
出
物
が
降
雨
と
と
も
に
泥
流
と
な
っ
て
河
川
に

堆
積
し
た
こ
と
か
ら
、
翌
五
年
（
一
七
〇
八
）
正
月
、
岡
山
藩
な
ど
五
藩
に
相

模
川
・
酒
匂
川
の
浚
い
普
請
が
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
翌
六
年
（
一
七
〇
九
）

七
月
、
津
藩
・
浜
松
藩
に
駿
河
・
相
模
両
国
の
河
川
の
手
伝
普
請
が
、
さ
ら
に
、

翌
七
年
（
一
七
一
〇
）
二
月
、
山
形
藩
な
ど
三
藩
に
相
模
国
河
川
の
手
伝
普
請

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）



六
七

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

　

そ
れ
で
は
続
い
て
、
近
世
前
期
の
秋
田
藩
の
手
伝
普
請
に
つ
い
て
概
要
を
ま

と
め
る
こ
と
に
す
る
。
慶
長
期
か
ら
慶
安
期
ま
で
の
普
請
役
を
一
覧
に
す
る
と

（
表
１
）
の
よ
う
に
な
る
が
、
ほ
と
ん
ど
断
片
的
な
史
料
し
か
な
く
、
動
員
状

況
も
財
政
負
担
も
不
明
な
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
、
『
義
宣
家
譜
』
や
「
梅
津

政
景
日
記
」
等
詳
細
な
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
事
例
に
絞
り
分
析
し
て
い
く
。

　

ま
ず
は
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
の
「
越
後
普
請
」
と
称
さ
れ
た
「
高

田
城
普
請
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
幕
府
は
東
国
の
諸
大
名
に
対
し
て
、
同
年

三
月
三
日
に
命
じ
て
お
り
、
秋
田
藩
に
お
い
て
も
藩
主
義
宣
自
ら
越
後
高
田
に

赴
き
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て
い
る
（
『
佐
竹
家
譜
』
上　

第
二
十
一
世
義
宣　

慶

長
十
九
年
四
月
六
日
条
）
。

　

陣
容
は
芦
名
主
計
義
勝
・
佐
竹
左
衛
門
義
種
・
佐
竹
将
監
義
賢
・
小
場
式
部

義
成
・
石
塚
大
膳
義
辰
・
茂
木
筑
後
治
良
・
真
壁
右
衛
門
重
幹
・
今
宮
摂
津
道

義
・
梅
津
半
右
衛
門
憲
忠
等
で
構
成
（
但
し
、
佐
竹
義
種
は
病
気
の
た
め
帰
秋
。

又
、
物
頭
・
一
騎
・
駄
輩
・
馬
添
等
の
名
は
記
さ
れ
ず
。
）
さ
れ
、
米
・
大
豆

請
取
払
役
は
藤
作
喜
右
衛
門
・
石
井
靱
負
、
敦
賀
に
て
軍
役
板
料
銀
請
取
払
役

は
菅
谷
隼
人
（
上
下
十
人
）
・
江
間
主
典
・
武
石
助
之
允
（
各
上
下
四
人
）
、

足
軽
二
人
、
小
屋
料
銀
請
取
払
役
は
片
岡
縫
殿
助
、
台
所
役
は
小
野
崎
太
郎
左

衛
門
、
片
岡
蔵
人
、
他
に
上
館
与
兵
衛
・
田
中
治
右
衛
門
・
塙
治
部
左
衛
門
・

石
井
弥
右
衛
門
・
助
川
小
右
衛
門
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
末
に
大
坂
冬
の
陣

が
あ
り
、
秋
田
藩
も
出
陣
す
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
軍
事
動
員
に
匹
敵
す
る
よ

う
な
一
門
・
重
臣
を
中
心
と
し
た
陣
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
の
「
江
戸
城
二
ノ
丸
普
請
」
に
つ
い
て
み

て
い
く
。
前
年
元
和
五

年
末
、
江
戸
参
勤
中
の

藩
主
義
宣
は
、
江
戸
城

二
ノ
丸
は
奥
州
の
大
名

が
担
当
す
る
と
の
情
報

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま

だ
幕
府
か
ら
催
促
は
無

い
が
、
あ
ら
か
じ
め
動

員
を
命
じ
（
「
政
景
日

記
」
元
和
六
年
一
月
十

一
日
条
）
て
お
り
、
国

元
で
梅
津
政
景
が
対
応

し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
普
請
人
足
と
し
て
江

戸
御
供
の
ほ
か
、
蔵
入

地
・
知
行
地
を
問
わ
ず

一
五
〇
石
に
付
一
人
の

人
足
（
持
道
具
と
し
て

鍬
一
丁
ず
つ
）、ま
た
、

在
郷
の
足
軽
三
〇
〇
人

を
集
め
る
よ
う
命
じ
て

＜表１＞近世前期の秋田藩の手伝普請

＞典出＜容内役請普暦西号年
慶長１２年 1607 「江戸普請」と称された江戸城修築普請 山口論文
慶長１４年 1609 「海上普請」と称された銚子舟入普請 羽陰史略 山口論文 県史

史県請普裏禁9061年６１長慶
慶長１９年 1614 「越後普請」と称された高田城築城普請 義宣家譜 羽陰史略 山口論文

史県略史陰羽請普門御沼蓮戸江8161年４　和元

元和　６年 1620 江戸城二ノ丸普請（沙汰無し）
江戸城一橋御門普請

政景日記 羽陰史略 県史

寛永 元年 1624 小田原石垣普請（沙汰無し） 義宣家譜 政景日記
寛永　６年 1629 江戸神田橋・麹町後虎口石垣普請 義隆家譜 政景日記 羽陰史略
寛永　７年 1630 江戸神田橋川上堀の漏水箇所修繕 義宣家譜 政景日記
寛永　８年 1631 江戸神田橋瀧口の漏水箇所普請 義宣家譜 政景日記 羽陰史略
寛永　９年 1632 江戸城北の丸破損修繕 羽陰史略
寛永１３年 1636 赤坂瑠池普請（江戸御堀浚・石垣普請） 義隆家譜 羽陰史略 県史

史県年紀藩秋記日景政請普堀7361年４１永寛
正保　２年 1645 赤坂御門際より吉祥寺下水道迄堀浚 義隆家譜 羽陰史略 県史

史県請普堀9461年２　安慶



六
八

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

い
る
。
但
し
、
在
郷
の
足
軽
三
〇
〇
人
に
つ
い
て
は
、
去
年
参
勤
し
た
足
軽
や

境
目
御
番
を
差
し
引
い
た
二
九
〇
人
と
、
江
戸
参
勤
の
御
供
を
勤
め
な
か
っ
た

者
一
〇
人
の
合
わ
せ
て
三
〇
〇
人
を
御
登
衆
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
う
し
て
人
足
合
計
一
，
二
六
五
人
を
書
き
立
て
、
在
郷
足
軽
の
目
録
も
合

わ
せ
て
提
出
し
た
。
ま
た
、
普
請
の
綱
の
た
め
の
青
麻
を
仙
北
・
阿
仁
・
比
内

と
久
保
田
町
で
調
達
し
た
こ
と
も
報
告
し
て
い
る
。

　

こ
の
普
請
人
足
の
扶
持
割
の
際
、
政
景
が
慶
長
十
九
年
の
越
後
高
田
城
普
請

時
の
御
蔵
帳
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
渋
江
内
膳
政
光
の
見
積
も
り
に
よ
れ
ば
、
米

で
参
勤
往
復
二
十
日
分
は
一
日
一
升
ず
つ
、
越
後
滞
在
十
日
分
は
一
日
七
合
五

勺
ず
つ
、
都
合
三
十
日
分
の
朝
昼
晩
三
度
扶
持
方
と
し
て
、
米
二
斗
七
升
五
合
、

銀
に
し
て
二
匁
七
分
五
厘
（
但
一
斗
に
付
一
匁
直
し
）
と
あ
り
（
同
年
一
月
十

五
日
条
）
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
見
積
も
り
を
立
て
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の

割
合
で
人
足
扶
持
方
を
算
出
す
る
と
、
三
四
七
石
八
斗
七
升
五
合
、
銀
に
し
て

三
貫
四
七
八
匁
七
分
五
厘
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
普
請
中
止
の
情
報
か
ら
人
足
触
は
無
用
（
同
一
月
二
十
日
条
）

と
な
り
、
二
月
に
は
江
戸
に
残
さ
れ
た
者
も
帰
国
（
同
二
月
十
八
日
条
）
し
て

い
る
。
結
局
、
こ
の
江
戸
城
二
ノ
丸
普
請
に
つ
い
て
幕
府
は
、
米
沢
藩
上
杉
氏

・
仙
台
藩
伊
達
氏
・
会
津
藩
蒲
生
氏
・
山
形
藩

上
氏
に
は
催
促
し
た
が
、
秋

田
藩
に
は
催
促
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
義
宣
は
、
材
木

調
達
の
要
請
が
あ
る
こ
と
を
心
配
し
て
、
舟
の
用
意
を
し
て
お
く
よ
う
に
命
じ

て
（
同
二
月
二
十
五
日
条
）
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
実
は
、
関
ヶ
原
後
に
懲
罰
的
な
国
替
を
命
じ
ら
れ
た
秋
田
藩
に

と
っ
て
、
幕
府
の
動
向
に
は
敏
感
で
あ
り
、
過
剰
な
ま
で
に
忠
勤
を
励
む
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
、
従
来
の
一
般
的
な
見
方
と
し
て
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
ま
だ
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
「
役
」
を
通
し
た
幕
府
と
藩
と
の
関

係
が
明
確
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

続
い
て
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
「
小
田
原
石
垣
普
請
」
に
つ
い
て
み

て
い
く
。
同
年
、
大
御
所
秀
忠
が
小
田
原
を
御
閑
居
所
と
す
る
た
め
に
、
来
春

小
田
原
普
請
を
奥
羽
諸
大
名
に
命
じ
る
と
の
情
報
を
細
川
越
中
守
忠
利
よ
り
伝

え
ら
れ
、
江
戸
藩
邸
の
留
守
居
信
太
兵
部
が
石
場
を
案
内
さ
れ
、
現
地
の
肝
煎

百
姓
に
引
き
合
わ
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
国
元
の
義
宣
は
、
「
今
回
の
普
請
は
で
き
れ
ば
辞
退
し
た
い
が
、

正
式
に
決
定
す
れ
ば
秋
田
藩
も
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

元
々
秋
田
に
居
た
者
（
百
姓
）
も
常
陸
か
ら
来
た
侍
も
『
石
垣
普
請
』
は
不
案

内
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
『
御
堀
普
請
』
か
『
御
引
普
請
』
か
い
ず
れ
に
し
て
も

『
土
普
請
』
を
命
じ
て
ほ
し
い
旨
幕
府
へ
依
頼
す
る
よ
う
。
願
い
が
叶
わ
ず
『
石

垣
普
請
』
に
決
ま
れ
ば
、
そ
の
道
具
等
を
調
達
す
る
よ
う
に
。
」
と
政
景
に
急

ぎ
江
戸
へ
登
り
準
備
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
但
し
、
義
宣
は
細
川
忠
利
に

情
報
提
供
へ
の
礼
状
を
出
し
つ
つ
、
江
戸
藩
邸
の
留
守
居
信
太
兵
部
へ
は
、
幕

府
の
年
寄
衆
土
井
大
炊
頭
利
勝
や
江
戸
町
奉
行
嶋
田
次
兵
衛
利
正
か
ら
の
正
式

な
指
示
が
無
い
う
ち
は
勝
手
に
動
い
て
は
い
け
な
い
と
命
じ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
細
川
の
案
内
で
石
場
を
見
に
行
っ
た
こ
と
を
叱
責
し
て
い
る
（
「
政

景
日
記
」
寛
永
元
年
七
月
二
十
五
日
条
）
。

　

江
戸
に
到
着
し
た
政
景
は
嶋
田
利
正
に
会
い
義
宣
の
意
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
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「
家
光
や
幕
閣
か
ら
は
一
切
指
示
は
無
い
が
、
西
国
大
名
は
京
・
大
坂
の
普
請

を
行
っ
て
お
り
、
今
回
の
小
田
原
普
請
は
関
東
・
奥
州
の
大
名
が
担
当
す
べ
き

で
あ
り
、
秋
田
藩
も
出
願
す
べ
き
だ
。
も
し
、
石
垣
普
請
な
ら
ば
、
二
十
間
・

三
十
間
割
り
で
あ
ろ
う
が
、
義
宣
の
意
向
に
つ
い
て
は
土
井
利
勝
と
内
談
す

る
。
」
（
同
年
八
月
五
日
条
）
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

結
果
と
し
て
、
ま
た
し
て
も
秋
田
藩
に
は
命
令
が
無
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
点
は
、
幕
府
公
儀
と
し
て
は
義
宣
（
秋
田
藩
）
の
身
上
は
、
「
御

普
請
被
遊
候
身
上
ニ
候
へ
ハ
、
被
仰
上
候
て
可
然
候
」
（
同
年
同
日
条
）
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
各
大
名
は
家
格
（
軍
役
高
）
が
決
ま
っ
て
い
て
、
公
儀

の
手
伝
普
請
役
は
、
幕
府
か
ら
外
様
大
名
勢
力
削
減
の
た
め
に
一
方
的
に
押
し

つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
儀
国
家
を
構
成
す
る
藩
が
そ
の
家
格
（
軍
役

高
）
に
基
づ
い
て
当
然
負
担
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
当
時
は
認
識
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

  

ま
た
、
「
政
景
日
記
」
の
記
事
に
よ
る
と
、
幕
府
と
の
関
係
（
公
儀
へ
の
奉

公
）
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
幕
府
の
意
向
に
つ
い
て
は
、
外
様
大
名
で
は
幕
府

と
関
係
の
深
い
細
川
家
、
幕
臣
で
は
徳
川
家
康
側
近
で
御
使
番
嶋
田
次
兵
衛
重

次
と
そ
の
子
で
秀
忠
側
近
の
江
戸
町
奉
行
嶋
田
次
兵
衛
利
正
な
ど
か
ら
江
戸
藩

邸
の
留
守
居
信
太
兵
部
ら
が
情
報
を
得
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
秋
田
藩
に
お
け

る
幕
府
か
ら
の
情
報
収
集
の
あ
り
方
が
伺
え
る
。

  

最
後
に
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
「
江
戸
神
田
橋
・
麹
町
後
虎
口
石
垣

普
請
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
前
年
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
十
一
月
、
来
春

か
ら
の
江
戸
神
田
橋
麹
町
後
虎
口
の
石
垣
普
請
の
知
ら
せ
（
「
政
景
日
記
」
寛

永
五
年
十
一
月
朔
日
条
）
が
あ
り
、
秋
田
藩
に
も
命
じ
ら
れ
（
同
年
十
一
月
十

九
日
条
）
、
普
請
道
具
の
調
達
等
の
準
備
の
た
め
、
岡
三
郎
兵
衛
忠
政
・
菅
谷

隼
人
元
世
、
そ
の
ほ
か
不
肖
衆
六
人
が
江
戸
に
派
遣
（
同
年
十
一
月
二
十
九
日

・
十
二
月
四
日
条
）
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

  

そ
こ
で
、十
二
月
六
日
梅
津
政
景
は
兄
で
家
老
の
半
右
衛
門
憲
忠
の
屋
敷
で
、

給
人
は
一
〇
〇
石
に
付
一
人
役
・
蔵
入
（
扶
持
方
）
は
二
〇
〇
石
に
付
一
人
役

と
し
て
普
請
の
人
足
割
り
を
行
い
、
翌
七
日
に
催
促
状
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、

九
日
に
は
幕
府
年
寄
衆
よ
り
正
式
に
「
御
普
請
御
触
状
」
が
届
い
て
い
る
（
同

年
十
二
月
六
日
・
七
日
・
九
日
条
）
。

  

翌
六
年
一
月
、
藩
主
義
宣
は
普
請
人
足
の
江
戸
登
り
に
つ
い
て
、
家
人
で
あ

っ
て
も
百
姓
で
あ
っ
て
も
脇
差
し
を
指
さ
せ
、
衣
装
は
見
苦
し
く
な
い
よ
う
に

さ
せ
る
よ
う
（
同
六
年
一
月
八
日
条
）
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
元

和
三
年
（
一
六
一
七
）
六
月
の
上
洛
御
供
に
際
し
て
の
「
馬
乗
拵
の
触
」
に
も

同
様
な
こ
と
が
見
ら
れ
る
こ
と
（
同
元
和
三
年
三
月
十
九
日
条
）
か
ら
、
普
請

役
で
の
江
戸
登
り
の
軍
装
が
、
参
勤
・
上
洛
御
供
の
場
合
と
同
様
の
重
要
性
を

も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

  

普
請
人
足
の
手
間
銀
に
つ
い
て
は
、
蔵
入
地
の
村
か
ら
二
〇
〇
石
一
人
役
で

人
足
を
立
て
た
場
合
は
極
印
銀
一
〇
〇
目
に
定
め
た
の
で
、
百
姓
を
人
足
に
立

て
た
場
合
は
、
給
人
よ
り
五
〇
目
・
一
〇
〇
石
の
百
姓
よ
り
五
〇
目
で
立
て
る

よ
う
に
と
の
指
示
（
同
七
年
一
月
十
六
日
条
）
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
月

八
日
に
は
「
普
請
の
法
度
書
」
を
重
臣
が
吟
味
し
義
宣
が
決
裁
し
た
う
え
で
定

め
て
い
る
（
同
二
月
八
日
条
）
。
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さ
て
、
こ
の
普
請
で
の
秋
田
藩
の
担
当
場
所
は
、
大
御
所
秀
忠
の
配
慮
に
よ

り
、
上
屋
敷
（
当
時
は
神
田
）
近
く
の
勝
手
の
よ
い
神
田
橋
を
普
請
奉
行
よ
り

割
り
当
て
ら
れ
、
早
速
土
井
利
勝
・
嶋
田
利
正
に
礼
状
を
出
し
て
（
同
閏
二
月

二
日
条
）
い
る
。
こ
う
し
て
普
請
が
始
ま
っ
た
が
、
四
月
十
六
日
に
は
秀
忠
が

神
田
橋
町
場
へ
出
、
普
請
の
様
子
を
見
て
、
「
石
垣
見
事
ニ
出
来
候
と
被
仰
出

候
」
と
機
嫌
良
く
賞
賛
し
た
と
の
こ
と
で
、
若
殿
（
義
隆
）
も
御
目
見
し
、
小

場
式
部
義
成
・
梅
津
半
右
衛
門
憲
忠
も
御
前
に
召
し
出
さ
れ
（
同
四
月
二
十
二

日
条
）
て
い
る
。
ま
た
、
四
月
二
十
二
日
に
は
、
将
軍
家
光
が
日
光
か
ら
の
帰

り
に
神
田
橋
普
請
場
を
通
っ
た
際
、
普
請
人
足
扶
持
方
と
し
て
、
軍
役
人
数
一

杯
ず
つ
拝
領
（
同
二
十
八
日
条
）
し
て
い
る
。

　

神
田
橋
の
石
垣
普
請
は
五
月
中
に
は
終
了
し
た
が
、
次
に
麹
町
後
虎
口
よ
り

北
方
の
石
垣
高
さ
三
間
・
横
七
十
二
間
の
二
番
普
請
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
以

前
送
っ
た
銀
三
二
〇
貫
目
で
は
足
り
な
い
の
で
、
改
め
て
一
〇
〇
貫
目
程
追
加

送
金
す
る
よ
う
家
老
梅
津
憲
忠
よ
り
国
元
へ
指
示
が
あ
り
（
同
六
月
一
日

条
）
、
予
想
以
上
に
費
用
が
か
さ
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
普
請
も
七
月
十
二
日
に
は
完
了
（
同
七
月
十
三
日
条
）
し
役
を
果
た
し

終
え
る
の
で
あ
っ
た
が
、
八
月
八
日
に
は
、
小
場
義
成
・
梅
津
憲
忠
・
菅
谷
元

世
・
岡
忠
政
が
、
秀
忠
・
家
光
に
謁
し
、
「
御
服
」
を
拝
領
（
同
八
月
十
八
日

条
）
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
御
進
上
蝋
燭
千
丁
（
但
百
目
懸
百
丁
入
に

十
箱
拵
）
、
鮭
七
十
尺
（
秀
忠
・
家
光
へ
二
十
本
宛
、
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝

・
嶋
田
利
正
へ
十
本
宛
）
、
小
袖
三
十
（
普
請
奉
行
衆
へ
）
等
の
進
物
の
用
意

を
さ
せ
て
い
る
な
ど
、
大
御
所
・
将
軍
・
幕
閣
へ
の
念
入
り
な
配
慮
も
忘
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
『
国
典
類
抄
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
江
戸
御
登
衆
は
（
表
２
）

の
通
り
で
あ
り
、
御
代
官
の
一
門
小
場
式
部
義
成
・
家
老
梅
津
半
右
衛
門
憲
忠

が
指
揮
し
、
普
請
奉
行
と
し
て
菅
谷
隼
人
・
岡
三
郎
兵
衛
の
二
人
が
あ
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
足
軽
大
将
（
代
人
又
は
奉
行
が
率
い
る
場
合
有
り
）
の
下
、
久
保
田

三
〇
六
人
・
在
郷
三
七
四
人
の
合
計
六
八
一
人
で
あ
り
、
そ
の
他
憲
忠
同
道
の

（
14
）

＜表２＞
寛永６年（１６２９）江戸神田橋・麹町後虎口石垣普請登衆一覧

御代官　　　小場式部
御家老　　　梅津半右衛門
御普請奉行　菅谷隼人・岡三郎兵衛

人数足　軽　大　将 人数
宇留野源兵衛 26 今宮勘解由 14
中川宮内 26 （奉行　石井庄兵衛）
真崎長右衛門 25 今宮又三郎 16
信太内蔵助 56 刈和野　足軽 86
人見九右衛門 26 （奉行　古沢助之丞
高屋五左衛門 17 　奉行　町田半兵衛）
川井平右衛門 56 羽黒　足軽 69
小野崎太郎左衛門 26 （奉行　斑目作右衛門
山方内匠 26 　奉行　迎十右衛門）
大山孫左衛門 26 檜山　足軽 30
梅津半右衛門 15 （奉行　石井助之丞）
山県清右衛門 19 大館　足軽 30
(高屋五左衛門召連登） （奉行　田村勘右衛門）
湯沢　御足軽 52 十二所　足軽 40
（奉行　鹿子玄蕃） （奉行　岡本采女）
計６８１人（内３０６人久保田・３７４人在郷）
請取　今井頼母・橋本五郎左衛門
梅津半右衛門同道１９人
小林忠右衛門・石井嘉左衛門・厚木六之丞・杉村又左衛門・
清水勘六・桜田金左衛門・赤津惣兵衛・小林藤七・真崎九助・
大和田兵右衛門・黒沢源兵衛・（割役人）鈴木三右衛門・
（割役人）石井吉右衛門・根本市郎右衛門・国安七右衛門・
（御扶持方渡役）大縄七右衛門・川尻牛之助

＜出典＞「山方太郎左衛門泰純所持」
　　　（『国典類抄』第１０巻　軍部全　ｐ７２３～ｐ７２４）
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役
人
一
九
人
の
体
制
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
藩
は
か
な
り
詳
細
な
規
定
を
設
け
て

家
臣
や
百
姓
に
負
担
を
課
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
幕
府
に
よ
る
大
名
手
伝
普
請
に
お
け
る
動
員
の
費
用
は
、
藩

財
政
の
み
な
ら
ず
家
臣
に
と
っ
て
も
極
め
て
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
が
、
幕
藩

制
国
家
を
構
成
す
る
秋
田
藩
に
と
っ
て
、
公
儀
の
大
名
手
伝
普
請
は
遂
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
（
＝
身
上
）
と
考
え
ら
れ
、
領
国
支
配
を
確
立
し
て
い

き
、
か
つ
堂
々
た
る
家
格
・
権
威
を
示
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
奉
公

を
確
実
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
で
、
幕
府
と
の
関
係
を
円
滑
・
有
利
に
し
て
い

く
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

二　

秋
田
藩
の
宝
永
期
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

　

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
は
六
月
十
五
日
か
ら
七
月
三
日
に
か
け
て
、
江
戸

近
辺
に
大
水
が
あ
り
、
利
根
川
が
増
水
し
猿
股
の
堤
防
が
決
壊
し
て
、
下
総
国

古
河
か
ら
行
徳
、
千
住
・
浅
草
あ
た
り
ま
で
一
帯
に
わ
た
る
近
年
に
無
い
洪
水

（
「
元
朝
日
記
」
宝
永
元
年
七
月
一
日
～
九
日
条
）
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
破

壊
さ
れ
た
堤
防
や
用
悪
水
施
設
の
復
旧
が
目
的
で
大
名
に
手
伝
普
請
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

秋
田
藩
江
戸
上
屋
敷
に
幕
府
老
中
土
屋
相
模
守
政
直
よ
り
老
中
連
署
の
奉
書

が
届
き
、
明
朝
の
登
城
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
藩
邸
内
御
用
部
屋
で

は
、
本
方
奉
行
沢
畑
市
郎
右
衛
門
や
副
役
酒
寄
弥
兵
衛
ら
が
、
明
日
の
御
用
は

何
事
で
あ
る
か
、
多
分
「
御
普
請
」
で
は
な
い
か
と
気
を
揉
ん
で
お
り
、
早
く

も
そ
の
普
請
費
用
の
心
配
を
し
て
い
る
（
同
年
十
月
二
十
日
条
）
。

　

翌
日
、
藩
主
義
格
は
叔
父
の
佐
竹
壱
岐
守
義
長
（
分
家
二
万
石
）
同
道
の
上

登
城
し
、
「
利
根
川
・
新
川
（
荒
川
）
之
川
筋
御
普
請
御
手
伝
」
を
命
じ
ら
れ

た
。
相
役
は
松
平
土
佐
守
（
山
内
豊
房
＝
土
佐
国
高
知
藩
二
〇
万
二
六
〇
〇

石
）
・
松
平
隼
人
正
（
松
平
近
朝
＝
出
雲
国
広
瀬
藩
三
万
石
）
・
相
良
志
摩
守

（
相
良
頼
福
＝
肥
後
国
人
吉
藩
二
万
二
一
〇
〇
石
）
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
の
晩
に
、
壱
岐
守
義
長
・
佐
竹
式
部
少
輔
義
都
（
分
家
一
万
石
）
同

席
の
も
と
、
今
回
の
「
普
請
御
用
」
に
つ
い
て
、
大
奉
行
は
国
元
の
家
老
梅
津

半
右
衛
門
忠
昭
、
元
締
役
は
本
方
奉
行
寺
崎
弥
左
衛
門
と
勘
定
奉
行
の
内
の
一

人
を
命
じ
る
意
向
が
示
さ
れ
た
。
実
際
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
江
戸
詰
の
家
老

渋
江
内
膳
処
光
や
岡
本
又
太
郎
元
朝
は
、
「
江
戸
城
石
垣
普
請
の
よ
う
な
石
切

大
工
等
の
計
画
と
は
違
い
、
今
回
は
検
地
役
に
よ
る
人
足
の
人
数
や
木
土
の
積

算
が
必
要
な
の
で
、
秋
田
か
ら
役
人
が
来
な
い
う
ち
す
ぐ
に
は
普
請
工
事
に
取

り
か
か
れ
な
い
。
ま
た
、
普
請
現
場
は
江
戸
か
ら
二
・
三
日
離
れ
た
場
所
に
あ

る
た
め
、
役
人
・
人
足
の
宿
泊
場
所
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
物
頭
・

足
軽
・
中
間
は
火
消
役
か
ら
は
ず
れ
た
の
で
余
裕
は
あ
る
が
、
そ
の
他
の
侍
は

現
在
勤
務
し
て
い
る
も
の
を
除
け
ば
手
の
明
い
て
い
る
者
は
い
な
い
。
だ
か

ら
、
ど
う
し
て
も
秋
田
よ
り
普
請
の
人
員
が
来
な
け
れ
ば
取
り
か
か
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
担
当
老
中
秋
元
但
馬
守
喬
知
や
勘
定
奉
行
荻

原
近
江
守
重
秀
に
内
々
に
相
談
す
る
こ
と
を
上
申
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
荻
原

に
は
秋
田
藩
お
抱
え
絵
師
平
野
喜
伯
（
益
信
）
を
、
秋
元
に
は
留
守
居
下
山
田

新
五
郎
を
遣
わ
す
こ
と
と
な
っ
た
（
同
二
十
一
日
条
）
。
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下
山
田
が
秋
元
に
伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
用
意
が
出
来
次
第
取
り
か
か
る

よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
指
示
は
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
詳

細
な
指
示
は
荻
原
か
ら
受
け
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
喜
伯
を
通

し
て
荻
原
に
秋
田
藩
の
事
情
を
説
明
し
た
。
一
方
、
秋
元
の
意
向
は
年
内
着
手

と
の
感
触
か
ら
、
国
元
へ
は
催
促
を
し
な
が
ら
、
秋
元
・
土
屋
の
両
老
中
に

は
、
着
手
延
期
の
お
願
い
を
し
て
い
る
（
同
二
十
二
日
条
）
。

  

下
山
田
は
今
回
拝
命
の
四
藩
留
守
居
と
相
談
の
上
、
費
用
・
人
数
・
家
臣
陪

臣
の
装
束
ま
で
書
付
に
ま
と
め
（
同
二
十
三
日
条
）
荻
原
に
提
出
し
相
談
し
た

と
こ
ろ
、
荻
原
か
ら
は
具
体
的
な
人
数
の
指
示
は
な
く
、
も
し
秋
元
か
ら
尋
ね

ら
れ
た
場
合
は
、
荻
原
の
指
示
で
控
え
て
い
る
旨
答
え
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
う
し
た
荻
原
の
は
っ
き
り
し
な
い
対
応
に
は
元
朝
も
そ
の
真
意
を
掴

み
か
ね
て
い
る
（
同
二
十
四
日
条
）
。

  

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
、
秋
田
藩
で
は
従
来
通
り
の
藩
が
家

臣
や
人
足
を
動
員
し
て
行
う
形
式
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

  

今
回
の
普
請
に
あ
た
っ
て
、
当
初
国
元
秋
田
へ
は
（
表
３
）
の
よ
う
に
江
戸

登
衆
を
命
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
は
、
今
回
普
請
場
の
引

渡
の
際
に
も
し
家
老
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
誰
を
派
遣
し
た

ら
よ
い
の
か
壱
岐
守
義
長
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
と
り
あ
え
ず
、
家
老
か

ら
は
元
朝
を
、
大
番
頭
か
ら
は
細
井
伝
右
衛
門
を
派
遣
す
る
よ
う
に
と

の
指
示
（
同
十
一
月
二
日
条
）
が
あ
っ
た
。

  

ま
た
、
荻
原
か
ら
は
手
伝
大
名
の
無
駄
な
出
費
を
お
さ
え
る
た
め
、
総

費
用
の
見
積
も
り
を
た
て
て
入
札
に
か
け
、
安
い
方
へ
落
札
さ
せ
る
。
そ

う
す
る
と
動
員
人
数
も
そ
れ
ほ
ど
必
要
な
く
、代
官
衆
か
ら
大
奉
行
六
人
、

そ
の
手
代
（
家
臣
）
を
小
奉
行
と
し
て
出
さ
せ
、
手
伝
大
名
か
ら
は
な
る

べ
く
軽
輩
を
派
遣
さ
せ
る
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
江
戸
藩
邸
に

お
い
て
は
、
国
元
家
臣
の
江
戸
登
を
中
止
す
る
（
同
四
日
条
）
こ
と
を
決

定
し
た
。

  
こ
の
段
階
に
な
り
、
今
回
は
こ
れ
ま
で
の
手
伝
普
請
の
形
式
と
違
い
、

入
札
で
請
負
人
を
決
め
、
大
名
は
割
り
当
て
費
用
を
負
担
し
、
現
地
へ
は

家
臣
を
派
遣
し
監
督
す
る
形
式
で
行
う
方
針
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

＜表３＞利根川・荒川手伝普請のため江戸召登衆一覧

役 職 名 前 上下人数 備    考
大奉行 梅津半右衛門
添奉行 寺崎弥左衛門 15 金子４０両
添奉行 平元小一郎 15 金子５０両
大目付 清水嘉兵衛 9 金子１５両
大目付 平沢主水 9 金子１５両
副役 石川伊右衛門 9 金３０両
副役 茂呂喜左衛門 9 金３０両
御医師 伊勢三近 9 金１５両
御医師 林玄察 9 金１５両
外科 友田昌碩 江戸より
割役 清水形右衛門 5 金１５両
割役 関五郎左衛門 5 金２５両
検地 川上治兵衛 5 金２５両
検地 館岡武兵衛 5 金２５両
本方吟味役 小介川五左衛門 5 金２５両
物書 木村吉右衛門 3 金１５両
物書 栗田友右衛門 3 金１５両
御金役 折内作右衛門 7 金１５両
御金役 小室惣兵衛 7 金１５両

1書物
御扶持方渡 金五右衛門 3 金１５両
御扶持方渡 佐藤伊兵衛 3 金１５両

1書物
御雑用役 疋田太郎左衛門 江戸より
御雑用役 小室権之丞 江戸より
物書 土肥新兵衛

＜出典＞「山方太郎左衛門泰護大御番頭勤中日記」（『国典類抄』第１０巻　軍部全　ｐ７４５～ｐ７４６）

御普請小奉行
笹嶋長左衛門・秋山長右衛門・茂木伝之丞・奈良喜兵衛・
大川六郎右衛門・斎藤弥一兵衛・岩間六右衛門・大山三右衛門・
篠田喜右衛門・沢畑伝之丞・西野円左衛門・黒子孫助・富岡善七・
飯塚与右衛門・湊伊兵衛・石川善左衛門・高畑今右衛門・浅野宅右衛門・
吉田権右衛門・豊田弥五右衛門・岩屋弥兵衛・飛田粂左衛門
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そ
こ
で
、
十
一
月
十
日
、
幕
閣
に
今
回
の
普
請
役
拝
命
へ
の
御
礼
の
挨
拶
を

し
（
同
十
日
条
）
、
高
知
藩
と
の
相
談
の
う
え
人
数
を
合
わ
せ
、
幕
府
に
（
表

４
）
の
よ
う
な
秋
田
藩
の
普
請
担
当
者
を
報
告
し
て
い
る
。
詳
細
な
普
請
担
当

の
陣
容
は
、
後
の
褒
賞
記
録
（
『
国
典
類
抄
』
）
か
ら
ま
と
め
る
と
、
（
表
５
）

の
よ
う
に
な
る
が
、
大
奉
行
以
下
合
計
一
八
一
人
で
あ
り
、
後
の
寛
保
年
間
の

萩
藩
一
，
三
九
二
人
・
岡
山
藩
一
，
二
二
四
人
の
事
例
と
比
較
し
て
も
極
め
て

少
人
数
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
国
元
秋
田
の
筆
頭
家
老
梅
津
忠
昭
の
起
用
は
見

送
ら
れ
、
大
奉
行
に
は
江
戸
藩
邸
詰
家
老
岡
本
元
朝
、
副
奉
行
に
は
同
じ
く
江

戸
藩
邸
詰
大
番
頭
渋
江
光
重
が
起
用
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
幕
府
側
の
担
当
者
は
、
勘
定
奉
行
荻
原
近
江
守
重
秀
と
目
付
伊
勢
平

八
郎
貞
敕
指
揮
の
も
と
、
代
官
衆
は
関
東
郡
代
伊
奈
半
左
衛
門
忠
順
・
代
官
今

井
九
右
衛
門
兼
直
・
平
岡
三
郎
右
衛
門
尚
宣
・
諸
星
内
蔵
助
同
政
・
小
長
谷
勘

左
衛
門
正
綱
・
比
企
長
左
衛
門
某
の
六
名
（
同
七
日
条
）
で
あ
り
、
さ
っ
そ
く

進
物
を
持
参
し
、
挨
拶
を
し
て
い

る
（
同
十
二
日
・
十
三
日
条
）
。

　

そ
の
幕
府
代
官
今
井
九
右
衛
門

出
入
り
の
江
戸
町
人
の
情
報
に
よ

る
と
、今
回
秋
田
藩
は
荒
川
筋
の
、

ま
た
、
高
知
藩
は
利
根
川
筋
の
担

当
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
中

間
等
を
荒
川
筋
へ
派
遣
し
て
、
絵

図
に
よ
る
報
告
を
さ
せ
て
い
る

（
同
二
十
七
日
・
十
二
月
五
日
条
）
。
ま
た
、
平
野
喜
伯
が
荻
原
重
秀
に
、
元

朝
が
今
回
の
普
請
の
費
用
に
つ
い
て
情
報
が
無
い
た
め
心
配
し
て
い
る
こ
と
を

相
談
し
た
と
こ
ろ
、
荻
原
は
、
世
間
で
は
実
際
は
そ
の
半
分
で
も
、
三
倍
は
必

要
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
（
同
十
二
月
朔

日
条
）
と
の
返
事
が
あ
り
、
情
報
が
錯
綜
し
、
江
戸
藩
邸
で
も
気
を
揉
ん
で
い

る
様
子
が
伺
え
る
。

　

年
末
に
な
り
荻
原
か
ら
、入
札
等
の
準
備
の
た
め
す
ぐ
に
は
取
り
か
か
れ
ず
、

＜表４＞
幕府提出の秋田藩「御普請御用懸」一覧

普請役職 名前 藩役職
惣奉行 岡本又太郎 家老
副奉行 渋江十兵衛 大番頭
元〆役 寺崎弥左衛門 本方奉行
元〆役 沢畑市郎右衛門 本方奉行
留守居 下山田新五郎 留守居
留守居 広瀬杢之進 留守居
御普請方 大久保民部 物頭
御普請方 中田治太夫 物頭
目付 羽石助十郎 目付
元〆副役 酒寄弥兵衛 副役

＜出典＞「朝見取纏」７月１０日条

（『国典類抄』第１０巻　軍部全　ｐ７４６～ｐ７４７）

＜表５＞利根川・荒川手伝普請「御用懸」一覧

普請役職 名前・人数 普請役職 名前・人数
大奉行 岡本又太郎 内海八右衛門
添奉行 渋江十兵衛 土野塚安之丞
元〆役 寺崎弥左衛門 林治部之助
元〆役 沢畑市郎右衛門 関権兵衛
留守居 下山田新五郎 加藤彦九郎
留守居 広瀬杢之進 高瀬伝左衛門
普請方 大久保民部 高木及兵衛
普請方 中田治太夫 角田宇一兵衛
目付 羽石助十郎 関八郎右衛門
元〆副役 酒寄弥兵衛 白坂権内

門衛右文目芦説道山井）他のそ（
門衛右九塚野土硯昌田友

助清野日毛兎久和）役味吟（　
嘉藤弥右衛門 岩堀惣助
渋谷善左衛門 宮藤伝左衛門
大越孫右衛門 日野藤内

　（金役） 疋田多郎右衛門 　　（１９人） 佐川八右衛門
　（金役） 小室権之丞 普請場物書 中川四兵衛
　（本方物書） 土肥新兵衛 高橋造酒丞
　（支配目付） 塙治左衛門 　　　（３人） 若林伝右衛門

川野弥兵衛 掃除坊主 円斎
　　（１２人） 竹内主鈴 御足軽 ６５人（内５０人杖突
歩行組頭 岸三郎右衛門 ・１５人小遣御用）
歩行目付 湊常左衛門 御中間 １７人
下奉行 臼井孫左衛門 小者頭 １人

滝沢金右衛門 小者 ５１人
＜出典＞「忠昭日記」（『国典類抄』第１０巻　軍部全　ｐ７４９～ｐ７５１）

(
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七
四

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

正
月
二
十
日
頃
か
ら
に
な
る
と
の
見
通
し
が
伝
え
ら
れ
（
同
十
二
月
二
十
五
日

条
）
、
結
局
年
明
け
の
普
請
着
手
と
な
っ
た
。

  

翌
二
年
（
一
七
〇
五
）
正
月
四
日
、
代
官
衆
平
岡
か
ら
、
普
請
の
開
始
は
今

月
末
で
三
月
中
に
は
終
了
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
現
場
を
視
察
す
る
よ
う
伝
え

ら
れ
（
同
二
年
正
月
四
日
条
）
、
七
日
に
は
本
方
奉
行
寺
崎
弥
左
衛
門
が
江
戸

に
到
着
し
、
利
根
川
普
請
場
所
へ
向
か
っ
て
い
る
（
同
七
日
条
）
。

  

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
十
九
日
・
二
十
日
に
荻
原
重
秀
屋
敷
に
於
い
て
普
請
の

入
札
が
行
わ
れ
、
秋
田
藩
で
は
荻
原
の
指
示
に
よ
り
、
（
表
４
）
の
「
普
請
御

用
懸
」
十
人
が
出
向
く
こ
と
に
な
っ
た
。
当
日
は
、
大
勢
の
町
人
・
百
姓
が
詰

め
、
十
九
日
に
一
・
二
組
、
二
十
日
に
三
・
四
・
五
組
の
入
札
と
な
り
、
落
札

し
た
者
が
「
敷
金
」
を
代
官
衆
の
手
代
に
納
め
て
終
了
し
た
。
そ
の
結
果
、
予

想
以
上
に
費
用
が
安
く
済
み
、
老
中
の
吟
味
を
経
た
う
え
で
近
日
中
に
割
り
当

て
が
決
ま
り
、
月
末
か
ら
来
月
始
め
に
普
請
が
開
始
さ
れ
る
と
の
見
通
し
と
な

っ
た
（
同
十
八
日
・
十
九
日
・
二
十
日
条
）
。

　

こ
の
寄
合
に
は
、
荻
原
・
目
付
伊
勢
の
ほ
か
、
代
官
衆
六
人
と
そ
の
手
代

（
代
官
衆
の
家
臣
）
（
表
６
）
全
員
が
出
席
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
手
代
は
普

請
終
了
後
、
秋
田
藩
か
ら
祝
儀
と
し
て
代
官
衆
並
の
金
銀
を
贈
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
大
谷
氏
の
分
析
の
よ
う
に
、
普
請
の
現
場
で
直
接
指
導
に
当
た
る
な

ど
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

  

正
月
晦
日
、
荻
原
屋
敷
の
代
官
衆
寄
合
座
敷
に
於
い
て
、
秋
田
藩
・
高
知

藩
・
広
瀬
藩
・
人
吉
藩
の
「
普
請
御
用
懸
」
（
秋
田
藩
は
岡
本
元
朝
・
寺
崎
弥

左
衛
門
・
下
山
田
新
五
郎
）
が
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、
普
請
の
場
所
割
と
担
当
の

代
官
衆
、
普
請
入
用
金
、
現
地
に
派
遣
す
べ
き
家
臣
数
の
指
示
が
伝
え
ら
れ

た
。

　

秋
田
藩
は
、
利
根
川
筋
三
十
九
里
、
普
請
入
用
金
は
一
万
九
三
七
〇
両
余
、

担
当
代
官
衆
は
伊
奈
半
左
衛
門
・
小
長
谷
勘
左
衛
門
・
諸
星
内
蔵
助
の
三
人
、

下
奉
行
（
御
歩
行
）
二
〇
人
・
杖
突
（
押
足
軽
）
五
〇
人
の
派
遣
と
な
っ
た
。

＜表６＞幕府勘定奉行・代官衆及び手代一覧

役 職 名　　　前役 職 名　　　前
勘定奉行 荻原近江守重秀 代官 諸星内蔵助同政
　荻原手代 新井新右衛門 　諸星手代 吉野久右衛門
　荻原手代 箕輪茂左衛門 　諸星手代 高木平次右衛門
　荻原手代 柴山仲右衛門 　諸星手代 高木貞六
　荻原手代 山中弥吉 　諸星手代 吉野久五郎
　荻原手代 永井半六 　諸星手代 井上藤太夫
　荻原手代 新井政右衛門 　諸星手代 長山郷助
　荻原手代 箕輪吉次 　諸星手代 重田郷左衛門
　荻原手代 吉田与一兵衛 　諸星手代 高林仁太夫
　荻原手代 広沢杢之進 　諸星手代 小林源内
　荻原手代 本間新七 　諸星手代 藤村理左衛門
　荻原手代 内藤五右衛門 　諸星手代 黒沢庄蔵

　荻原手代 吉田小左衛門 代官 小長谷勘左衛門正綱
郡代 伊奈半左衛門忠順 　小長谷手代 長尾与一兵衛
　伊奈手代 新井孫兵衛 　小長谷手代 相馬源蔵
　伊奈手代 八田茂兵衛 　小長谷手代 土方佐五左衛門
　伊奈手代 遠山軍太夫 　小長谷手代 二井安太郎
　伊奈手代 根岸助太夫 　小長谷手代 大野源左衛門
　伊奈手代 加藤氏右衛門 　小長谷手代 小幡吉右衛門
　伊奈手代 原七兵衛 　小長谷手代 山本伊兵衛
　伊奈手代 飯田六左衛門 　小長谷手代 山本喜五郎
　伊奈手代 荻原源太郎 　小長谷手代 佐藤元右衛門

＜出典＞「御記録所御書物御日記書抜」閏４月６日・２１日・５月朔日条
　　　　　（『国典類抄』第10巻　軍部全　ｐ７５２～ｐ７５４）

　　　　　「岡本元朝日記」宝永元年１１月１４日・２年閏４月５日・６日条



七
五

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

高
知
藩
は
、
荒
川
筋
三
十
八
里
、
入
用
金
一
万
九
〇
八
〇
両
、
代
官
衆
は
比
企

長
左
衛
門
・
今
井
九
右
衛
門
、
下
奉
行
・
杖
突
は
同
じ
で
、
広
瀬
藩
は
、
入
用

金
二
，
八
三
〇
両
、
代
官
衆
は
平
岡
三
郎
右
衛
門
、
下
奉
行
六
人
・
杖
突
一
五

人
で
、
人
吉
藩
は
、
入
用
金
二
，
〇
七
〇
両
余
、
代
官
衆
・
下
奉
行
・
杖
突
は

同
じ
で
あ
っ
た
。

　

秋
田
藩
で
は
早
速
、
伊
奈
・
小
長
谷
・
諸
星
よ
り
請
負
人
書
付
・
入
用
金
割

付
書
付
・
絵
図
帳
を
受
取
、
絵
師
渡
辺
洞
昌
に
写
さ
せ
準
備
に
取
り
か
か
っ
て

い
る
（
同
正
月
晦
日
・
二
月
朔
日
・
二
日
・
三
日
条
）
。
そ
の
際
、
諸
星
よ

り
、
諸
星
担
当
場
所
へ
下
奉
行
三
人
・
杖
突
六
人
の
九
人
、
伊
奈
担
当
場
所
へ

三
十
一
人
、
小
長
谷
担
当
場
所
へ
三
十
人
派
遣
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
（
同

四
日
条
）
こ
と
か
ら
、
今
回
の
普
請
で
は
手
伝
大
名
の
家
臣
の
配
置
も
代
官
衆

が
決
め
て
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

  

ま
た
、
今
回
秋
田
藩
に
割
り
当
て
ら
れ
た
普
請
場
所
は
、
武
蔵
国
上
新
郷
村

か
ら
下
総
国
築
比
地
村
ま
で
（
伊
奈
半
左
衛
門
担
当
）
、
下
総
国
座
生
村
か
ら

同
国
行
徳
ま
で
（
小
長
谷
勘
左
衛
門
担
当
）
、
下
総
国
境
河
岸
か
ら
同
国
布
川

村
ま
で
（
諸
星
内
蔵
助
担
当
）
と
な
っ
た
（
前
掲
『
国
典
類
抄
』
・
『
秋
田
県

史
』
・
「
大
谷
論
文
」
・
「
元
朝
日
記
」
等
に
よ
る
）
。

  

こ
の
普
請
は
、
二
月
五
日
に
は
行
徳
筋
で
始
り
（
同
四
日
・
五
日
条
）
、
以

後
遅
く
と
も
十
四
日
頃
に
は
一
斉
に
着
手
（
同
十
五
日
条
）
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
、
順
調
に
進
ん
で
い
る
（
同
十
八
日
条
）
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

  

そ
し
て
、
大
奉
行
の
元
朝
が
二
月
二
十
一
日
よ
り
、
進
捗
状
況
を
確
認
す
る

た
め
、
利
根
川
普
請
場
所
へ
巡
見
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
江
（
新
郷
）
・
川
又

村
か
ら
羽
生
・
栗
橋
・
察
手
（
幸
手
）
・
境
・
布
川
・
野
田
・
流
山
・
松
戸
・

市
川
・
行
徳
を
視
察
し
、
三
月
朔
日
に
は
江
戸
藩
邸
に
帰
っ
て
い
る
（
同
二
月

二
十
日
～
三
月
朔
日
条
）
。

  

と
こ
ろ
が
三
月
二
十
日
、
高
知
藩
割
当
の
普
請
が
で
き
、
高
知
藩
家
老
孕
石

主
水
が
二
十
日
よ
り
再
巡
見
に
入
る
と
の
情
報
が
入
っ
た
頃
、
江
戸
川
筋
を
請

負
っ
た
高
野
吉
右
衛
門
の
所
で
、
人
夫
不
足
の
た
め
遅
延
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
、
秋
田
藩
は
あ
わ
て
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
代
官
衆
や
手
代
と
も
綿

密
に
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
藩
の
体
面
を
保
つ
べ
く
対
応
し
て
い
る
（
同
三
月

十
六
日
・
二
十
日
・
二
十
二
日
・
二
十
三
日
・
二
十
五
日
条
）
。
ま
た
、
二
十

九
日
に
は
広
瀬
藩
・
人
吉
藩
割
当
の
普
請
が
終
了
（
同
二
十
九
日
条
）
し
、
元

朝
は
気
を
揉
み
な
が
ら
も
四
月
二
日
か
ら
再
巡
見
を
行
う
の
だ
が
、
方
々
で
請

負
人
を
叱
り
つ
け
な
が
ら
急
が
せ
て
お
り
、
七
日
に
は
江
戸
藩
邸
に
帰
っ
て
い

る
（
同
四
月
朔
日
～
七
日
条
）
。

  

こ
う
し
て
、
四
月
に
入
っ
て
も
一
部
遅
れ
て
い
る
状
態
で
は
あ
っ
た
が
、
同

役
（
高
知
・
広
瀬
・
人
吉
藩
）
の
手
前
も
あ
り
、
残
さ
れ
た
部
分
は
代
官
衆
が

対
応
す
る
こ
と
で
決
着
し
、
十
八
日
ま
で
に
は
派
遣
し
た
家
臣
を
引
上
げ
、
十

九
日
に
は
何
と
か
普
請
完
了
報
告
を
し
（
同
七
日
～
十
九
日
条
）
、
表
向
き
に

は
普
請
は
終
了
し
た
。

  
そ
し
て
、
閏
四
月
五
日
に
は
、
当
初
提
出
し
た
「
御
普
請
御
用
懸
」
十
人

（
表
４
）
は
、
江
戸
城
檜
之
間
に
て
「
御
時
服
・
白
銀
」
を
拝
領
す
る
こ
と

で
、
こ
の
「
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請
役
」
を
す
べ
て
果
た
し
終
え
る
の
で
あ

っ
た
（
同
閏
四
月
五
日
条
）
。



七
六

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

  

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
大
名
手
伝
普
請
の
実
態
は
、
実
際

に
普
請
を
担
当
す
る
勘
定
奉
行
荻
原
や
代
官
衆
及
び
そ
の
手
代
が
仕
切
っ
て
お

り
、
各
手
伝
大
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
才
覚
で
幕
府
公
儀
に
忠
節
を
尽
く
す
と
い

う
よ
り
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
普
請
入
用
金
を
納
め
、
監
督
の
家
臣
を
現
地
に

派
遣
し
、
期
限
内
に
無
事
に
役
を
果
た
す
と
い
っ
た
幕
藩
国
家
内
で
の
幕
府
と

藩
（
大
名
）
と
の
い
わ
ば
「
外
交
儀
礼
（
セ
レ
モ
ニ
ー
）
」
の
一
部
を
担
う
よ

う
な
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

三　

幕
府
と
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
と
の
折
衝
の
実
態

  

本
節
で
は
、
こ
の
「
宝
永
期
の
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請
」
に
お
け
る
幕
府

（
幕
閣
や
勘
定
奉
行
荻
原
重
秀
）
と
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
（
主
に
江
戸
詰
家
老
で

普
請
大
奉
行
で
あ
る
岡
本
元
朝
）
と
の
「
進
物
」
を
通
じ
た
折
衝
の
や
り
と
り

の
実
態
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

  

ま
ず
、
今
回
の
普
請
役
に
伴
う
費
用
の
調
達
と
そ
の
支
出
に
つ
い
て
、
「
沼

田
文
書
」
に
よ
り
み
て
い
く
。
収
支
一
覧
は
（
表
７
）
の
通
り
で
、
国
元
で
調

達
し
た
費
用
の
総
額
は
金
に
し
て
四
万
八
六
三
六
両
二
分
に
の
ぼ
っ
た
。
実
際

の
入
用
金
は
、
入
札
直
後
の
段
階
で
は
一
万
九
三
七
〇
両
（
「
元
朝
日
記
」
宝

永
二
年
一
月
晦
日
条
）
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
一
万
八
二
一
〇
両
余

で
あ
り
、
調
達
し
た
金
額
の
約
三
分
の
一
で
済
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
が
、
情
報
収
集
に
よ
る
と
二
・
三
万

両
か
そ
れ
以
上
か
か
る
こ
と
を
想
定
（
同
宝
永
元
年
十
二
月
朔
日
条
）
し
て
お

り
、
お
そ
ら
く
そ
う
し

た
想
定
に
基
づ
い
て
調

達
し
た
金
額
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
今
回
の

普
請
役
全
体
の
入
用
金

総
額
に
つ
い
て
は
、
当

初
の
代
官
衆
の
「
内
目

論
見
」
で
は
金
九
万
両

余
で
あ
っ
た
が
、
入
札

時
で
は
四
万
一
七
五
九

両
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
情
報
収
集
の
段

階
で
、
四
大
名
分
総
額

の
金
額
と
秋
田
藩
割
り

当
て
の
金
額
と
を
混
同

し
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
し
、
た
だ
単
純
に

不
足
を
心
配
し
て
多
め

に
調
達
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

  

こ
の
調
達
し
た
費
用

（
16
）

＜表７＞利根川・荒川手伝普請役収支一覧

合割）入収（達調

阿仁銅山方より上納 銀 １，４９８貫６０６匁５分７厘 53.1
1.22匁０５７貫１２６　　銀納上代足人りよ々村郡六
4.41匁０７２貫６０４　　銀銀借御人町姓百々在
4.01
0.001

0.001

匁００３貫４９２　　銀銀借御りよ町湊町田保久
）分２両６３６，８４金（匁６２９貫０２８２　銀計

合割出支
普請人足賃渡・増普請金 金 １８，

，

２１０両　　　 銀１０匁１分５厘 37.4
万入用進物遣金諸品 金　 ３，９５２両　　　 銀１４匁４分６厘 8.1

7.8　両７０２，４　金払御品諸用当戸江
3.01両０００，５　金金貯戸江
5.81両０００，９　金分登相為々追用当戸江

秋田入用 金　 １，６９１両１分　銀　９匁９分５毛 3.5
7.8両４２２，４　金

金
銀代米救御作不魃干年元永宝

秋田当用 ２，３５０両２分（銀１３６貫３３０匁）　 4.8
）当匁８５凡替両但（分２両６３６，８４金計

＜出典＞「先御代々御財用向御指繰次第覚」（沼田文書）　　（『秋田県史』資料近世編上　ｐ６０９～ｐ６１２）



七
七

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

の
内
訳
を
み
て
み
る
と
、
金
二
万
五
五
五
四
両
二
分
に
当
た
り
五
三
％
を
占
め

る
の
が
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
よ
り
「
御
直
山
」
と
な
っ
て
い
た
阿
仁
銅

山
か
ら
の
上
納
分
で
、
秋
田
藩
に
と
っ
て
い
か
に
鉱
山
収
入
が
大
き
い
か
が
わ

か
る
。
次
に
秋
田
六
郡
村
々
か
ら
の
人
足
代
銀
（
高
一
〇
〇
石
に
付
銀
二
百
目
）
、

そ
し
て
、在
郷
百
姓
・
町
人
や
久
保
田
町
・
湊
町
か
ら
の
借
銀
と
な
っ
て
い
る
。

  

こ
れ
に
対
し
て
、
支
出
の
内
訳
を

み
て
み
る
と
、
秋
田
藩
が
負
担
し
た

普
請
入
用
金
（
人
足
賃
渡
分
と
増
普

請
金
）
は
前
述
の
よ
う
に
一
万
八
二

一
〇
両
余
で
済
み
、
普
請
万
入
用
・

進
物
・
御
遣
金
の
三
九
五
二
両
余
と

国
元
秋
田
で
の
普
請
準
備
や
被
下
金

一
六
九
一
両
余
を
合
わ
せ
て
も
、
普

請
役
に
要
し
た
費
用
は
調
達
し
た
費

用
総
額
の
約
四
九
％
に
す
ぎ
な
い
。

  

残
額
は
、
宝
永
元
年
の
凶
作
に
対

す
る
御
救
米
の
代
銀
二
四
五
貫
目

（
金
四
二
二
四
両
余
）（
約
九
％
）
、

江
戸
藩
邸
で
の
当
面
必
要
な
経
費
分

（
追
加
分
合
わ
せ
て
）
一
万
三
二
〇

七
両
余
（
約
二
七
％
）
、
国
元
秋
田

で
の
当
面
必
要
な
経
費
分
銀
一
三
六

貫
三
三
〇
匁
（
金
二
三
五
〇
両
余
）
（
約
五
％
）
、
さ
ら
に
は
江
戸
藩
邸
で
の

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
五
〇
〇
〇
両
の
貯
金
（
約
一
〇
％
）
ま
で
し
て
普

請
の
た
め
に
調
達
し
た
費
用
を
転
用
し
て
い
る
。

  

ち
な
み
に
、
「
元
朝
日
記
」
に
も
普
請
役
調
達
金
の
国
元
で
の
収
支
に
関
す

る
記
事
が
あ
り
、
（
表
８
）
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
多
少
の
数
値

の
違
い
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
（
表
７
）
の
支
出
内
訳
と
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か

る
。

  

以
上
の
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な
普
請
に
要
し
た
経
費
は
阿
仁
銅
山
か
ら
の
上

納
金
で
十
分
ま
か
な
え
、
半
分
に
あ
た
る
残
額
は
藩
邸
や
国
元
で
の
経
費
や
凶

作
対
策
や
は
た
ま
た
貯
金
と
い
っ
た
い
わ
ば
目
的
外
の
形
で
利
用
さ
れ
て
お

り
、
今
回
の
普
請
役
が
秋
田
藩
の
藩
財
政
に
お
い
て
、
極
め
て
大
き
な
負
担
と

な
る
よ
う
な
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

  

そ
れ
で
は
次
に
、
今
回
の
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請
役
に
係
る
秋
田
藩
江
戸

藩
邸
に
於
け
る
各
種
「
進
物
」
の
実
態
に
つ
い
て
、
「
元
朝
日
記
」
の
記
事
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
み
て
い
く
。

　

進
物
一
覧
は
（
表
９
）
の
通
り
に
な
る
が
、
進
物
の
目
的
は
備
考
欄
に
あ
る

よ
う
に
、
普
請
手
伝
拝
命
へ
の
御
祝
・
御
礼
、
勘
定
奉
行
・
代
官
衆
へ
の
挨

拶
、
年
始
祝
賀
、
普
請
開
始
へ
の
祝
儀
、
普
請
場
巡
見
へ
の
挨
拶
、
普
請
終
了

の
御
礼
・
挨
拶
、
代
官
衆
手
代
（
家
臣
）
ら
現
場
担
当
者
へ
の
祝
儀
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
て
、
念
入
り
に
贈
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

贈
り
先
の
相
手
は
、
幕
府
老
中
・
側
用
人
・
若
年
寄
・
勘
定
奉
行
・
目
付
・

代
官
衆
で
あ
り
、
特
に
回
数
も
多
く
目
を
ひ
く
の
は
、
（
普
請
役
の
）
幕
府
担

＜表８＞利根川・荒川普請役御用金の国元（秋田）収支

調達（収入）
秋田にて調達金 金 ４８，３４９両余

支出

１１／７～１／２１まで江戸為登 金
金

２３，８２０両
　　　　　同断登 ７，５５４両３分
普請御用にて被下金 金　 １，８００両
江戸不断御用に為登 金　 ９，０００両
領内在々御救米代銀 金　 ４，２２４両余（銀２４５貫）

）匁０４４貫４１１銀（余両４０９，１　金金残

余両２０３，８４金計

＜出典＞「岡本元朝日記」宝永２年６月９日条



七
八

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

＜表９＞利根川・荒川普請役に関わる進物一覧
月 日 贈先役職 贈先名前 進 物 秋田藩担当 備　　　　　　考

10月25日 老中 土屋相模守政直 金1枚・1分50粒（肴代） 広瀬杢之進 普請手伝拝命御悦
10月25日 老中 小笠原佐渡守長重 金1枚・1分50粒（肴代） 広瀬杢之進 普請手伝拝命御悦
10月25日 老中 秋元但馬守喬知 金1枚・1分50粒（肴代） 広瀬杢之進 普請手伝拝命御悦
10月25日 老中 稲葉丹後守正通 金1枚・1分50粒（肴代） 広瀬杢之進 普請手伝拝命御悦
10月25日 老中 本多伯耆守正永 金1枚・1分50粒（肴代） 広瀬杢之進 普請手伝拝命御悦
10月25日 勘定奉行 荻原近江守重秀 金10粒 田代七兵衛 普請手伝拝命御悦・無受納
10月27日 側用人 松平美濃守吉保 金2枚・1分60粒（肴代） 深谷藤左衛門 普請手伝拝命御悦
10月27日 側用人 松平右京大夫輝貞 肴代 深谷藤左衛門 普請手伝拝命御悦
10月27日 若年寄 加藤越中守明英 肴代 深谷藤左衛門 普請手伝拝命御悦
10月27日 若年寄 稲垣対馬守重富 肴代 深谷藤左衛門 普請手伝拝命御悦
10月27日 若年寄 井上大和守正峯 肴代 深谷藤左衛門 普請手伝拝命御悦
10月27日 若年寄 永井伊豆守直敬 肴代 深谷藤左衛門 普請手伝拝命御悦
11月10日 老中 秋元但馬守喬知 太刀馬代 渋江内膳他 普請手伝拝命御礼
11月12日 勘定奉行 荻原近江守重秀 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代広沢杢之進・無受納
11月12日 目付 伊勢平八郎貞敕 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・無受納
11月12日 代官 小長谷勘左衛門正綱 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代中嶋治部右衛門・無受納
11月13日 代官 今井九右衛門兼直 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代中田藤内・無受納
11月13日 郡代 伊奈半左衛門忠順 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代沢田弥惣右衛門・無受納
11月13日 代官 平岡三郎右衛門尚宣 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代清水甚内・無受納
11月13日 代官 諸星内蔵助同政 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代吉野久右衛門・無受納
11月13日 代官 比企長左衛門 太刀馬代 岡本又太郎他 見舞・代田郷弾六・無受納
1月11日 目付 伊勢平八郎貞敕 金1枚 安藤太郎左衛門 年礼
1月11日 大坂町奉行 大久保大隅守忠香 金1枚 田代七兵衛 年礼
1月11日 勘定奉行 荻原近江守重秀 金1枚 田代七兵衛 年礼
2月14日 老中 秋元但馬守喬知 金1枚 下山田新五郎 普請始候為祝儀
3月11日 目付 伊勢平八郎貞敕 御菓子・鮭塩引 羽石助十郎 利根川普請場巡見見舞

舞見見巡場請普川根利子菓御敕貞郎八平勢伊付目日71月3
4月22日 勘定奉行 荻原近江守重秀 金140両・蘭渓墨跡 平野喜伯 普請終了御註進御礼
4月24日 勘定奉行 荻原近江守重秀 金50両2分・茶入 平野喜伯 （神尾備前守の仲介）

儀祝鯛・入茶・枚02金秀重守江近原荻行奉定勘日1月5
儀祝枚01子銀門衛右新井新代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀門衛左茂輪箕代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀門衛右仲山柴代手原荻日1月5
儀祝枚0２子銀吉弥中山代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀六半井永代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀門衛右政井新代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀次吉輪箕代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀衛兵一与田吉代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀進之杢沢広代手原荻日1月5
儀祝枚01子銀七新間本代手原荻日1月5
儀祝枚5子銀門衛右五藤内代手原荻日1月5
儀祝枚5子銀門衛左小田吉代手原荻日1月5

5月1日 郡代 伊奈半左衛門 時服代金20枚・干鯛 祝儀
儀祝鯛干・枚03子銀衛兵孫井新代手奈伊日1月5
儀祝両51子金衛兵茂田八代手奈伊日1月5
儀祝両51子金夫太軍山遠代手奈伊日1月5
儀祝両51子金夫太助岸根代手奈伊日1月5
儀祝両51子金門衛右氏藤加代手奈伊日1月5
儀祝両51子金衛兵七原代手奈伊日1月5
儀祝両51子金門衛左六田飯代手奈伊日1月5
儀祝両01子金郎太源原荻代手奈伊日1月5

5月1日 代官 諸星内蔵助 時服代金20枚・干鯛 祝儀
儀祝両02子金門衛右久野吉代手星諸日1月5
儀祝両02子金門衛右次平木高代手星諸日1月5
儀祝両51子金六貞木高代手星諸日1月5
儀祝両51子金郎五久野吉代手星諸日1月5
儀祝両51子金夫太藤上井代手星諸日1月5
儀祝両51子金助郷山長代手星諸日1月5
儀祝両51子金門衛左郷田重代手星諸日1月5
儀祝両01子金夫太仁林高代手星諸日1月5
儀祝両01子金内源林小代手星諸日1月5
儀祝両01子金門衛左理村藤代手星諸日1月5
儀祝両01子金蔵庄沢黒代手星諸日1月5

5月1日 代官 小長谷勘左衛門 時服代金20枚・干鯛 祝儀
儀祝両02子金衛兵一与尾長代手谷長小日1月5
儀祝両02子金蔵源馬相代手谷長小日1月5
儀祝両02子金門衛左五佐方土代手谷長小日1月5
儀祝両02子金郎太安井二代手谷長小日1月5
儀祝両51子金門衛左源野大代手谷長小日1月5
儀祝両51子金門衛右吉幡小代手谷長小日1月5
儀祝両01子金衛兵伊本山代手谷長小日1月5
儀祝両01子金郎五喜本山代手谷長小日1月5
儀祝両01子金門衛右元藤佐代手谷長小日1月5

＜出典＞　『国典類抄』第10巻　軍部全　ｐ７５２～ｐ７５４、「岡本元朝日記」　（宝永元年（1704）～２年（1705））



七
九

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

当
老
中
秋
元
但
馬
守
喬
知
・
当
時
幕
府
で
一
番
の
実
力
者
で
あ
る
側
用
人
松
平

（
柳
沢
）
美
濃
守
吉
保
・
現
場
の
直
接
の
担
当
者
で
あ
る
幕
府
勘
定
奉
行
荻
原

近
江
守
重
秀
の
三
人
で
、
進
物
を
欠
か
せ
な
い
相
手
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

逆
に
、
こ
の
三
人
へ
の
挨
拶
・
進
物
（
根
回
し
）
が
無
け
れ
ば
物
事
を
ス
ム
ー

ズ
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
い
え
る
。

  

中
で
も
、
柳
沢
に
は
節
目
節
目
に
挨
拶
を
し
て
お
り
、
秋
元
に
も
そ
の
都
度

指
示
を
仰
い
で
い
る
こ
と
は
「
元
朝
日
記
」
の
記
事
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
進

物
の
回
数
・
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
最
も
重
要
視

し
て
い
る
の
が
荻
原
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
。
幕
府
勘
定
奉
行
と
し
て
大
き
な
権

限
を
持
ち
普
請
全
体
を
統
轄
し
取
り
仕
切
っ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
荻
原

重
秀
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

  

そ
し
て
、
荻
原
の
手
代
や
郡
代
伊
奈
・
代
官
諸
星
・
小
長
谷
の
手
代
に
対
し

て
も
、
普
請
終
了
後
に
祝
儀
と
し
て
金
銀
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
代

は
、
多
い
者
で
金
二
〇
両
と
代
官
衆
本
人
と
同
等
で
あ
り
、
前
節
で
も
述
べ
た

が
、
こ
う
し
た
代
官
衆
の
手
代
ら
が
普
請
の
現
場
で
直
接
指
導
に
当
た
る
な
ど

の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
こ
の
時
期
の
大
名
手

伝
普
請
の
実
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

  

ま
た
、
「
元
朝
日
記
」
の
記
事
か
ら
は
、
老
中
秋
元
へ
の
対
応
は
留
守
居
下

山
田
新
五
郎
・
広
瀬
杢
之
進
、
勘
定
奉
行
荻
原
へ
の
対
応
は
下
山
田
・
広
瀬
と

留
守
居
副
役
羽
石
助
十
郎
や
お
抱
え
絵
師
平
野
喜
伯
が
あ
た
っ
て
い
る
が
、
特

に
荻
原
へ
の
根
回
し
や
そ
の
意
向
を
探
る
な
ど
の
情
報
収
集
に
は
、
喜
伯
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
目
付
伊
勢
や
代
官
衆
へ
の
対
応
は
、

下
山
田
・
広
瀬
・
羽
石
と
本
方
奉
行
沢
畑
市
郎
右
衛
門
・
寺
崎
弥
左
衛
門
と
物

頭
大
久
保
民
部
・
中
田
治
太
夫
と
副
役
酒
寄
弥
兵
衛
が
交
代
で
あ
た
り
、
特
に

普
請
開
始
前
は
留
守
居
・
本
方
奉
行
が
、
開
始
後
現
場
で
は
普
請
方
物
頭
の
大

久
保
・
中
田
が
折
衝
に
あ
た
っ
て
い
る
。

  

以
上
の
体
制
で
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
で
は
普
請
役
に
係
る
情
報
収
集
や
折
衝
を

行
い
、
江
戸
藩
邸
詰
家
老
岡
本
元
朝
が
そ
れ
を
統
轄
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
に

判
断
に
困
る
よ
う
な
重
要
な
事
は
、
同
じ
く
江
戸
藩
邸
詰
の
上
席
家
老
渋
江
内

膳
処
光
や
壱
岐
守
義
長
と
相
談
の
う
え
判
断
・
決
裁
を
得
、
執
行
す
る
シ
ス
テ

ム
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
普
請
役
を
命
じ
ら
れ
た
際
に
、
家
老

の
岡
本
元
朝
が
御
用
部
屋
の
面
々
に
対
し
て
、
「
此
度
之
御
公
用
た
と
へ
御
家

中
御
扶
持
ニ
何
も
被
成
候
共
不
被
成
候
て
ハ
不
叶
儀
ニ
候
、
ケ
様
之
事
ニ
候
へ

ハ
江
戸
御
勤
も
公
儀
不
叶
事
ハ
格
別
不
断
之
御
進
物
等
は
各
為
聞
合
了
簡
可
被

致
候
、
第
一
御
普
請
次
に
江
戸
御
つ
け
と
ど
け
と
可
被
存
候
、
是
ニ
心
を
つ
く

し
吟
味
候
ヘ
ハ
元
々
御
家
中
之
為
ニ
御
座
候
」
（
同
宝
永
元
年
十
月
二
十
三
日

条
）
と
今
後
の
様
々
な
幕
府
公
儀
と
の
折
衝
に
お
い
て
の
心
得
を
言
い
含
め
て

い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
普
請
と
同
様
に
何
に
お
い
て
も
進
物
・
付

届
け
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
が
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
首
脳
の
認
識
で
あ
り
、
そ

う
す
る
こ
と
で
、
幕
府
側
の
意
向
な
ど
の
様
々
な
情
報
を
入
手
し
、
ま
た
、
秋

田
藩
側
の
意
向
を
で
き
る
だ
け
汲
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
、
今
回
の
よ
う
な
普
請

役
等
の
公
儀
の
役
目
を
ス
ム
ー
ズ
に
無
事
に
勤
め
果
た
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。



八
〇

宝
永
期
の
秋
田
藩
政
と
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請

　

以
上
、
「
宝
永
期
の
利
根
川
・
荒
川
大
名
手
伝
普
請
」
を
も
と
に
、
こ
の
時

期
の
大
名
手
伝
普
請
の
実
態
と
幕
府
と
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
と
の
進
物
を
通
じ
た

折
衝
の
実
態
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
本
来
は
広
義
の
「
軍
役
」
負
担
で
あ
る

は
ず
の
「
普
請
役
」
負
担
は
、
江
戸
表
に
於
け
る
幕
藩
国
家
内
で
の
幕
府
（
将

軍
）
と
藩
（
大
名
）
と
の
間
で
の
外
交
儀
礼
の
一
部
と
し
て
の
極
め
て
行
政
的

性
格
の
強
い
役
割
分
担
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
担
う
藩
側
と
し
て
は
、

進
物
等
を
通
し
て
の
情
報
収
集
や
折
衝
に
よ
り
、
い
か
に
無
事
に
役
目
を
果
た

し
、
藩
（
お
家
）
の
体
面
（
格
式
）
を
保
つ
か
が
藩
政
上
重
要
な
事
柄
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

  

本
稿
で
は
、
近
世
前
期
の
大
名
手
伝
普
請
と
秋
田
藩
に
よ
る
手
伝
普
請
に
つ

い
て
、
ま
た
、
宝
永
期
の
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請
の
実
態
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
は
、
幕
府
と
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
と
の
進
物
等
を
通
じ
て
の
折
衝
の
実
態
に
つ

い
て
、
「
岡
本
元
朝
日
記
」
の
分
析
を
中
心
に
試
み
て
き
た
が
、
あ
る
程
度
は

明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
享
保
期
以
降
の
秋
田
藩
に
お
い
て
、
「
普
請
役
」
へ
の
対
応
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
幕
府
公
儀
か
ら
課
せ
ら
れ

た
「
役
負
担
」
全
般
へ
の
藩
当
局
の
認
識
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
か
を
分
析
し

な
け
れ
ば
、
幕
藩
体
制
や
藩
体
制
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
か

が
明
確
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。
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八
一

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

　
　

は
じ
め
に

　

一　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
と
陪
臣
社
会
の
構
造

　

二　

直
臣
が
抱
え
る
陪
臣
の
数
の
検
討

　

三  

陪
臣
の
取
り
立
て
年
代
に
つ
い
て

　

四　

陪
臣
の
出
身
身
分

　
　

１　

近
進
の
場
合

　
　

２　

徒
士
の
場
合

　
　

３　

直
臣
と
陪
臣
の
差
別
化
を
図
る
法
令

　

五  

陪
臣
の
他
家
養
子
に
つ
い
て

　

六　

陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
増
加
す
る
要
因

　
　

お
わ
り
に

　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

秋
田
県
公
文
書
館
を
利
用
す
る
方
か
ら
の
相
談
で
多
い
部
類
に
入
る
の
は
、

先
祖
探
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
相
談
を
受
け
た
場
合
、
筆
者
は

そ
の
都
度
、
利
用
者
の
先
祖
が
秋
田
藩
士
で
あ
る
な
ら
判
明
す
る
可
能
性
が
大

き
い
旨
の
話
を
す
る
。
そ
し
て
、
先
祖
が
藩
主
の
家
臣
（
直
臣
）
で
あ
る
な
ら

「
分
限
帳
」
や
「
系
図
」
を
、
先
祖
が
家
臣
の
家
臣
（
陪
臣
）
で
あ
る
な
ら

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
か
ら
調
査
を
開
始
す
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。

　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
月
に
秋
田
藩
士
が
自

家
の
陪
臣
の
由
緒
を
書
き
上
げ
て
藩
庁
へ
提
出
し
た
も
の
が
合
冊
さ
れ
た
も
の

で
、
五
冊
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
秋
田
藩
士
六
十
五
家
の
陪
臣
一
三
四

〇
家
の
取
立
年
代
や
石
高
が
記
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
出
身
身
分
や
養
子
関
係

が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

先
祖
探
し
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
受
け
る
内
に
、
筆
者
は
「
陪
臣
家
筋

取
調
書
」の
記
載
内
容
を
デ
ー
タ
化
す
れ
ば
、秋
田
藩
武
士
社
会
の
末
端
で
あ
る

陪
臣
社
会
の
構
造
が
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
昨
今
の
近
世
武
士
社
会
に
関
す
る
研
究
の
内
、
陪
臣
の
存
在
形
態

の
特
質
を
検
証
し
た
も
の
と
し
て
は
、
徳
川
将
軍
家
か
ら
見
れ
ば
陪
臣
に
あ
た

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

―
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
の
分
析
を
通
じ
て
―

畑　

中　

康　

博

(

1)

(

2)



八
二

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

る
旗
本
用
人
に
関
す
る
研
究
が
有
名
で
あ
る
。
宮
地
正
人
は
、
旗
本
の
用
人
は

旗
本
が
あ
る
役
職
に
就
く
と
仕
官
し
、
そ
の
役
職
を
退
く
と
共
に
浪
人
し
た
り

他
家
に
仕
官
す
る
流
動
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
旗
本
用
人

の
存
在
を
「
雇
用
型
実
務
家
集
団
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
旗
本
の
役
の
遂
行

に
は
旗
本
を
支
え
る
特
殊
技
能
を
持
っ
た
人
材
の
供
給
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
旗
本
用
人
と
な
る
べ
き
人
材
群
を
「
旗
本
集
団
全
体
の
共
同
財
産
的

存
在
」
と
も
位
置
づ
け
て
い
る
。
更
に
宮
地
は
、
特
殊
技
能
を
持
っ
て
仕
官
と

浪
人
・
再
仕
官
を
繰
り
返
す
武
士
の
存
在
は
、
江
戸
の
旗
本
用
人
に
留
ま
ら
ず

近
代
初
頭
以
前
の
国
家
論
の
一
テ
ー
マ
と
し
て
か
な
り
普
遍
化
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
予
想
を
立
て
て
い
る
。

　

ま
た
、
松
本
良
太
も
旗
本
用
人
に
つ
い
て
、
そ
の
身
分
の
流
動
性
の
大
き
さ

を
指
摘
し
て
い
る
。
旗
本
用
人
は
特
定
の
旗
本
の
家
臣
と
し
て
定
着
す
る
こ
と

は
困
難
で
、
特
に
次
三
男
は
婿
養
子
に
行
く
か
他
の
旗
本
へ
新
規
奉
公
す
る
し

か
な
い
が
、
渡
り
奉
公
と
な
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

同
時
に
十
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
江
戸
近
郊
の
上
層
農
民
が
旗
本
の
用
人
と

し
て
身
分
の
上
昇
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
江
戸
近
郊
の
農
村
社
会
と
御
家
人
や
旗
本
用
人
と
い
っ
た
江
戸
の
下
級
武

士
社
会
と
は
近
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

一
方
、
武
士
社
会
を
江
戸
の
旗
本
で
は
な
く
大
名
の
家
臣
団
に
焦
点
を
あ
て

て
論
じ
た
の
は
磯
田
道
史
で
あ
る
。
磯
田
は
近
世
大
名
家
臣
団
の
構
造
が
侍
・

徒
士
・
足
軽
の
三
層
構
造
か
ら
成
っ
て
お
り
、
由
緒
を
重
ん
じ
る
侍
・
世
襲
化

す
る
徒
士
・
百
姓
町
人
社
会
と
近
接
す
る
足
軽
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
特
質

を
述
べ
て
い
る
。
更
に
磯
田
は
百
姓
町
人
は
比
較
的
簡
単
に
足
軽
に
な
る
こ
と

は
で
き
た
が
、
足
軽
か
ら
徒
士
へ
の
昇
進
は
困
難
で
あ
り
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

近
世
を
侍
・
徒
士
以
上
の
「
士
」
と
足
軽
以
下
の
「
農
」
に
分
離
さ
れ
る
「
士

農
分
離
」
社
会
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
の
分

析
か
ら
以
下
の
二
点
の
解
明
を
図
り
た
い
。

　

第
一
は
、
秋
田
藩
陪
臣
社
会
に
お
い
て
も
磯
田
モ
デ
ル
で
あ
る
三
層
構
造
は

存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
秋
田
藩
陪
臣
社
会

に
お
い
て
も
三
層
構
造
は
存
在
す
る
が
、
直
臣
社
会
の
三
層
構
造
と
は
大
き
く

異
な
り
、
身
分
の
流
動
性
が
大
き
い
と
い
う
特
色
が
あ
る
。

　

第
二
は
、
身
分
の
流
動
性
の
大
き
い
の
が
陪
臣
社
会
の
特
色
だ
と
す
る
と
、

秋
田
藩
陪
臣
を
旗
本
用
人
同
様
に
「
雇
用
型
実
務
家
集
団
」
と
見
な
す
こ
と
は

で
き
る
の
か
、
言
い
換
え
る
と
、
秋
田
藩
陪
臣
社
会
に
宮
地
予
想
を
あ
て
は
め

る
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で

は
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
大
い
に
可
能
性
は
あ
り
得
る
と
い
う
見
通

し
を
述
べ
る
。

　
　
　

一　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
と
陪
臣
社
会
の
構
造

　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
は
五
冊
か
ら
な
る
資
料
で
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

十
月
に
藩
士
が
自
家
の
陪
臣
の
由
緒
を
藩
庁
に
報
告
し
た
書
類
を
合
冊
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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こ
の
時
期
、
藩
庁
が
陪
臣
の
由
緒
を
提
出
さ
せ
た
の
は
、
明
治
二
年
（
一
八

六
九
）
六
月
の
版
籍
奉
還
と
士
族
身
分
の
創
出
と
関
係
が
あ
る
。
同
年
十
二
月

十
六
日
に
秋
田
藩
は
直
臣
を
上
士
・
中
士
・
下
士
に
区
分
し
、
陪
臣
を
由
緒
に

よ
り
中
士
・
下
士
・
卒
族
に
区
分
す
る
改
革
の
執
達
を
行
っ
た
。

　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
の
頁
を
め
く
る
と
、
人
名
の
脇
に
朱
書
き
で
「
卒
」

と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
藩
庁
で
は
各
藩
士

か
ら
提
出
さ
れ
た
自
家
の
陪
臣
の
由
緒
書
を
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
と
し
て
合

冊
し
、
こ
の
記
載
内
容
か
ら
陪
臣
を
中
士
・
下
士
・
卒
族
の
い
ず
れ
に
編
入
す

る
か
を
決
め
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

従
っ
て
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
士
族
身
分
の
創
出
と

藩
に
よ
る
家
禄
の
一
括
支
給
と
い
う
国
家
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ

た
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

そ
の
体
裁
で
あ
る
が
、
藩
主
一
門
や
大
身
の
家
臣
な
ど
、
抱
え
て
い
る
陪
臣

が
多
い
家
は
、
書
き
上
げ
を
三
冊
に
分
冊
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
。
そ
の

場
合
必
ず
、
近
進
・
徒
士
（
歩
行
と
表
記
す
る
家
も
あ
る
が
本
稿
で
は
徒
士
に

統
一
す
る
）
・
足
軽
（
奉
公
人
も
含
む
）
ご
と
に
分
け
て
い
る
。

　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
五
冊
に
記
載
の
あ
る
一
三
四
〇
人
（
家
督
相
続
前
の

部
屋
住
み
の
者
は
省
く
）
の
身
分
と
、
自
家
の
陪
臣
の
由
緒
を
提
出
し
た
直
臣

の
名
前
を
〈
表
１
〉
で
示
す
が
、
一
三
四
〇
人
の
う
ち
数
が
多
い
の
は
近
進
・

徒
士
・
足
軽
で
、
こ
こ
か
ら
基
本
的
に
秋
田
藩
の
陪
臣
社
会
も
こ
の
三
層
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
こ
で
、
藩
士
の
家
の
中
に
お
い
て
、
近
進
・
徒
士
・
足
軽
の
扱
い
は
ど
の

よ
う
に
異
な
る
の
か
を
『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』
か
ら
見
る
。

　

一
社
参
無
滞
相
済
候
、
為
祝
儀
酒
三
種
（
弐
朱
ニ
而
）
冨
治
は
し
め
家
来
共

　
　

へ
直
々
酒
振
舞
申
候

　

一
歩
行
以
下
雇
共
ニ
至
る
ま
て
、
右
為
祝
儀
百
文
宛
為
取
候

　

こ
れ
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
七
月
十
八
日
、
初
め
て
江
戸
家
老
と
し

て
参
府
し
た
宇
都
宮
孟
綱
が
、
本
貫
の
地
で
あ
る
下
野
国
宇
都
宮
城
下
の
神
社

を
訪
れ
た
際
の
祝
儀
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
宇
都
宮
は
「
冨
治
は
し

め
家
来
」
、
つ
ま
り
は
近
進
に
金
二
朱
を
、
歩
行
以
下
に
は
百
文
を
下
賜
し
た

と
あ
る
。
こ
こ
に
酒
を
振
る
舞
わ
れ
た
（
実
際
に
は
金
二
朱
）
近
進
と
、
祝
儀

が
奉
公
人
同
様
の
徒
士
と
い
う
扱
い
の
違
い
が
見
え
て
く
る
。
従
っ
て
直
臣
に

仕
え
る
陪
臣
は
奉
公
人
と
し
て
平
等
に
扱
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
武
士
身
分

を
持
つ
近
進
、
武
士
身
分
を
持
つ
が
奉
公
人
の
扱
い
を
受
け
る
徒
士
、
武
士
身

分
を
持
た
ぬ
奉
公
人
の
足
軽
と
い
う
三
つ
の
階
層
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
。

　
　
　

二　

直
臣
が
抱
え
る
陪
臣
の
数
の
検
討

　

次
に
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
一
三
四
〇
人
の
デ
ー
タ
の
分
析
に
入
る
。

　

始
め
に
秋
田
藩
の
直
臣
が
抱
え
て
い
る
陪
臣
の
う
ち
近
進
以
上
の
数
を
見

る
。
近
進
を
調
査
の
対
象
に
し
た
の
は
、
近
進
が
陪
臣
の
中
核
を
占
め
る
か
ら

で
あ
る
。
近
進
が
少
な
け
れ
ば
徒
士
や
足
軽
が
多
く
な
る
か
と
い
う
と〈
表
１
〉

を
見
る
限
り
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
か
ら
直
臣
が
抱
え
る
陪
臣
の
数
は
、

（
6
）

（
7
）
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族臣 附人近進 近進並 一代近進 一代近進並 医師茶道 給人徒士一代歩行 小姓足軽中間
佐竹虎菊（北家） 5414.755
佐竹源六郎（東家） 5475.818
佐竹源六郎（東家） 5400.01

2632.8755）家西（郎九竹佐
340.7561郎一源塚石

大山十郎 712.9
戸村秀雄 5592.803

787.525郎太斐宮今
503.3831雄篤岡野小
266.1311郎太又本岡
711.053門衛右茂内古
482.569郎十又壁真
233.2421郎四宮都宇

多賀谷彦四郎 3394.305 3

茂木弥三郎 2261.679

906.625郎九彦達伊

25.961郎五弥茂武

961.851郎八野田箭

588.364郎太弥谷塩
342.8223郎太小津梅
92.002郎八尾玉
178.093治金野松
444.5861郎十藤津梅
514.879郎十源越大
524.302見忠寺野小
711.299郎八平津梅
432.453事参大権方山
746.563郎太久川荒
493.906助之馬津梅
931.5211助之武江渋
466.617衛兵郎九塚大
958.195郎四紀太信
673.493郎三友沢黒
551.664郎三弥津梅
911.379夫太久田疋
511八平谷岡
141.135郎九藤崎寺
293.243郎六小元平
873.563郎太保　金
623.813美作川介
983.341雄国木茂
304.761治泰安中
575.042政　崎野小
168.793事参少田和
201.614門衛右宇貫小
127.363郎八出酒
178.093郎五弥野松
194.481助之考川早
805.0921広　崎真
881.706也常野田小
381.652助之賢村戸
801.0461治為場小
432助殿縫瀬小
327.939郎三崎野小
247.361郎太勝宮今
797.022助之乙木茂
826.68治豊木茂
865.3442太源狩鷹小
741.6092膳内江渋
871.9891郎三新田須
753.641郎三勝代田
532.48郎七源屋小前
672.37衛兵忠川石
605.533郎三忠原福
109.676武　藤佐

73750.306 5

20
13
10
9

3
3

58

62
58
67
59
21

20
86
4
7
9
3
4
4

53

40

3

1

1

5
04
1
1
21
5
2
7
2
2
5
01
5
2
1
1
8

2
1
1
1
3
2
2
2
5
4
3
1
8
3
1
41
2
7
2
2
1
02
93
91
1
1
1
1
6

793

82
71
77
601
21

20
86
7
01
9
3
4
4

56

40

3

1

1

5
04
1
1
21
5
2
7
2
2
5
01
5
2
1
1
8

2
1
1
1
3
2
2
2
5
4
3
1
8
3
1
41
2
7
2
2
1
02
93
91
1
1
1
1
6

856

3
1

13
3

1

13

3

1

1

1

40

1
2

3

1

2

1

10

5

5

6
5
7

1
5
11

1
1

6

4

1

1

1

1

1

1

2

2
3

60

2

2

1

5

16

3

1
20

35
15
29
71
4
7

27
1
4
1

1
2

21

6

1
4

2

1
2

1
3
1

1

1

1
1

2
1

2

3

8
7
4

1
217

2

5

7

1

1

2

11
2

19
04

7

4

4

87

9

4
8

3
7

31

149
112
151

971
71

36
140

8
51
11
3
7
6

106

62

3

1

2

6
64
1
1
81
5
3
9
4
2
6
31
7
2
1
1
8
1
2
1
2
1
3
2
2
2
7
5
3
1
01
4
2
71
2
21
2
2
1
03
05
32
1
1
1
1
8

1340

石高は「分限并有高」（AH317-260-1・2）・「在々分限并有高」（AH317-261-1・2）・「秋田藩分限帳」（A317-5）の記載による

〈表1〉　「陪臣家筋取調書」の全体像

石高主家
何石で一人の
近進がいるか

近進以
上の数

66.034
77.124
70.130

526.25
780.831

35.645
65.033

211.57
133.831
047.521
607.611
123.142
385.013

60.613

56.542

635.571

025.961

961.851

777.29
607.08
092.002
178.093
454.041
386.591
317.101
137.141
711.771
428.281
978.121
415.211
333.341
039.592
673.493
551.664
046.121

175.562
293.243
873.563
623.813
697.74
207.38
882.021
139.891
022.38
039.09
092.031
194.481
413.161
693.202
381.652
151.711
000.711
642.431
178.18
993.011
826.68
871.221
715.47
496.401
753.641
532.48
672.37
605.533
718.211

86.157
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〈図2〉2000石以下の直臣の石高と近進の数の相関表

y = 0.0078x - 0.1803

0
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15

20

0 1000 2000

石高

近
進
の
人
数

ルデモの値均平1列系

線形 (系列1) 線形 (平均値のモデル)

近
進
の
数
の
趨
勢
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
概
要
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

〈
表
１
〉
で
近
進
以
上
の
人
数
を
合
計
し
、
そ
の
数
字
を
石
高
で
割
る
と
、

平
均
は
8
6
．
1
5
7
と
な
る
。
つ
ま
り
、
久
保
田
城
に
登
城
す
る
八
十
六
石

ク
ラ
ス
の
直
臣
が
一
人
の
近
進
を
連
れ
て
歩
い
て
い
る
と
考
え
れ
ば
良
い
。

〈
表
１
〉
を
グ
ラ
フ
に
し
た
の
が
〈
図
１
〉
で
あ
る
。
相
関
値
は
0
．
9
7
で
、

強
い
正
の
相
関
が
見
ら
れ
る
。
〈
図
１
〉
に
平
均
値
8
6
．
1
5
7
の
直
線
を

入
れ
る
と
、
平
均
値
の
直
線
よ
り
も
回
帰
直
線
が
上
回
る
こ
と
が
分
か
る
。

〈
図
１
〉
で
は
一
〇
〇
〇
石
以
下
が
重
な
っ
て
見
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

二
〇
〇
〇
石
以
下
の
直
臣
の
み
抽
出
し
て
グ
ラ
フ
化
し
て
み
た
。
〈
図
２
〉
す

る
と
相
関
値
は
0
．
8
2
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
直
臣
が
平
均
の
線
よ
り
下
回

っ
た
。
と
り
わ
け
一
〇
〇
〇
石
以
下
に
な
る
と
、
平
均
の
線
よ
り
近
進
の
数
が

〈図1〉　直臣の石高と近進の数の相関表

y = 0.0155x - 4.3668

0
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八
六

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
大
身
の
直
臣
は
平
均
よ
り
多
く
の
近
進
を

抱
え
て
い
る
が
、
小
禄
の
直
臣
に
な
る
に
つ
れ
て
陪
臣
の
数
が
少
な
く
な
る
と

い
う
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
細
か
く
見
て
い
く
と
、
直
臣
が
抱
え
る
近
進
の
数
に
は
ば
ら
つ
き
が

あ
る
。
例
え
ば
七
一
二
石
の
大
山
十
郎
は
近
進
が
二
十
人
い
る
が
、
四
六
六
石

の
梅
津
弥
三
郎
は
一
人
し
か
い
な
い
。
ま
た
一
二
四
二
石
の
宇
都
宮
四
郎
に
至

っ
て
も
四
人
の
近
進
し
か
い
な
い
。

　

直
臣
が
抱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
陪
臣
の
数
は
軍
役
に
応
じ
た
も
の
で
あ

り
、
極
端
に
異
同
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
直

臣
の
石
高
に
応
じ
た
陪
臣
の
数
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
〈
図
１
〉

〈
図
２
〉
を
見
る
と
、
石
高
に
応
じ
て
規
則
的
に
陪
臣
が
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
秋
田
藩
に
お
け
る
石
高
に
基
づ
く
軍
役
シ
ス
テ

ム
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
直
前
に
お
い
て
、
す
で
に
崩

壊
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

三　

陪
臣
の
取
り
立
て
年
代
に
つ
い
て

　

次
に
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
三
四
〇
人
の
デ
ー
タ
の

内
、
石
高
が
記
載
さ
れ
て
い
る
近
進
四
百
人
を
抽
出
し
、
石
高
と
取
り
立
て
年

代
の
相
関
表
を
示
す
。
〈
図
３
〉
こ
こ
か
ら
、
陪
臣
の
取
り
立
て
は
近
世
を
通

じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
般
に
秋
田
藩
の
家
臣
団
構
成
は
、
常
陸
や
北
関
東
に
由
緒
を
持
つ
者
を
中

心
に
、
佐
竹
氏
の
出
羽
入
封
後
に
取
り
立
て
ら
れ
た
家
臣
に
よ
り
構
成
さ
れ
、

元
禄
の
座
格
制
の
確
立
に
よ
っ
て
藩
内
に
お
け
る
身
分
は
固
定
し
た
と
説
明
さ

れ
る
。
し
か
し
〈
図
３
〉
を
見
る
限
り
、
従
来
の
説
明
は
秋
田
藩
士
の
う
ち
直

臣
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
陪
臣
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が

言
え
る
。

　

〈
図
３
〉
の
相
関
値
は
△
0
．
1
7
で
、
回
帰
曲
線
を
入
れ
る
と
緩
い
減
少

傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
近
世
を
通
じ
て
陪
臣
の
新
規
取

〈図3〉陪臣の石高と取り立て年代相関表
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八
七

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

り
立
て
は
行
わ
れ
る
も
の
の
、
次
第
に
低
禄
で
召
し
抱
え
ら
れ
る
者
が
多
く
な

る
の
で
あ
る
。

　

次
に
陪
臣
の
取
り
立
て
年
代
を
見
る
べ
く
、
一
三
四
〇
人
の
デ
ー
タ
か
ら
取

り
立
て
年
代
の
記
載
の
あ
る
者
を
抽
出
し
、
か
つ
年
代
を
三
十
年
ご
と
に
区
切

っ
た
〈
表
２
〉
を
示
す
。
す
る
と
近
進
・
徒
士
・
足
軽
で
、
取
り
立
て
ら
れ
た

時
期
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
近
進
は
中
世
の
取
り
立
て
が

一
番
多
く
、
次
に
幕
末
の
取
り
立
て
が
続

く
。
徒
士
で
は
幕
末
、
近
世
後
期
の
取
り

立
て
が
多
い
。
ま
た
足
軽
で
は
出
羽
入
封

直
後
と
幕
末
の
取
り
立
て
が
多
い
。

　

こ
こ
に
常
陸
出
身
の
近
進
を
中
核
と
し

た
軍
団
が
出
羽
の
在
地
勢
力
を
足
軽
に
取

り
込
ん
で
家
臣
団
編
成
を
行
っ
た
初
期
秋

田
藩
政
確
立
の
形
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、

近
進
・
徒
士
・
足
軽
共
に
近
世
初
期
に
取

り
立
て
ら
れ
た
者
の
み
で
陪
臣
の
家
臣
団

が
構
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
絶
え
ず

人
材
の
補
充
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
世
後
期
か
ら
幕
末

に
か
け
て
新
規
取
り
立
て
が
著
し
い
。
簡

単
に
考
え
れ
ば
幕
末
期
の
軍
事
改
革
や
戊

辰
戦
争
に
よ
る
取
り
立
て
だ
と
結
論
を
下
し
そ
う
に
な
る
が
、
そ
う
す
る
と
一

七
八
一
～
一
八
一
〇
に
か
け
て
徒
士
の
取
り
立
て
が
急
増
し
た
こ
と
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
〈
表
２
〉
を
グ
ラ
フ
化
す
る
。
〈
図
４
〉
そ
し
て
近
進
と
徒
士
の
グ

ラ
フ
に
回
帰
曲
線
を
入
れ
て
み
る
。
す
る
と
近
進
に
つ
い
て
は
双
曲
線
の
よ
う

な
軌
跡
を
描
き
、
徒
士
は
緩
や
か
な
右
上
が
り
の
軌
跡
を
描
く
。

時）
陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

義宣より義隣へ附人
矢野弁蔵より養子

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

陪臣家筋取調書　1

〈図4〉秋田藩陪臣の取り立て年代表
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〈表2〉　秋田藩陪臣の取り立て年代

年代 足軽（人） 徒士（人） 近進（人）
1601以前 8 12.3% 11 4.6% 197 22.4%
1602～1630 18 27.7% 13 5.4% 118 13.4%
1631～1660 3 4.6% 7 2.9% 56 6.4%
1661～1690 2 3.1% 33 13.8% 90 10.2%
1691～1720 3 4.6% 27 11.3% 62 7.0%
1721～1750 6 9.2% 26 10.9% 38 4.3%
1751～1780 9 13.8% 26 10.9% 49 5.6%
1781～1810 6 9.2% 59 24.7% 79 9.0%
1811～1840 10 15.4% 37 15.5% 67 7.6%
1841～1870 18 27.7% 68 28.5% 124 14.1%

65 100.0% 239 100.0% 880 100.0%



八
八

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

　

つ
ま
り
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
近
進
、
徒
士
共
に
次
々
と
新
規
取
り
立
て

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
興
味
深
い
の
は
、
近
世
中

期
以
降
の
近
進
と
徒
士
の
新
規
取
り
立
て
の
数
と
年
代
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お

り
、
折
れ
線
グ
ラ
フ
の
軌
跡
が
同
じ
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
近
進
と
徒
士
の
新
規
取
り
立
て
の
ペ
ー
ス
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
全
体
的
な
傾
向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
直
臣
の
禄
の
高
低
が
陪
臣
の

取
立
年
代
と
関
わ
り
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
見
る
。
〈
図
５
〉
は
〈
表
１
〉
の

直
臣
ご
と
に
各
家
の
近
進
と
徒
士
の
取
り
立
て
年
代
の
平
均
年
を
算
出
し
、
そ

こ
か
ら
直
臣
の
石
高
と
近
進
と
徒
士
の
取
り
立
て
平
均
年
の
相
関
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
は
、
直
臣
の
禄
高
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
近
進
の
取
り
立
て
の
方
が

徒
士
よ
り
古
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
〈
表
１
〉
の
各
直
臣
の
近
進
取
り
立
て
年

代
の
平
均
は
一
七
五
二
年
で
、
徒
士
の
取
り
立
て
年
代
の
平
均
は
一
八
二
二
年

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
段
階
で
は
、
徒
士
の
方
が
新
規

に
召
し
抱
え
ら
れ
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
か
つ
禄
の
高
低
に
か
か

わ
ら
ず
共
通
し
た
傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
近
進
よ
り
徒
士
の
身
分
の
流
動

性
が
大
き
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
近
進
・
徒
士
共
に
禄
の
高
い
直
臣
ほ
ど
取
り
立
て
年
代
の
古
い
者

が
多
く
、
逆
に
禄
の
低
い
直
臣
ほ
ど
取
り
立
て
年
代
が
新
し
く
な
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
高
禄
の
直
臣
に
は
由
緒
の
古
い
陪
臣
が
多
く
、
逆

に
低
禄
の
直
臣
ほ
ど
新
参
者
の
陪
臣
が
多
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

個
別
の
事
例
を
挙
げ
る
。
〈
図
６
〉
は
大
館
城
所
預
の
佐
竹
西
家
（
五
五
七

八
石
余
）
で
あ
る
。
近
進
の
中
核
を
占
め
る
の
は
、
中
世
以
来
の
家
臣
で
あ

る
。
足
軽
を
見
る
と
近
世
前
期
に
取
り
立
て
ら
れ
た
由
緒
を
持
つ
者
が
多
い

が
、
こ
れ
は
一
様
に
中
世
の
大
館
領
主
浅
利
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
由
緒
を
持

〈図5〉直臣の石高と陪臣取り立て年代の相関表
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八
九

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

つ
。
こ
こ
か
ら
佐
竹
西
家
の
家
臣
団
構
成
は
、
常
陸
時
代
に
仕
え
て
い
た
近
進

を
中
核
と
し
た
家
臣
団
に
新
規
採
用
者
が
若
干
加
わ
り
、
近
世
後
期
に
新
規
採

用
が
増
え
る
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
横
手
城
所
預
で
あ
る
戸
村
家
（
五
五
九
二
石
余
）
の
事
例
を
見
る
。

〈
図
７
〉
戸
村
家
の
近
進
は
中
世
以
来
の
家
臣
が
多
い
が
、
数
を
減
ら
し
な
が

ら
も
近
世
を
通
じ
て
新
規
取
り
立
て
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
徒
士
は
近

世
中
後
期
に
取
り
立
て
ら
れ
た
者
が
多
く
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

更
に
も
う
一
つ
宇
都
宮
家
（
一
二
四
二
石
余
）
を
見
る
。
宇
都
宮
家
の
陪
臣

は
少
な
い
の
で
表
で
示
す
。
〈
表
３
〉
先
に
も
登
場
し
た
が
、
宇
都
宮
家
は
も

と
も
と
下
野
の
戦
国
大
名
で
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
改
易
さ
れ
佐
竹
義
宣
の
家
臣

〈図6〉佐竹西家陪臣の取り立て年代
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〈図7〉戸村家陪臣の取り立て年代
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九
〇

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

と
な
っ
た
経
歴
を
持
つ
。
そ
の
後

重
用
さ
れ
、
近
世
を
通
じ
て
五
人

の
家
老
を
出
す
に
至
る
。
だ
が

〈
表
３
〉
を
見
る
と
陪
臣
に
は
中

世
以
来
の
由
緒
を
持
つ
者
は
な

く
、
全
員
近
世
中
後
期
に
召
し
抱

え
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

こ
こ
で
三
つ
の
事
例
を
挙
げ
た

が
、
佐
竹
西
家
や
戸
村
家
と
い
っ

た
五
千
石
を
越
え
る
大
身
直
臣
の

陪
臣
は
由
緒
の
古
い
者
が
中
核
を

占
め
て
い
る
が
、
千
石
ク
ラ
ス
の

宇
都
宮
家
に
な
る
と
由
緒
の
古
い

陪
臣
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
分

限
帳
に
よ
る
と
、
秋
田
藩
に
は
知

行
取
の
武
士
は
一
九
五
五
家
あ

り
、
そ
の
う
ち
千
石
以
上
の
禄
高

の
家
は
二
三
家
が
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。
従
っ
て
、
由
緒
の
古
い
陪
臣

を
抱
え
て
い
る
直
臣
は
一
パ
ー
セ

ン
ト
に
も
満
た
な
い
わ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
の
直
臣
が
新
規
に
取
り
立
て
た
少
数

の
陪
臣
を
召
し
抱
え
て
い
る
と
い
う
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

四　

陪
臣
の
出
身
身
分

　
　

１　

近
進
の
場
合

　

次
に
取
り
立
て
ら
れ
る
陪
臣
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
陪
臣
の
出
身
身
分
を

見
る
こ
と
に
す
る
。

　

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
一
三
四
〇
名
の
デ
ー
タ
か
ら
、
近
世
に
取
り
立
て
ら

れ
、
か
つ
取
り
立
て
前
の
出
身
身
分
の
記
載
が
あ
る
四
〇
五
名
を
抽
出
し
、
取

り
立
て
年
代
と
出
身
身
分
を
グ
ラ
フ
で
示
す
。
〈
図
８
〉
ま
た
〈
図
８
〉
を
百

分
比
に
し
た
グ
ラ
フ
が
〈
図
９
〉
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
次
の
四
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
は
、
近
世
を
通
じ
て
近
進
の
次
三
男
が
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
近
進
の
出
自
の
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

一
般
に
武
士
の
家
で
次
男
以
下
に
生
ま
れ
た
男
子
は
、
養
子
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
当
主
の
下
で
冷
や
飯
食
い
と
し
て
一
生
を
終
え
る
と
イ
メ
ー
ジ

し
が
ち
で
あ
る
が
、
〈
図
８
〉
や
〈
図
９
〉
か
ら
、
次
三
男
で
あ
っ
て
も
別
家

を
立
て
る
形
で
直
臣
の
家
来
と
な
る
者
が
多
く
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
は
直
臣
の
家
の
内
部
で
陪
臣
の
次
三
男
が
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
る

場
合
と
、
他
の
直
臣
の
家
来
の
次
三
男
が
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
。

　

第
二
は
徒
士
か
ら
の
内
部
昇
進
は
一
六
六
一
年
か
ら
、
一
代
近
進
や
近
進
か

（
11
）

位 名前 扶持（人） 職責 和暦 （西暦） 足軽登用年 （西暦） 徒士登用年 （西暦） 近進登用年 （西暦） 備考

家臣 蒲田嘉右衛門 4.5 寛文11 1671
金具師古川鉄之助次男／塩谷弥太郎
家来中村文治実弟を養子

家臣 三浦　族 3 安政3 1856
渋江内膳より十兵衛分知の際に随従。
十兵衛家臣矢口久七郎次男を養子

家臣 野尻小十郎 3 慶応3 1867
慶長年中知行10石で横手御大工頭。
宝暦年中久保田へ。その後暇。
文政9年疋田斎家来となる。

家臣 石橋才助 3 明治2 1869

譜代歩行 小林文昨 鑓持 文政年中 1818 文政7 1824 文政9 1826 秋田郡虻川村出身。文政年中鑓持と
して召し抱え。文政7年譜代。

譜代歩行 安田善左衛門 草履取 文政年中 1818 文政5 1822 文政6 1823
山本郡鶴形村出身。文政年中草履取
として召し抱え。文政5年譜代に。
文政6年歩行に。

〈表3〉宇都宮家陪臣一覧



九
一

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

ら
の
内
部
昇
進
は
一
七
二
一
年
代
か
ら
見
え
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
臣
の

家
の
内
部
で
徒
士
か
ら
近
進
に
昇
進
す
る
二
段
の
階
段
が
先
に
で
き
あ
が
り
、

そ
こ
に
一
代
近
進
や
近
進
並
と
い
う
階
段
が
後
に
一
段
加
わ
り
、
そ
の
結
果
陪

臣
の
昇
進
は
徒
士
→
一
代
近
進
・
近
進
並
→
近
進
と
三
段
の
階
段
に
な
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

　

四
〇
五
名
の
中
か
ら
徒
士
と
近
進
の
両
方
の
取
り
立
て
年
の
分
か
る
八
十
三

名
を
抽
出
し
、
徒
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た
者
が
近
進
に
昇
進
を
遂
げ
る
歳
月
の

平
均
を
割
り
出
す
と
六
十
二
年
で
あ
っ
た
。
更
に
八
十
三
名
の
内
、
一
代
近
進

を
経
て
近
進
に
な
っ
た
十
六
名
を
抽
出
し
、
一
代
近
進
か
ら
近
進
に
昇
進
す
る

ま
で
の
歳
月
の
平
均
を
割
り
出
す
と
十
八
年
で
あ
っ
た
。

1 1628

1 1628

1 1694

1 1743

1 1743

〈図8〉  近進の出身身分
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〈図9〉  近進の出身身分（百分比）
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九
二

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

　

こ
こ
か
ら
徒
士
か
ら
近
進
へ
の
内
部
昇
進
は
、
最
初
は
親
や
祖
父
の
功
績
が

認
め
ら
れ
る
形
で
徒
士
登
用
の
六
十
二
年
後
に
昇
進
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の

が
、
後
に
徒
士
登
用
後
四
十
四
年
で
、
ま
ず
は
一
代
近
進
や
近
進
並
と
な
り
、

そ
の
十
八
年
後
に
近
進
に
登
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

徒
士
か
ら
い
き
な
り
近
進
に
昇
進
さ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
こ
こ
に
一
段
階

加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
何
故
か
。

　

秋
田
藩
直
臣
の
世
界
を
見
る
と
、
近
世
後
期
に
献
金
す
る
こ
と
で
武
士
身
分

を
獲
得
す
る
「
新
家
」
と
言
わ
れ
た
農
民
や
町
人
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

「
石
井
忠
行
日
記
」
に
は
、
農
民
や
町
人
が
献
金
す
る
額
で
与
え
ら
れ
る
武
士

身
分
料
金
表
の
記
述
も
あ
る
。

  

こ
れ
と
同
様
に
、
恐
ら
く
陪
臣
の
世
界
で
も
主
家
に
献
金
す
る
こ
と
で
身
分

の
上
昇
が
認
め
ら
れ
る
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
も
し
陪
臣

の
身
分
上
昇
が
主
人
で
あ
る
直
臣
に
金
銭
を
納
め
る
こ
と
で
許
さ
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
身
分
昇
進
の
階
段
が
二
段
か
ら
三
段
に
増
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
直
臣

の
懐
に
入
る
金
銭
は
倍
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
証
明
で

き
な
い
。

　

第
三
は
、
出
身
身
分
が
他
家
の
陪
臣
で
あ
っ
た
者
が
多
い
点
で
あ
る
。
と
り

わ
け
近
世
初
期
か
ら
こ
の
出
自
を
持
つ
陪
臣
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ

け
陪
臣
の
身
分
は
流
動
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

現
に
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
を
見
て
い
る
と
、
小
野
岡
家
の
杉
野
慶
治
の
由

緒
書
に
は
「
戸
村
一
学
の
代
に
人
詰
」
、
真
壁
家
の
小
林
祐
太
の
由
緒
書
に
は

「
天
保
四
年
疋
田
家
減
禄
に
つ
き
召
し
抱
え
」
等
の
文
言
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

ち
な
み
に
「
天
保
四
年
疋
田
家
減
禄
」
と
あ
る
の
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三

三
）
に
家
老
疋
田
斎
が
死
亡
し
た
こ
と
と
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
。
疋
田
家
は

も
と
も
と
千
石
余
の
藩
士
で
あ
っ
た
が
、
斎
の
代
に
二
千
石
余
に
加
増
さ
れ

た
。
し
か
し
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
分
限
帳
を
見
る
と
、
斎
の
子
疋
田
久

太
夫
の
禄
高
は
千
石
余
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
斎
の
死
亡
後
、
疋
田
家
は

元
の
千
石
へ
禄
高
が
減
ら
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
の
影
響
を
最
も
受
け

た
の
が
小
林
祐
太
の
よ
う
な
陪
臣
で
、
主
家
の
減
禄
に
伴
い
「
人
詰
」
と
称
し

た
馘
首
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
〈
表
３
〉
宇
都
宮
家
陪
臣
野
尻
小
十
郎

も
、
疋
田
家
陪
臣
で
あ
っ
た
経
歴
を
持
っ
て
お
り
、
野
尻
も
小
林
祐
太
同
様
疋

田
家
減
禄
に
伴
い
馘
首
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
禄
高
の
低
い

直
臣
に
仕
え
る
陪
臣
は
、
主
人
の
減
禄
に
常
に
お
び
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

秋
田
藩
は
近
世
後
期
、
財
政
の
悪
化
に
伴
い
藩
士
か
ら
の
知
行
借
り
上
げ
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
役
職
に
就
い
た
者
に
は
役
料
を
支

給
し
た
り
一
時
的
な
加
増
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

先
に
高
禄
の
直
臣
に
仕
え
る
陪
臣
の
由
緒
は
古
く
、
低
禄
の
直
臣
に
な
る
に

従
っ
て
新
参
の
陪
臣
が
多
く
な
る
と
い
う
結
果
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
藩
内
に

お
い
て
知
行
借
り
上
げ
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
高
禄
の
直
臣
と
、
陪
臣
の

数
を
減
ら
さ
な
け
れ
ば
乗
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
低
禄
の
直
臣
と
に
分
か
れ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
秋
田
藩
の
陪
臣
社
会
は
、
藩

(

12)

(

14)

(

15)

(

13)



九
三

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

財
政
の
悪
化
と
共
に
、
そ
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
な
い
高
禄
の
直
臣
の
由
緒
の

古
い
陪
臣
群
と
、
直
臣
の
禄
の
上
下
と
共
に
仕
官
先
を
変
え
る
「
渡
り
陪
臣
」

と
も
言
う
べ
き
一
群
の
二
極
分
化
が
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
直
臣
の
持
つ
経
済
力
に
よ
り
、
陪
臣
の
家
の
永
続
性
が
保
証
さ
れ

る
か
否
か
が
分
か
れ
、
こ
こ
に
陪
臣
社
会
の
二
極
化
構
造
が
発
生
し
た
の
で
あ

る
。

　

秋
田
藩
陪
臣
の
う
ち
近
進
の
人
材
補
充
を
見
る
と
、
陪
臣
社
会
内
部
で
完
結

し
て
い
る
。
「
人
詰
」
と
称
す
る
馘
首
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
藩
内
に
仕
官

先
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
秋
田
藩
武
士
社
会
に
安
定
を
も
た
ら

し
た
。
だ
が
、
身
分
の
流
動
性
の
大
き
い
陪
臣
群
は
、
絶
え
ず
問
題
意
識
を
持

っ
て
自
己
啓
発
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
秋
田
藩
武
士
社
会
で
生
き
延
び
て
い
く

こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。

　

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
宮
地
正
人
が
論
じ
た
旗
本
用
人
論
で
あ

る
。

宮
地
は
旗
本
用
人
が
仕
官
・
再
仕
官
を
繰
り
返
し
て
旗
本
の
家
臣
と
し
て
渡
り

歩
い
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
旗
本
用
人
を
「
雇
用
型
実
務
家
集
団
」
と
捉
え

た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
下
級
武
士
の
存
在
は
、
普
遍
化
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
予
想
を
立
て
た
。

　

と
す
る
と
、
多
数
の
直
臣
の
家
臣
と
し
て
渡
り
歩
く
陪
臣
群
の
存
在
は
秋
田

藩
に
お
け
る
「
雇
用
型
実
務
家
集
団
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
直
臣
を
渡
り
歩
く
陪
臣
に
求
め
ら
れ
た
資
質
や
技
能
は
何

で
あ
っ
た
の
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。

　

近
進
の
出
身
身
分
に
つ
い
て
指
摘
す
る
第
四
は
、
大
身
直
臣
の
分
流
と
し
て

一
門
扱
い
の
近
進
と
な
る
者
は
い
て
も
、
そ
れ
以
外
に
出
自
が
直
臣
で
あ
っ
た

者
は
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
田
藩
陪
臣
層
は
家
督
相
続

の
で
き
ぬ
直
臣
の
次
三
男
の
受
け
皿
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。従
っ
て
、

〈図10〉　徒士の出身身分
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九
四

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

直
臣
と
陪
臣
の
身
分
階
層
は
秋
田
藩
武
士
社
会
の
中
で
完
全
に
隔
絶
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　
　

２　

徒
士
の
場
合

　

次
に
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
段
階
で
徒
士
で
、
出
身
身
分
の
判
明
す
る
五

〇
名
の
デ
ー
タ
を
抽
出
し
、
そ
の
出
身
身
分
を
〈
図
１
０
〉
で
示
す
。
グ
ラ
フ

は
一
様
に
幕
末
期
の
取
り
立
て
が
目
立
つ
。
実
は
一
八
四
一
年
以
降
徒
士
と
な

っ
た
三
〇
人
の
う
ち
一
四
人
が
戊
辰
戦
争
の
軍
功
が
認
め
ら
れ
て
徒
士
と
な
っ

た
者
で
、
そ
の
中
で
も
五
人
が
農
村
出
身
者
で
あ
る
。
こ
こ
に
戦
争
が
農
民
の

身
分
上
昇
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
戊
辰
戦
争
に
よ
る
身
分
上
昇
と
い
う
要
因
を
除
外
し
て
、
徒
士
の

出
身
身
分
を
見
る
と
、
徒
士
の
次
三
男
の
取
り
立
て
、
他
の
直
臣
の
徒
士
か
ら

の
仕
官
、
そ
し
て
足
軽
・
中
間
・
草
履
取
と
い
っ
た
武
家
奉
公
人
か
ら
の
内
部

昇
進
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
前
節
の
近
進
の
出
身
身
分
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
農
村
か
ら
足
軽
・

中
間
・
草
履
取
と
い
っ
た
武
家
奉
公
人
と
し
て
秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
最
末
端
に

入
り
込
み
、
そ
こ
か
ら
徒
士
に
昇
進
し
、
六
十
二
年
か
け
て
近
進
に
上
昇
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
陪
臣
の
社
会
は
直
臣

の
社
会
と
は
隔
絶
し
て
い
る
の
で
、
陪
臣
の
近
進
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ

か
ら
直
臣
へ
身
分
を
上
昇
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
　

３　

直
臣
と
陪
臣
の
差
別
化
を
図
る
法
令

　

実
は
近
世
後
期
、
秋
田
藩
で
は
直
臣
と
陪
臣
の
差
別
化
を
徹
底
す
る
法
令
を

出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

覚

　
　

御
直
参
・
陪
臣
自
然
相
混
候
て
は
不
宜
儀
ニ
付
、今
般
御
吟
味
之
旨
有
之
、

　
　

以
来
左
之
通
相
心
得
候
様
被　

仰
出
候
。

　

一
陪
臣
御
附
人
之
外
は
、
御
直
参
諸
士
え
相
対
し
殿
付
に
て
応
対
遠
慮
可
有

　
　

之
事
。

　

一
惣
て
陪
臣
一
同
之
儀
ニ
候
得
共
、
御
苗
字
・
引
渡
之
家
来
共
へ
諸
士
相
対

　
　

し
呼
下
致
間
敷
事
。

　

一
廻
座
之
陪
臣
迚
も
家
柄
大
身
之
家
来
共
儀
は
、
右
に
准
諸
士
応
対
、
其
心

　
　

得
可
有
之
事
。

    　

右
之
通
可
被
相
心
得
候
。

　
　
　

二
月

　

こ
れ
は
藩
主
佐
竹
義
和
の
代
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
二
月
三
日
に
出
し

た
法
令
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
直
臣
に
対
す
る
陪
臣
の
礼
法
と
陪
臣
間
の
礼
法
が

説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
直
臣
と
陪
臣
の
上
下
関
係
の
み
な
ら
ず
陪
臣
間

の
上
下
関
係
も
明
文
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

文
面
を
見
れ
ば
陪
臣
は
直
臣
の
み
な
ら
ず
大
身
給
人
の
陪
臣
に
も
気
を
遣
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
直
臣
の
身
分
の
上
下
関

係
を
陪
臣
に
も
反
映
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
先
述
し
た

通
り
藩
主
一
門
衆
や
大
身
給
人
の
直
臣
ほ
ど
、
取
り
立
て
年
代
が
古
い
陪
臣
が

多
い
と
い
う
特
色
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
由
緒
の
古
い
大
身
の
直
臣
と
身

分
の
流
動
性
の
大
き
い
新
参
の
陪
臣
と
を
差
別
す
る
こ
と
で
武
士
社
会
の
秩
序

を
保
と
う
と
し
て
い
た
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

(
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九
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藩
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臣
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造

　

と
こ
ろ
が
弘
化
年
間
に
な
る
と
、
陪
臣
層
全
体
を
直
臣
と
区
別
し
よ
う
と
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。

　
　
　
　

覚
書

　

小
分
限
直
参
之
も
の
ト
陪
臣
ト
之
差
別
、
三
ツ
処
紋
ト
大
小
之
下
緒
ニ
て
分

　

置
候
様
此
間
申
上
候
。
申
含
形
り
一
ト
通
尤
ニ
候
得
共
、
左
様
致
候
て
ハ
小

　

苗
字
并
ニ
処
持
チ
等
ニ
は
故
障
も
在
之
、
早
速
申
渡
候
事
ニ
も
及
兼
居
り
申

　

候
。
殊
ニ
一
統
御
制
服
之
義
御
家
中
一
体
へ
早
ク
申
渡
可
宜
旨
も
之
段
申
上

　

候
得
共
、
是
ハ
此
表
ニ
も
不
限
、
江
戸
表
之
義
も
御
駕
籠
脇
始
御
制
服
取
調

　

も
在
之
、
御
着
之
上
ニ
無
之
候
得
ハ
相
極
り
不
申
候
事
故
、
双
方
相
究
り
候

　

段
当
表
へ
表
向
申
渡
候
事
ニ
御
家
老
共
よ
り
も
申
上
り
候
間
、
一
ト
通
心
得

　

之
為
メ
申
知
セ
置
候
。

　

こ
の
資
料
の
包
紙
に
は
「
弘
化
三
年
三
月
十
四
日
目
付
へ
の
下
書
」
と
あ

る
。
こ
こ
か
ら
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
、
紋
の
大
き
さ
や
刀
の
下
げ
緒
の

色
で
直
臣
と
陪
臣
の
区
別
を
一
目
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

藩
庁
内
部
で
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

〈
表
２
〉
や
〈
図
４
〉
を
見
る
と
、
弘
化
三
年
頃
は
近
進
・
徒
士
共
に
新
規

採
用
が
目
立
っ
て
い
る
。
右
の
資
料
の
よ
う
に
直
臣
と
陪
臣
を
徹
底
的
に
区
分

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
農
村
出
身
の
出
自
を
持
つ
者
が
陪
臣
社
会
に
多
数
入
り

込
ん
で
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
右
の
案
は
実
現
に
移
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
留
さ
れ
た
。
こ
れ
は
文
化

三
年
（
一
八
〇
六
）
に
陪
臣
間
の
差
別
化
を
明
文
化
し
て
お
り
、
由
緒
の
古
い

陪
臣
と
そ
う
で
な
い
陪
臣
を
同
一
に
扱
う
こ
と
が
難
し
い
と
判
断
し
た
た
め
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
問
題
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

　

文
化
三
年
時
点
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
二
極
化
す
る
陪
臣
の
問
題
で
あ
っ

た
。
高
禄
の
直
臣
に
仕
え
る
由
緒
の
古
い
陪
臣
と
低
禄
の
直
臣
に
仕
え
る
渡
り

陪
臣
の
差
別
化
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
四
十
年
間
に
わ
た
り
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
る
陪
臣
が

増
加
し
た
。
そ
の
中
に
は
農
村
出
身
の
出
自
を
持
つ
者
が
多
く
い
た
。
そ
こ

で
、
陪
臣
層
全
体
を
差
別
化
す
る
計
画
が
浮
上
し
た
。
し
か
し
文
化
三
年
の
法

令
の
趣
旨
と
は
合
わ
ず
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
秋
田
藩
が
近
世
後
期
に
直
臣
と
陪
臣
を
完
全
に
区
別

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
仕
官
・
再
仕
官
を
繰
り
返
す
陪
臣
や
農
村
出
身
の
出
自

を
持
つ
陪
臣
が
次
第
に
増
え
て
き
て
、
直
臣
の
社
会
と
は
異
な
る
社
会
が
秋
田

藩
武
士
社
会
の
末
端
に
で
き
あ
が
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ

が
言
え
る
。

　
　
　

五　

陪
臣
の
他
家
養
子
に
つ
い
て

　

筆
者
は
先
に
〈
図
３
〉
か
ら
、
陪
臣
は
近
世
を
通
じ
て
取
り
立
て
が
行
わ

れ
、
小
禄
の
者
が
増
え
て
い
る
と
述
べ
た
。

　

で
は
新
規
取
り
立
て
で
は
な
く
、
陪
臣
間
に
お
け
る
他
家
養
子
を
見
た
場

合
、
実
家
と
養
家
の
禄
高
差
に
ど
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

　

こ
れ
は
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
に
他
家
養
子
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
両
家
を

(
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特
定
で
き
る
五
十
二
家
の
デ
ー
タ
を
基
に
す
る
。
こ
の
結
果
は
〈
図
１
１
〉

で
、
相
関
値
は
0
．
4
1
と
な
る
。
し
か
し
、
実
家
と
養
家
の
禄
を
比
較
し
て

み
る
と
、
実
家
よ
り
も
養
家
の
方
が
低
い
傾
向
が
顕
著
で
、
高
禄
の
家
の
次
三

男
が
低
禄
の
家
に
養
子
に
入
る
降
嫁
現
象
が
見
ら
れ
る
。

　

更
に
実
家
と
養
家
の
石
高
比
率
を
〈
表
４
〉
に
示
す
。
す
る
と
、
石
高
が
五

（
18
）

〈図11〉  他家養子の相関表

y = 0.3981x + 20.285
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

養家の石高

実
家
の
石
高

系列1 線形 (系列1)

5.1倍～ 1
4.6～5.0倍
4.1～4.5倍
3.6～4.0倍
3.1～3.5倍
2.6～3.0倍 1
2.1～2.5倍 2
1.6～2.0倍 6
1.1～1.5倍 3

3倍等
－1.1～1.5倍 14
－1.6～2.0倍 6
－2.1～2.5倍 3
－2.6～3.0倍 4
－3.1～3.5倍 1
－3.6～4.0倍 1
－4.1～4.5倍
－4.6～5.0倍 2
－5.1倍～ 5

〈表4〉実家と養家の石高比率（実家／養家） 分
の
一
に
も
満
た
な
い
家
に
婿
に
行
っ
た
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　

他
家
養
子
の
形
態
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
独
特
の
も
の
で
、
武
士
社
会

が
永
続
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
秋
田
藩
の
陪
臣
社
会
に
お
い
て
は
低
禄
の
者
が
高
禄
の
家

へ
婿
に
行
く
の
は
容
易
で
な
く
、
他
家
養
子
が
身
分
上
昇
の
契
機
に
は
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　
　
　

六　

陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
増
加
す
る
要
因

　　

最
後
に
近
世
後
期
に
陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
増
え
た
社
会
的
要
因
を
考
え

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
先
に
献
金
す
る
こ
と
で
武
士
身
分
を
獲
得
し
た

「
新
家
」
の
よ
う
な
存
在
が
陪
臣
の
中
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推

測
を
述
べ
た
。



九
七

秋
田
藩
陪
臣
社
会
の
構
造

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
経
済
的
な
問
題
以
外
に
、
近
世
後
期
の
秋
田

藩
の
軍
事
動
員
が
陪
臣
の
取
り
立
て
の
増
加
に
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
述
べ
る
。

　

陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
増
え
る
要
因
に
な
っ
た
軍
事
動
員
に
は
二
つ
あ

り
、
一
つ
が
戊
辰
戦
争
、
も
う
一
つ
が
近
世
後
期
に
秋
田
藩
が
割
り
当
て
ら
れ

た
蝦
夷
地
出
兵
で
あ
る
。
確
か
に
戊
辰
戦
争
は
陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
大
幅

に
増
加
し
た
要
因
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
〈
図
４
〉
を
見
る
と
戊
辰
戦
争

の
以
前
か
ら
陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
は
増
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
近
世
後
期
に

秋
田
藩
が
割
り
当
て
ら
れ
た
蝦
夷
地
出
兵
も
陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
増
加
し

た
要
因
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
え
る
。

　

秋
田
藩
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
箱
館
に
出
兵
し
、
ま
た
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
蝦
夷
地
警
備
の
任
務
に
就

い
て
い
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
安
政
以
降
の
蝦
夷
地
警
備
の
際
、
身
分
上
昇
を

図
る
農
民
が
藩
の
足
軽
に
取
り
立
て
ら
れ
蝦
夷
地
に
送
り
込
ま
れ
た
こ
と
か

ら
、
藩
の
軍
事
動
員
が
農
民
の
身
分
上
昇
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

次
に
挙
げ
る
資
料
は
文
化
四
年
の
箱
館
出
兵
に
第
三
陣
と
し
て
従
軍
し
た
横

手
給
人
上
遠
野
子
之
助
の
日
記
で
、
こ
こ
に
農
村
か
ら
陪
臣
を
取
り
立
て
た
記

述
が
あ
る
。

　

一
御
加
勢
被
仰
付
出
府
之
節
召
連
候
供
人
七
人
名
前
左
之
通
。

　
　
　
　

家
来　
　
　
　
　
　
　

清
助

   　

 　

草
履
取　
　
　
　
　
　

翁
助

    　
　

二
本
柳
村
屋
敷
百
姓　

藤
八

　
　
　

終
始
供
致
候
故
褒
美
左
之
通

　

一
此
度
蝦
夷
地
エ
ト
ロ
フ
え
異
国
船
大
船
致
至
来
及
騒
乱
候
ニ
付
、
箱
館
御

　
　

奉
行
羽
太
安
芸
守
様
よ
り
御
国
え
御
加
勢
被
仰
進
候
ニ
付
、
嫡
子
子
之
助

　
　

御
加
勢
御
人
勢
被
仰
付
難
有
奉
御
請
、
然
所
供
人
不
足
ニ
付
、
其
方
儀
ハ

　
　

屋
敷
百
姓
之
事
故
供
人
申
付
候
所
、
不
顧
生
死
早
速
承
知
致
供
致
候
段
誠

　
　

ニ
心
切
之
至
り
ニ
候
。
依
之
屋
敷
高
永
々
可
宛
行
。
猶
此
末
火
急
之
儀
有

　
　

之
供
人
申
付
候
節
は
兼
て
可
為
承
知
も
の
也
。

    　
　

文
化
四
年
卯
七
月
廿
一
日　
　
　

上
遠
野
喜
太
郎
秀
英
（
花
押
）

　
　
　
　
　

仙
北
郡
二
本
柳
村
屋
敷
百
姓　

藤
八
殿

                                          　
　
　

（
傍
線
筆
者
）

　

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
箱
館
出
兵
の
折
、
秋
田
藩
は
久
保
田
給
人
に
よ
る

第
一
陣
・
第
二
陣
を
箱
館
へ
送
り
込
み
、
横
手
給
人
か
ら
な
る
第
三
陣
を
久
保

田
城
下
で
待
機
さ
せ
た
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
八
月
に
箱
館
に
お
い
て
幕

府
役
人
か
ら
秋
田
藩
士
は
撤
収
を
許
可
さ
れ
た
た
め
、
上
遠
野
子
之
助
が
属
し

て
い
る
第
三
陣
は
渡
海
す
る
こ
と
な
く
横
手
へ
引
き
あ
げ
て
い
る
。

　

上
遠
野
子
之
助
は
一
八
七
石
の
直
臣
で
あ
り
、
出
兵
に
際
し
七
人
の
従
者
を

連
れ
て
従
軍
し
た
。
し
か
し
家
来
が
不
足
し
て
い
た
。
そ
こ
で
上
遠
野
家
で
は

知
行
地
で
あ
る
仙
北
郡
二
本
柳
村
か
ら
藤
八
を
陪
臣
と
し
て
取
り
立
て
た
の
で

あ
る
。
そ
の
条
件
と
し
て
「
屋
敷
高
永
々
可
宛
行
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
遠
野

家
へ
の
年
貢
を
免
除
し
て
い
る
。
こ
れ
は
屋
敷
高
を
宛
わ
れ
た
こ
と
と
同
じ
意

味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
藤
八
は
屋
敷
高
の
給
付
と
引
き
換
え
に
上
遠
野
家
の
陪

臣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
19
）

（
21
）

（
20
）
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〈
図
６
〉
を
見
る
と
、
確
か
に
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
箱
館
出
兵
の
時

期
に
陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
だ
が
文
化

四
年
に
限
定
す
る
と
、
こ
の
年
に
陪
臣
の
新
規
取
り
立
て
が
急
激
し
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。

　

し
か
し
秋
田
藩
で
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
箱
館
出
兵
を
契
機
に
領
内

の
海
岸
防
備
を
恒
常
的
に
行
う
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
従
事
す
る
直
臣
は
、
上

遠
野
子
之
助
の
よ
う
に
陪
臣
を
知
行
地
か
ら
取
り
立
て
る
こ
と
で
軍
事
力
の
再

生
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
戦
争
は
財
政
の
窮
乏
化
に
よ
り
ス
リ

ム
化
し
て
い
た
陪
臣
社
会
の
様
相
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
い
う
こ
と

が
言
え
る
。

　

ま
た
、
直
臣
の
軍
事
力
再
生
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
地
方
知
行
制
に
よ
る
土

地
支
配
だ
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
秋
田
藩
が
近
世
を
通
し
て
地
方
知
行
制
に
こ

だ
わ
っ
た
理
由
の
一
つ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

以
上
本
稿
で
は
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
五
冊
の
分
析
か
ら
、
秋
田
藩
陪
臣
社

会
の
構
造
の
特
質
を
述
べ
て
き
た
。
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
磯
田
道
史
が
論
じ

た
大
名
武
士
社
会
の
三
層
構
造
が
秋
田
藩
陪
臣
社
会
に
も
存
在
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
と
、
宮
地
正
人
が
論
じ
た
旗
本
用
人
を
「
雇
用
型
実
務
家
集
団
」
と
す

る
見
方
を
、
秋
田
藩
陪
臣
社
会
に
お
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　

結
論
は
、
秋
田
藩
陪
臣
社
会
に
も
「
近
進
・
徒
士
・
足
軽
」
の
三
層
構
造
は

存
在
し
て
い
た
が
、
家
格
が
固
定
し
て
い
た
直
臣
社
会
の
三
層
構
造
と
は
異
な

り
、
近
進
・
徒
士
・
足
軽
共
に
近
世
を
通
じ
て
新
規
取
り
立
て
が
行
わ
れ
る
流

動
性
の
大
き
い
社
会
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
陪
臣
社
会
を
細
か
く

見
て
い
く
と
、
中
世
以
来
の
由
緒
を
持
つ
一
群
と
仕
官
・
再
仕
官
を
繰
り
返
す

「
渡
り
陪
臣
」
と
も
言
う
べ
き
一
群
の
二
極
分
化
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
後
者
の
陪
臣
群
を
、
宮
地
の
言
う
「
雇
用
型
実
務
家

集
団
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
を
持
つ
に
至
っ

た
。

　

最
後
に
、
こ
の
検
証
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
次
の
三
点
を
強
調
し
て
お

き
た
い
。

　

第
一
は
、
秋
田
藩
武
士
社
会
に
お
け
る
身
分
内
差
別
で
あ
る
。

　

陪
臣
の
家
の
永
続
性
は
、
主
家
で
あ
る
直
臣
の
経
済
状
態
に
よ
り
左
右
さ
れ

た
。
秋
田
藩
は
財
政
の
悪
化
か
ら
近
世
中
後
期
以
降
断
続
的
に
知
行
借
り
上
げ

を
行
う
が
、
多
く
の
直
臣
が
陪
臣
の
馘
首
に
よ
っ
て
乗
り
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
戦
国
大
名
の
系
譜
を
持
つ
一
二
四
二
石
の
宇
都
宮
家
で
も
中
世
以

来
の
由
緒
を
持
つ
陪
臣
は
い
な
い
こ
と
か
ら
、
極
一
部
の
高
禄
の
直
臣
以
外
の

陪
臣
は
身
分
の
流
動
性
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
身
分
の
流
動
性
は
大
き
い
と
は
い
え
、
取
り
立
て
ら
れ
る
陪
臣
は

次
第
に
低
禄
と
な
り
、
ま
た
陪
臣
間
の
他
家
養
子
の
状
況
を
見
て
も
降
嫁
現
象

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
参
者
が
秋
田
藩
武
士
社
会
の
末
端
で
あ
る
陪
臣
社

会
に
入
り
込
ん
だ
と
し
て
も
、
経
済
状
態
を
好
転
さ
せ
る
よ
う
な
身
分
上
昇
は
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難
し
か
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
陪
臣
か
ら
直
臣
へ
身
分
を
上
昇
さ
せ
る
者
は
存

在
せ
ず
、
こ
こ
に
乗
り
越
え
ら
れ
ぬ
身
分
間
の
断
絶
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
象
徴

す
る
の
が
近
世
後
期
の
陪
臣
間
の
礼
法
の
法
制
化
で
、
直
臣
と
陪
臣
を
一
目
で

識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
差
別
化
ま
で
も
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
秋
田
藩
直
臣
団
に
お
け
る
軍
役
の
形
骸
化
で
あ
る
。

　

直
臣
が
抱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
陪
臣
の
数
は
一
定
の
は
ず
で
あ
る
。
本
来

で
あ
れ
ば
、
禄
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
陪
臣
の
数
は
規
則
的
に
増
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
直
臣
が
抱
え
て
い
る
陪
臣
の
数
に
は
ば
ら
つ
き

が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
小
禄
の
直
臣
に
な
る
に
従
っ
て
、
抱
え
て
い
る
陪
臣
の

数
が
極
度
に
少
な
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
も
財
政
の
悪
化
に
伴
い
陪
臣
を
馘
首
し
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
で
き
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
本
来
直
臣
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
軍
役
も
形
骸
化
し
て

い
る
と
理
解
で
き
る
。

　

第
三
は
、
軍
役
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
藩
の
軍
事
体
制
の

弱
体
化
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

財
政
の
悪
化
か
ら
陪
臣
の
数
を
減
ら
し
た
と
は
い
え
、
軍
事
動
員
の
必
要
性

に
迫
ら
れ
れ
ば
、
知
行
地
か
ら
農
民
を
陪
臣
と
し
て
召
し
抱
え
る
こ
と
が
可
能

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
田
藩
は
家
臣
が
知
行
地
を
持
つ
地
方
知
行
制
を
一
貫
し

て
採
り
続
け
た
が
、
こ
の
地
方
知
行
制
こ
そ
が
直
臣
の
軍
事
力
を
再
生
す
る
基

盤
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
戊
辰
戦
争
で
は
総
銃
隊
化
し
た
部
隊
を
ど
れ
だ
け
持
つ
か
が
勝
敗
の

分
か
れ
道
と
な
っ
て
い
た
観
が
あ
り
、
地
方
知
行
制
を
基
盤
と
し
た
従
来
型
の

軍
事
力
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
戦
争
の
勝
利
に
つ
な
が
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

註

(

１)
 

当
館
で
は
本
年
八
月
八
日
に
「
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
資
料
活
用
講
座―

先
祖

 

調
べ
を
中
心
と
し
て―

」
を
開
催
し
た
。
利
用
者
が
先
祖
調
べ
を
目
的
に
来
館

 

し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
、
ど
の
よ
う
に
探
せ
ば
よ
い
の
か
を
説
明
し

 

た
講
座
で
好
評
を
得
た
。

(

２)
 

秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
（
県
Ｄ―

８―

５―

１
～
５
）

 

（
以
下
資
料
番
号
を
附
し
た
資
料
及
び
「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」
「
石
井
忠
行
日

 

記
」
は
同
館
所
蔵
）

(

３)
 

宮
地
正
人
「
幕
末
旗
本
用
人
論―

江
戸
都
市
論
に
旗
本
社
会
を
ど
う
組
み
込
む

 

か―

」
（
福
地
惇
・
佐
々
木
隆
編
『
明
治
日
本
の
政
治
家
群
像
』
吉
川
弘
文

 

館
、
平
成
五
年
）
・
「
幕
末
・
明
治
期
と
官
僚
制
」
（
『
歴
博
』
七
九　

国
立

 

歴
史
民
俗
博
物
館
、
平
成
八
年
十
一
月
）

(

４)
 

松
本
良
太
「
近
世
後
期
の
武
士
身
分
と
都
市
社
会―

「
下
級
武
士
」
の
問
題
を

 

中
心
に 

(

一
九
九
八
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告)

 
―
 
(

近
世
支
配
集
団
の

 

構
造
と
変
容)

」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
一
六
、
平
成
十
年
）

(

５)
 

磯
田
道
史
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
十

 

五
年
）

(

６)
 

『
秋
田
県
史
』
第
四
巻
維
新
編
（
秋
田
県
、
昭
和
三
十
六
年
）
四
四
九
頁

(

７)
 

「
宇
都
宮
孟
綱
日
記
」
天
保
十
四
年
七
月
十
八
日
条

(
８)

 

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
の
取
り
立
て
年
代
の
デ
ー
タ
入
力
に
つ
い
て
は
、
次
の

 

三
通
り
の
方
法
に
拠
っ
た
。
一
つ
め
は
取
り
立
て
年
の
記
載
が
あ
る
場
合
は
、

 
そ
の
年
を
入
力
し
た
。
二
つ
め
は
、
「
元
禄
年
中
に
取
り
立
て
」
と
あ
る
場
合

 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
元
禄
元
年
」
を
入
力
し
た
。
三
つ
め
は
「×

×

様
御

 

代
に
取
り
立
て
」
と
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
系
図
資
料
か
ら
「×

×
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造

 

様
」
が
当
主
に
な
っ
た
年
が
判
明
す
る
場
合
は
、
そ
の
年
を
入
力
し
た
。
ま

 

た
、
当
主
に
な
っ
た
年
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
そ
の
人
物
の
生
年
を
入
力
し

 
た
。
従
っ
て
本
稿
で
使
用
し
た
デ
ー
タ
は
完
全
に
正
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な

 
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
る
と
は
い
え
そ
の
誤
差
は
何
十

 

年
、
何
百
年
に
至
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」

 

は
、
明
治
三
年
か
ら
過
去
を
振
り
返
っ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ

 

ば
、
多
少
の
誤
差
を
含
み
つ
つ
も
、
大
ま
か
な
陪
臣
取
り
立
て
の
様
相
は
掴
め

 

る
と
判
断
し
た
。

(

９)
 

伊
藤
成
孝
「
岡
本
元
朝
と
家
譜
編
纂
事
業
に
つ
い
て
」
（
『
秋
田
県
公
文
書
館

 

研
究
紀
要
』
十
三
、
平
成
十
九
年
）

(

10)
 

も
っ
と
も
、
こ
の
石
高
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
戊

 

辰
戦
争
の
軍
功
に
よ
り
加
増
さ
れ
て
い
る
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
戊
辰

 

戦
争
の
軍
功
に
よ
る
加
増
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
大
き
く
デ
ー
タ
の
傾
向
が
変

 

わ
る
も
の
で
は
な
い
。

(

11)
 

『
秋
田
県
史
』
第
二
巻
近
世
編
上
（
秋
田
県
、
昭
和
三
十
九
年
）
一
五
五
頁

(

12)
 

「
石
井
忠
行
日
記
」
文
久
二
年
十
二
月
二
十
六
日
条

(

13)
 

「
陪
臣
家
筋
取
調
書
」
三

(

14)
 

『
秋
田
武
鑑
』
（
無
明
舎
、
昭
和
五
十
八
年
）
一
五
八
頁

(

15)
 

「
御
国
武
鑑
分
限
録
」
（
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵　

庵
５
７
３
）

(

16)
 

「
直
臣
陪
臣
応
対
心
得
仰
書
」
（
Ａ
Ｓ
３
１
７―

２
９
）

(

17)
 

「
小
分
限
直
参
・
陪
臣
の
差
別
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
Ａ
Ｈ
３
１
７―
６
９
）

(

18)
 

磯
田
前
掲
書
、
一
〇
五
頁

(

19)
 

拙
稿
「
幕
末
秋
田
藩
海
岸
警
備
考―

守
備
兵
の
問
題
を
中
心
と
し
て―

」

 

（
『
秋
田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
十
三
、
平
成
十
九
年
）

(

20)
 

「
松
前
箱
館
御
加
勢
日
記
」
七
月
二
十
一
日
条
（
Ａ
３
９
３―

２
）

(

21)
 

「
上
遠
野
氏
支
流
系
図
」
（
Ａ
２
８
８
．
２―

６
６
３―

３
）

（
古
文
書
班
学
芸
主
事　

は
た
な
か
や
す
ひ
ろ
）



一
〇
一

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

　
　

は
じ
め
に

　

一　

「
米
沢
町
記
録
」
の
分
析

　

二　

米
沢
町
の
特
徴
に
つ
い
て

　
　

１　

米
沢
町
の
成
立
と
町
由
緒
形
成

　
　

２　

米
沢
町
の
住
民
構
造

　
　

お
わ
り
に

　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

秋
田
藩
の
城
下
町
久
保
田
に
お
け
る
町
人
社
会
に
つ
い
て
は
、
豊
富
な
町
方

史
料
な
ど
に
基
づ
き
、こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
米
沢
町
記
録
」
も
、
代
表
的
な
町
方
史
料
の
ひ
と
つ
と

し
て
広
く
知
ら
れ
、
す
で
に
活
用
さ
れ
て
き
た
史
料
群
で
あ
る
。

　

久
保
田
の
場
合
、
町
人
町
と
し
て
西
部
に
外
町
が
広
が
る
が
、
米
沢
町
（
現

在
の
秋
田
市
楢
山
）
は
、
久
保
田
南
部
に
設
置
さ
れ
た
足
軽
町
の
内
部
に
位
置

す
る
町
人
町
で
あ
る
。
米
沢
町
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
り
次
の
よ
う

な
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
に
米
家

督
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
久
保
田
の
場
合
、
家
督
と
は
個
別
の
町
ご
と
に

与
え
ら
れ
た
特
定
商
品
の
営
業
特
権
を
意
味
す
る
。
こ
の
年
、
従
来
よ
り
米
家

督
を
承
認
さ
れ
て
い
た
米
町
四
丁
と
同
様
に
、
正
式
に
城
下
町
久
保
田
の
米
家

督
町
と
み
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
第
二
に
牛
嶋
村
を
は
じ
め
周
辺
村
々
の
家
督

破
り
の
横
行
に
対
す
る
米
家
督
争
い
の
様
子
で
あ
る
。
第
三
に
天
保
期
の
久
保

田
の
米
穀
流
通
状
況
の
変
化
と
米
家
督
制
度
の
崩
壊
の
様
子
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
米
沢
町
記
録
」
に
は
町
運
営
や
住
民
構
造
、
経
済
状
況
な
ど
に
関

す
る
豊
富
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
米
沢
町
記
録
」
の
史
料
群

と
し
て
の
全
体
像
を
紹
介
し
た
の
ち
、
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
米
沢
町

の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

一　

「
米
沢
町
記
録
」
の
分
析

　

本
章
で
は
「
米
沢
町
記
録
」
の
史
料
群
全
体
像
を
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
は
分
析
に
先
立
ち
、
こ
の
史
料
群
が
秋
田
県
公
文
書
館

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察　

―
「
米
沢
町
記
録
」
の
分
析
を
通
じ
て
―

加　

藤　

昌　

宏

(

1)

《
史
料
紹
介
》



一
〇
二

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

の
所
蔵
と
な
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
る
。

　

平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
三
月
、
原
所
蔵
者
で
あ
る
根
津
谷
禮
蔵
氏
よ
り

史
料
寄
贈
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
同
史
料
は
『
秋
田
県
歴
史
資
料
目
録
第
三

集
』
（
昭
和
四
十
二
年
一
月
刊
行
）
に
秋
田
県
歴
史
資
料
収
集
協
議
会
の
直
接

調
査
に
よ
る
「
根
津
谷
文
書
」
一
三
三
点
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
三
月
三
十
日
に
「
古
文
書　

米
沢
町
記
録
」

（
指
定
書
記
号
番
号
・
古
２
）
一
二
三
点
と
し
て
秋
田
市
指
定
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
申
し
出
を
受
け
た
の
ち
、
秋
田
市
教
育
委
員
会
に
相

談
の
上
、
当
館
で
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

史
料
の
一
部
に
水
損
な
ど
を
要
因
と
す
る
劣
化
損
傷
が
み
ら
れ
た
た
め
、
平

成
十
六
、
十
七
年
度
に
あ
わ
せ
て
三
八
点
の
史
料
に
修
復
を
施
し
た
の
ち
、
第

一
次
整
理
を
す
す
め
た
。
受
け
入
れ
時
点
で
は
、
文
化
財
指
定
時
と
同
様
に
全

一
二
三
点
の
史
料
群
と
し
て
受
け
入
れ
た
が
、
枝
番
号
を
施
す
な
ど
の
整
理
の

結
果
、
全
一
七
七
点
の
史
料
群
と
し
て
、
平
成
十
九
年
よ
り
一
般
に
閲
覧
公
開

の
運
び
と
な
っ
た
。

　

以
下
、
整
理
作
業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
特
徴
を
取
り
上
げ
る
。

　
　

１　

日
記

　

「
米
沢
町
記
録
」
の
中
心
史
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
文
化
元
（
一
八

〇
四
）
年
か
ら
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
お
よ
ぶ
全
四
〇
冊
の
「
日
記
」
で

あ
る
。
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
の
日
記
が
七
月
以
前
と
八
月
以
降
の
二
分
冊

と
な
る
以
外
は
、
一
年
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
記
記
述
に
関
し
て
は
、
天
保
三
年
の
日
記
表
紙
裏
に
「
諸
色
會
談
所
よ
り

廻
文
ヲ
以
御
嚼
被
成
置
候
事
、
残
り
無
日
記
帳
江
相
印
可
申
、
其
外
丁
内
に
お

ゐ
て
さ
し
た
る
事
落
な
く
附
置
申
へ
く
事
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
米
沢
町
に
お

け
る
掟
の
一
部
で
あ
ろ
う
か
、
日
記
の
主
目
的
は
会
談
所
か
ら
の
廻
文
と
町
内

の
出
来
事
を
書
き
残
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
会
談
所
に
つ
い
て
は
、
町

奉
行
の
役
屋
御
町
処
の
中
に
設
け
ら
れ
、
町
役
人
と
の
接
触
連
絡
の
場
所
で
あ

り
、
町
人
町
へ
の
町
触
は
会
談
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
大
町
三
丁

目
な
ど
久
保
田
の
他
町
で
は
、
諸
事
記
録
は
丁
代
（
町
代
と
も
記
す
）
の
役
割

と
さ
れ
る
。
米
沢
町
の
日
記
に
も
裏
表
紙
に
丁
代
の
名
前
が
記
載
さ
れ
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
記
の
記
載
は
主
に
丁
代
が
担
当
し
た
も
の
と
推

測
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
「
丁
代
日
記
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
丁
代
日
記
に
は
以
下
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
第
一
に
裏
表
紙
に
丁
代
と

錠
笥
番
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
点
、
第
二
に
日
記
冒
頭
に
正
月
の
米
相
場
が
記

載
さ
れ
て
い
る
点
、
第
三
に
米
沢
町
人
の
組
合
構
成
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
図
１
は
こ
れ
ら
の
記
載
状
況
を
一
覧
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
丁
代
と
錠
笥
番
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
丁
代
に
つ
い
て
は
「
大
町
三
丁

目
記
録
永
代
帳
」
の
記
載
か
ら
、
町
奉
行
や
庄
屋
か
ら
の
連
絡
を
町
内
に
通
達

し
た
り
、
町
内
の
動
向
を
控
帳
に
ま
と
め
た
り
、
自
宅
が
町
内
会
所
と
な
り
寄

合
の
用
意
を
行
う
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
世
話
役
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
町
の
意
思
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
、
町
中

へ
の
奉
仕
者
と
位
置
付
け
ら
れ
た
存
在
と
も
説
明
さ
れ
る
。
錠
笥
番
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
天
保
四
年
の
日
記
に
「
御
払
米
之
儀
者
小
笹
栄
八
取
扱
罷
有
候
所

(

2)

(

3)

(

4)



一
〇
三

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

（
以
下
略
）
」
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
の
日
記
に
「
小
間
過
銭
七
十
貫
文

外
ニ
袴
代
廿
壱
貫
五
百
余
文
受
取
、
錠
笥
伝
七
殿
へ
相
渡
申
候
」
と
記
載
が
あ

り
、
実
際
に
金
銭
や
米
穀
を
取
り
扱
い
、
管
理
す
る
役
割
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
な
お
天
保
四
年
の
小
笹
栄
八
は
当
時
の
錠
笥
番
で
あ
る
。

　

図
１
に
よ
り
両
役
の
推
移
を
み
る
と
、
米
沢
町
で
は

丁
代
、
錠
笥
番
が
一
人
ず
つ
置
か
れ
、
と
も
に
一
～
二

年
で
交
代
し
て
い
る
。
三
年
以
上
連
続
で
つ
と
め
て
い

る
例
は
確
認
で
き
ず
、
お
よ
そ
二
年
を
め
ど
に
交
代
す

る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

　

続
い
て
米
相
場
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
次

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

初
相
場

　

上
米
三
斗
ニ
付　

九
百
五
十
文　

中
米　

九
百
文　

　

下
米　

八
百
五
十
文

　

白
米
小
売
壱
升
ニ
付　
　

中
白　

三
十
七
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
白　

三
十
五
文

　

こ
れ
は
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
の
例
で
あ
る
。
米

一
俵
（
三
斗
）
あ
た
り
の
値
段
が
上
米
・
中
米
・
下
米

ご
と
に
記
さ
れ
、
ま
た
白
米
小
売
に
つ
い
て
中
・
下
そ

れ
ぞ
れ
一
升
の
値
段
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
米
三
斗
の

相
場
の
推
移
を
図
２
に
ま
と
め
た
が
、
天
保
年
間
以
降

急
激
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
米
沢
町
は
、
米
家
督
町
と

し
て
基
本
的
に
こ
の
値
段
で
の
商
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
相
場

の
変
化
は
米
沢
町
の
経
済
状
況
に
強
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
町
内
の
組
合
構
成
に
つ
い
て
み
る
。
丁
代
日
記
で
は
初
相
場
に
続
く

図１　　米沢町丁代日記一覧
和　暦 丁数 丁代（町代） 錠笥番 初相場 組合

○○01元化文）記日（番壱拾1沢米
米沢2 日記　三番 文化9 41 長谷川五左衛門 ○ ○
米沢3 日記　五番 文化12 27 鈴木久左衛門 大渕吉兵衛 ○ ○
米沢4 日記　四番 文化14 13 大渕吉兵衛 松田長之助 ○ ○
米沢5 日記　八番 文化15 26 松田孫右衛門 長谷川五左衛門 ○ ○
米沢6 日記　拾弐番 文政2 31 松田孫右衛門 大渕吉兵衛 ○ ○

○○衛兵又谷熊223政文番六　記日7沢米
○○門衛左久木鈴935政文番七　記日8沢米
○○門衛左久木鈴916政文番三拾　記日9沢米
○○衛兵七木鈴017政文番四拾　記日01沢米
○○郎太喜田松3311政文記日11沢米
○○八伊笹小9321政文記日21沢米
○○門衛右孫田松73保天記日31沢米
○○吉久笹小934保天記日41沢米

米沢15 日記 天保4 38 山木惣助 小笹栄八 － －
米沢16 日記 天保5 12 山本惣助 佐渡屋清松 ○
米沢17 日記 天保6 71 佐渡屋清松 小林重蔵 ○
米沢18 日記 天保7 76 佐渡屋清松 工藤小平 ○
米沢19 日記 天保8 23 小林重蔵 工藤小平 ○

○○蔵重林小629保天記日02沢米
米沢21 日記 天保10 42 工藤小平 山本惣兵衛 ○
米沢22 日記 天保11 46 工藤小兵衛 山本惣兵衛 ○ ○
米沢23 日記 天保12 36 山本惣兵衛 長谷川佐吉 ○ ○
米沢24 日記 天保13 17 山本惣兵衛 長谷川佐吉 ○ ○
米沢25 日記 天保14 32 小笹久吉 松田長之助 ○ ○
米沢26 日記 天保15 4 小笹栄八 小笹伊兵衛 ○

○衛兵惣本山62化弘記日72沢米
米沢28 日記 弘化3 8 小笹や栄八 高橋屋金兵衛 ○
米沢29 日記 弘化4 6 高橋屋金兵衛 山本屋惣兵衛 ○ ○
米沢30 日記 弘化5 4 高橋屋金兵衛 山本屋惣兵衛 ○
米沢31 日記 嘉永2 3 加賀屋伝七 小笹屋栄八
米沢32 日記 嘉永3 4 加々屋伝七 小笹屋栄八 ○
米沢33 日記 嘉永4 20 長谷川五兵衛 加賀屋伝七 ○
米沢34 日記 嘉永5 9 長谷川屋五兵衛 加々屋伝七 ○
米沢35 日記 嘉永6 3 高橋屋金兵衛 根津屋巳之松 ○
米沢36 日記 嘉永7 8 加々屋伝七 根津屋巳之松 ○
米沢37 日記 安政2 7 根津屋巳之松 長谷川五兵衛 ○
米沢38 日記 安政3 5 根津屋巳之松 長谷川五兵衛 ○
米沢39 日記 安政4 10 山本屋惣兵衛 高橋屋金兵衛
米沢40 日記 安政5 8 小笹栄八 加々屋伝七 ○

「初相場」「組合」の欄は、日記中にそれぞれ記載がある場合に○印を付した。

資料番号 資料名



一
〇
四

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

年
頭
部
分
に
、
組
頭
を
筆
頭
に
組
合
構
成
員
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら

を
一
覧
に
ま
と
め
た
の
が
図
３
で
あ
る
。
な
お
日
記
裏
表
紙
に
み
ら
れ
る
丁
代

と
錠
笥
番
を
あ
わ
せ
て
掲
載
し
た
。
米
沢
町
の
組
合
構
成
の
特
徴
と
し
て
は
、

一
組
の
構
成
員
が
一
〇
人
前
後

に
及
ぶ
場
合
が
あ
る
点
と
、
毎

年
組
頭
も
構
成
員
も
、
場
合
に

よ
っ
て
は
町
内
の
組
数
ま
で
も

変
更
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
が
米
沢
町
に
限
る

の
か
、
久
保
田
全
体
に
お
よ
ぶ

特
徴
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は

判
然
と
し
な
い
。
ま
た
天
保
十

二
（
一
八
四
一
）
年
に
は
、
正

月
の
段
階
で
二
組
構
成
と
さ
れ

て
い
た
組
合
が
、
三
月
に
四
組

構
成
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
従
来
と
異
な
り
、
同
十
五

年
に
い
た
る
ま
で
異
動
し
た
町

人
以
外
に
組
合
構
成
員
が
変
化

し
て
い
な
い
。
弘
化
二
（
一
八

四
五
）
年
に
は
再
び
二
組
構
成

と
な
る
も
の
の
、
同
四
年
ま
で

や
は
り
構
成
員
は
変
化
し
な
い
。

　

こ
の
組
合
構
成
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
や
背
景
の
分
析
が
必
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
分
析
・
調
査

は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　

２　

勘
定
帳

　

つ
づ
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
「
請
払
御
勘
定
帳
」
一
一
冊
と
「
御

勘
定
一
紙
目
録
」
一
一
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
弘
化
三
年
か
ら
安
政
五
（
一
八
五

八
）
年
に
わ
た
り
、
米
沢
町
の
収
支
の
一
端
を
確
認
で
き
る
史
料
で
あ
る
。

　

嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
を
例
に
内
容
を
ま
と
め
た
の
が
図
４
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
請
払
御
勘
定
帳
」
を
み
る
と
、
正
月
か
ら
十
二
月
ま
で
毎
月
の
金
銭

出
入
額
が
内
訳
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
入
金
は
小
間
銭
の
み
で
あ
り
、
月

の
大
小
に
よ
り
金
額
が
異
な
る
が
、
定
額
の
入
金
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
金
額

は
弘
化
三
年
か
ら
安
政
元
年
十
月
ま
で
は
一
定
で
あ
る
が
、
安
政
三
年
か
ら
は

小
の
月
八
五
貫
八
五
文
、
大
の
月
八
八
貫
一
九
文
と
値
上
が
り
し
て
い
る
。
次

に
支
出
で
あ
る
が
、
内
訳
を
大
き
く
ま
と
め
る
と
毎
月
の
役
銭
、
各
神
社
へ
奉

納
す
る
初
尾
、礼
銭
な
ど
庄
屋
へ
の
支
出
、
丁
代
の
必
要
経
費
の
四
つ
と
な
る
。

後
年
に
一
部
神
社
へ
の
初
尾
が
み
ら
れ
な
く
な
る
以
外
は
、
支
出
月
を
含
め
て

内
訳
に
ま
っ
た
く
変
化
が
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
勘
定
帳
の
内
訳
は
、
米
沢
町
に

お
け
る
定
例
支
出
と
い
え
る
。
そ
し
て
年
間
収
支
が
記
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
勘

定
役
所
か
ら
米
沢
町
に
渡
さ
れ
た
史
料
が
一
紙
目
録
と
な
る
。
嘉
永
二
年
分
の

一
紙
目
録
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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図2　上米(三斗)の初相場推移
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史
料
１          　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
料
番
号　

米
沢
四
八

　
　
　
　

嘉
永
弐
酉
年
御
勘
定
一
紙
目
録        

米
沢
町

　
　

正　

入　

四
拾
九
貫
七
拾
七
文　
　
　

払　

三
拾
三
貫
百
八
拾
六
文

　
　
　
　
　
　
　

過　

拾
五
貫
八
百
九
拾
壱
文

　
　

二　

入　

四
拾
七
貫
四
百
四
拾
壱
文　

払　

弐
拾
五
貫
六
百
弐
拾
文

　
　
　
　
　
　
　

過　

弐
拾
壱
貫
八
百
弐
拾
壱
文

　
　
　

（
中
略
）

　

入
惣
〆
六
百
弐
拾
八
貫
百
八
拾
五
文　

払
惣
〆
五
百
五
拾
貫
七
百
参
拾
四
文

　
　
　
　
　
　
　

過
〆　

百
七
拾
六
貫
九
拾
六
文

　
　
　

不
〆　

九
拾
八
貫
六
百
四
拾
五
文

　

差
引
過
七
拾
七
貫
四
百
五
拾
壱
文

　
　
　

戌
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
定
役
所

　

つ
ま
り
勘
定
帳
と
一
紙
目
録
は
、
米
沢
町
か
ら
勘
定
役
所
に
納
め

ら
れ
た
小
間
銭
と
、
そ
の
支
出
内
容
を
示
し
た
史
料
と
い
え
る
。
な

お
、
嘉
永
六
年
分
を
例
に
挙
げ
る
と
、
勘
定
帳
と
翌
年
三
月
の
一
紙

目
録
の
両
史
料
を
ま
と
め
て
包
ん
だ
包
紙
が
残
さ
れ
て
お
り
、
両
者

は
一
括
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
小
間
銭
の
収
受
に
つ
い
て
若
干
確
認
し
た
い
。

史
料
２                                    

米
沢
一
七

　

小
間
返
銭
当
十
九
日
被
返
置
候
間
、
丁
代
・
親
仁
役
・
小
人
印

　

判
御
持
参
御
越
可
被
成
候
、
尤
小
間
銭
・
御
人
足
代
并
ニ
五
朱

　

銭
不
納
之
丁
々
へ
者
不
返
置
候
間
、
不
納
之
丁
々
者
早
々
上
納

　

御
越
可
被
成
候
、
以
上

　
　

六
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
定
役
所

図４　　米沢町勘定収支一覧（嘉永２年）

計」払「計」入「月
正月 49.077 49.077 小間銭 33.186 25.620 役せん 過 15.891

穂初宮神天橋矢294.0）文貫（
1.230 箱岡神明宮初穂
3.075 上野神明惣社宮初穂
0.246 藤倉山初尾
0.308 杉生初尾
0.369 古四王宮初穂
0.185 北野天神宮初尾
0.369 大八幡宮初尾
0.369 広田蛭子初尾
0.308 熊野午王并大黒天札初尾
0.615 愛宕山初穂

128.12過銭役026.52026.52銭間小144.74144.74月２
930.72不銭役026.52611.67銭間小770.94770.94月３

3.510 町代格礼銀
16.236 庄屋礼せん
30.750 庄屋萬入目

128.12過銭役026.52026.52銭間小144.74144.74月４
128.12過銭役026.52026.52銭間小144.74144.74月４閏

５月 49.077 49.077 小間銭 46.597 0.308 船越天王初穂 過 2.480
0.308 鹿しま宮初穂
0.615 東正院鹿嶋宮守札初尾

16.236 庄屋礼せん
3.510 丁代格礼銀

25.620 役せん
６月 47.441 47.441 小間銭 25.989 0.369 箱岡神明宮初尾 過 21.452

25.620 役銭
７月 49.077 49.077 小間銭 97.641 25.620 役せん 不 48.564

3.510 丁代格礼銀
21.525 丁代筆墨箋はかま代
16.236 庄屋礼銭
30.750 庄屋萬入目

128.12過銭役026.52026.52銭間小144.74144.74月８
117.3過銭役026.52663.54銭間小770.94770.94月９

3.510 町代格礼銀
16.236 庄屋礼銭

１０月 49.077 49.077 小間銭 25.620 25.620 役せん 過 23.457
128.12過銭役026.52026.52銭間小144.74144.74月１１

１２月 49.077 49.077 小間銭 72.119 1.230 山王宮御献供并初穂 不 23.042
0.308 川井権現初穂

16.236 庄屋礼銭
3.510 町代格礼

25.620 役せん
21.525 丁代筆墨紙袴料
3.690 庄屋年頭年暮

154.77過437.055581.826惣

不・過の払入訳内」払「訳内」入「

「請払御勘定帳」（米沢４７）・「嘉永弐酉年御勘定一紙目録」（米沢４８）より作成



一
〇
六

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

1 松田養蔵   ○ 1 小林重蔵   ○ 1 工藤小平 ○▲

○▲

○▲

1 山本惣兵衛   ○ 1 長谷川佐吉   ○ 1 山本惣兵衛 ○▲ 1 長谷川佐吉 ○▲

1 飯坂辰五郎 1 松田孫右衛門 1 小笹栄八 1 小笹栄八 1 小笹久吉 1 小笹栄八 1 小笹久吉

1 鈴木七兵衛 1 小笹栄八 1 松田孫右衛門 1 佐渡屋清松 1 佐渡屋嘉平治 1 小笹久吉 1 工藤小兵衛

1 山木惣助 1 長谷川五兵衛 1 小笹久吉 1 小林重蔵   ● 1 小林重蔵 1 佐渡屋嘉平治 1 石田千代松

1 松田孫右衛門 1 鈴木七兵衛 1 高橋喜左衛門 1 飯坂辰五郎 1 松田倉松 1 山田九助 1 加々屋伝七

1 五十嵐長松 1 加藤金蔵 1 長谷川五兵衛 1 長谷川五兵衛 1 加々屋伝七 1 石田千代松 1 松田久蔵

1 長谷川五兵衛 1 松田忠蔵 1 鈴木七兵衛 1 田口喜右衛門 1 松田与七郎 1 小笹多郎兵衛 1 山田庄左衛門

1 同左吉 1 加々野庄吉 1 能登屋永助 1 松田喜太郎 1 鈴木長太郎 1 松田恒松 1 松田蔵松

1 加藤金蔵 1 田口喜右衛門 1 松田久蔵 1 小笹多郎兵衛 1 山田六右衛門 1 佐々木金五郎 1 小笹多郎兵衛

1 加々野正吉 1 小笹太郎兵衛 1 小笹多郎兵衛 1 松田忠蔵 1 松田久蔵 1 加藤金蔵 1 松田恒松

1 能登屋永助 1 鈴木長太郎 1 高橋金兵衛 1 長谷川佐吉 1 五十嵐長松 1 高橋金兵衛 1 山田九助

2 小林重蔵 2 松田養蔵   ○ 1 松田倉松 1 鈴木七兵衛 1 佐々木金五郎 1 松田与七郎 1 能登屋永助

2 小笹栄八 2 佐渡屋清松   ● 1 石田東蔵 1 佐々木清右衛門 1 長谷川五兵衛 1 山田庄左衛門 1 高橋金兵衛

2 佐渡屋清松   ● 2 菊地徳右衛門 1 山木惣助 1 石田千代［松］ 1 高橋金兵衛 1 山木惣助 1 五十嵐長松

2 山田庄左衛門 2 山田庄左衛門 1 加藤金蔵 1 佐藤駒吉 1 加藤金蔵 1 五十嵐長松 1 佐渡屋嘉平治

2 佐藤長兵衛 2 高橋喜左衛門 1 鈴木長太郎 1 山田六右衛門 1 飯坂辰五郎 1 鈴木七兵衛 1 同　掛屋敷

2 能登屋幸三郎 2 高橋子之助 2 松田養蔵   ○ 2 工藤小平   ○ 2 山本惣兵衛 ○▲ 2 長谷川佐吉   ○ 1 田口喜右衛門

2 斎藤喜七郎 2 松田喜太郎 2 佐渡屋清松 2 松田孫右衛門 2 小笹栄八 2 松田孫右衛門 2 松田長之助   ○

2 松田与七郎 2 松田倉松 2 小林重蔵   ● 2 小笹久吉 2 松田孫右衛門 2 小林重蔵 2 小笹栄八

2 鈴木長太郎 2 松田与七郎 2 飯坂辰五郎 2 松田常松 2 工藤小平   ● 2 工藤小兵衛   ● 2 小林重蔵

2 松田喜太郎 2 石田東蔵 2 長谷川佐吉 2 松田倉松 2 山田庄左衛門 2 工藤伝松 2 山元惣兵衛   ●

3 工藤小平   ○ 2 佐藤長兵衛 2 菊地徳右衛門 2 加々屋伝吉 2 松田喜右衛門 2 佐々木清右衛門 2 松田儀兵衛

3 小笹久吉 3 工藤小平 2 松田与七郎 2 能登や永助 2 山木惣助 2 松田倉松 2 佐々木清右衛門

3 田口喜右衛門 3 小笹久吉 2 佐藤駒吉 2 高橋喜左衛門 2 高橋喜左衛門 2 加々屋伝七 2 佐々木金五郎

3 高橋喜左衛門 3 長谷川佐吉 2 田口喜右衛門 2 高橋金兵衛 2 佐藤駒吉 2 松田久蔵 2 長谷川五兵衛

3 鈴木久左衛門 3 五十嵐長松 2 五十嵐長松 2 松田与七郎 2 石田千代松 2 長谷川五兵衛 2 工藤伝松

3 高橋金兵衛 3 山本惣兵衛 2 武田伝助 2 鈴木長太郎 2 松田常松 2 飯坂辰五郎 2 加藤金蔵

3 菊地徳右衛門 3 鈴木久左衛門 2 鈴木久助 2 小笹多郎兵衛 2 能登屋永助 2 高橋喜左衛門 2 高橋喜左衛門

3 山元惣兵衛 3 佐々木清右衛門 2 佐々木清右衛門 2 山木惣助 2 佐々木清右衛門 2 佐藤駒吉 2 飯坂辰五郎

3 大渕吉兵衛 3 山木惣助 2 山本惣兵衛 2 山田庄左衛門 2 工藤いせ松 2 松田儀兵衛 2 佐藤駒吉

3 佐々木清治 3 能登屋永助 2 山田庄左衛門 2 松田儀兵衛 2 田口喜右衛門 2 田口喜右衛門 2 松田与七郎

3 飯坂辰五郎 2 松田喜太郎 2 加藤金蔵 2 小笹多郎兵衛 2 能とや永助 2 山木惣助

衛兵七木鈴2衛兵儀田松2吉長嵐十五2吉正野々加2

重複

1 長谷川佐吉 1 長谷川佐吉 1 長谷川佐吉   ○ 1 長谷川佐吉   ○ 1 加々や正吉   ○ 1 高橋屋金兵衛 ○▲ 1 加賀野屋庄吉   ○

1 長谷川五兵衛 1 鈴木七兵衛 1 鈴木七兵衛 1 鈴木七兵衛 1 能登や永助 1 加藤屋金蔵 1 佐藤屋駒吉

1 鈴木七兵衛 1 長谷川五兵衛 1 小笹久吉   ● 1 小笹伊兵衛   ▲ 1 山田や庄左衛門 1 松田屋与七郎 1 山田屋工助

1 小笹久吉 1 小笹久吉 1 工藤小兵衛 1 工藤小兵衛 1 小林や源助 1 飯坂屋七郎兵衛 1 渡部屋勇蔵

1 工藤小兵衛 1 工藤小兵衛 1 同掛屋敷 1 同掛屋敷 1 松田や儀兵衛 1 越後屋惣五郎 1 田口屋喜右衛門

1 町人掛屋敷 1 同人掛屋敷 1 佐々木金蔵 1 佐々木金五郎 1 松田や長之助 1 根津屋巳之松 1 石田屋金蔵

1 佐々木金五郎 1 佐々木金五郎 1 加々屋伝七 1 加々屋伝七 1 山元や惣兵衛   ● 1 高橋屋喜左衛門 1 小笹屋栄八

1 加ゝ野伝七 1 加々屋伝七 2 高橋金兵衛   ○ 2 高橋金兵衛   ○ 1 小笹や栄八 1 山木屋惣助 1 山本屋惣兵衛   ▲

2 松田長之助   ○ 2 松田長之助   ○ 2 加藤金蔵 2 加藤金蔵 1 石田や平兵衛 1 五十嵐屋長松 1 松田屋孫右衛門

2 能とや永助 2 同人掛屋敷 2 松田与七郎 2 松田与七郎 1 田口や喜右衛門 1 加々屋伝七 1 小林屋源助

2 松田義兵衛 2 同人掛屋敷 2 飯坂七郎兵衛 2 飯坂七郎兵衛 1 山田や九助 1 佐々木屋金五郎 1 山田屋庄左衛門

2 松田久蔵 2 山本惣兵衛   ● 2 越後屋惣五郎 2 越後屋惣五郎 1 佐藤や駒吉 1 工藤屋小兵衛 1 松田屋儀兵衛

2 松田倉松 2 小林源助 2 根津屋巳之松 2 根津屋巳之松 2 高橋や金兵衛   ○ 1 小笹屋久吉 1 能登屋永助

2 山田庄左衛門 2 山田庄左衛門 2 高橋喜左衛門 2 高橋喜左衛門 2 加藤や金蔵 1 鈴木屋七兵衛 2 加賀屋伝七   ○

2 小林重蔵 2 松田義兵衛 2 山木惣助 2 山木惣助 2 松田や与七郎 1 長谷川や五兵衛 2 長谷川屋五兵衛

2 山本惣兵衛   ● 2 能とや永助 2 五十嵐長松 2 五十嵐長松 2 飯坂や七郎兵衛 2 加々野屋正吉   ○ 2 鈴木屋七兵衛

3 山田九助   ○ 3 山田九助   ○ 3 松田長之助 ○▲

○▲○▲

3 松田長之助   ○ 2 越後や惣五郎 2 佐藤屋駒吉 2 小笹屋久吉

3 小笹栄八 3 小笹栄八 3 松田儀兵衛 3 松田儀兵衛 2 根津や巳之松 2 山田屋九助 2 工藤屋小平

3 町人掛屋敷 3 同人掛屋敷 3 山田庄左衛門 3 山田庄左衛門 2 高橋や喜左衛門 2 田口屋喜右衛門 2 佐々木屋金五郎

3 石田千代松 3 石田重蔵 3 小林源助 3 小林源助 2 山木や惣蔵 2 石田屋重蔵 2 五十嵐屋長松

3 田口喜右衛門 3 田口喜右衛門 3 山元惣兵衛 3 山本惣兵衛 2 五十嵐や長松 2 小笹屋栄八   ● 2 山木屋惣助

3 佐渡屋嘉平治 3 加々野正吉 3 能登屋永助 3 能登屋永助 2 加々や伝七 2 山元屋惣兵衛 2 高橋屋喜左衛門

3 町人掛屋敷 3 同人掛屋敷 4 山田九助   ○ 4 加々野庄吉   ○ 2 佐々木や金五郎 2 松田屋長之助 2 根津屋巳之松

3 佐藤駒吉 3 佐藤駒吉 4 佐藤駒吉 4 町人掛屋敷 2 工藤や小兵衛 2 小林屋源助 2 越後屋惣五郎

4 高橋金兵衛   ○ 4 高橋金兵衛   ○ 4 加々野正吉 4 田口喜右衛門 2 小笹や伊兵衛 2 山田屋庄左衛門 2 飯坂屋辰五郎

4 五十嵐長松 4 五十嵐長松 4 同掛屋敷 4 石田平兵衛 2 鈴木や七兵衛 2 松田屋儀兵衛 2 高橋屋金兵衛   ●

4 山木惣助 4 山木惣助 4 田口喜右衛門 4 小笹栄八   ● 2 長谷川五兵衛 2 能登屋永助 2 松田屋養七郎

4 高橋喜左衛門 4 高橋喜左衛門 4 石田重蔵 4 町人掛屋敷 2 加藤屋金蔵

4 佐々木清右衛門 4 根津屋巳之松 4 小笹栄八 4 山田九助

4 松田長之助掛屋敷 4 越後屋宗五郎 4 同掛屋敷 4 佐藤駒吉

4 飯坂辰五郎 4 飯坂辰五郎

4 松田与七右衛門 4 松田与七郎

4 嘉藤金蔵 4 嘉藤金蔵

注３　下欄には、参考として前年もしくは日記前冊と比較して組合構成から外れた町人名と新たに加わった町人名をあげた。

　　　なお、屋号が同一の場合は含めなかったが、相続についての明確な記録がないため、あくまで目安となる。

天保6年(1835) 天保11年(1840) 天保12年(1841)　正月～天保7年(1836) 天保8年(1837) 天保9年(1838) 天保10年(1839)

弘化4年（1847)天保12年(1841)　３月～ 天保13年(1842) 天保14年(1843) 天保15年(1844・弘化元)

【－】松田喜右衛門松田儀兵衛・蔵松・忠蔵
　　　　　　　　 　→　養蔵
【－】佐渡屋勘五郎
【＋】工藤小平

弘化2年(1845) 弘化3年(1846)

【＋】掛屋敷×１

【＋】掛屋敷×３
【－】小笹太郎兵衛
【－】松田恒松
【－】工藤伝松

松田久蔵・倉松
　　→　長之助掛屋敷
【－】佐渡屋嘉平治
【－】佐々木清右衛門
【＋】加々野正吉
【＋】根津屋巳之松
【＋】越後屋宗五郎

【－】長谷川五兵衛
【－】長之助掛屋敷×２

蔵勇屋部渡】＋【３×敷屋掛】－【

【－】能登屋幸三郎
【－】斎藤喜七郎
【－】大渕吉兵衛
【＋】松田忠蔵
【＋】小笹太郎兵衛
【＋】松田倉松
【＋】石田東蔵

【＋】武田伝助 小笹多郎兵衛
【－】菊地徳右衛門
【－】武田伝助
【－】鈴木久助
【＋】山田六右衛門
【＋】松田常松

【－】鈴木七兵衛
【＋】佐々木金五郎
【＋】工藤いせ松



1 松田喜太郎   ○ 1 小笹嘉吉   ○ 1 熊谷又兵衛   ○ 1 鈴木七兵衛   ○ 1 松田喜太郎   ○ 1 松田喜太郎   ○ 1 鈴木七兵衛   ○

1 大渕吉兵衛 1 松田義兵衛 1 松田義兵衛 1 長谷川五左衛門  ▲ 1 鈴木久左衛門 1 鈴木久左衛門 1 鈴木久左衛門   ●

1 進藤伊三郎 1 長谷川五左衛門 1 加藤金蔵 1 田口喜右衛門 1 山田正左衛門 1 小笹清兵衛 1 進藤伊三郎

1 鶴田や万蔵 1 佐藤屋勘五郎 1 五十嵐惣四郎 1 菊地吉右衛門 1 山木助五郎 1 石田重蔵 1 五十嵐惣四郎

1 斎藤仁助 1 高橋喜左衛門 1 進藤伊三郎 1 石田重蔵 1 高橋金兵衛 1 山木惣助 1 小笹清兵衛

1 佐藤長兵衛 1 加々野八兵衛 1 加々野八兵衛 1 松田与七郎 1 飯坂七之丞 1 松田儀兵衛 1 高橋喜左衛門

1 佐渡や勘五郎 1 斎藤万助 1 佐藤長兵衛 1 五十嵐惣四郎 1 鶴田屋万蔵 1 古井甚助 1 佐藤長兵衛

2 鈴木久左衛門   ○ 1 飯坂七郎兵衛 1 飯坂七郎兵衛 1 佐渡屋勘五郎 1 菊地吉右衛門 1 菊地吉右衛門 1 大森市左衛門

2 加々屋清松 2 熊谷又兵衛   ○ 2 松田喜太郎   ○ 1 小笹嘉吉 2 大渕吉兵衛 ○▲ 1 大森長之助 1 飯坂七之丞

2 高橋金兵衛 2 鈴木久左衛門   ● 2 長谷川五左衛門 1 鶴田や万蔵 2 松田儀兵衛 1 進藤伊三郎 1 松田養蔵

2 古井甚助 2 大渕吉兵衛   ▲ 2 松田与七郎 1 大森市左衛門 2 松田与七郎 1 加々野八兵衛 2 長谷川五兵衛   ○

2 山田庄左衛門 2 佐藤長兵衛 2 高橋金兵衛 2 熊谷又兵衛   ○ 2 進藤伊三郎 2 鈴木七兵衛   ○ 2 田口喜右衛門

2 松田鉄五郎 2 松田長之助 2 小笹清兵衛 2 松田儀兵衛 2 鈴木長太郎 2 熊谷又兵衛   ● 2 熊谷又兵衛

2 飯坂七郎兵衛 2 鈴木長助 2 高橋喜左衛門 2 佐々木［清右衛門］ 2 佐藤長兵衛 2 佐々木清右衛門 2 鈴木長太郎

3 熊谷又兵衛   ○ 2 鶴田屋万蔵 2 松田鉄五郎 2 高橋金［兵衛］ 2 長谷川新吉 2 飯坂七之丞 2 加藤金蔵

3 松田義兵衛 2 松田鉄五郎 2 佐渡屋勘五郎 2 高橋［喜左衛門］ 2 加藤金蔵 2 大渕吉兵衛 2 加々野八兵衛

3 鈴木七兵衛 3 鈴木七兵衛   ○ 3 鈴木七兵衛   ○ 2 加々野八兵衛 3 鈴木七兵衛   ○ 2 五十嵐惣四郎 2 鶴田屋万蔵

3 山木助五郎 3 佐々木清右衛門 3 大渕吉兵衛   ● 2 松田鉄五郎 3 長谷川五左衛門 2 加藤金蔵 2 小笹太郎兵衛

3 石田六太郎 3 松田与七郎 3 田口喜右衛門 2 佐藤長兵衛 3 佐々木清右衛門 2 高橋喜左衛門 2 山木惣助

3 松田長之助 3 嘉藤金蔵 3 山田庄左衛門 2 大渕万蔵 3 古井甚助 2 鶴田屋萬蔵 2 松田義兵衛

3 大森市左衛門 3 小笹太郎兵衛 3 石田重蔵 2 山田庄左衛門 3 松田鉄五郎 2 鈴木長太郎 2 佐渡屋勘五郎

4 小笹嘉吉   ○ 3 菊地吉右衛門 3 鶴田屋万蔵 2 鈴木長助 3 五十嵐惣四郎 2 佐藤屋勘五郎 3 松田喜太郎   ○

4 田口喜右衛門 3 山田正左衛門 3 菊地吉右衛門 3 松田喜太郎   ○ 3 石田重蔵 3 田口喜右衛門   ○ 3 松田孫右衛門

4 菊地吉右衛門 3 古井甚助 3 古井甚助 3 松田孫右衛門   ● 3 加々野八兵衛 3 松田孫右衛門 3 松田与七郎

4 鈴木長助 4 松田喜太郎   ○ 4 松田長之助 ○▲ 3 鈴木久左衛門 4 熊谷又兵衛   ○ 3 長谷川五左衛門 3 石田重蔵

4 小玉惣吉 4 田口喜右衛門 4 佐々木清右衛門 3 飯坂七郎兵衛 4 田口喜右衛門 3 小笹多郎兵衛 3 長谷川新吉

4 加藤与助 4 石田重蔵 4 鈴木久左衛門 3 加藤金蔵 4 松田孫右衛門   ● 3 長谷川新吉 3 高橋金兵衛

5 佐々木清右衛門  ○ 4 五十嵐惣吉 4 小笹多郎兵衛 3 小笹太郎兵衛 4 小笹嘉吉 3 高橋金兵衛 3 山田庄左衛門

5 長谷川五左衛門  ● 4 高橋金兵衛 4 山木助五郎 3 進藤伊三郎 4 小笹太郎兵衛 3 佐藤長兵衛 3 菊地吉右衛門

5 小笹太郎兵衛 4 進藤伊三郎 4 大森市左衛門 3 長谷川新吉 4 佐渡屋勘五郎 3 松田与七郎 3 大渕吉兵衛

5 加々野八兵衛 4 山木助五郎 4 鈴木長助 3 古井甚助 4 大森長之助 3 山田正左衛門 3 古井甚助

5 高橋喜左衛門 4 大森市左衛門 4 長谷川新吉 3 山木助五郎 4 高橋喜左衛門 3 松田鉄五郎

5 松田与七郎

1 長谷川五兵衛   ○ 1 松田喜太郎   ○ 1 小笹清兵衛   ○ 1 松田孫右衛門   ○ 1 佐々木清右衛門  ○ 1 山木惣助 ○● 1 佐渡屋清松 ○▲

1 鶴田や萬蔵 1 鈴木久左衛門 1 鈴木久左衛門 1 松田喜太郎 1 小笹栄八 1 松田喜太郎 1 松田儀兵衛

1 小笹多郎兵衛 1 松田養蔵 1 佐々木清治 1 鈴木長太郎 1 能とや幸三郎 1 松田孫右衛門 1 松田孫右衛門

1 佐渡屋勘五郎 1 石田重蔵 1 松田与七郎 1 大森長之助 1 鈴木久左衛門 1 五十嵐惣四郎 1 小笹久吉

1 高橋喜左衛門 1 松田与七郎 1 高橋金兵衛 1 加藤金蔵 1 加々野正吉 1 進藤権蔵 1 松田喜太郎

1 古井甚助 1 加々野八兵衛 1 鶴田屋万蔵 1 加々野正吉 1 佐渡屋勘五郎 1 松田与七郎 1 高橋喜左衛門

1 高橋金兵衛 1 高橋喜左衛門 1 松田養蔵 1 高橋金兵衛 1 佐藤長兵衛 1 河越万之助 1 松田蔵松

1 石田重蔵 1 佐藤や勘五郎 1 加藤金蔵 1 松田与七郎 1 鈴木七兵衛 1 長谷川左吉 1 松田与七郎

2 松田義兵衛   ○ 2 松田儀兵衛   ○ 2 石田重蔵   ○ 1 長谷川新吉 1 長谷川新吉 1 高橋喜左衛門 1 能登屋幸三郎

2 鈴木久左衛門   ● 2 大森市左衛門 2 鈴木七兵衛 1 山木惣助 1 菊地勘助 1 長谷川五兵衛 1 加々野正吉

2 松田養蔵 2 菊地吉右衛門 2 長谷川新吉 1 佐渡屋勘五郎 1 松田忠蔵 1 佐渡屋清松 1 飯坂辰五郎

2 飯坂七之丞 2 古井甚助 2 加々野正吉 2 小笹久吉   ○ 2 小笹久吉   ○ 1 松田忠蔵 1 松田忠蔵

2 佐藤長兵衛 2 高橋金兵衛 2 田口喜右衛門 2 松田儀兵衛 2 松田喜太郎 1 田口喜右衛門 1 大渕吉兵衛

2 大渕吉兵衛 2 田口喜右衛門 2 進藤権蔵 2 長谷川五兵衛 2 山本惣兵衛 1 菊地徳右衛門 1 佐藤長兵衛

2 鈴木長太郎 2 飯坂七之丞 2 佐藤長兵衛 2 山田庄左衛門 2 高橋金兵衛 1 高橋金兵衛 1 高橋子之助

2 大森長之助 2 加藤金蔵 2 飯坂七之丞 2 五十嵐惣四郎 2 飯坂七之丞 1 佐藤長兵衛 1 鈴木長太郎

3 鈴木七兵衛   ○ 3 長谷川五兵衛   ○ 3 松田孫右衛門   ○ 2 小笹栄八   ● 2 松田与七郎 2 佐々木清右衛門  ○ 2 佐々木清右衛門  ○

3 田口喜右衛門 3 鈴木七兵衛   ● 3 松田儀兵衛 2 栗田幸四郎 2 長谷川五兵衛 2 松田儀兵衛 2 小笹栄八

3 小笹清兵衛 3 鶴田や萬蔵 3 大渕吉兵衛 2 田口喜右衛門 2 能とや永助 2 小笹久吉   ● 2 山木惣助   ●

3 松田与七郎 3 小笹清兵衛 3 菊地吉右衛門 2 鈴木七兵衛 2 田口喜右衛門 2 小笹栄八   ▲ 2 五十嵐惣四郎

3 佐々木清右衛門 3 鈴木長太郎 3 長谷川五兵衛 2 佐藤長兵衛 2 山田庄左衛門 2 鈴木久左衛門 2 山田庄左衛門

3 加々野八兵衛 3 長谷川新吉 3 佐渡屋勘五郎 3 山本惣兵衛   ○ 3 山木惣助   ○ 2 鈴木長太郎 2 加藤金蔵

3 山木惣助 3 小笹多郎兵衛 3 五十嵐惣四郎 3 熊谷又兵衛 3 松田儀兵衛 2 能登屋永助 2 佐渡屋勘五郎

3 加藤金蔵 3 大渕吉兵衛 3 山田庄左衛門 3 進藤権蔵 3 松田孫右衛門   ● 2 鈴木七兵衛 2 山本惣兵衛

4 松田喜太郎   ○ 4 五十嵐惣四郎   ○ 4 小笹伊八   ○ 3 大渕吉兵衛 3 佐渡屋慶松 2 加藤金蔵 2 能登屋永助

4 熊谷又兵衛 4 熊谷又兵衛 4 熊谷又兵衛 3 鈴木久左衛門 3 五十嵐長松 2 山田庄左衛門 2 斎藤喜七郎

4 菊地吉右衛門 4 進藤伊三郎 4 鈴木長太郎 3 高橋喜左衛門 3 大渕吉兵衛 2 大渕吉兵衛 2 鈴木久左衛門

4 山田庄左衛門 4 山木惣助 4 大森長之助 3 石田重蔵 3 高橋喜左衛門 2 山本惣兵衛 2 鈴木七兵衛

4 松田孫右衛門 4 佐藤長兵衛 4 高橋喜左衛門 3 菊地勘助 3 加藤金蔵 2 能登屋幸三郎 2 田口喜右衛門

4 進藤伊三郎 4 松田孫右衛門 4 山木惣助 3 鶴田屋万蔵 3 大森長之助 2 佐渡屋勘五郎 2 小林重蔵

4 五十嵐惣四郎 4 佐々木清右衛門 4 古井甚助 3 飯坂七之丞 3 進藤権蔵 2 加々の正吉 2 菊地徳右衛門

4 長谷川新吉 4 山田庄左衛門 4 松田喜太郎   ● 3 佐々木清松 3 鈴木長太郎 2 飯坂七之丞 2 長谷川左吉
2 同　五兵衛

注１　町人名の前の数字は筆者が便宜上つけたものであり、同一の数字の町人が同一組合を構成していることを表すものである。

注２　町人名の後ろの記号の意味は次の通りである。　　●・・・丁代　　▲・・・錠笥番　　　○・・・組頭図３　米沢町組合構成一覧

文政3年(1820) 文政5年(1822)

天保4年(1833) 天保5年(1834)

文化9年(1812) 文化12年(1815) 文化14年(1817) 文化15年(1818・文政元)

文政11年(1828) 文政12年(1829)

文政2年(1819)

天保3年(1832)

【＋】佐々木清右衛門

【－】加々屋清松
【－】小玉惣吉
【＋】五十嵐惣吉

【－】斎藤万助
【＋】長谷川新吉

【－】佐々木清右衛門

【－】古井甚助
【－】松田養蔵
【＋】栗田幸四郎
【＋】山本惣兵衛

【－】栗田幸四郎
【－】熊谷又兵衛
【－】鶴田屋万蔵
【－】石田重蔵
【＋】能登屋幸三郎
【＋】能登屋永助
【＋】松田忠蔵
【＋】佐渡屋慶松

【－】大森長之助
【＋】河越万之助

【－】進藤権蔵
【－】河越万之助
【＋】松田蔵松
【＋】斎藤喜七郎
【＋】小林重蔵

文政6年(1823) 文政7年(1824)

一
〇
七

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察



一
〇
八

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

史
料
３                                              

米
沢
二
二

　

一　

惣
町
小
間
銭
・
人
足
代
、
是
迄
御
備
方
江
上
納
被
仰
付
候
得
と
も
此
度

　
　
　

御
吟
味
之
上
、
佐
藤
四
方
蔵
・
小
玉
源
左
衛
門
両
人
江
右
御
蔵
元
被
仰

　
　
　

付
候
、
今
年
は
佐
藤
四
方
蔵
年
番
相
勤
候
間
、
小
間
銭
・
御
人
足
代
と

　
　
　

も
来
月
二
日
よ
り
同
人
方
江
上
納
被
致
、
右
請
留
勘
定
役
所
江
可
被
指

　
　
　

出
候
、
尤
も
御
払
之
義
も
同
人
方
江
書
栞
指
出
候
間
、
是
又
御
心
得
可

　
　
　

被
成
候

　

史
料
２
は
、
天
保
六
年
の
日
記
に
記
載
さ
れ
た
、
毎
月
上
納
し
て
い
る
小
間

銭
の
残
額
（
史
料
上
の
「
過
」
）
の
返
銭
に
際
し
て
の
勘
定
役
所
か
ら
の
呼
出

状
で
あ
る
。
当
時
は
金
銭
の
受
け
渡
し
は
勘
定
役
所
で
行
わ
れ
、
丁
代
な
ど
各

町
の
役
人
が
印
判
を
持
参
の
う
え
で
勘
定
役
所
に
出
向
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
天
保
十
一
年
の
日
記
に
み
ら
れ
る
史
料
３
の
記
事
に
よ
る
と
、
こ
の
年

に
小
間
銭
と
人
足
代
を
扱
う
蔵
元
が
任
命
さ
れ
、
以
後
実
際
の
金
銭
は
蔵
元
に

納
め
、
勘
定
役
所
に
は
領
収
書
に
あ
た
る
「
請
留
」
を
提
出
す
る
と
い
う
形
に

変
更
さ
れ
て
い
る
。
金
銭
引
き
出
し
の
際
も
勘
定
役
所
か
ら
は
書
類
の
み
を
発

行
さ
れ
、
実
際
の
金
銭
は
蔵
元
か
ら
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
人
足
代

に
つ
い
て
は
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の
願
書
下
書
に
「
米
町
へ
相
渡
候
御

人
足
代
、
壱
ヶ
年
ニ
両
丁
五
拾
五
貫
文
ニ
被
定
置
、
十
二
ヶ
月
へ
割
、
月
々
御

勘
定
御
役
処
よ
り
米
町
へ
御
渡
被
成
下
置
候
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
両
丁
と
は

米
沢
町
と
隣
接
す
る
十
軒
町
の
二
町
で
あ
る
が
、
米
沢
町
の
人
足
代
は
勘
定
役

所
を
経
由
し
て
米
町
に
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
時
期
が
異
な
る
記
載
を
参
考
に
し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
当
時
の

実
態
と
は
一
致
し
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
米
沢
町
の
収
支
に
つ
い
て
も
、

例
え
ば
町
内
屋
敷
の
購
入
者
が
町
に
納
め
る
分
一
銀
（
史
料
５
、
後
出
）
な
ど

勘
定
帳
に
は
記
載
さ
れ
な
い
収
入
も
確
認
で
き
る
た
め
、
米
沢
町
の
経
済
実
態

の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　
　

３　

文
化
十
三
年
以
前
の
史
料

　

丁
代
日
記
と
勘
定
帳
類
は
、
い
ず
れ
も
十
九
世
紀
以
降
の
史
料
で
あ
る
。
日

記
史
料
に
つ
い
て
は
、
文
化
年
間
以
前
に
も
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
伝

来
は
し
て
い
な
い
。
残
存
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
文
化
十
三
（
一

八
一
六
）
年
六
月
朔
日
の
火
事
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
火
事
に
つ
い
て
は
当
時

の
秋
田
藩
士
の
日
記
類
に
「
五
ツ
半
頃
よ
り
出
火
ニ
付
出
張
申
候
、
十
軒
町
・

昇
町
・
米
沢
町
・
御
船
町
取
合
五
六
拾
軒　
　
　
　

も
焼
失
申
候
、
風
強
中
々
防

か
た
き
火
事
ニ
有
之
候
」
、
「
朝
五
ツ
過
よ
り
米
澤
町
出
火
ニ
付
懸
参
り
候
処

御
足
軽
家
弐
拾
間
斗
り
町
家
七
拾
間
斗
り
焼
失
致
候
、
米
沢
町
拾
軒
町
は
不
残

類
焼
ニ
御
座
候
」
と
記
さ
れ
る
。
米
沢
町
が
出
火
元
で
あ
り
、
相
当
な
火
勢
と

被
害
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
大
火
以
前
に
作
成
さ
れ
た
史
料
も
存
在
す
る
（
図
５
）
。

町
の
由
緒
を
示
す
願
書
や
口
上
書
、
町
の
範
囲
や
地
形
を
示
す
検
地
帳
や
坪
割

帳
、
役
負
担
な
ど
の
様
子
を
あ
ら
わ
す
証
文
類
が
多
く
、
米
沢
町
の
成
り
立
ち

や
規
模
、
役
割
な
ど
を
示
す
基
本
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
米
沢
町
の
史
料
管

理
な
ど
を
示
す
記
載
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
火
災
で
失
わ
れ
た
史
料
の
存
在
が

(

6)

(

7)

八
拾
五
軒

之
由
也



一
〇
九

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

推
測
さ
れ
る
な
か
で
、
当
時
か
ら
特
に
厳
重
に
保
管
・
管
理
さ
れ
て
き
た
史
料

で
あ
る
可
能
性
も
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
中
で
は
「
六
丁
米
家
督
由
緒
書　

壱
番
」
「
米
家
督
歳
代
記　

弐
番
」

な
ど
が
『
秋
田
県
史
』
資
料
近
世
編
下
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
く
の
書
物
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
の
牛
嶋
村
と
の
争
論

に
つ
い
て
の
史
料
な
ど
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
い
史
料
も
多
く
含
ま
れ

る
。

　
　

４　

突
合
・
願
書
綴

　

次
に
、
丁
代
に
提
出
さ
れ
た
証
文
や
願
書
類
の
綴
り
を
取
り
上
げ

る
。
当
館
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
段
階
で
、
次
の
三
つ
の
ま
と
ま
り
が

確
認
で
き
る
。

　

綴
ａ　

「
突
合
覚
（
人
別
調
べ
に
つ
き
書
附
綴
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
政
六
～
天
保
三
年

　

綴
ｂ　

「
屋
敷
譲
渡
な
ど
に
つ
き
丁
代
あ
て
願
書
類
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
保
二
～
五
年

　

綴
ｃ　

「
養
子
、
家
督
相
続
、
屋
敷
替
、
請
印
拝
借
な
ど
に
つ

　
　
　
　
　

き
丁
代
宛
て
願
書
綴
」
文
政
八
～
安
政
七
年

　

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

　

綴
ａ
に
は
三
五
枚
の
願
書
類
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
一

枚
目
に
綴
ら
れ
て
い
る
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
の
事
例
を
紹
介
す

る
。

史
料
４                                   　

 

米
沢
九
〇

　
　
　
　

突
合
覚

　

貴
殿
御
町
内
鈴
木
長
太
郎
方
へ
、
此
町
内
三
平
彦
兵
衛
家
内
お
ち

(

8)

図５　文化13年以前の史料一覧

数丁暦　和　　資　　　　　　　料　　　　　　　名　資料番号

664和明～中年長慶番壱　書緒由督家米丁六36沢米

15宝延）書願の免御売米小米（候上申訟訴御恐乍46沢米

0111禄元帳地検御町澤米内之郷尻川56沢米

151禄元）書願の売商米小（事御候上申訟訴御以を書上口恐乍66沢米

1元永宝）書願の止停造建屋長町軒十（事御候上申訟訴御以を書上口恐乍76沢米

73永宝）形手の旨き無者申買米敷怪（番八　町澤米86沢米

米沢69
此度牛嶋村ニ而米売買相破申ニ付御披露致御町共ニ御停止ニ被仰付候間中間掟相定申
候事（米沢町拾軒町中間掟取交証文）

宝永4 1

314永宝番弐　記代歳督家米07沢米

12徳正）写願可許の続相売小米の参持りよ々在（上口17沢米

12保享）書上口きつに緒由町沢米（事御候上申以を書上口恐乍27沢米

1131保享番七　帳覚代足人御37沢米

米沢74 米雑石出米於牛嶋村ニ商売ニ御停止被下度願指上候時之諸事覚　六番 享保16 10

991保享番八　帳覚銀礼御屋庄1-57沢米

2午番拾　帳割月代足人御2-57沢米

329永安～元文元覚節之国下御様軽津67沢米

1元文元事文證候置貸形地置立屋番之町沢米77沢米

1元文元事文證所候置立屋番町沢米87沢米

米沢79 乍恐口上書を以奉願上候御事（津軽様御下国の御宿御免、歌舞伎芝居御免の願書） 安永5 1

米沢80 乍恐口上書を以奉願上候御事（津軽様御下国御宿につき御米三百石拝借の願書） 安永9 1

116明天番五　控丁願督家りよ町惣18沢米

96明天番壱拾　控割坪毎家内町28沢米

226明天番四　督家米白38沢米

916明天帳銭出借旧側両48沢米

11）綴諸どな書願きつに渋難内町年九明天、渡仰披（58沢米

712政寛帳代永抜書用要内之記日々歳68沢米

米沢87 両側印形控（此度御与頭衆中格別御相談を以被仰付候ニ付左ニ奉申上候） 寛政4 7

121政寛）届きつに領拝持扶人壱（事御候上申奉以を書上口恐乍1-88沢米

米沢88-2 御條目 1

6111化文）書留どな書願きつに買売敷屋家（98沢米



一
一
〇

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

　

い
と
申
者
呉
置
候
間
、
当
御
調
御
帳
合
可
被
成
候
、
已
上

　
　

文
政
六
年
未
六
月　
　
　
　
　
　

中
川
口
丁
代　

佐
々
木
佐
治
兵
衛

　
　

米
沢
町
御
丁
代　

鈴
木
久
治
殿

　

こ
の
史
料
は
表
題
に
「
突
合
覚
」
と
記
さ
れ
る
。
全
三
五
枚
中
「
突
合
」
と

さ
れ
た
史
料
が
「
覚
」
に
次
い
で
多
く
確
認
で
き
る
。
内
容
は
、
中
川
口
の
女

性
お
ち
い
が
米
沢
町
の
鈴
木
長
太
郎
家
に
移
る
際
の
丁
代
か
ら
丁
代
へ
の
確
認

書
類
で
あ
る
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
三
五
枚
す
べ
て
が
住
民
異
動
に
関
す
る
提

出
書
類
で
あ
り
、そ
の
う
ち
二
九
枚
が
一
人
な
い
し
二
人
の
個
人
異
動
で
あ
る
。

さ
ら
に
二
九
枚
中
二
一
枚
が
女
性
の
異
動
で
あ
り
、
多
く
が
婚
姻
な
ど
に
よ
る

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
家
族
単
位
で
の
異
動
に
関
す
る
六
枚
の
う
ち
、

新
た
に
屋
敷
を
獲
得
す
る
事
例
が
二
件
、
困
窮
を
理
由
と
す
る
異
動
は
一
件
と

な
る
。
つ
ま
り
綴
ａ
は
、
基
本
的
に
個
人
異
動
に
関
す
る
書
類
綴
で
あ
る
。

　

次
に
綴
ｂ
で
あ
る
が
、
三
九
枚
の
丁
代
宛
て
願
書
類
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

内
容
は
、
金
銭
拝
借
願
書
類
が
一
〇
枚
、
江
戸
奉
公
暇
願
い
や
家
内
失
踪
届
な

ど
の
個
人
に
関
す
る
提
出
書
類
が
八
枚
、
屋
敷
譲
渡
や
売
却
に
関
す
る
書
類
が

二
〇
枚
、
内
容
不
明
の
断
簡
一
枚
で
あ
る
。
個
人
異
動
が
中
心
で
あ
っ
た
綴
ａ

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
性
格
の
書
類
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
特
に
屋
敷
譲
渡
に
よ

る
町
人
異
動
に
つ
い
て
は
、
屋
敷
の
売
主
や
買
主
の
売
却
前
後
の
動
向
を
追
う

こ
と
で
、
そ
の
実
態
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
あ
ら

た
め
て
取
り
上
げ
る
。

　

最
後
に
綴
ｃ
で
あ
る
が
、
二
六
枚
の
願
書
類
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
枚
目

が
文
政
八
年
の
養
子
願
、
二
枚
目
が
天
保
四
年
の
突
合
で
あ
り
、
こ
の
二
枚
に

限
り
綴
ａ
と
時
期
や
内
容
が
重
な
っ
て
い
る
。
残
り
二
四
枚
が
綴
ｃ
の
中
心
で

あ
り
、
天
保
十
四
年
以
降
の
米
沢
町
丁
代
宛
て
願
書
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の

二
四
枚
の
内
容
は
、
住
民
異
動
に
関
す
る
願
書
類
が
一
三
枚
、
借
銀
な
ど
に
関

す
る
願
書
類
が
七
枚
、
組
頭
御
免
願
い
、
空
地
拝
領
願
い
な
ど
そ
の
他
四
枚
と

な
る
。
こ
の
う
ち
住
民
異
動
に
関
す
る
一
三
枚
に
は
、
あ
わ
せ
て
八
件
の
異
動

が
記
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
米
沢
町
に
新
た
に
転
入
す
る
例
は
わ
ず
か
一
件
に
と

ど
ま
り
、
他
は
屋
敷
の
売
却
・
譲
渡
を
と
も
な
う
異
動
、
困
窮
や
病
気
を
理
由

と
す
る
転
出
と
な
る
。
借
銀
願
い
な
ど
と
と
も
に
綴
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
厳
し

い
経
済
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
い
え
る
。

　
　

５　

伝
来

　

こ
れ
ま
で
の
確
認
に
よ
り
、
史
料
群
「
米
沢
町
記
録
」
は
、
米
沢
町
の
丁
代

に
代
々
引
き
継
が
れ
た
「
丁
代
史
料
」
の
ま
と
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に

「
米
沢
町
記
録
」
の
原
所
蔵
先
で
あ
る
根
津
谷
家
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
根

津
谷
家
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
の
日
記
に
次
の
よ
う
な
記

載
を
確
認
で
き
る
。

史
料
５                                              

米
沢
二
三

　

佐
々
木
清
右
衛
門
家
屋
敷
間
口
弐
間
六
尺
奥
行
町
並
之
処
、
調
銭
四
百
貫
文

　

ニ
飯
坂
辰
五
郎
中
立
ヲ
以
、
十
軒
町
渡
部
多
治
兵
衛
借
屋
根
津
屋
巳
之
松
江

　

永
代
売
渡
申
度
段
奉
願
上
候
処
、
願
之
通
り
被
仰
付
候
ニ
付
、
九
月
五
日
丁



一
一
一

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

　

役
人
・
売
主
・
買
主
・
中
立
立
会
之
上
引
配
相
済
、
尤
此
歩
一
四
拾
貫
文
請

　

取
錠
笥
江
入
置
申
候
、
佐
々
木
清
右
衛
門
義
者
親
類
山
田
九
助
方
江
引
取
入

　

家
内
罷
成
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
主　
　

佐
々
木
清
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　
　

山
田
九
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

買
主　
　

根
津
屋
巳
之
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類　
　

仙
北
屋
善
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
立　
　

飯
坂
辰
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　
　

高
橋
金
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
内
一
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
軒
町
丁
代　

中
嶋
重
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
沢
町
丁
代　

山
本
惣
兵
衛

　
　
　
　

丑
九
月
五
日

　

根
津
谷
家
の
先
祖
と
思
わ
れ
る
根
津
屋
巳
之
松
は
、
も
と
も
と
隣
接
す
る
十

軒
町
の
渡
部
多
治
兵
衛
借
屋
で
あ
っ
た
が
、
天
保
十
二
年
に
米
沢
町
佐
々
木
清

右
衛
門
の
屋
敷
を
四
〇
〇
貫
文
で
買
い
取
り
、
米
沢
町
本
町
人
と
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
と
き
買
い
取
り
額
の
一
〇
分
の
一
に
あ
た
る
四
〇
貫

文
が
錠
笥
番
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
四
年
に

当
時
御
舟
町
に
居
住
し
て
い
た
母
親
を
米
沢
町
に
呼
び
寄
せ
、
嘉
永
六
（
一
八

五
三
）
年
と
同
七
（
安
政
元
）
年
に
は
錠
笥
番
を
務
め
、
続
く
安
政
二
年
と
同

三
年
に
は
米
沢
町
の
丁
代
を
務
め
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
丁
代
は
山
本
屋
惣
兵
衛
（
安
政
四
）
、
小
笹
栄
八
（
安
政
五
）
と

交
代
し
た
段
階
ま
で
は
確
認
で
き
る
が
、
以
降
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
根
津
谷
家
が
再
び
丁
代
を
務
め
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、

こ
う
し
た
経
緯
に
よ
り
丁
代
史
料
の
保
存
・
管
理
に
関
わ
り
を
保
ち
、
明
治
以

降
も
継
続
し
て
保
管
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

二　

米
沢
町
の
特
徴
に
つ
い
て

　
　

１　

米
沢
町
の
成
立
と
町
由
緒
形
成

　

本
節
で
は
、
米
沢
町
の
成
立
と
町
由
緒
形
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
「
米
沢

町
記
録
」
に
は
、
町
の
成
立
経
緯
や
由
緒
が
記
さ
れ
た
史
料
と
し
て
、
延
宝
五

（
一
六
七
七
）
年
八
月
四
日
の
願
書
、
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
の
願
書
、

享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
九
月
の
口
上
書
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
元
禄

十
五
年
の
願
書
控
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

史
料
６                                              

米
沢
六
六

　
　
　
　
　

乍
恐
口
上
書
以
御
訴
訟
申
上
候
御
事

　

一　

此
度
被　

仰
渡
候
者
、
米
突
売
其
外
御
書
付
を
以
御
法
度
ニ
被　

仰
付

　
　
　

候
御
儀
畏
入
奉
存
候
、
併
当
所
者
次
第
御
座
候
故
御
訴
訟
申
上
候
御
事

　

一　

先
年
私
共
居
所
ハ
入
川
橋
新
橋
表
通
り
ニ
罷
有
候
、
然
者
弐
拾
七
年
以

　
　
　

前
延
宝
四
年
辰
七
月
十
七
日
被
仰
渡
候
者
、
馬
苦
労
町
門
よ
り
外
新
橋

　
　
　

迄
商
人
共
居
申
儀
堅
御
法
度
ニ
被　

仰
付
候
ニ
付
、
私
共
居
所
迷
惑
仕

　
　
　

候
故
、
無
拠
川
尻
村
之
内
御
指
南
町
と
拾
軒
町
之
裏
ニ
下
畑
七
斗
三
升

(

9)



一
一
二

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　

八
合
之
所
御
座
候
其
外
皆
々
大
分
之
沼
ふ
け
ニ
御
座
候
所
ヲ
私
共
居
所

　
　
　

ニ
願
申
上
候
御
事

　

一　

乍
恐
其
年
ハ　

屋
形
様
江
戸
ニ
被
遊
御
座
候
、
其
節
中
川
宮
内
様
郡
御

　
　
　

奉
行
被
成
候
時
分
右
之
段
申
上
候
、
依
之
宇
右
衛
門
様
・
半
右
衛
門
様

　
　
　

江
御
披
露
被
遊
候
得
者
、
御
飛
脚
御
席
を
以
江
戸
へ
御
窺
被
遊
候
由
ニ

　
　
　

而
、
其
後
右
之
在
所
願
之
通
ニ
被
下
置
候
由
宮
内
様
よ
り
被　

仰
渡
、

　
　
　

則
御
検
使
御
代
九
右
衛
門
殿
・
川
野
理
右
衛
門
殿
・
菅
生
庄
之
助
殿
御

　
　
　

出
被
成
、
御
見
分
之
上
ハ
私
共
屋
敷
ニ
御
割
被
下
候
、
就
夫
私
共
大
目

　
　
　

成
手
前
普
請
仕
右
之
沼
ふ
け
埋
立
可
申
、
則
当
高
弐
石
三
斗
七
升
三
合

　
　
　

之
地
方
ニ
罷
成
候
ヲ
私
共
屋
敷
ニ
被
下
置
候
御
儀
難
有
奉
存
候
故
、
右

　
　
　

之
外
ニ
地
方
茂
無
御
座
候
得
共
当
高
四
石
壱
斗
弐
升
七
合
之
過
高
御
注

　
　
　

進
仕
、
当
高
合
六
石
五
斗
之
御
物
成
去
ル
弐
拾
五
年
以
前
巳
ノ
秋
よ
り

　
　
　

去
巳
ノ
秋
ま
て
年
之
無
滞
御
蔵
へ
上
納
仕
候
、
御
口
役
銀
ハ
屋
敷
高
之

　
　
　

分
斗
指
上
過
高
之
分
ハ
諸
役
御
免
ニ
御
座
候
、
其
節
町
海
道
之
御
普
請

　
　
　

之
儀
ハ
御
人
足
四
百
人
被
下
候
間
埋
立
可
申
由
ニ
而
松
本
角
之
丞
殿
・

　
　
　

鶴
田
文
左
衛
門
殿
御
奉
行
被　

仰
付
御
造
り
被
遊
候
、
右
御
人
足
御
不

　
　
　

足
ニ
付
加
人
足
弐
百
人
被
下
置
、
町
海
通
斗
御
造
り
被
下
候
御
事

　

一　

右
私
共
屋
敷
ニ
御
割
被
下
置
候
節
、
商
売
ハ
小
米
小
売
突
売
仕
度
奉
存

　
　
　

候
段
願
上
申
候
得
ハ
、
右
之
通
家
職
ニ
米
商
売
可
仕
由
被　

仰
付
候
、

　
　
　

則
町
之
名
茂
米
沢
町
と
御
改
被
下
置
候
、
米
沢
町
家
数
弐
拾
五
軒
御
座

　
　
　

候
、
往
還
ニ
も
無
御
座
片
原
ニ
御
座
候
故
余
之
商
売
ハ
不
被
成
米
小
売

　
　
　

突
売
斗
仕
露
命
ヲ
続
け
罷
有
候
、
屋
敷
ハ
居
下
斗
ニ
て
田
畑
と
も
一
切

　
　
　

持
不
申
其
上
度
々
洪
水
ニ
遊
申
候
所
ニ
御
座
候
而
、
次
第
ニ
商
茂
無
御

　
　
　

座
困
窮
仕
候
処
ニ
、
弥
此
度
之
被　

仰
渡
候
御
事
ニ
而
何
共
迷
惑
ニ
奉

　
　
　

存
、
此
末
続
け
可
申
様
も
無
御
座
候
間
、
御
訴
訟
ニ
奉
存
候
御
事

　

一　

元
禄
拾
壱
年
寅
ノ
三
月
九
日
ニ
、
乍
恐　

屋
形
様
川
尻
権
現
并
弘
願
院

　
　
　

江
御
参
詣
被
遊
候
、
御
下
向
ニ
初
而
米
沢
町
御
通
被
遊
、
御
供
ニ
福
原

　
　
　

彦
太
夫
様
、
梅
津
内
蔵
之
丞
様
之
御
挨
拶
被
遊
、
米
沢
町
之
由
緒
御
尋

　
　
　

被
遊
候
、
其
節
町
海
道
造
り
申
候
事
奇
特
之
由　

御
上
意
被
遊
難
有
奉

　
　
　

存
候
御
事

　
　

右
之
趣
、
色
々
之
通
御
慈
悲
を
以
小
米
商
売
仕
露
命
御
助
被
下
置
候
様
ニ

　
　

被　

仰
上
被
下
度
、
乍
恐
御
訴
訟
ニ
奉
存
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
尻
村
之
内
米
沢
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
代　

藤
拾
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

利
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
右
衛
門

　
　
　
　

元
禄
十
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

午
ノ
六
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

長
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肝
煎　

九
右
衛
門

　
　
　
　

岡
崎
郷
右
衛
門
様

　

元
禄
十
五
年
、
藩
か
ら
は
米
突
売
禁
止
の
仰
せ
が
出
さ
れ
る
。
家
督
破
り
の

横
行
に
対
す
る
米
家
督
保
護
を
目
的
と
し
た
仰
せ
で
あ
り
、
禁
止
対
象
に
含
ま

れ
た
米
沢
町
が
抗
議
と
し
て
提
出
し
た
願
書
が
こ
の
史
料
６
で
あ
る
。
な
お
裏



一
一
三

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

書
に
「
表
書
之
通
奉
願
候
得
者
米
町
扱
ニ
被
仰
付
候
、
尤
米
町
な
ミ
ニ
米
商
売

可
仕
由
丁
中
寄
合
致
申
渡
候
以
上
、
午
ノ
八
月
十
一
日
」
と
あ
り
、
結
果
的
に

米
沢
町
が
正
式
に
米
家
督
町
と
認
め
ら
れ
た
際
の
願
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
願
書
内
容
を
み
る
。
延
宝
四
年
七
月
十
七
日
、
馬
苦
労
町
門
か
ら
外
新

橋
の
間
に
居
住
す
る
商
人
に
対
し
て
居
住
禁
止
の
仰
せ
が
出
さ
れ
た
。
延
宝
五

年
願
書
に
は
「
商
人
宿
借
、
月
晦
日
ニ
家
畳
罷
有
可
申
候
由
」
と
あ
る
。
そ
し

て
、
当
時
入
川
橋
新
橋
表
通
り
に
居
住
し
て
い
た
商
人
が
新
た
に
居
所
と
し
て

願
い
出
た
場
所
が
、
わ
ず
か
な
畑
地
の
ほ
か
は
湿
地
が
広
が
る
「
川
尻
村
之
内

御
指
南
町
と
拾
軒
町
之
裏
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
検
使
に
よ
る
見
分

の
う
え
屋
敷
割
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
米
沢
町
の
原
形
と
な
る
。
屋
敷
割
後
、

商
人
自
ら
埋
め
立
て
た
湿
地
が
当
高
二
石
三
斗
七
升
三
合
の
土
地
と
し
て
屋
敷

に
下
さ
れ
た
。
商
人
た
ち
は
、
こ
の
土
地
の
他
に
田
畑
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず

当
高
四
石
一
斗
二
升
七
合
の
過
高
を
注
進
し
、
計
六
石
五
斗
の
物
成
を
上
納
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
滞
り
な
く
上
納
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
屋
敷
割
の

際
、
人
足
六
〇
〇
人
に
よ
る
町
海
道
の
普
請
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
同
じ

く
屋
敷
割
の
際
に
彼
ら
が
「
小
米
小
売
突
売
仕
度
奉
存
候
段
」
を
願
い
上
げ
た

と
こ
ろ
「
家
職
ニ
米
商
売
可
仕
由
」
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
町
名
が
米
沢
町
に
改
め

ら
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て

後
に
元
禄
十
一
年
に
藩
主
佐
竹
義
処
が
米
沢
町
を

通
過
し
、
町
由
緒
を
尋
ね
ら
れ
た
事
実
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
米
沢
町
で

は
自
ら
町
海
道
普
請
を
行
い
、
こ
れ
に
つ
い
て
藩
主
か
ら
「
奇
特
」
と
評
価
さ

れ
た
と
す
る
。

　

以
上
、願
書
の
内
容
か
ら
米
沢
町
の
成
立
と
町
由
緒
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
経
緯
や
由
緒
が
ま
と
め
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

当
初
入
川
橋
新
橋
表
通
り
に
居
住
し
て
商
売
を
行
っ
て
い
た
商
人
た
ち
は
、

久
保
田
の
町
人
地
で
あ
る
外
町
に
基
盤
が
無
い
、
あ
る
い
は
関
係
が
薄
い
商
人

た
ち
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
藩
か
ら
退
去
命
令
が
出
さ
れ
た
背
景
や
、
居

住
の
代
替
地
が
外
町
か
ら
離
れ
た
理
由
、
川
尻
村
肝
煎
扱
い
と
な
っ
た
理
由
か

ら
も
外
町
と
の
関
係
の
希
薄
性
や
対
立
が
う
か
が
え
る
。
移
住
後
の
彼
ら
は
米

商
売
を
始
め
る
が
、
成
立
期
か
ら
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
と
主
張
す
る
彼
ら

に
対
し
、
す
で
に
藩
か
ら
米
家
督
の
承
認
を
受
け
て
い
る
米
町
側
は
、
明
ら
か

な
家
督
破
り
で
あ
り
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
認
識
を
持
つ
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
な
か
で
米
沢
町
が
提
出
し
た
元
禄
十
五
年
願
書
に
つ
い
て
は
、
家
督

に
対
す
る
当
時
の
認
識
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

元
禄
十
五
年
願
書
は
、
は
じ
め
に
米
沢
町
の
成
立
事
情
を
説
明
し
て
町
機
能

維
持
の
た
め
の
保
護
の
必
要
性
に
触
れ
、
次
い
で
物
成
上
納
に
よ
る
公
役
負
担

の
事
実
を
説
明
し
、

後
に
藩
主
と
の
直
接
な
結
び
つ
き
を
強
調
し
て
、
家
督

の
承
認
を
願
い
出
て
い
る
。
久
保
田
の
家
督
に
つ
い
て
は
多
様
な
側
面
が
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
第
一
に
成
立
当
初
の
町
の
保
護
、
第
二
に
公
役
に
対
す
る

反
対
給
付
、
第
三
に
各
町
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
の
契
機
と
す
る
分
析

が
あ
る
が
、
元
禄
十
五
年
願
書
か
ら
う
か
が
え
る
米
沢
町
の
家
督
認
識
は
ほ
ぼ

こ
れ
に
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
願
書
に
み
ら
れ
る
町
由
緒
は
、
米
家
督

獲
得
を
目
的
と
し
て
形
成
さ
れ
た
由
緒
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
享
保
二
年
口
上
書
と
比
較
し
て
も
そ
の
特
徴
が
う
か
が
え
る
。
享
保

口
上
書
は
、
藩
主
佐
竹
義
峯
入
国
に
際
し
て
町
家
督
を
書
き
上
げ
て
庄
屋
に
提

(
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出
し
た
口
上
書
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
同
内
容
で
あ
る
も
の
の
、
米
沢
町
へ
の

改
称
と
米
家
督
承
認
を
関
連
さ
せ
ず
に
説
明
し
て
い
る
点
、
藩
主
義
処
の
米
沢

町
通
行
を
ま
っ
た
く
取
り
上
げ
て
い
な
い
点
の
二
点
で
元
禄
願
書
と
異
な
る
。

提
出
目
的
が
異
な
る
ほ
か
、
す
で
に
正
式
に
米
家
督
を
承
認
さ
れ
、
そ
れ
以
前

の
経
緯
を
主
張
す
る
必
要
性
が
希
薄
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
由
緒
内
容
が
元

禄
願
書
と
異
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。反
対
に
元
禄
願
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、

町
成
立
事
情
と
米
商
売
と
の
密
接
な
関
連
に
つ
い
て
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ー
形
成
の
契
機
と
し
て
の
藩
主
と
の
接
点
に
つ
い
て
は
、
家
督
獲
得
の
た
め
に

は
不
可
欠
な
内
容
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
米
沢
町
の
成
立
経
緯
や
由
緒
に
つ
い
て
は
、
米
家
督
の
獲
得
を
目
指

す
な
か
で
、
当
時
の
家
督
認
識
を
反
映
し
た
由
緒
が
形
成
さ
れ
た
経
緯
を
ふ
ま

え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
　

２　

米
沢
町
の
住
民
構
造

　

本
節
で
は
、
米
沢
町
の
住
民
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
は
米
沢
町
全
体
の
住
民
規
模
を
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
「
津
軽
様
御

下
国
之
節
覚
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
史
料
は
、
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
か

ら
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
ま
で
の
津
軽
藩
主
通
行
時
の
記
録
を
抜
粋
し
た
も

の
と
思
わ
れ
、
津
軽
藩
を
出
迎
え
る
秋
田
藩
家
老
へ
の
宿
舎
提
供
、
通
過
の
際

の
昼
食
提
供
な
ど
米
沢
町
の
役
割
を
確
認
で
き
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
史
料
は
人
別
帳
の
一
部
を
反
故
紙
と
し
て
利
用
し
、
裏
面
部
分
に

も
情
報
が
含
ま
れ
る
。
複
数
年
の
人
別
帳
の
記
載
が
混
在
し
、
詳
細
な
復
元
は

困
難
で
あ
る
が
、
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
六
月
に
当
時
の
米
沢
町
丁
代
進

藤
久
右
衛
門
が
庄
屋
二
木
六
左
衛
門
に
提
出
し
た
こ
と
が
明
確
な
部
分
か
ら
は
、

当
時
の
米
沢
町
の
惣
人
数
が
一
七
一
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、

同
年
の
も
の
と
推
測
で
き
る
部
分
の
情
報
を
加
え
る
と
、
享
保
十
四
年
の
住
民

状
況
は
次
の
と
お
り
に
復
元
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

男　
　
　
　
　

一
〇
二
人
（
内　

二
歳
二
人
、
一
歳
一
人
）

　
　

女　
　
　
　
　
　

六
九
人
（
内　

一
歳
二
人
）

　
　

七
歳
以
下　
　
　

一
七
人
（
内　

男
一
三
人
、
女
四
人
）

　
　

借
家
人
数　
　
　

三
四
人

　
　

去
御
調
人
数　

一
七
五
人

　
　

入
人　
　
　
　
　

三
一
人
（
内　

男
一
六
人
、
女
一
五
人
）

　
　

出
人　
　
　
　
　

三
五
人
（
内　

男
一
七
人
、
内
三
人
死
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
一
八
人
、
内
三
人
死
）

　

「
去
御
調
」
の
時
期
が
不
明
で
あ
る
が
、
後
出
の
天
保
期
を
参
照
す
る
と
、

久
保
田
で
は
お
お
む
ね
四
年
ご
と
の
切
支
丹
調
べ
と
そ
の
間
の
人
別
調
べ
が
確

認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
去
御
調
を
二
～
四
年
前
と
推
定
し
て
お
く
。

こ
の
間
の
住
民
異
動
は
、出
生
に
よ
る
自
然
増
五
、異
動
に
よ
る
社
会
増
二
六
、

死
亡
に
よ
る
自
然
減
六
、
異
動
に
よ
る
社
会
減
二
九
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
惣

人
数
で
は
一
七
五
人
か
ら
一
七
一
人
へ
の
四
人
減
で
あ
る
が
、
全
体
の
一
七
～

一
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
住
民
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
天
保
期
の
米
沢
町
人
口
に
つ
い
て
は
、
丁
代
日
記
の
記
載
か
ら
天
保

十
年
（
一
八
三
九
）
に
一
三
三
人
、
十
二
年
に
一
三
一
人
、
十
四
年
に
一
三
七

人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
天
保
十
、
十
四
年
は
「
判
突
致
候
人
別
」
、

(
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十
二
年
は
「
切
支
丹
御
調
」
の
実
施
に
よ
る
記
載
で
あ
る
。
切
支
丹
御
調
に
つ

い
て
は
「
四
ヶ
年
御
調
」
と
の
表
現
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
内
で
は
一
三
〇

人
台
で
の
推
移
と
な
っ
て
い
る
が
、
享
保
期
と
比
較
す
る
と
二
割
を
超
え
る
減

少
率
で
あ
る
。
町
の
規
模
の
縮
小
は
、
住
民
生
活
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与

え
、
生
活
に
も
町
の
役
割
に
も
変
化
を
お
よ
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
時
期

に
は
一
〇
〇
年
の
開
き
が
あ
り
、
そ
の
間
の
詳
細
も
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る

た
め
、
こ
こ
で
は
数
字
の
比
較
に
と
ど
め
た
い
。

　

次
に
、
い
わ
ゆ
る
本
町
人
に
あ
た
る
人
数
を
確
認
す
る
。

　

天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
作
成
の
「
町
内
家
毎
坪
割
控
」
は
、
屋
敷
地
ご
と

に
町
人
名
、
坪
数
、
人
足
代
、
間
口
、
南
北
間
数
を
記
載
し
た
史
料
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
基
づ
き
、
当
時
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
図
６
で
あ
る
。
米
沢

町
で
は
、
町
海
道
を
挟
み
東
西
に
屋
敷
を
所
持
す
る
者
が
本
町
人
と
さ
れ
、
史

料
中
で
は
「
両
側
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
天
明
六
年
段
階
で
は
本
町
人

数
は
三
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
天
明
六
年
の
米
沢
町
に
つ
い
て
は
、
公
役

の
滞
納
分
が
顕
著
と
な
り
町
役
所
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
滞
納
分
は
一
部
負
担
を
免
除
さ
れ
る
形
で
、
二
六
人
の
町
人
が
三
五

年
賦
で
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
町
内
家
毎
坪
割
控
」
は
、
町
負
担

の
再
確
認
、負
担
割
当
の
明
確
化
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、

い
わ
ば
米
沢
町
再
建
と
で
も
い
う
べ
き
状
況
を
あ
ら
わ
す
史
料
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
米
沢
町
の
本
町
人
数
で
あ
る
が
時
期
に
よ
り
増
減
が
み
ら
れ
る
。
確

認
で
き
た
分
を
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

享
保
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
二
人

　
　

享
保
十
九
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
人

　
　

安
永
九
年
、
天
明
六
年
、
寛
政
四
年　
　
　
　
　
　

三
三
人

　

文
化
元
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
図
３
の
組
合
一
覧
を
参
照
に
す
る
と
、
三
一

～
三
三
人
で
推
移
す
る
が
、
弘
化
二
、
三
年
に
二
七
人
、
弘
化
四
年
に
二
八
人

と
減
少
す
る
。
な
お
、
天
保
十
二
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
は
「
掛
屋
敷
」
が

含
ま
れ
た
数
字
と
な
っ
て
い
る
。掛
屋
敷
と
は
屋
敷
持
不
在
の
家
屋
敷
で
あ
り
、

多
く
の
場
合
他
の
借
家
人
を
抱
え
お
い
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
期
間
の

米
沢
町
本
町
人
の
実
数
は
さ
ら
に
減
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
天
保
九
年
に
は
町

人
名
の
重
複
が
確
認
で
き
、
こ
の
年
も
町
人
実
数
は
減
る
こ
と
と
な
る
。
傾
向

と
し
て
は
、
三
三
人
状
態
の
維
持
に
努
力
し
な
が
ら
、
天
保
期
後
半
か
ら
弘
化

年
間
に
は
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

あ
ら
た
め
て
図
３
に
よ
り
、
米
沢
町
の
本
町
人
の
推
移
に
つ
い
て
み
る
。
文

化
・
文
政
期
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
町
人
の
異
動
は
み
ら
れ
な
い
。
と
く
に
文

化
十
四
（
一
八
一
七
）
年
か
ら
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
ま
で
は
、
十
年
以

上
に
わ
た
り
本
町
人
の
異
動
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
天

保
三
年
以
降
は
、
十
年
以
上
に
わ
た
り
毎
年
の
よ
う
に
本
町
人
の
異
動
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
天
保
四
年
八
月
二
十
五
日
に
「
今
年
米
直

段
非
常
之
高
直
ニ
付
、
格
別
之
御
吟
味
ヲ
以
今
年
限
り
家
督
町
之
外
町
々
ニ
而

米
売
買
い
た
し
不
苦
候
間
、
勝
手
之
者
ハ
商
売
可
致
候
」
、
同
七
年
八
月
に
も

「
御
吟
味
を
以
家
督
町
々
外
丁
々
ニ
お
い
て
小
売
米
売
買
当
分
不
苦
候
間
、
勝

手
之
も
の
商
売
可
致
候
」
と
の
町
触
が
出
さ
れ
、
米
家
督
町
以
外
の
町
々
で
の

米
売
買
が
藩
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。
米
沢
町
に
と
っ
て
は
実
質
的
に
米
家
督

(
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13間4尺5寸

41坪6寸2歩余／1貫669文

13間

11間5尺7寸8歩

62坪2尺2寸2歩余／2貫529文

小笹　太郎兵衛

2
間
2
尺
5
寸

10間1尺5寸

7間8寸4歩

5間1尺

13坪5余／529文

　　　嘉藤　与助

24坪7寸2歩余／979文

山木　仁兵衛

24坪6尺6寸余／1貫2文

北野屋　甚太郎

加々屋　五郎右衛門
20坪4尺6寸余／832文

山木　助五郎

26坪1尺2寸7歩余／1貫62文

10間1尺5寸

17坪6尺3寸余／717文

山田　庄助

8間

8間2尺5寸

　23坪3尺3寸4歩余／949文

3
間

2
間
2
尺
7
寸

3
間
2
尺
7
寸

米沢屋　惣兵衛
22坪4尺4寸4歩余／912文

19坪4尺6寸余／791文

11間2尺8寸9歩

11間

2
間

6
尺

31坪8尺4寸2歩余／1貫294文

3
間
2
尺
9
寸
5
歩

熊谷　吉郎兵衛

2
間
5
寸

3
間

3
間

2
間

3
間
8
寸

9間1尺5寸

8間2尺6寸

空　　地

6間

5間1尺

5間1尺

松田　喜兵衛

青池　利兵衛

松田　萬蔵

青池　久米五郎

10坪7尺1歩余／435文

8坪8尺8寸余／361文

高橋　駒之助

進藤　運助

5間4尺9寸

　　　青池　六兵衛

6間2尺4寸

23坪3尺1寸余／948文

2
間

2
尺

6
寸

5
歩

14坪5尺9寸1歩余／593文

大友　清松

30坪9尺6寸2歩余／1貫259文

田中　太兵衛

17坪8尺6寸2歩余／726文

15坪4尺8歩余／629文

26坪8尺6寸余／1貫92文

15坪8尺3寸6歩余／644文

11坪5尺3寸5歩余／469文

進藤　久右衛門

18坪4尺6寸余／750文
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寸
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2
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間
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間
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尺
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歩
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間
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寸
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間
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尺

2
間
1
尺

28坪9尺1寸1歩余／1貫175文
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間
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寸
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尺
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寸
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間

4
間
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間
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間
5
寸
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間
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尺
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11間4尺
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9間4尺9寸

8間1尺

7間4尺4寸

7間7寸4歩

6間2尺

4間3尺1寸

30坪6尺8寸5歩余／1貫247文

佐藤　平助

加々野　喜七郎

田口　喜右衛門
11間

11間4尺

11間4尺

10間4尺

45坪2尺3寸余／1貫839文

3間5尺

25坪1寸7歩余／1貫17文

31坪5尺／1貫281文

23坪7寸余／938文

松田　長右衛門

22坪4尺4寸6歩余／912文

34坪8尺4寸6歩余／1貫416文

佐藤　市兵衛

法　　輪　　寺

10間2尺5寸

進藤　伊右衛門

寸
1

尺
6

間
2

間
2

間
2

間
3

間
2

間
2

間
5

夏井　市右衛門

深井　清兵衛

吉田　三郎兵衛
27坪2尺3寸2歩余／1貫107文（坪数／人足代）

29坪4尺8寸9歩余／1貫199文

図６　米沢町略図（天明６年）

小笹　清吉

鈴木　七兵衛

長谷川　五兵衛

片屋　治右衛門

14間1尺

13間5尺8寸5歩
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考
察

の
特
権
が
喪
失
し
て
い
っ
た
時
期
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
町
人
異
動
に
は
当
時

の
経
済
状
況
が
影
響
し
、
米
沢
町
の
場
合
は
、
文
化
・
文
政
期
に
は
比
較
的
安

定
し
て
い
た
が
、
天
保
四
、
七
年
を
中
心
と
す
る
秋
田
藩
の
米
穀
流
通
政
策
の

影
響
に
よ
り
、
天
保
期
以
降
は
本
町
人
を
中
心
と
す
る
住
民
全
体
の
生
活
が
し

だ
い
に
不
安
定
と
な
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
で
、
実
際
に
本
町
人
異
動
の
事
例
を
確
認
し
た
い
。
前
章
で
紹
介
し
た

丁
代
宛
願
書
類
が
綴
じ
ら
れ
た
綴
ｂ
か
ら
、
河
越
万
之
助
と
い
う
人
物
を
取
り

上
げ
る
。

史
料
７　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
沢
九
六
―
三
〇

　
　
　

乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候

　

私
儀
是
迄
御
丁
内
様
御
介
抱
ヲ
以
家
内
相
続
仕
［
罷
在
］
難
有
仕
合
奉
存
候
、

　

然
所
此
度
大
森
長
之
助
屋
敷
永
代
七
貫
文
ニ
買
求
メ
申
度
、
内
々
相
談
仕
候

　

所
［　
　

］
相
談
ニ
罷
成
申
候
間
、
於
御
丁
内
御
障
無
御
座
候
ハ
ヽ
［　
　

　
　

］
通
被
仰
付
被
下
置
度
奉
願
上
候
、
尤
長
之
助
家
内
之
儀
者
私
方
ニ
而
引

　

受
可
申
候
間
、
御
丁
内
様
御
憐
愍
ヲ
以
願
之
通
り
被
仰
付
被
下
置
度
偏
ニ
奉

　

願
上
候

　
　

右
之
趣
宜
敷
御
執
成
ヲ
以
願
之
通
り
被
仰
付
被
成
下
度
奉
願
上
候
以
上

　
　
　

天
保
三
年
辰
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
越　

萬
之
助
（
印
）

　
　
　

御
丁
代　

松
田
孫
右
衛
門
殿

史
料
８　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
沢
九
六
―
九

　
　
　

乍
憚
以
書
付
奉
願
上
候

　

私
儀
是
迄
御
町
内
様
御
介
抱
以
家
内
相
続
仕
難
有
御
儀
奉
存
候
、
然
者
近
年

　

来
米
高
直
附
売
買
不
融
通
罷
成
然
自
困
窮
ニ
相
成
罷
在
候
処
、
此
度
高
橋
子

　

之
助
家
内
斎
藤
喜
七
郎
殿
よ
り
、
中
立
進
藤
権
［
蔵
］
以
私
屋
敷
永
代
買
求

　

申
度
儀
ニ
御
座
［
候
］
、
代
銭
拾
貫
文
ニ
而
内
々
相
談
仕
候
、
御
組
内
ニ
而

　

［　

］
御
障
無
之
候
、
依
而
御
丁
内
ニ
お
ゐ
て
御
障
［
無
御
］
座
候
ハ
ヽ
願

　

之
通
り
被
仰
付
被
成
下
置
度
奉
願
上
候
、
私
家
内
引
取
之
儀
者
御
町
内
長
谷

　

川
左
吉
方
江
、
長
之
助
引
取
之
儀
者
同
小
笹
久
吉
方
江
引
取
可
申
候
間
、
何

　

卒
御
憐
愍
以
願
之
通
被
仰
付
被
成
下
度
奉
願
上
候

　
　

右
之
通
宜
敷
様
以
御
執
政
願
之
通
被
仰
付
被
成
下
度
偏
ニ
奉
願
上
候
以
上

　
　
　

天
保
三
年
辰
十
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
越　

万
之
助
（
印
）

　
　
　

御
丁
代　

松
田
孫
右
衛
門
殿

史
料
９　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
沢
九
六
―
六

　
　
　
　
　

覚

　

一　

其
御
丁
内
能
登
屋
幸
三
郎
借
屋
川
越
万
之
助
女
房
お
き
く
合
三
人
、

　
　
　

［　
　

］
私
引
受
申
候
所
実
正
ニ
御
座
候
、
当
人
共
如
何
成
御
上
様
へ

　
　
　

相
掛
り
候
六
ケ
敷
儀
出
来
致
候
而
も
、
私
申
訳
其
御
丁
内
江
御
苦
柄
筋

　
　
　

掛
ケ
置
申
間
敷
、
当
御
調
内
調
後
之
事
故
、
当
御
調
其
御
丁
内
ニ
而
被

　
　
　

成
下
置
候
、
私
御
丁
内
へ
入
人
突
合
之
儀
ハ
御
調
後
相
改
メ
可
申
、
為

　
　
　

後
日
之
為
念
引
受
取
證
文
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
丁
四
町
目

(
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天
保
五
年
午
二
月
廿
七
日    　
　

木
屋
与
兵
衛
長
や　

萬
之
助

　
　
　

米
沢
町
御
丁
代
衆

　

天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
二
月
、
河
越
万
之
助
は
丁
代
松
田
孫
右
衛
門
に
対

し
て
願
書
を
提
出
（
史
料
７
）
、
大
森
長
之
助
の
屋
敷
を
七
貫
文
で
購
入
す
る

こ
と
を
願
い
出
た
。
綴
ｂ
の
他
史
料
で
は
、
当
時
の
河
越
は
米
沢
町
人
能
登
屋

幸
三
郎
の
借
屋
で
あ
り
、
河
越
と
大
森
は
親
類
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
大
森
の
屋
敷
売
却
理
由
は
「
窮
困
」
と
さ
れ
、
屋
敷
売
却
後
、
大
森
の

家
族
は
そ
の
ま
ま
河
越
に
引
き
取
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
年
の
十
月
、
早
く
も
河
越
か
ら
丁
代
へ
「
困
窮
」
を
理
由
に
屋

敷
売
却
の
願
書
が
提
出
さ
れ
る
（
史
料
８
）
。
河
越
屋
敷
の
購
入
を
希
望
し
た

の
は
米
沢
町
町
人
高
橋
子
之
助
家
内
の
斎
藤
喜
七
郎
で
あ
る
。
翌
年
二
月
に
同

内
容
の
願
書
が
あ
ら
た
め
て
河
越
か
ら
提
出
さ
れ
、
屋
敷
売
却
後
は
河
越
の
家

族
は
本
丁
四
丁
目
木
屋
与
右
衛
門
長
屋
の
万
之
助
が
引
き
取
り
、
大
森
家
内
は

米
沢
町
内
の
小
笹
久
吉
が
引
き
取
る
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。
小
笹
は
当
時
の
丁

代
、
木
屋
長
屋
万
之
助
は
河
越
の
親
類
で
あ
り
、
翌
三
月
に
は
木
屋
長
屋
万
之

助
か
ら
米
沢
町
丁
代
の
小
笹
へ
宛
て
た
河
越
の
身
元
引
受
証
文
が
提
出
さ
れ
て

い
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
年
後
の
天
保
五
年
に
木
屋
長
屋
万
之
助
か
ら
米
沢
町
丁
代
に
宛

て
ら
れ
た
証
文
（
史
料
９
）
を
み
る
と
、
河
越
に
つ
い
て
能
登
屋
幸
三
郎
借
屋

と
記
さ
れ
て
い
る
。
屋
敷
購
入
以
前
も
河
越
は
能
登
屋
の
借
屋
で
あ
っ
た
が
、

身
元
の
引
き
受
け
こ
そ
親
類
で
あ
る
木
屋
長
屋
万
之
助
に
頼
む
も
の
の
、
河
越

は
屋
敷
売
却
後
も
米
沢
町
に
居
住
し
続
け
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
こ
の

年
の
人
別
調
で
は
河
越
は
米
沢
町
居
住
と
さ
れ
、
本
丁
四
丁
目
へ
の
「
入
人
突

合
」
は
今
回
の
人
別
調
の
あ
と
に
改
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

以
上
、
河
越
万
之
助
の
動
向
か
ら
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
第
一
に
屋
敷
売
却
の

理
由
に
は
困
窮
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
親
類
が
関
与
し
た
売
買
や
異
動

で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
屋
敷
売
却
後
も
町
内
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
三
つ
の
特
徴
は
、
大
森
長
之
助
に
も
す
べ
て
当
て
は
ま
る
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
別
の
事
例
も
参
照
し
た
い
。
例
え
ば
、
河
越
か
ら
屋
敷
を

購
入
し
た
斎
藤
喜
七
郎
で
あ
る
が
、
当
時
斎
藤
は
「
高
橋
金
兵
衛
養
弟
」
で
あ

る
が
、
自
ら
に
つ
い
て
「
私
親
類
潰
名
跡
御
座
候
」
と
記
し
て
い
る
。
図
３
の

組
合
一
覧
で
は
文
化
十
二
年
段
階
で
「
斎
藤
万
助
」
と
い
う
町
人
が
確
認
で
き

る
が
、
そ
の
後
の
米
沢
町
内
で
は
斎
藤
と
い
う
本
町
人
は
見
あ
た
ら
な
い
。
つ

ま
り
斎
藤
に
と
っ
て
河
越
屋
敷
の
購
入
と
は
、
一
度
本
町
人
か
ら
外
れ
た
経
緯

を
も
つ
潰
名
跡
で
あ
る
「
斎
藤
」
を
名
乗
り
、
再
び
米
沢
町
の
本
町
人
と
し
て

役
割
を
果
た
す
と
い
う
意
味
を
持
つ
行
動
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。と
こ
ろ
が
、

こ
の
斎
藤
も
天
保
五
年
正
月
に
は
実
家
高
橋
子
之
助
に
引
き
取
ら
れ
、
屋
敷
に

は
留
主
居
と
し
て
米
沢
町
人
小
林
重
蔵
の
家
内
進
藤
権
蔵
（
小
林
弟
）
を
置
く

こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
結
果
的
に
翌
六
年
に
小
林
家
内
の
石
田
東
蔵
に
屋
敷

を
売
却
し
て
い
る
。
ま
た
小
林
重
蔵
に
つ
い
て
も
、
本
来
は
川
端
上
五
丁
目
に

居
住
し
て
い
た
が
、
米
沢
町
の
実
弟
進
藤
権
蔵
に
同
居
し
た
の
ち
、
天
保
五
年

に
屋
敷
を
弟
か
ら
譲
ら
れ
た
経
緯
を
も
つ
。
つ
ま
り
斎
藤
屋
敷
の
留
主
居
を
務

め
た
進
藤
も
直
前
ま
で
米
沢
町
本
町
人
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
。

(
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天
保
期
の
米
沢
町
に
お
い
て
、
本
町
人
と
し
て
の
役
割
維
持
が
困
難
で
あ
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
屋
敷
の
譲
渡
や
売
却
が
必
ず
し
も
町

か
ら
の
転
出
を
意
味
せ
ず
、
譲
渡
後
の
町
内
居
住
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
す
る

と
、
こ
の
住
民
異
動
を
、
町
役
を
負
担
す
る
町
人
の
変
更
と
い
う
側
面
を
よ
り

強
調
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
え
る
。
頻
繁
な
本
町
人
変
更
は
、
負

担
を
抱
え
る
町
人
の
増
加
に
つ
な
が
る
一
方
、
町
全
体
で
は
多
く
の
住
民
へ
の

負
担
の
分
散
と
な
る
。
米
家
督
の
獲
得
に
努
力
し
た
経
緯
を
持
つ
米
沢
町
の
住

民
に
と
っ
て
、
町
機
能
の
維
持
に
対
す
る
意
識
は
強
く
、
親
類
や
町
内
と
の
関

係
に
基
づ
く
異
動
に
よ
り
負
担
を
分
散
し
、
町
全
体
で
米
家
督
町
と
し
て
の
機

能
維
持
に
努
め
た
可
能
性
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

本
稿
で
は
「
米
沢
町
記
録
」
と
い
う
史
料
群
を
紹
介
し
、
ま
た
町
由
緒
と
住

民
構
造
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
重
ね
た
。

　

第
一
章
で
紹
介
し
た
「
米
沢
町
記
録
」
の
特
徴
を
列
記
す
る
と
、
町
役
人
や

町
人
組
合
の
構
造
を
復
元
で
き
る
丁
代
日
記
、
町
の
収
支
を
明
記
し
た
勘
定
帳

類
、
町
成
立
や
由
緒
に
ま
つ
わ
る
文
化
十
三
年
以
前
の
史
料
、
住
民
異
動
を
復

元
で
き
る
突
合
・
願
書
類
と
な
る
。米
沢
町
の
記
録
と
し
て
残
さ
れ
た
内
容
は
、

町
由
緒
、
住
民
構
造
・
異
動
、
経
済
収
支
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
第
二

章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
町
由
緒
の
形
成
に
は
当
時
の
家
督
に
対
す
る
認
識
が

反
映
さ
れ
、
住
民
異
動
か
ら
は
経
済
的
に
困
難
な
状
態
で
町
機
能
維
持
に
努
め

る
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
残
さ
れ
た
史
料
の
特
徴
は
、
そ

の
ま
ま
米
家
督
町
と
し
て
の
米
沢
町
の
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
史
料
群
全
体
を
表
面
的
に
眺
め
た
上
で
の
考
察
に
と
ど
ま
り
、
史
料

解
釈
に
つ
い
て
も
充
分
で
は
な
い
面
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
米
沢
町
に
つ

い
て
の
基
本
と
な
る
情
報
を
可
能
な
限
り
紹
介
し
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
今

後
の
参
考
に
な
る
か
ど
う
か
心
許
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
史
料
調
査
・
分

析
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
補
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
な
る
が
「
米
沢
町
記
録
」
に
は
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
内
容
以

上
に
、
町
人
の
生
活
や
動
向
に
関
す
る
情
報
が
豊
富
に
含
ま
れ
る
点
を
あ
ら
た

め
て
強
調
し
、
城
下
町
久
保
田
の
町
人
社
会
研
究
を
は
じ
め
、
様
々
な
分
野
で

活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註

(

１)
 

金
森
正
也
『
近
世
秋
田
の
町
人
社
会
』
（
無
明
舎
出
版
、
一
九
九
八
年
）
、
渡

 

辺
浩
一
「
近
世
久
保
田
の
都
市
空
間
」
（
秋
田
姓
氏
家
系
研
究
会
『
あ
き
た
史

 

記　

歴
史
論
考
集
４
』
所
収
、
秋
田
文
化
出
版
、
一
九
九
七
年
）
、
庄
司
拓
也

 

「
出
羽
久
保
田
町
に
お
け
る
庄
屋
に
関
す
る
考
察
」
（
同
前
『
あ
き
た
史
記　

 

歴
史
論
考
集
４
』
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(

２)
 

今
村
義
孝
『
秋
田
藩
町
触
集
（
下
）
』
（
未
来
社
、
一
九
七
三
年
）
解
題
参
照
。

(

３)
 

金
森
前
掲
書
、
第
二
章
「
都
市
の
行
政
機
構
と
住
民
の
役
負
担
」
参
照
。

(
４)

 

同
前
。

(

５)
 

町
内
組
合
に
つ
い
て
は
年
代
不
明
「
覚
（
町
内
組
合
設
置
の
覚
書
写
）
」
（
米

 
沢
一
二
〇
）
に
「
新
ニ
組
合
立
置
候
町
ハ
五
軒
組
合
ニ
限
り
、
若
割
合
余
り
之

 

義
有
之
候
ハ
ヽ
、
六
人
組
可
立
置
候
」
と
あ
る
。
一
方
「
古
来
よ
り
組
合
定
来

 

候
町
内
ハ
、
五
人
組
よ
り
拾
人
組
迄
ハ
是
迄
之
通
之
組
ニ
而
可
申
上
候
、
拾
人



一
二
〇

秋
田
藩
米
家
督
町
に
関
す
る
一
考
察

 

以
上
者
可
相
改
候
」
と
あ
り
、
組
合
規
模
に
つ
い
て
は
原
則
五
人
組
で
あ
っ
た

 

が
一
〇
人
ま
で
の
組
合
を
認
め
る
規
則
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

(

６)
 

『
渋
江
和
光
日
記　

第
一
巻
』
（
秋
田
県
公
文
書
館
、
一
九
九
六
年
）
文
化
十

 
三
年
六
月
朔
日
条

(

７)
 

『
黒
澤
家
日
記
解
読
資
料
集
（
一
）
黒
澤
家
日
記　

文
化
十
一
年
～
文
化
十
四

 

年
』
（
秋
田
市
立
佐
竹
史
料
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
文
化
十
三
年
六
月
朔
日
条

(

８)
 

各
史
料
の
資
料
番
号
は
、
綴
ａ
は
米
沢
九
〇
、
綴
ｂ
は
米
沢
九
六―

一
～
三
九
、

 

綴
ｃ
は
米
沢
九
一
で
あ
る
。

(

９)
 

各
史
料
の
資
料
番
号
は
、
延
宝
五
年
願
書
は
米
沢
六
四
、
元
禄
十
五
年
願
書
は

 

米
沢
六
六
、
享
保
口
上
書
は
米
沢
七
二
で
あ
る
。

(

10)
 

こ
の
願
い
出
に
つ
い
て
は
、
「
梅
津
忠
宴
日
記 

上
」
（
資
料
番
号　

Ａ
三
一
二

 
―

二
五―

一
）
延
宝
四
年
八
月
廿
二
日
条
に
「
入
川
橋
御
足
軽
町
之
後
、
町
之

 

者
共
町
や
ニ
拝
領
仕
度
由
」
と
あ
り
、
忠
宴
が
関
連
絵
図
面
を
伺
い
の
た
め
に

 

江
戸
に
送
付
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

(

11)
 

藩
主
通
行
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
一
年
「
川
尻
郷
之
内
米
沢
町
検
地
帳
」
（
米

 

沢
六
五
）
の
な
か
に
「
元
禄
十
一
年
と
ら
ノ
三
月
九
日　

屋
形
様
始
テ
米
沢
町

 

御
通
、
此
と
し
町
中
道
ヲ
作
ル
申
段
御
機
嫌
能
当
町
始
リ
ヲ
御
尋
被
遊
候
」
と

 

の
記
載
が
あ
る
。

(

12)
 

『
秋
田
市
史　

第
九
巻　

近
世
史
料
編
上
』
（
秋
田
市
、
一
九
九
七
年
）
所
収

 

「
下
米
町
一
丁
目
記
録
」
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。
米
沢
町
の
元
禄
十
五
年
願
書

 

に
対
し
て
米
町
か
ら
提
出
さ
れ
た
願
書
に
は
「
一　

米
沢
町
と
申
ハ
弐
十
ケ
年

 

以
前
ふ
け
谷
地
ニ
有
之
ヲ
、
年
貢
地
ニ
御
注
進
申
上
候
由
承
伝
候
、
是
は
米
商

 

売
仕
度
と
申
上
候
ニ
而
勿
論
米
商
売
之
義
御
法
度
ニ
無
之
故
、
被
仰
付
候
幸
ニ

 

米
沢
町
と
罷
成
候
と
存
候
、
然
ハ
米
突
売
小
売
之
義
か
く
れ
て
罷
有
候
故
、
米

 

町
之
者
共
此
義
ニ
ま
よ
い
詮
義
も
不
仕
候
と
相
見
へ
申
候
、
夫
よ
り
自
然
と
突

 

売
小
売
仕
候
ニ
而
可
有
之
と
存
候
事
」
と
あ
る
。
米
町
の
主
張
す
る
米
家
督
と

 

は
小
米
の
小
売
・
突
売
の
権
利
で
あ
り
、
米
沢
町
に
認
め
ら
れ
た
の
は
米
商
売

 

で
あ
り
小
売
・
突
売
の
権
利
で
は
な
い
と
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(

13
） 

金
森
前
掲
書
、
第
四
章
「
都
市
に
お
け
る
商
い
と
営
業
統
制
」
参
照
。

(

14
） 

資
料
番
号
は
米
沢
七
六
で
あ
る
。

(

15
） 

図
６
の
東
南
部
の
「
空
地
」
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
四
年
の
「
乍
恐
書
附
を
御
伺

 

奉
申
上
候
（
空
地
へ
の
苻
人
に
つ
き
願
書
）
」
（
米
沢
一
〇
九
）
を
参
照
し
て

 

補
っ
た
。

(

16
） 

天
明
六
年
「
両
側
旧
借
銭
出
銭
帳
」
（
米
沢
八
四
）
な
ど
参
照
。

(

17
） 

金
森
前
掲
書
、
第
六
章
「
久
保
田
の
住
民
構
造
」
参
照
。

(

18
） 

佐
々
木
清
右
衛
門
の
名
前
が
文
政
五
年
に
の
み
見
え
な
い
が
、
何
ら
か
の
事
情

 

が
あ
る
の
か
、
単
な
る
書
き
落
と
し
か
、
現
時
点
で
は
判
断
で
き
な
か
っ
た
。

(

19
） 

資
料
番
号　

米
沢
一
五
参
照
。

(

20
） 

資
料
番
号　

米
沢
一
八
参
照
。

(

21
） 

史
料
７
～
９
に
つ
い
て
、
損
傷
な
ど
に
よ
り
解
読
不
能
な
部
分
を
［　
　
　

］

 

で
表
し
、
一
部
推
定
し
た
部
分
も
同
様
に
［　
　

］
を
使
用
し
て
表
し
た
。

(

22
） 

資
料
番
号　

米
沢
九
六―

三
六
参
照
。

(

23
） 

資
料
番
号　

米
沢
九
六―

二
〇
参
照
。

(

24
） 

前
掲
註
（
22
）
に
同
じ
。

(

25
） 

資
料
番
号　

米
沢
九
六―

二
一
参
照
。

(

26
） 

資
料
番
号　

米
沢
九
六―

二
七
参
照
。

(

27
） 

前
掲
註
（
25
）
に
同
じ
。

(

28
） 

前
掲
註
（
25
）
に
同
じ
。

(

29
） 

資
料
番
号　

米
沢
九
六―

一
九
参
照
。

(

30
） 

資
料
番
号　

米
沢
一
七
参
照
。

（
古
文
書
班
学
芸
主
事　

か
と
う
ま
さ
ひ
ろ
）
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（
平
成
二
十
年
一
月
現
在
）

一　

企
画
展

○
「
秋
田
県
の
成
立
と
移
り
か
わ
り

　
　
　
　

―

廃
藩
置
県
か
ら
平
成
の
合
併
ま
で―

」

　
　
　
　
　
　
　

八
月
二
十
八
日
～　

十
月
十
九
日

　

本
年
度
の
企
画
展
で
は
、
秋
田
県
内
の
市
町
村
合

併
が
一
段
落
し
た
機
会
に
、
廃
藩
置
県
か
ら
平
成
の

合
併
ま
で
の
行
政
区
画
の
変
遷
を
公
文
書
で
た
ど
っ

た
。
館
所
蔵
の
秋
田
県
庁
文
書
お
よ
び
郡
役
所
文
書

と
共
に
、
市
町
村
か
ら
借
用
し
た
戦
前
の
貴
重
な
公

文
書
を
展
示
し
た
。
展
示
を
通
し
、
県
や
市
町
村
が

ど
の
よ
う
な
歴
史
を
経
て
現
在
に
至
っ
た
か
紹
介
す

る
と
共
に
、
市
町
村
公
文
書
を
保
存
す
る
重
要
性
も

ア
ピ
ー
ル
し
た
。
展
示
手
法
と
し
て
は
、
廃
藩
置
県

以
降
の
地
方
制
度
や
行
政
区
画
の
変
遷
の
歴
史
的
ス

ト
ー
リ
ー
性
を
縦
軸
に
、
大
区
小
区
制
や
明
治
・
昭

和
の
町
村
合
併
に
関
わ
る
史
料
群
、
郡
制
に
関
わ
る

郡
役
所
文
書
群
、
市
町
村
役
場
文
書
群
の
紹
介
を
横

軸
に
構
成
し
た
。
背
景
に
は
、
当
館
が
平
成
十
四
年

以
来
実
施
し
て
き
た
市
町
村
合
併
時
の
公
文
書
保
存

支
援
活
動
、
特
に
十
七
年
度
か
ら
の
市
町
村
公
文
書

等
保
存
状
況
調
査
を
置
い
た
。

　

展
示
室
の
構
成
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

　

・
廃
藩
置
県
と
秋
田
県
の
成
立

　

・
大
区
小
区
制

　

・
市
制
・
町
村
制
施
行
と
明
治
の
町
村
合
併

  

・
郡
制
と
郡
役
所

　

・
戦
時
体
制
と
地
方
総
監
府

　

・
地
方
自
治
法
施
行
と
新
県
政

　

・
昭
和
の
市
町
村
合
併

　

・
平
成
の
市
町
村
合
併

　

・
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存

　

冒
頭
の
「
廃
藩
置
県
と
秋
田
県
の
成
立
」
で
は
、

旧
亀
田
県
や
旧
本
荘
県
の
管
内
絵
図
を
紹
介
し
た
。

「
大
区
小
区
制
」
で
は
、
「
秋
田
県
第
七
大
区
中
第

一
小
区
陸
中
国
鹿
角
郡
毛
馬
内
町
毛
馬
内
村
略
絵

図
」
が
絵
図
の
貴
重
さ
と
大
き
さ
か
ら
、
観
覧
者
の

目
を
惹
い
た
。
「
郡
制
と
郡
役
所
」
で
は
、
当
館
が

九
〇
〇
冊
以
上
の
保
存
数
を
誇
る
郡
役
所
文
書
群
か

ら
一
部
を
紹
介
し
た
。
「
昭
和
の
市
町
村
合
併
」
で

は
、
戦
後
の
県
庁
文
書
群
か
ら
各
市
町
村
の
合
併
関

係
書
類
を
、
前
期
・
中
期
・
後
期
で
入
れ
替
え
展
示

し
た
。
「
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
」
で
は
、
当

館
に
お
け
る
平
成
十
四
年
以
来
の
市
町
村
合
併
時
の

公
文
書
保
存
支
援
活
動
を
パ
ネ
ル
紹
介
す
る
と
共
に
、

秋
田
市
、
由
利
本
荘
市
、
八
峰
町
か
ら
借
用
し
た
戦

前
公
文
書
を
展
示
し
た
。
八
峰
町
の
旧
八
森
村
役
場

文
書
は
、
昭
和
三
～
十
八
年
に
施
行
さ
れ
て
い
た
陪

審
員
制
度
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
県
内
で
も
珍
し

い
資
料
で
あ
り
、
平
成
二
十
一
年
五
月
ま
で
に
実
施

予
定
の
裁
判
員
制
度
と
の
関
連
で
観
覧
者
の
興
味
を

惹
い
た
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
過
去
を
学
ぶ
姿
勢
と
共

に
、
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存
の
重
要
性
も
強

調
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

今
回
の
企
画
展
は
、
秋
田
わ
か
杉
国
体
の
文
化
芸

術
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
に
も
組
み
込
ま
れ
た
。
右
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
開
催
地
の
文
化
の
紹
介
も
目
的
と
し
て

お
り
、
公
文
書
館
で
は
企
画
展
を
通
し
て
秋
田
県
の

近
現
代
史
を
紹
介
す
る
役
割
も
果
た
し
た
。
全
国
大

会
等
と
の
連
携
を
通
し
て
自
治
体
の
歴
史
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
紹
介
す
る
資
料
を
提
供
す
る
機
関

と
し
て
、
公
文
書
館
の
今
後
の
可
能
性
を
示
唆
し

た
機
会
で
も
あ
っ
た
。　
　
　
　
　

（
柴
田
知
彰
）

二　

特
選
展

○
「
公
文
書
館
所
蔵
の
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
日
～
二
十
九
日

　

秋
田
県
公
文
書
館
は
、
県
指
定
有
形
文
化
財
と
し

て
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
十
一
月
に
本
県
で

二
番
目
に
指
定
さ
れ
た
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
か
ら

平
成
十
八
年
度
（
二
〇
〇
六
）
指
定
の
「
日
本
六
十

余
州
国
々
切
絵
図
」
六
十
九
点
に
至
る
合
計
九
件
で

八
十
六
点
（
詳
細
な
史
料
点
数
は
一
，
三
四
四
点
）

も
の
史
料
群
を
所
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
上

記
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
や
「
梅
津
政
景
日
記
」
・
「
国

典
類
抄
」
な
ど
の
全
国
的
に
見
て
も
特
に
注
目
さ
れ

て
い
る
史
料
群
も
含
ま
れ
て
い
る
。

  

そ
こ
で
、
今
回
こ
う
し
た
貴
重
な
文
化
財
史
料
を



一
二
二
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広
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
秋
田
県
の
歴
史
や
史
料

に
対
す
る
関
心
が
深
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
特
選

展
示
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
。

  

ま
た
、
こ
の
機
会
に
当
館
が
次
期
文
化
財
指
定
の

史
料
候
補
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
秋
田
県
庁
近
代　

文
書
群
」
（
一
万
数
千
点
）
も
合
わ
せ
て
紹
介
す
る

こ
と
に
し
た
。

  

今
回
の
展
示
史
料
は
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
（
複

製
・
一
点
）、「
梅
津
政
景
日
記
」（
原
本
・
一
点
）、

「
佐
竹
北
家
日
記
」（
原
本
・
一
点
）、「
国
典
類
抄
」

（
原
本
・
一
点
）、「
羽
陽
秋
北
水
土
録
」
（
原
本
・

一
点
）、「
秋
田
領
給
人
町
絵
図
」（
複
製
・
七
点
）、

「
久
保
田
城
下
絵
図
」（
複
製
・
三
点
）、
「
日
本
六

十
余
州
国
々
切
絵
図（
出
羽
国
）」（
複
製
・
一
点
）、

「
秋
田
県
庁
近
代
文
書
群
」
（
原
本
・
九
点
）
の
二

十
五
点
ほ
ど
で
あ
る
。

　

結
果
、
期
間
中
は
二
〇
〇
〇
名
を
上
回
る
方
々
に

ご
覧
い
た
だ
き
、
ま
た
、
閲
覧
請
求
や
問
い
合
わ
せ

も
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
反
響
が
あ
っ
た
。

　

今
後
も
こ
う
し
た
機
会
を
通
し
て
、
よ
り
多
く
の

所
蔵
史
料
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。                       

（
伊
藤
成
孝
）

三　

講
座

○
古
文
書
解
読
講
座

　

・
基
礎
講
座

　

三
回
シ
リ
ー
ズ
で
Ⅰ
期
と
Ⅱ
期
に
分
け
て
開
催
し

た
。

第
一
回　

「
国
典
類
抄
」
に
見
る
吉
良
上
野
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
七
日
・
八
月
十
八
日

第
二
回　

系
図
関
係
資
料
を
読
む

                  

七
月
二
十
一
日
・
九
月
一
日

第
三
回　

大
久
保
彦
左
衛
門
の
「
三
河
物
語
」
を

　
　
　
　

読
む　
　
　
　

八
月
四
日
・
九
月
十
五
日

　

こ
の
講
座
は
、
初
め
て
古
文
書
を
学
び
た
い
と
考

え
て
い
る
方
を
対
象
と
し
、
募
集
定
員
二
十
名
と
い

う
少
人
数
制
で
実
施
し
た
。

　

・
専
修
講
座

第
一
回　

七
月
二
十
四
日

　

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書　

天
英
公
（
義
宣
）
か
ら
小

　
　

場
源
左
衛
門
宛
の
書
状
を
読
む
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
越
中
正
一
）

  

「
江
戸
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
読
も
う
」

                      

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

第
二
回  

九
月
十
八
日

　

「
利
根
川
・
荒
川
手
伝
普
請
と
秋
田
藩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
伊
藤
成
孝
）

　

「
「
東
遊
雑
記
」
が
し
る
す
近
世
中
期
の
東
国
秋

　
　

田
～
古
河
古
松
軒
の
秋
田
観
～
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
渡
部
紘
一
）

第
三
回  

十
一
月
十
三
日

　

「
天
保
の
国
絵
図
と
森
吉
嶽
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
加
藤
昌
宏
）

　

「
明
治
二
年
、
庄
内
取
締

　
　
　

～
或
る
久
保
田
藩
士
の
日
記
か
ら
～
」

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
嵯
峨
稔
雄
）

　

専
修
講
座
は
、
古
文
書
解
読
の
経
験
の
あ
る
方
を

対
象
に
し
て
い
る
だ
け
あ
り
、
活
発
な
質
疑
応
答
が

成
さ
れ
た
。
ま
た
第
一
回
は
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
に

よ
る
実
習
形
式
で
行
っ
た
。
各
班
と
も
講
座
参
加
者

同
士
で
助
け
合
い
な
が
ら
古
文
書
を
解
読
し
て
い
る

姿
が
見
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
歴
史
講
座

第
一
回　

六
月
八
日

　

「
南
北
朝
の
内
乱
と
北
羽
」

　
　

（
前
秋
田
市
史
編
纂
中
世
部
会
長
・
塩
谷
順
耳
）

第
二
回　

七
月
二
十
七
日

　

「
関
ヶ
原
合
戦
と
秋
田
の
変
動

　
　
　

～
統
治
を
め
ぐ
る
中
央
と
地
方
の
葛
藤
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
加
藤
民
夫
）

第
三
回　

八
月
二
十
四
日

　

「
岡
本
元
朝
と
秋
田
藩
の
修
史
事
業
」
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（
講
師
・
伊
藤
成
孝
）

第
四
回　

十
月
十
二
日

　

「
天
保
の
大
飢
饉
と
北
浦
一
揆
」

　
　
　
　

（
民
族
芸
術
研
究
所
理
事
長
・
茶
谷
十
六
）

第
五
回　

十
二
月
一
日

　

「
幕
末
期
か
ら
明
治
十
年
代
に
か
け
て
の
秋
田
の

　
　

コ
レ
ラ
対
策
」　
　
　

（
講
師
・
菊
池
保
男
）

第
六
回　

二
月
八
日

　

「
秋
田
県
の
実
業
補
習
学
校
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
煙
山
英
俊
）

　

秋
田
の
歴
史
に
興
味
の
あ
る
熱
心
な
受
講
者
が
た

く
さ
ん
集
ま
り
、
会
場
と
な
っ
た
当
館
多
目
的
ホ
ー

ル
は
、
ど
の
講
座
も
熱
気
あ
ふ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。

○
所
蔵
資
料
活
用
講
座  

八
月
八
日

　

「
先
祖
調
べ
を
中
心
と
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
講
師
・
畑
中
康
博
）

　

当
館
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
知
り
た
い

情
報
を
よ
り
効
率
的
に
探
す
た
め
の
具
体
的
な
方
法

を
説
明
す
る
講
座
で
、
主
に
旧
秋
田
藩
士
の
系
図
や

由
緒
を
調
べ
る
上
で
有
効
な
資
料
を
紹
介
し
た
。

                           

（
畑
中
康
博
）

四　

研
修
・
協
議
会
等

○
第
三
十
三
回
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡

　

協
議
会
全
国
大
会
（
茨
城
大
会
）

　

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日
～
二
十
二
日
の
三
日

間
に
わ
た
り
、
茨
城
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー
、
茨
城
県

立
歴
史
館
を
会
場
に
、
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
新
時
代

―

個
性
あ
る
存
在
を
め
ざ
し
て―

」
を
大
会
テ
ー
マ

に
開
催
さ
れ
た
。
当
館
か
ら
は
館
長
を
は
じ
め
三
名

が
出
席
し
た
。

　

地
元
茨
城
県
の
岩
上
二
郎
議
員
の
尽
力
に
よ
る
公

文
書
館
法
公
布
か
ら
二
十
年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ

た
り
、
総
会
や
全
体
会
で
は
従
来
か
ら
の
全
史
料
協

の
活
動
を
振
り
返
り
つ
つ
、
今
後
の
発
展
す
べ
き
方

向
性
に
つ
い
て
様
々
な
意
見
が
交
換
さ
れ
た
。
ま
た

総
会
で
は
組
織
改
善
に
つ
い
て
の
議
論
も
行
わ
れ

た
。
研
修
会
や
分
科
会
で
は
、
企
業
や
市
町
村
へ
の

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
意
識
の
浸
透
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
展
開
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
資
料
保

存
活
動
の
着
実
な
広
が
り
を
感
じ
た
。
一
方
、
専
門

職
問
題
や
図
書
館
・
博
物
館
と
の
連
携
な
ど
、
従
来

か
ら
の
問
題
に
対
し
て
依
然
と
し
て
努
力
を
要
す
る

状
況
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て
認
識
で
き
た
。

　

公
文
書
館
施
設
の
設
置
が
続
く
な
か
、
既
設
館
に

よ
り
蓄
積
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
は
、
資
料
保
存

活
動
全
体
の
水
準
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思

わ
れ
る
。
地
域
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
試
行
錯
誤
し
た

各
施
設
の
実
践
例
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
大
会
で
あ
っ
た
。

                            

（
加
藤
昌
宏
）

○
国
立
公
文
書
館
公
文
書
館
専
門
職
員
養
成
課
程　

　

平
成
十
九
年
度
国
立
公
文
書
館
公
文
書
館
専
門
職

員
養
成
課
程
は
前
期
平
成
十
九
年
九
月
三
日
（
月
）

～
九
月
十
四
日
（
金
）、
後
期
十
月
二
十
二
日
（
月
）

～
十
一
月
二
日
（
金
）
の
日
程
で
行
わ
れ
た
。
こ
の

研
修
は
公
文
書
館
専
門
職
員
と
し
て
必
要
な
専
門
的

知
識
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
独
立
行
政

法
人
国
立
公
文
書
館
が
主
催
す
る
も
の
で
、
国
、
県

の
公
文
書
館
等
機
関
、
独
立
行
政
法
人
な
ど
か
ら
十

一
名
が
参
加
し
た
。

　

約
四
週
間
の
研
修
内
容
は
、
公
文
書
館
に
関
す
る

概
論
か
ら
歴
史
資
料
論
、
記
録
管
理
論
、
公
文
書
館

関
連
法
令
、
評
価
選
別
論
、
資
料
整
理
論
、
情
報
の

デ
ジ
タ
ル
化
、
記
録
保
存
論
、
資
料
情
報
サ
ー
ビ
ス

論
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
の
講
義
、
実
習
な
ど
が

行
わ
れ
た
。
特
に
諸
外
国
と
比
較
し
て
、
日
本
に
お

け
る
記
録
管
理
制
度
の
整
備
を
公
文
書
館
の
世
界
の

み
な
ら
ず
、
法
制
度
、
行
政
、
社
会
全
体
に
実
現
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
熱
意
を
各
講

師
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
後
期
に
は
国
際

公
文
書
館
会
議
東
ア
ジ
ア
地
域
支
部
（E

A
S
T
I
C
A

）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
も
あ
り
、
国
内
外
の
公
文

書
保
存
に
関
す
る
情
報
に
触
れ
る
事
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
他
の
機
関
か
ら
の
参
加
者
と
、
実
務
に
関
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す
る
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
貴
重
な

機
会
と
な
っ
た
。
今
回
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
内
容
を

活
用
し
、
日
々
の
業
務
に
活
か
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
煙
山
英
俊
）

○
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
第
八
回
総
会
・
セ
ミ
ナ
ー
、  

　

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
文
書
館
評

議
会
）
の
東
ア
ジ
ア
地
域
支
部
で
あ
る
。
東
京
で
の

総
会
お
よ
び
セ
ミ
ナ
ー
開
催
は
、
一
九
九
七
年
以
来

二
度
目
で
あ
る
。
総
会
・
セ
ミ
ナ
ー
は
、
平
成
十
九

年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
、
「
電

子
政
府
化
の
進
展
と
電
子
記
録
管
理
」
を
テ
ー
マ
に

Ｋ
Ｋ
Ｒ
ホ
テ
ル
東
京
に
て
開
催
さ
れ
た
。
二
十
四
日

に
は
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
ア

ー
カ
イ
ブ―

ア
ジ
ア
か
ら
の
発
信―

」も
行
わ
れ
た
。

セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

基
調
講
演

　

①
ケ
ネ
ス
・
テ
ィ
ボ
ド
ー
氏

　
　
　
　
　
　
　

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
）

  

「
現
代
の
記
録
を
未
来
へ―

米
国
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
の　

　
　

挑
戦―

」

  

②
杉
本
重
雄
氏
（
筑
波
大
学
）

  

「
電
子
文
書
の
円
滑
な
保
存
・
利
用
に
向
け
て
」

  

各
国
報
告

　
　

中
国
、
韓
国
、
モ
ン
ゴ
ル
、
日
本
、
マ
カ
オ

　

テ
ィ
ボ
ド
ー
講
演
で
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
が
目
指

す
べ
き
電
子
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
の
最
先
端
が
、
Ｎ

Ａ
Ｒ
Ａ
（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
記
録
管
理
局
）
の

事
例
か
ら
示
さ
れ
た
。
続
く
杉
本
講
演
で
は
、
電
子

文
書
の
保
存
と
利
用
に
関
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
工
学

の
面
か
ら
紹
介
し
た
。

  

基
調
講
演
を
う
け
、
各
国
報
告
で
は
電
子
記
録
管

理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。
日
本
は

電
子
政
府
化
で
は
最
先
端
だ
が
、
電
子
記
録
の
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
管
理
面
で
は
遅
れ
て
い
る
。

　

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
は
、
左
の
と
お
り

で
あ
る
。

　

講
演

  

①
保
立
道
久
氏
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）

　

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
共
有　

　
　

と
歴
史
学
」

  
②
シ
ャ
イ
デ
ィ
ン
・
シ
ャ
フ
ィ
ー
氏

      　
　
　

（
マ
レ
ー
シ
ア
国
立
公
文
書
館
）　

　

「
マ
レ
ー
シ
ア
の
電
子
政
府
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ　

　
　

と
電
子
記
録
管
理
に
お
け
る
国
立
公
文
書
館　

　
　

の
役
割
」

　

保
立
講
演
で
は
ア
ジ
ア
の
ま
と
ま
り
と
東
ア
ジ
ア

の
文
化
価
値
の
存
在
を
前
提
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が

文
化
の
国
際
性
の
基
礎
条
件
、
文
化
・
学
術
共
同
体

の
屋
台
骨
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
シ
ャ
フ
ィ
ー

講
演
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
支
部
か
ら
、
マ
レ
ー

シ
ア
の
進
ん
だ
電
子
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
が
紹
介
さ

れ
た
。

　

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
、

電
子
文
書
の
登
場
に
よ
り
我
々
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
有

史
以
来
の
地
殻
変
動
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
改

め
て
実
感
し
た
。
日
本
が
地
方
自
治
体
の
電
子
記
録

保
存
に
お
い
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
遅
れ
を
取
ら
な
い

こ
と
を
切
に
願
い
た
い
。　
　
　
　

（
柴
田
知
彰
）

○
科
研
「
京
都
府
行
政
文
書
を
中
心
と
し
た
近
代　

　

行
政
文
書
の
史
料
学
的
研
究
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

八
月
二
十
六
日
に
「
未
来
へ
の
遺
産―

重
要
文
化

財
『
京
都
府
行
政
文
書
』
の
保
存
と
活
用―

」
の
テ

ー
マ
で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
を
会
場
に
開
催

さ
れ
た
。
主
催
は
科
研
グ
ル
ー
プ
「
京
都
府
行
政
文

書
を
中
心
と
し
た
近
代
行
政
文
書
の
史
料
学
的
研

究
」
、
共
催
は
京
都
府
で
あ
る
。

  

京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
「
京
都
府
行
政
文

書
」
一
五
、
四
〇
七
点
は
、
平
成
十
四
年
度
に
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
同
十
七
年
度
か
ら
科

学
研
究
費
補
助
金
研
究
（
科
研
）
が
開
始
さ
れ
、
十

九
年
度
末
に
報
告
書
を
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
。
研

究
の
目
的
は
、
①
京
都
府
行
政
文
書
の
損
傷
状
態
の

評
価
方
法
の
検
討
、
②
簿
冊
の
形
態
や
劣
化
状
況
な

ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
、
③
他
文
書
群
と
の
比

較
に
よ
る
近
代
行
政
文
書
の
体
系
的
把
握
で
あ
る
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
研
究
の
中
間
報
告
と
し
て
一

般
公
開
さ
れ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
は
、左
の
と
お
り
で
あ
る
。

  

基
調
講
演
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高
山
正
也
氏
（
国
立
公
文
書
館
）

    

「
公
文
書
の
保
存
と
活
用
の
意
義―

過
去
は　

　
　
　

未
来
を
語
る―

」

  

報
告

　

①
小
林
啓
治
氏
（
京
都
府
立
大
学
）

    

「
近
代
行
政
文
書
研
究
の
諸
課
題
」

　

②
飯
塚
一
幸
氏
（
大
阪
大
学
大
学
院
）

    

「
近
代
史
研
究
と
行
政
文
書
」

  

③
石
川
登
志
雄
氏
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
）

    

「
文
化
財
と
し
て
の
京
都
府
行
政
文
書
」

  

④
稲
葉
政
満
氏
（
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
）

    

「
近
代
行
政
文
書
の
た
め
の
保
存
科
学
」

  

⑤
金
山
正
子
氏
（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
）

    

「
近
代
行
政
文
書
の
保
存
と
修
復
」

  

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

京
都
府
行
政
文
書
は
、
都
道
府
県
の
近
代
行
政
文
書

と
し
て
最
初
に
国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
京
都
盆
地
特
有
の
寒
暖
差
に
施
設
の

老
朽
化
も
重
な
り
、
史
料
保
存
の
問
題
が
緊
急
性
を

帯
び
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
科
研
の
研
究
目
的
の
二

つ
は
史
料
保
存
の
関
係
で
あ
る
。
保
存
科
学
の
研
究

成
果
に
は
、
学
ぶ
べ
き
点
が
多
か
っ
た
。
三
つ
目
の

他
文
書
群
と
の
比
較
に
関
し
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
で
秋
田
県
庁
文
書
群
と
郡
役
所
文
書
群
の
分
析

経
験
を
紹
介
し
て
み
た
。
ま
た
、
文
化
財
指
定
し
た

京
都
府
行
政
文
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
大
い

に
示
唆
を
う
け
た
。　
　
　
　
　
　

（
柴
田
知
彰
）

○
二
〇
〇
七
年
Ｉ
Ｃ
Ａ
／
Ｓ
Ｐ
Ａ（
国
際
文
書
館
会
評

　

議
会
専
門
家
団
体
部
会
）
運
営
委
員
会
全
史
料
協

　

交
流
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

　

全
史
料
協
が
主
催
す
る
交
流
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
五

月
一
八
日
に
京
都
市
で
開
催
さ
れ
石
井
館
長
と
と
も

に
同
日
開
催
の
全
史
料
協
役
員
会
後
に
参
加
し
た
。

　

交
流
会
で
は
、
参
加
十
二
カ
国
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

団
体
の
現
状
、
課
題
、
及
び
取
り
組
み
状
況
に
つ
い

て
発
表
が
あ
り
、
特
に
ス
イ
ス
の
ア
ー
カ
イ
ブ
教
育

の
発
展
状
況
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
市
町
村
文
書
館

の
急
増
の
報
告
な
ど
が
印
象
に
残
っ
た
。
ま
た
、
国

際
交
流
の
必
要
性
を
感
じ
る
一
方
、
全
史
料
協
と
し

て
新
た
な
組
織
目
標
と
し
て
掲
げ
る
国
内
の
公
文
書

館
等
の
運
営
・
設
立
の
支
援
等
に
積
極
的
に
取
り
組

む
べ
き
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
し
た
。ま
た
、

参
加
者
一
同
は
、次
の
決
議
（
要
約
）
を
採
択
し
た
。

１　

専
門
家
団
体
は
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
よ
り
よ
い

　

専
門
業
務
と
活
動
機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
協
力
し

　

あ
い
、
そ
の
実
現
に
努
め
る
こ
と

２　

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
雇
用
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
予
算

　

を
配
分
す
る
政
府
、
地
方
公
共
団
体
及
び
諸
機
関

　

に
対
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
重
要
性
を
認
識
し
て

　

職
員
の
育
成
・
活
動
及
び
、
財
政
・
人
的
支
援
を

　

行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と

３　

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
倫
理
綱
領
の
精
神

　

に
基
づ
き
、
模
範
的
実
務
に
関
す
る
情
報
発
信
、

　

専
門
知
識
の
後
進
へ
の
継
承
・
指
導
・
研
修
等
の

　

諸
活
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
戸
嶋　

明
）

○
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議

　

平
成
十
九
年
度
の
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会

議
を
十
一
月
十
五
日
（
木
）
、
「
公
文
書
・
古
文
書

の
公
開
と
利
用
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
し
た
。

１　

基
調
講
演

「
国
立
公
文
書
館
の
公
開
制
度
～
歴
史
公
文
書
と
個

人
情
報
～
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
川
恒
夫

　
　
　
　
　
　

（
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
）

２　

報
告

　

①
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
公
開
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
公
文
書
館　

煙
山
英
俊

　

②
古
文
書
の
公
開
と
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
公
文
書
館　

畑
中
康
博

　

今
年
度
の
会
議
は
、
住
民
の
生
き
た
証
で
あ
り
、

地
域
の
共
有
財
産
で
あ
る
公
文
書
や
古
文
書
は
保
存

が
目
的
で
は
な
く
、
公
開
さ
れ
、
住
民
に
利
用
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
諸
問

題
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
う
場
と
し
た
。
米
川
氏

の
講
演
は
、
公
文
書
館
の
使
命
は
「
国
及
び
地
方
自

治
体
の
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を

強
調
さ
れ
た
上
で
、
国
立
公
文
書
館
の
取
り
組
み
を

中
心
に
、
情
報
公
開
や
個
人
情
報
保
護
と
公
文
書
館

法
と
の
関
連
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ

た
。
ま
た
情
報
交
換
で
は
、
能
代
市
に
お
け
る
歴
史
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資
料
保
存
の
た
め
の
文
書
管
理
規
程
整
備
の
事
例
報

告
や
、
市
町
村
に
お
け
る
公
文
書
保
存
事
例
、
公
文

書
館
機
能
の
検
討
事
例
、
ま
た
公
文
書
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
検
索
方
法
な
ど
が
紹
介
さ
れ

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
煙
山
英
俊
）

五　

調
査

○
市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況
調
査

 

平
成
十
七
年
度
よ
り
市
町
村
公
文
書
等
保
存
状
況

調
査
を
行
っ
て
お
り
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
合
併

市
町
村
を
合
併
前
の
市
町
村
単
位
で
庁
舎
と
支
所
の

全
て
を
調
査
し
た
。
当
館
で
は
昭
和
の
合
併
の
際
に

公
文
書
が
大
量
に
散
逸
・
廃
棄
さ
れ
た
反
省
等
を
踏

ま
え
、
市
町
村
の
公
文
書
の
適
切
な
保
存
・
利
用
の

推
進
に
向
け
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
公
文
書
等
保

存
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
・
配
布
、
市
町
村
史
料
保
存

機
関
連
絡
会
議
の
開
催
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

こ
の
調
査
の
目
的
は
合
併
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
各

市
町
村
を
訪
問
し
て
、
公
文
書
の
保
存
に
関
す
る
状

況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
保
存
と
利
用
に

向
け
た
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。

　

調
査
で
は
、
当
館
職
員
が
市
町
村
庁
舎
を
直
接
訪

問
し
、
可
能
な
場
合
は
首
長
に
面
会
し
、
調
査
の
主

旨
を
説
明
し
、
公
文
書
保
存
に
つ
い
て
の
理
解
と
協

力
を
お
願
い
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
当
該
市
町
村
の

文
書
管
理
担
当
職
員
と
一
緒
に
庁
舎
内
外
の
書
庫
や

自
治
体
史
編
纂
室
な
ど
を
ま
わ
り
、
公
文
書
等
の
保

存
状
況
の
実
態
に
つ
い
て
情
報
の
共
有
化
を
図
っ
て

い
る
。

　

今
年
度
は
自
立
を
選
択
し
た
十
市
町
村
を
対
象
に

行
っ
て
お
り
、
平
成
十
九
年
度
末
ま
で
に
全
市
町
村

の
調
査
を
終
え
る
予
定
で
あ
る
。  

（
煙
山
英
俊
）

○
公
文
書
等
所
在
調
査

　

平
成
十
八
年
度
ま
で
「
行
政
資
料
所
在
調
査
」
の

名
称
で
実
施
し
て
き
た
本
調
査
は
、
十
九
年
度
よ
り

「
公
文
書
等
所
在
調
査
」
と
改
め
た
。
目
的
は
、
改

称
前
と
同
じ
く
左
の
三
点
で
あ
る
。

　

①
現
行
文
書
管
理
規
程
上
で
当
館
へ
の
公
文
書
引

　

渡
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
知
事
部
局
と
教
育
庁
以

　

外
の
課
所
の
文
書
保
存
状
況
調
査

　

②
専
門
性
ゆ
え
に
過
去
の
試
験
研
究
記
録
等
を
現

　

地
保
存
す
る
地
方
機
関
の
文
書
保
存
状
況
調
査

　

③
当
館
開
館
以
前
に
秋
田
県
庁
文
書
群
か
ら
散
逸

　

し
た
公
文
書
及
び
行
政
刊
行
物
の
調
査

　

地
方
機
関
の
公
文
書
保
存
調
査
を
明
確
と
し
た
改

称
で
あ
る
。
今
年
度
は
、
左
の
機
関
に
つ
き
調
査
を

実
施
し
た
。

　

十
一
月
十
六
日

　

秋
田
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
秋
田
市
寺
内
蛭
根
）

　

家
畜
保
健
衛
生
所
は
、
家
畜
の
伝
染
病
の
予
防
や

保
健
衛
生
上
必
要
な
試
験
及
び
検
査
等
を
行
う
た

め
、
昭
和
二
十
五
年
制
定
さ
れ
た
「
家
畜
保
健
衛
生

所
法
」
に
基
づ
き
、
県
内
八
か
所
に
順
次
設
置
さ
れ

た
が
、
四
十
一
年
に
北
部
（
北
秋
田
市
）・
中
央
（
秋

田
市
）
・
南
部
（
大
仙
市
）
の
三
か
所
に
再
編
整
備

さ
れ
た
。
秋
田
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
は
、
二
十

六
年
に
秋
田
家
畜
保
健
生
所
と
し
て
秋
田
市
手
形
に

設
置
さ
れ
た
。
三
十
九
年
に
現
名
称
に
改
め
、
翌
年

に
同
市
中
通
に
移
転
、
五
十
六
年
に
同
市
寺
内
に
再

移
転
し
た
。

  

今
回
調
査
を
実
施
し
た
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

は
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
Ｂ
Ｓ
Ｅ
な
ど

の
高
度
な
検
査
を
行
う
病
性
鑑
定
施
設
が
唯
一
整
備

さ
れ
て
お
り
、
全
県
か
ら
集
ま
る
検
体
の
精
密
検
査

・
確
定
診
断
の
実
施
、
県
内
の
獣
医
師
・
畜
産
技
術

者
へ
の
最
新
技
術
情
報
の
発
信
な
ど
、
中
核
的
な
存

在
と
な
っ
て
い
る
。

  

図
書
室
に
は
、
昭
和
三
十
年
代
以
来
の
獣
医
学
専

門
書
籍
、
学
術
情
報
誌
、
国
へ
の
報
告
書
「
家
畜
防

疫
衛
生
月
報
」
が
陳
列
さ
れ
、
常
に
閲
覧
で
き
る
状

態
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
十
五
年
以
降
の
獣
医

畜
産
技
術
研
究
発
表
会
の
集
録
及
び
発
表
用
の
ス
ラ

イ
ド
が
年
次
別
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
映
像
資
料
と

し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ル
ス
・
細
菌
・
病
理
・
生
化
学
の
各
検
査
室

に
は
、
歴
代
担
当
者
が
蓄
積
し
て
き
た
学
術
文
献
、

検
査
成
績
書
等
が
保
存
整
備
さ
れ
、
現
在
も
参
考
資

料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
調
査
で
、
戦
前
の
映
画
フ
ィ
ル
ム
を
多
数
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所
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
畜
産
の
他
、

軍
馬
の
育
成
や
戦
線
で
の
活
躍
に
関
す
る
も
の
、
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
も
数
点
混
じ
っ
て
い
た
。
公
文

書
館
に
移
管
し
た
が
、
戦
前
フ
ィ
ル
ム
の
素
材
に
自

然
発
火
の
危
険
性
が
あ
り
、
防
火
機
能
の
あ
る
消
毒

室
に
保
管
し
、
現
在
取
り
扱
い
を
検
討
中
で
あ
る
。

                  　
　
　
　
　

（
柴
田
知
彰
）

○
古
文
書
所
在
調
査

第
一
回　

　

七
月
十
一
・
十
二
日　

北
海
道
立
文
書
館

　

北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
の
「
石
井
家
文
書
」
を
調

査
し
た
。
石
井
家
は
佐
竹
氏
移
封
の
際
常
陸
よ
り
随

従
し
た
湯
沢
給
人
で
、
慶
応
二
年
の
禄
高
は
三
三
九

石
で
あ
る
。
資
料
は
近
世
後
期
に
秋
田
藩
が
携
わ
っ

た
蝦
夷
地
警
備
関
係
も
あ
る
が
、
圧
倒
的
に
秋
田
で

の
活
動
を
記
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
ま
た
資
料
の

中
に
は
実
物
の
丸
薬
や
籾
（
包
み
に
は
「
筑
前
米
」
と

あ
り
）
が
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
薬
学
・
農
学

系
の
研
究
機
関
の
資
料
と
な
る
よ
う
な
も
の
も
含
ま

れ
て
い
た
。

　

七
月
十
二
日　

北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資

料
室

  

江
戸
時
代
後
期
に
蝦
夷
地
で
漁
業
に
従
事
し
た
伊

達
林
右
衛
門
家
文
書
を
調
査
し
た
。
伊
達
家
は
蝦
夷

地
警
備
を
担
当
す
る
秋
田
藩
に
漁
場
の
上
納
金
を
納

め
て
い
た
こ
と
で
、
関
係
す
る
資
料
が
多
数
あ
っ

た
。

　

七
月
十
三
日　

北
海
道
開
拓
記
念
館

　

「
松
本
吉
兵
衛
紀
行
絵
巻
」
を
調
査
し
た
。
安
政

六
年
（
一
八
五
九
）
に
樺
太
ク
シ
ュ
ン
コ
タ
ン
に
赴

い
た
秋
田
藩
蝦
夷
地
御
警
衛
目
付
の
道
中
記
で
、
多

数
の
絵
を
含
ん
で
い
た
。　
　
　
　

（
畑
中
康
博
）

第
二
回

　

十
月
二
十
三
・
二
十
四
日　

千
葉
県
文
書
館

　

千
葉
県
文
書
館
所
蔵
の
「
江
戸
川
区
佐
藤
（
正
）

家
文
書
」
を
調
査
し
た
。
秋
田
藩
重
臣
で
あ
る
梅
津

忠
宴
の
日
記
八
冊
（
天
和
～
元
禄
期
）
と
梅
津
忠
国

の
日
記
一
冊
（
明
暦
元
年
分
）
が
確
認
で
き
た
。
当

館
所
蔵
の
忠
宴
日
記
原
本
と
の
比
較
も
で
き
た
。

  

十
月
二
十
五
日　

財
団
法
人
千
秋
文
庫

　

「
大
和
田
近
江
日
記
」「
政
景
日
記
」「
佐
竹
日
記
」

「
嘉
永
日
記
」
を
調
査
し
た
。
「
嘉
永
日
記
」
五
冊

に
つ
い
て
は
、
将
軍
謁
見
前
の
藩
主
佐
竹
義
睦
自
筆

の
可
能
性
が
高
く
、非
常
に
興
味
深
い
資
料
で
あ
り
、

詳
細
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
加
藤
昌
宏
）

第
三
回　

横
手
市
本
町
「
吉
澤
家
文
書
」

                   　

十
一
月
十
九
日
実
施

　

「
吉
澤
家
」
は
常
陸
時
代
よ
り
佐
竹
氏
に
仕
え
、

佐
竹
氏
の
秋
田
転
封
以
後
平
鹿
郡
横
手
に
居
住
。
本

知
三
〇
石
に
新
知
と
し
て
開
一
〇
〇
石
の
合
わ
せ
て

一
三
〇
石
を
拝
領
。
姻
戚
関
係
に
、
同
じ
横
手
の
戸

村
組
下
給
人
「
滑
川
氏
」
な
ど
が
あ
る
。

  

『
秋
田
県
史
』
編
纂
の
際
に
秋
田
大
学
の
半
田
市

太
郎
教
授
が
、
最
近
で
は
横
手
市
史
編
纂
室
で
調
査

に
入
り
、
あ
る
程
度
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。

  

文
書
類
は
段
ボ
ー
ル
箱
四
つ
程
度
、
他
に
絵
図
類

・
手
紙
類
の
入
っ
た
文
箱
五
つ
、
さ
ら
に
は
墨
書
類

の
掛
け
軸
等
相
当
数
の
史
料
点
数
が
見
込
ま
れ
る
。  

　
　
　
　
　
　
　
　

（
菊
池
保
男
・
伊
藤
成
孝
）

六　

古
文
書
班
広
報
紙
「
古
文
書
倶
楽
部
」

　

「
古
文
書
倶
楽
部
」
は
、
日
頃
の
調
査
・
研
究
の

成
果
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
、
当
館
の
所
蔵
資
料

を
よ
り
よ
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
発
行
し
て

い
る
普
及
・
広
報
紙
で
あ
る
。
館
内
で
配
布
し
て
い

る
他
に
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
る
。

【
第
十
五
号
】
平
成
十
九
年
四
月

先
祖
調
べ
か
ら
歴
史
学
へ
「
分
限
帳
」（
畑
中
康
博
）

・
公
文
書
館
の
蔵
書
紹
介
『
旧
相
馬
藩
家
老
熊
川
家

文
書
』
三
～
十
五
（
相
馬
市
教
育
委
員
会
編
）
・
古

文
書
こ
ぼ
れ
話　

閲
覧
室
書
架
は
歴
史
の
謎
解
き
の
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文
書
』
三
～
十
五
（
相
馬
市
教
育
委
員
会
編
）
・
古

文
書
こ
ぼ
れ
話　

閲
覧
室
書
架
は
歴
史
の
謎
解
き
の

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
（
渡
部
紘
一
）

【
第
十
六
号
】
平
成
十
九
年
六
月

先
祖
調
べ
か
ら
歴
史
学
へ
～
そ
の
２
「
陪
臣
家
筋
取

調
書
」
（
畑
中
康
博
）
・
今
月
の
公
文
書
館
の
蔵
書

紹
介　

虎
屋
文
庫
『
和
菓
子
』
・
『
虎
屋
文
庫
資
料

展
』
・
『
虎
屋
の
五
世
紀
』
（
畑
中
康
博
）
・
古
文

書
こ
ぼ
れ
話　

天
明
六
年
繭
荷
一
件
（
越
中
正
一
）

【
第
十
七
号
】
平
成
十
九
年
八
月

慶
応
二
年
佐
竹
義
堯
の
大
滝
温
泉
湯
治（
畑
中
康
博
）

・
先
祖
調
べ
か
ら
歴
史
学
へ
～
そ
の
３
「
系
図
を
調

べ
る
」（
畑
中
康
博
）・
古
文
書
こ
ぼ
れ
話　

猪
の
は

な
し
（
嵯
峨
稔
雄
）

【
第
十
八
号
】
平
成
十
九
年
十
月

幕
末
秋
田
藩
士
の
足
跡
を
京
都
に
訪
ね
る
（
畑
中
康

博
）
・
古
文
書
こ
ぼ
れ
話　

陪
臣
へ
の
差
別
か
？
～

狩
野
良
知
の
上
書
～
（
加
藤
民
夫
）

【
第
十
九
号
】
平
成
十
九
年
十
一
月

公
文
書
館
所
蔵
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
展
の
魅
力

紹
介
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
に
つ
い
て
（
伊
藤
成
孝
）

【
第
二
十
号
】
平
成
十
九
年
十
二
月

秋
田
藩
重
臣
が
記
し
た
赤
穂
事
件
（
伊
藤
成
孝
）

【
第
二
十
一
号
】
平
成
二
十
年
二
月

今
月
の
お
す
す
め
資
料「
新
版
江
戸
道
中
廻
り
」（
畑

中
康
博
）
・
戊
辰
戦
争
一
四
〇
年
目
の
真
実
「
東
山

文
庫
『
戊
辰
勤
王
懐
旧
談
』
も
読
む
」（
畑
中
康
博
）

・
古
文
書
こ
ぼ
れ
話　

北
国
大
名
佐
竹
氏
の
残
雪
期

に
お
け
る
参
勤
交
代
（
渡
部
紘
一
）

七　

寄
贈
・
寄
託
史
料

○
「
田
口
勝
一
郎
収
集
文
書
群
」
百
七
十
二
点

              

（
平
成
十
九
年
十
月
十
五
日
付
）

○
「
吉
澤
家
文
書
」
一
式

（
平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
付
）

八　

秋
田
県
公
文
書
館
懇
話
会
の
開
催

　

当
館
の
運
営
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
懇
話
会

を
、
十
九
年
度
は
六
月
七
日
及
び
十
二
月
六
日
の
二

回
開
催
し
た
。

　

第
一
回
目
は
十
八
年
度
事
業
報
告
、
十
九
年
度
事

業
計
画
及
び
目
標
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、

利
用
者
の
閲
覧
申
請
の
簡
素
化
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

充
実
、
所
蔵
資
料
の
電
子
化
、
懇
話
会
の
開
催
概
要

の
広
報
、
及
び
史
料
所
在
調
査
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

第
二
回
目
は
、平
成
十
九
年
度
事
業
の
遂
行
状
況
、

利
用
者
等
の
目
標
達
成
状
況
及
び
県
北
の
豪
雨
災
害

時
の
対
応
等
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
市

町
村
の
公
文
書
保
存
や
公
文
書
館
機
能
の
設
置
動

向
、
歴
史
研
究
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携
方

策
及
び
展
示
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行

っ
た
。

  

い
た
だ
い
た
意
見
や
提
案
を
参
考
に
、
今
後
、
よ

り
県
民
に
開
か
れ
た
館
の
運
営
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

  

な
お
、委
員
は
次
の
八
名
の
方
々
と
な
っ
て
い
る
。

　

田　

口　

勝
一
郎　
　

秋
田
県
歴
史
研
究
者
・
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

究
団
体
協
議
会
長

  

茶　

谷  

十　

六    

財
団
法
人　

民
族
芸
術
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

究
所
長

  

渡　

辺  

英　

夫    

秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
授

  

鈴　

木  

達　

郎　
　

ノ
ー
ス
ア
ジ
ア
大
学
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
部
教
授

  

関　
　
　

友　

征　

  

鹿
角
市
文
化
財
保
護
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

員

  

斎　

藤 　

 

稔　
　
　

に
か
ほ
市
文
化
財
保
護
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員

  

山　

内　

信　

弘　
　

湯
沢
市
教
育
委
員
会
生
涯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
習
課
主
幹

  

石　

井　

文　

雄    

秋
田
県
公
文
書
館
長

     　
　
　
　
　

（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
～
）
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新潟県立文書館 　新潟県立文書館年報　第15号 平成18年度
富山県公文書館 　富山県公文書館年報　第19号 （平成17年度）

　富山県公文書館文書目録 歴史文書 二十二
福井県文書館 　福井県文書館資料叢書　2 元禄期越前の幕府領大庄屋日記2

　福井県文書館研究紀要　第4号
　福井県文書館年報　第4号 平成18年度

長野県立歴史館 　長野県立歴史館企画展示図録 秋季企画展 「戦時下のこどもたち―信州の十五年戦争―」　平成18年度
　長野県立歴史館研究紀要 第13号
　長野県立歴史館年報　№9 2006年度

京都府立総合資料館 　京都府立総合資料館紀要 第35号
　東寺百合文書展　第二十一回 奉書と直状
　東寺百合文書展　第二十二回 国宝指定十周年記念 日本史のなかの百合文書

和歌山県立文書館 　和歌山県立文書館紀要　第12号
　和歌山県立文書館収蔵史料目録　七　紀州藩士諸家文書目録　軍学者宇佐美定祐文書 早川家文書 西山

家文書 小川家文書 岡本家文書 大畑家文書
鳥取県立公文書館 　鳥取県立公文書館研究紀要 第3号
岡山県立記録資料館 　岡山県記録資料叢書　2 岡山県史料二

　岡山県立記録資料館紀要 第2号
　岡山県立記録資料館年報 　平成18年度
　岡山県立記録資料館所蔵記録資料目録　第2集　岡山藩関係資料1　岡山藩老女中花房亀野関係資料　岡

山藩士永岡家資料　岡山藩士野崎家資料　岡山藩家老伊木家家臣近藤家資料　岡山藩士野崎六大夫関係
資料　岡山藩士熊沢家資料　岡山藩士草加家資料

山口県文書館 　山口県文書館研究紀要　第34号
　山口県文書館年報　　平成18年度
　山口県内所在史料目録　第33集 山口県文書館地方調査員調査報告33
　山口県文書館蔵行政資料目録 10 リーフレット・ポスター 1970年代～1980年代
　毛利家文庫目録　別冊5 諸事少々控総目次Ⅲ

徳島県立文書館 　徳島県立文書館年報　第10号 平成18年度
　徳島県立文書館企画展示図録 第33回企画展 「村の公文書―書庫からみえた神山のくらし―」　平成19年

香川県立文書館 　香川県立文書館紀要　第11号
　香川県立文書館　収蔵文書目録 第10集 讃岐国阿野郡南川東村稲毛家文書目録

大分県公文書館 　大分県公文書館事業年報 　平成18年度
沖縄県公文書館 　沖縄県公文書館研究紀要 第9号
大阪市公文書館 　大阪市公文書館年報　第19号 平成18年度

　大阪市公文書館研究紀要 第19号
広島市公文書館 　広島市公文書館所蔵資料目録 第36集 図書目録ⅩⅥ

　広島市公文書館所蔵資料目録 第37集 受贈資料目録Ⅱ
福岡市総合図書館 　福岡市総合図書館研究紀要 第7号

　福岡市総合図書館古文書資料目録 11､12
　福岡市公文書資料目録　（CD-ROM版）　平成18年度版

〈 各 公 文 書 館 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉
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八潮市立資料館 　八潮市立資料館概要　地域文書館機能を有した水と生活を基調テーマとする　―平成5年度―
藤沢市文書館 　藤沢市史研究　40

　藤沢山日鑑　第二十五巻
　藤沢市文書館紀要　第二十九号

松本市文書館 　松本市文書館紀要　松本市史研究 第16号
　松本市文書館紀要　松本市史研究 第17号

守山市公文書館 　守山市誌資料古文書目録 3
尼崎市立地域研究史料館 　図説 尼崎の歴史　上巻　尼崎市制九〇周年記念

　図説 尼崎の歴史　下巻　尼崎市制九〇周年記念
　尼崎市立地域研究史料館紀要 地域史研究 第36巻第1号通巻102号～第37巻第1号通巻104号

寒川文書館 　寒川文書館開館記念誌

名　　　　　　料　　　　　　資関機行発
秋田市 　秋田市史　第17巻　年表

　秋田市史　第17巻　索引
　秋田市青少年センターの概要 第7号  平成19年度
　秋田市の図書館要覧　  平成19年度
　秋田市湊城跡　─秋田都市計画道路事業(土崎駅前線)に伴う発掘調査報告書(平成17年度調査区)─
　萱ヶ沢番楽調査報告書　秋田市無形民俗文化財指定
　国指定史跡　地蔵田遺跡環境整備事業報告書 ―市民と生徒による手づくり弥生っこ村―
　黒澤日記解読資料集　(八) 黒澤家日記  天保三年
　秋田市歴史叢書　1　平沢通有日記1

横手市 　横手市史　資料編　考古
　横手市史　史料編　近世Ⅰ
　横手市史叢書　9　羽後新報復刻版Ⅲ  （明治四十一年）
　雄物川郷土資料館年報　  平成十七年度
　横手市郷土資料館資料集 第1集
　横手市郷土資料館紀要　横手市郷土資料館資料集第2集  平成18年度
　横手市文化財調査報告　第4集　大沼沢Ａ遺跡―赤坂総合公園開発事業予定地内造成に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書―

　横手市文化財調査報告　第5集　東里東遺跡―担い手育成基盤整備事業（里見地区）に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書―

　横手市文化財調査報告　第6集　正願谷地遺跡　下作の瀬遺跡―担い手育成基盤整備事業（沼館地区）に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書―

　横手市文化財調査報告　第7集　会塚田中Ｂ遺跡―担い手育成基盤整備事業（会塚地区）に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書―

　横手市文化財調査報告　第8集　遺跡詳細分布調査報告書―担い手育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書―

湯沢市 　佐竹南家御日記　第六巻  自 宝永元年 至 宝永五年
鹿角市 　鹿角市文化財調査資料　87 特別史跡大湯環状列石発掘調査報告書(23)

　鹿角市文化財調査資料　88 秋田県鹿角市鹿角沢Ⅱ遺跡─中山間地域総合整備事業関連遺跡発掘調査報
　鹿角市文化財調査資料　89　秋田県鹿角市遺跡詳細分布調査報告書─草木地区ほ場整備事業関連遺跡分

布調査─　─丸館IV遺跡・草木Ａ遺跡範囲確認調査─
　鹿角市文化財調査資料　90　一本杉遺跡―（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北携帯電話無線中継基地局建設に

伴う発掘調査―
比内町 　比内町史資料編　第十七集
山本町 　山本町史　(続編)

　山本町史　(続編)　（DVD）
五城目町 　あゆみ（五城目町）　  昭和30年～昭和55年
大潟村 　大潟村歴史かるた
美郷町 　美郷町埋蔵文化財調査報告書　第4集　根子荒田Ⅰ遺跡―経営体育成基盤整備事業（六郷西部地区）に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書―
　美郷町埋蔵文化財調査報告書 第5集 県指定史跡 本堂城跡―本堂城跡整備第1次3か年計画に基づく調

大仙市 　太田町史　通史編　地誌・年表編
　太田町史資料集　第十三集
　大仙市文書目録　第1集 太田地域（1）
　大仙市文書目録　第2集 太田地域（2）
　太田町史資料集　太田町史編纂のあゆみ～知りたいことがある 伝えたいことがある～
　太田町史資料集　別冊　大仙市太田近世・近代絵図集

にかほ市 　仁賀保町史　普及版　仁賀保町五十周年記念
仙北市 　角館の武家屋敷　小田野家
三種町 　三種町埋蔵文化財調査報告書　第1集　館城遺跡・保竜館遺跡─農免農道整備事業金岡西部地区に係る埋

蔵文化財発掘調査報告書─
八峰町 　八峰町の古文書　高野々村文書（第2集）

名　　　　　　料　　　　　　資関機行発
宮内庁 　書陵部紀要　第58号　平成18年度
防衛庁 　NIDS戦争史研究国際フォーラム報告書 朝鮮戦争の再検討─その遺産─　平成18年9月20－21日

〈 県  内  市  町  村  史  関  連  図  書　　〉

〈 国 機 関 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉
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　戦史研究年報　第10号
　ノモンハン事件関連史料集

総務省 　都道府県別行政投資・実績報告書 行政投資実績 平成16年度
外務省 　外交史料館報　第20号
財務省 　租税史料目録　昭和編（Ⅲ）　≪昭和21年～昭和30年≫

　租税資料館報　　平成17年度版

　租税史料叢書　第一号　地租関係史料集Ⅰ～地租条例から宅地地価修正まで～
　税務大学校税務情報センター租税史料室特別展示図録 特別展示 「所得税の導入と調査委員制度」　平成

文部科学省 　史資料ハブ　地域文化研究 No.8
　史資料ハブ　地域文化研究 No.9

厚生労働省 　インターシップＩｎ　Ａｋｉｔａ
　伝染病流行予測調査報告書 （DVD）　平成10年度（1998年度）
　上期の労働情勢　　平成13年
　労働基準法のポイント
　労働市場年報　　平成18年度

経済産業省 　工業所有権入門　　平成12年度
　新産業インフラ整備推進協議会研修会報告書 　平成12年度
　全国伝統的工芸品　匠の技フェスタin旭川　事業報告書　ふるさと・旭川2000年記念事業　平成12年8月10日

(木)～13日(日)
　パソコン電子出願の概要 　平成12年度
　みちのく発！技術情報　東北特許流通フェア2000開放特許ガイド
　工業統計表　産業編〔概要版〕　平成17年

国土交通省 　秋田県運輸概況　　平成18年版
　住宅市街地整備推進協議会全国会議 第10回 平成12年6月1日(木)～2日(金)
　東北地方一級河川の水質現況 　平成11年
　全国地すべりがけ崩れ対策協議会研究発表大会 第54回 長崎県佐世保市
　全国地すべりがけ崩れ対策協議会研究発表大会資料集 第54回 長崎県佐世保市

環境省 　白神山地世界遺産地域管理計画
国立公文書館 　アーカイブス　第25～３０号

　北の丸 第39号
　国立公文書館調査研究報告書 電子媒体による公文書等の適切な移管・保存・利用に向けて
　公文書館専門職員養成課程修了研究論文集 　平成18年度
　公文書保存管理講習会受講資料 　平成19年6月25日（月）～6月27日（水）
　国立公文書館年報　第36号 平成18年度
　インターネットで知的大冒険 （DVD）
　国立公文書館における資料修復 （DVD）
　ようこそ歴史資料の宝庫へ ～国立公文書館の紹介～　（VHS）
　Welcome to a Treasure House of Historical Documents and Records （DVD）

その他 　REKIHAKU:The Future of History 歴博のめざすもの
　国立歴史民俗博物館要覧 　平成19年度版
　歴博　第136号、第137号、第139号～144号
　国文学研究資料館紀要　アーカイブズ研究篇 第3号（通巻第38号）
　国文学研究資料館史料目録 第83集 尾張国名古屋元材木町犬山屋神戸家文書（その3）
　国文学研究資料館史料目録 第84集 信濃国高井郡東江部村山田庄左衛門家文書目録（その4・完）
　女性アーカイブセンター機能に関する調査研究報告書 ―女性の歴史を今に生かし、未来へつなぐ―
　水産総合研究センター所蔵古文書目録 ─山口県関係史料─

名　　　　　　料　　　　　　資関機行発
北海道 　仙台藩白老元陣屋資料館報 第12号

　「北の文化交流研究事業」　中間報告 1998
　「北の文化交流研究事業」　研究報告 2000
　「北方文化共同研究事業」　2000―2002年度調査報告 2003
　北海道開拓記念館一括寄贈資料目録 第1集、第2集、第4～17集、第19集、第21～31集、第33集、第35～37
　北海道開拓記念館研究紀要 第23～26号、第29～33号
　北海道開拓記念館研究年報 第1～6号、第8号～22号
　北海道開拓記念館研究報告 第1号、第２号、第４号～７号、第９号～12号、第15号
　北海道開拓記念館研究報告 北海道の祭りと民族芸能（1）―道南地方を中心として―　1999
　北海道開拓記念館収蔵資料分類目録 1～１３
　北海道開拓記念館調査報告 第2～4号、第6～14号、第17号、第20号、第22～38号、第40～44号
　北海道開拓記念館利用の手引き 記念館ってなあに？
　北海道開拓記念館常設展示解説書 1～8
　北海道立アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第13号
　北海道立アイヌ民族文化研究センター年報 　2006（平成18年度）
　北海道立アイヌ民族文化研究センター企画展示図録　企画展　「アイヌ語地名を歩く―山田秀三の地名研究

から―」　2007
　北海道立アイヌ民族文化研究センター企画展示図録　企画展図録別冊　「アイヌ語地名を歩く―山田秀三の

地名研究から―　胆振／日高」　2007
青森県 　青森県史叢書　青森県の暮らしと建築の近代化に寄与した人々　平成18年度

　青森県史　民俗編　資料下北
岩手県 　盛岡市中央公民館史料目録 ─新訂第五版・五十音編─

　盛岡市中央公民館史料目録 ─新訂第五版・分類編─

〈 県 外 自 治 体 史　〉
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　岩手県立博物館研究報告 第24号
　岩手県立博物館調査研究報告書　第22冊　岩手を旅した絵師の足跡―名古屋市・長母寺所蔵『蓑虫山人絵
日記』Ⅰ 図版編―

宮城県 　市史せんだい　特集　『資料編 伊達政宗文書』の刊行を終えて Vol.17
　東北歴史博物館研究紀要 8
　東北歴史博物館年報　　平成18年度
　町絵図・村絵図の世界　―絵図の時代・江戸時代―
　「文化財の震災保護対策に関する調査研究事業」報告書 文化庁委嘱事業　平成17～18年度
　東北歴史博物館特別展示図録 特別展 「奥州一宮鹽竈神社―しおがまさまの歴史と文化財―」　平成19年

秋田県 　あきた 第82～84号、第86～88号、第126号、第136号
福島県 　白河市史　三　近代・現代 通史編3

　会津若松市史　1　歴史編1 原始・古代1 あいづのあけぼの 石器から古墳の時代へ
　会津若松市史　8　歴史編⑧ 近代明治会津近代の始まり 「復興、そして若松市の誕生」
　会津若松市史研究　第八号
　北会津村史　第1巻　民族編

茨城県 　土浦市史資料目録　第二集、第四集～第九集、第十一集～十六集
　土浦市立博物館紀要　第2～15号
　家事志 第一巻、第二巻
　土浦市史資料　家事志　色川三中日記 第一巻、第二巻
　写真集 のびゆく日立　写真が語る日立の移り変わり
　日立市郷土博物館　開館30周年記念誌 2005

群馬県 　新編倉渕村誌　第三巻　民俗編 自然編
　館林市史　資料編2中世 佐貫荘と戦国の館林

埼玉県 　埼玉県史料叢書　7（下）　入間・熊谷県史料四
　さいたま市史料叢書　6　神社明細帳編 寺院明細帳編 堂庵明細帳編　補遺
　さいたま市新聞記事目録 　平成17年版

千葉県 　千葉県の歴史　通史編　原始・古代1 県史1
　千葉県の歴史　通史編　中世 県史3
　千葉県の歴史　通史編　近世1 県史4
　千葉県の歴史　資料編　近現代9(社会・教育・文化3) 県史33
　野田市史　資料編　考古
　野田市史　資料編　考古 付録
　松戸市立博物館紀要　第14号
　松戸市立博物館年報　第13号～14号
　伊能忠敬記念館年報　第8号 平成17年度

東京都 　品川歴史館紀要　第21号
　しょうけい館常設展示図録
　東京市史稿　産業篇第四十八
　東京都江戸東京博物館調査報告書 第19集 江戸東京のモノづくり 科学技術黎明期資料赤木コレクション
　東京都江戸東京博物館研究報告 第13号
　東京都江戸東京博物館資料目録 長板中形型紙 Ⅰ （DVD）
　豊島区立郷土資料館研究紀要 第16号 生活と文化 2006
　豊島区立郷土資料館企画展示図録 第1回企画展 「歩く・聞く・写す」　　2006年度
　豊島区立郷土資料館企画展示図録 第2回企画展 「豊島区のライフライン～電気と水道の地域史～」
　豊島区立郷土資料館調査報告書 第18集 鉄道関係史料Ⅰ―日本鉄道編―　2006
　豊島区立郷土資料館調査報告書 第19集 旧田島平良家長屋門総合調査　2007
　自由民権　20　開館20周年記念号
　民権ブックス　20　『三多摩自由民権史料集』人名索引

神奈川県 　海老名市史研究　第17号 えびなの歴史
　海老名市史資料所在目録 第17集 新聞記事目録Ⅶ 神奈川新聞 昭和47年（1972）1月～昭和54年（1979）
　金澤文庫研究　第317～319号
　寒川町史研究　第20号
　新横須賀市史　資料編　近世Ⅰ
　市史研究横須賀　第6号
　横浜開港資料館紀要　第25号
　横浜開港資料館企画展示図録　第4回企画展示　「開港150プレリュード③　川の町・横浜　ミナトを支えた水

運」　平成18年度
新潟県 　新潟港 ―21世紀のメインポート―
石川県 　石川県史資料　近世篇（6）
福井県 　春嶽公記念文庫解説目録 ―文書編―

　福井藩祖　結城秀康　春季特別陳列 没後400年記念 平成19年
長野県 　真田家文書　上巻、中巻、下巻

　海津旧顕録
　真田宝物館収蔵品目録　真田家旧蔵資料目録─絵画(1)(2)(3)(4)、書跡(1)(2)、墨跡(3)
　真田宝物館収蔵品目録　長野県宝 真田家文書(1)～(4)
　開善寺調査報告書
　開善寺調査報告書　2
　松代城絵図集成
　佐久市志史料目録　一～五
　中野市文化財調査報告書 第4集 東江部村山田庄左衛門家文書目録Ⅱ

岐阜県 　岐阜県歴史資料館報　第30号 目次
静岡県 　沼津市明治史料館史料目録 35 木負相磯家（上条）文書目録
愛知県 　愛知県史研究　第11号

　愛知県史　資料編12　織豊2
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　新修名古屋市史　資料編 近世1
　杉本健吉遺贈記念作品集 （館蔵品図録）

三重県 　三重県史　資料編　古代（下）　付：別冊 伊勢神宮系図集
　「三重県史」民俗資料集　2 三重県の墓制 三重県の社寺・教会
　三重県史研究　第22号
　発見！三重の歴史
　桑名藩分限帳
　桑名藩史料集成　（刊行物）
　桑名藩史料集成　（絵図資料）
　桑名藩矢部駿河守預り関係史料

滋賀県 　世界湖沼会議　第9回　―テーマ―湖沼をめぐる命といとなみへのパートナーシップ～地球淡水資源の保全と
回復の実現に向けて～　2001年11月11日（日）～16日（金）

京都府 　京都市歴史資料館紀要　第21号
　向日市古文書調査報告書 第九集 京都府向日市寺戸区有文書調査報告書Ⅱ

大阪府 　新修大阪市史　史料編　第5巻 大阪城編
兵庫県 　兵庫のしおり　9
和歌山県 　緑の少年団全国大会記録誌 第10回 「風にのれ世界に広がれ緑の大地」　平成11年7月27日（火）～29日
島根県 　松江市歴史資料集　1　玉造温泉関係文書 湯之助文書（上）
岡山県 　新修倉敷市史　1　考古

　新修倉敷市史　2　古代・中世
　新修倉敷市史　3　近世(上)
　新修倉敷市史　4　近世(下)
　新修倉敷市史　5　近代(上)
　新修倉敷市史　6　近代(下)
　新修倉敷市史　7　現代
　新修倉敷市史　8　自然・風土・民俗
　新修倉敷市史　9　史料　古代・中世・近世(上)
　新修倉敷市史　10　史料 近世(下)
　新修倉敷市史　11　史料 近代(上)
　新修倉敷市史　12　史料 近代(下)・現代
　新修倉敷市史　13　美術・工芸・建築
　倉敷の歴史　第1号～17号
　邑久町史　史料編（上）（下）

山口県 　山口県史　史料編　幕末維新3
　山口県史研究　第15号
　吉田松陰と塾生たち　松下村塾開塾150年記念

徳島県 　徳島市立徳島城博物館絵図図録 第三集 阿波・淡路国絵図の世界
愛媛県 　愛媛県歴史文化博物館研究紀要 第12号 2007

　愛媛県歴史文化博物館資料目録　第15集　灘口コレクション(戦前絵葉書・近代印刷物等)　付：愛媛県歴史文
化博物館収蔵　愛媛県関係絵葉書目録

　愛媛県歴史文化博物館資料目録 第16集 今治市相の谷1号噴出土遺物
　愛媛県歴史文化博物館年報 　平成17年度、平成18年度
　愛媛県歴史文化博物館テーマ展示図録 テーマ展 「海と島に生きる～昭和・暮らしの記録～」　平成18年度
　愛媛県歴史文化博物館企画展示図録 企画展 「ときめくファッション～小町娘からモダンガールまで～」　平
　愛媛県歴史文化博物館企画展示図録 企画展 「異界・妖怪大博覧会―『おばけ』と『あの世』の世界―」　平

高知県 　高知市立自由民権記念館紀要 №15
福岡県 　エイズ予防啓発ポスター・読書感想文集 『若い命のためにも、聞いて学んで、エイズのことを』　平成11年度

　市史研究ふくおか　第2号
　柳川の美術　Ⅱ　柳川文化資料集成 第三集─二
　柳川の歴史　3　筑後国主 田中吉政・忠政
　福岡県地域史研究　第24号

大分県 　大分県立先哲史料館研究紀要 第11号
　大分県立先哲史料館収蔵史料目録 5

宮崎県 　佐土原藩嶋津家江戸日記 （八）
　宮崎県地方史研究紀要　第33集 平成18年度

沖縄県 　沖縄県史　各論編4　近世
　沖縄県史　各論編4　近世 （CDｰROM版）
　沖縄県史　図説編　県土のすがた
　沖縄県史　図説編　県土のすがた （DVD-ROM版）
　沖縄県史研究叢書　16　琉球列島の占領に関する報告書（原文・和訳）　翻訳：外間正四郎
　沖縄県史研究叢書　17　植物標本より得られた近代沖縄の新聞
　（財）沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室紀要 第31号
　（財）沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室紀要 第32号
　2000世界エイズデー・おきなわ「エイズを知ってあなたが変わるわたしも変わる」報告書

名　　　　　　料　　　　　　資関　　　機　　　行　　　発
秋田大学史学会 　秋大史学　53
九州大学附属図書館付設
記録資料館九州文化史資
料部門

　九州文化史研究所紀要　第五十号

京都大学大学文書館 　京都大学大学文書館研究紀要 第5号

〈 大 学 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉
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　『学友会関係資料』解説・目録 総長裁量経費プロジェクト 平成18年度
京都大学総合博物館 　石井家文書目録
熊本史学会 　熊本史学　第八五・八六号
高知海南史学会 　海南史学　第45号
佐賀大学地域学歴史文化
研究センター

　成立期の小城藩と藩主たち

　佐賀大学地域学歴史文化研究センター研究紀要 第1号
　佐賀大学・小城市交流事業特別展　佐賀大学地域学歴史文化研究センター開館1周年記念展資料　海外交

流と小城の洋学―小城鍋島文庫にみる―
滋賀大学経済学部附属史
料館

　滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要　第40号

信大史学会 　信大史学　第31号　―2006年―
千葉大学文学部史学科菅
原研究室

　丹後国加佐郡上安久村安久家文書目録　（現京都府舞鶴市上安久）

千葉歴史学会 　千葉史学　第50号 記念特集
東北大学学術資源研究公開
センター史料館 　東北大学史料館紀要　第2号

東北大学国史談話会 　国史談話会雑誌　第47号、第48号
奈良女子大学「日本史の
方法」研究会

　日本史の方法　創刊号～第五号

奈良女子大学史学会 　寧楽史苑　第45～52号
新潟大学災害復興科学センター
アーカイブズ分野 　災害と資料　第1号

弘前大学国史研究会 　国史研究　第121～123号
広島史学研究会 　史学研究　第255～258号
広島大学文書館 　広島大学文書館紀要　第9号
山形大学歴史・地理・人類
学研究会

　山形大学歴史・地理・人類学論集　第8号

山形大学東北森林科学会第5
回大会運営委員会 　大会講演要旨集　第5回　平成12年度（2000年）8月17～18日

和歌山大学紀州経済史文
化史研究所

　紀州経済史文化史研究所紀要　第27号

東京大学史料編纂所 　東京大学史料編纂所研究紀要 第17号
秋田県立大学システム科学技術学部 　公立大学法人　秋田県立大学システム科学技術学部業績報告書 第2号　（平成15年～17年度）
高崎経済大学経済学部 　高崎経済大学特別研究報告書 大学全入化時代におけるスタディ・スキルズ教育に関する基礎的研究 平成

高崎経済大学学会
　高崎経済大学論集　第11巻第1号（第23号）～第19巻第3号（通巻54号）、第21巻第1号（通巻60号）～第31巻

第4号（通巻103号）、第32巻第4号（通巻107号）、第34巻第1号（通巻112号）、第35巻第1号（通巻116号）～第
50巻第1・2合併号（通巻176・177号）

高崎経済大学地域政策学 　地域政策研究　創刊号～第10巻第1号
秋田公立美術工芸短期大 　秋田公立美術工芸短期大学紀要 第11号

秋田公立美術工芸短期大
学2007年卒業・修了制作
展実行委員会

　秋田公立美術工芸短期大学　卒業・修了制作作品集

青山学院大学文学部史学
研究室

　青山史学　第二十五号

青山学院大学史学会 　史友　第39号
東北学院大学東北文化研
究所

　東北学院大学東北文化研究所紀要　第38号

　教養・文化論集　第2巻第1号
　教養・文化論集　第2巻第2号

秋田経済法科大学総合研究
センター経済研究所 　経済論集　第2号　安保一郎教授・近藤剛教授・山口和男教授　退任記念号

神奈川大学大学院歴史民俗
資料学研究科 　歴史民俗資料学研究　第12号

関西大学史学・地理学会 　史泉　第105号、第106号
京都西山短期大学 　西山学苑研究紀要　第2号
慶應義塾福沢研究セン 　近代日本研究　23　特集・大学史研究と大学アーカイブズ 2006

　慶應義塾福澤研究センター資料 （11）　アジア太平洋戦争における慶應義塾関係戦没者名簿

国史学会
　国史学　第64号、第66号、第67号、第88～92号、第95号、第97～100号、第104号、第110・111合併号、第113
～115号、第120号、第124号、第129号、第140号、第142号、第143号、第145～155号、第157～191号

白山史学会 　白山史学　第四十三号
専修大学歴史学会 　専修史学　第42号
鷹陵史学会 　鷹陵史学　第30～33号
中央大学百年史編集委員
会専門委員会

　中央大学百年史編集ニュース　第37号

帝京大学文学部史学科 　帝京史学　第22号
日本大学史学会 　史叢　第11集　（「研究彙報」改称）

　史叢　第12・13合併号、第15～17号、第19号、第20号、第22～38号、第40～47号、第49～75号
花園大学史学会 　花園史学　第27号
別府大学史学研究会 　史学論叢　第37号
法政大学史学会 　法政史学　第12号、第14～17号、第21～24号、第26号、第28～68号

　法政大学史学会会報　第2号、第5号
聖園学園短期大学 　聖園学園短期大学研究紀要 第37号
明治大学 　安藤正楽研究　第11号

秋田経済法科大学総合研
究センター教養・文化研究
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明治大学史資料センター
事務室

　大学史活動　大学史資料センター事務室報告　第28集

宮城学院 　宮城学院資料室年報　第12号・第13号 『信・望・愛』　2005年度・2006年度
皇学館大学人文学会 　皇学館論叢　第40巻第4号（通巻237号）、第40巻第5号（通巻238号）
南山大学史料室 　アルケイア　1　─記録・情報・歴史─
武蔵大学人文学会 　武蔵大学人文学会雑誌　第39巻第1号（通巻第152号）、第39巻第2号（通巻第153号）
武蔵野美術大学大学史史
料室

　武蔵野美術大学大学史史料集　第五集　金原省吾日記　昭和九（一九三四）年

名　　　　　　　料　　　　　　　資関　機　行　発
　秋田県税務統計書　No.54
　県税のあらまし　　平成18年度、平成19年度

学術国際部 　秋田県健康環境センター年報 第1号 平成17年度

　秋田県農林水産技術センター畜産試験場研究報告　第21号

　秋田県勢要覧　　平成18年版
　工業統計調査結果速報　　平成17年度版
　秋田県の工業　─工業統計調査結果─ 平成17年
　秋田県消費者物価指数年報 平成17年基準 平成18年1月～12月 県平均、市別指数　平成18年

健康福祉部 　国民健康保険事業状況　　平成17年度
　秋田県衛生統計年鑑　　平成17年
　メタボリックシンドローム予備群等調査報告書
　健康づくりに関する調査報告書
　秋田県健康福祉部業務概要 　平成18年度

生活環境文化部 　秋田中央圏域広域水道整備計画調査報告書
　若者の自立支援マップ　（中央地区）、（鹿角・北秋田・山本地域）、（県南地区）
　秋田県宗教法人名簿　平成18年3月31日現在
　新秋田県男女共同参画推進計画
　秋田県水道施設現況調査 　平成17年度

農林水産部 　植物防疫年報　（農作物有害動植物の発生及び防除状況）　平成17年度

　農林水産業及び農山漁村に関する年次報告　　平成18年度

　秋田県農林水産業関係施策の概要 　平成19年度
　稲作指導指針　　平成19年度
　家畜衛生30年のあゆみ　（家畜保健衛生所法施行30周年記念）
　病性鑑定この10年　病性鑑定集録 自昭和41年 至昭和50年
　病性鑑定課（班）30年の歩み 　昭和51年度～平成17年度 1976.4～2006.3

産業経済労働部 　職業能力開発関係各種給付金 生涯能力開発給付金 認定訓練派遣等給付金　（平成11年度版）

　産業経済労働部施策の概要　　平成19年度

　秋田県計量検定所業務概要　　平成18年度

　秋田県観光統計　（秋田県観光客入込・動態調査）　平成18年
建設交通部 　秋田県の都市計画　　平成18年度
出納局 　公有財産内訳書
地域振興局 　鹿角地域振興局業務概要 　平成19年度

　鹿角地域振興局農業改良普及年報 　平成18年度
　山本地域振興局の概要　　平成19年度
　能代山本の農林水産業　　平成19年度
　秋田地域振興局事業概要 　（平成18年度）
　秋田地域農林業施策の概要 　平成19年度
　由利地域の農林水産業　　平成19年度
　仙北地域振興局業務概要 　（平成18年度）
　仙北地域振興局農業改良普及年報 　平成18年度
　平鹿地域振興局業務概要 　平成17年度
　平鹿地域振興局業務概要 資料編 平成17年度
　秋田県遺跡地図　(北秋田地区版)、（仙北地区版）
　出羽路 第140号、第141・142号（50周年記念号）
　秋田県文化財調査報告書 第421集 払田柵跡調査事務所年報 払田柵跡第132次～134次調査概要

生涯学習センター 　生涯学習推進体制の概要 　平成19年度
　秋田県生涯学習センター要覧 　平成19年度

近代美術館 　秋田県立近代美術館年報 　2005年度
博物館 　秋田県立博物館研究報告 第32号

　秋田県立博物館年報　　平成19年
　北東北自然史博物館　第2回北東北三県共同展～大地と生きものふしぎ旅行～展示図録

埋蔵文化財センター 　秋田県埋蔵文化財センター研究紀要 第21号
　秋田県埋蔵文化財センター年報 25 平成18年度
　小又川の一万年　森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査の記録
　秋田県文化財調査報告書　第416集　虚空蔵大台滝遺跡―主要地方道秋田御所野雄和線秋田空港アクセス
道路整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書―

　秋田県文化財調査報告書　第417集　三ヶ田館跡―地方道路交付金事業根瀬尾去沢線に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書―

　秋田県文化財調査報告書　第418集　家ノ前遺跡―国道105号国道道路改築事業（岩谷道路）に係る埋蔵文
化財発掘調査報告書―

（秋田県教育委員会）
教育庁各課

〈　関 係 機 関 か ら の 受 贈 刊 行 物　〉

（秋田県知事部局）
総務企画部
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　秋田県文化財調査報告書　第419集　寺ヶ沢Ⅲ遺跡―一般国道7号仁賀保本荘道路建設事業に係る埋蔵文
化財発掘調査報告書Ⅰ―

　秋田県文化財調査報告書 第420集 遺跡詳細分布調査報告書
　秋田県文化財調査報告書　第422集　鴨巣館跡・鴨巣Ⅰ遺跡・鴨巣Ⅱ遺跡―一般国道7号琴丘能代道路建設
事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩIX―

　秋田県文化財調査報告書　第423集　岩倉館跡―日本海沿岸東北自動車道建設事業に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書ⅩⅩＩＶ―

　秋田県文化財調査報告書　第424集　樋ノ口遺跡・荢種坂Ⅲ遺跡―日本海沿岸東北自動車道建設事業に係
る埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅤ―

　秋田県文化財調査報告書 第425集 土飛山館跡―片山自歩道事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書―
その他 　通常総代会議案書　第59回 平成19年5月29日（火）

　秋田県小児療育センター業務概要 　Ｈ19
　秋田県立湯沢北高等学校研修集録誌かたくり 22号 平成18年度
　秋田県立増田高等学校研究紀要 　平成18年度
　秋田県立雄物川高等学校研究紀要 第7号 平成18年度
　秋田県立雄物川高等学校研究紀要 第7号 （DVD）　平成18年度

人事委員会事務局 　人事委員会年報　　（平成18年度版）
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